
 

 

 

関西学院大学審査博士学位申請論文 

 

 

 

 

 

 

 

 (題目) 地方大学国際化のための 

バランス・スコアカード経営戦略 

－地方創生への貢献－ 

 

指導教員：石原俊彦教授 

 

 

 

 

 

 

 

2018 年 12 月 

経営戦略研究科博士課程後期課程 

73016901 荒木利雄 

 

 

  



 

 

   博士論文要旨 

 

 現在、国内外において急速に社会や経済のグローバル化が進展している。また、ＡＩや

ＩｏＴなどによる技術革新によって第４次産業革命といわれる変革の時代にある。このよ

うな時代にあって、わが国では、人口減少、都市部への若者の流出、地域経済の衰退など

が続き、地方創生は喫緊の課題となっている。わが国政府は地方創生のためには、地方大

学が、地域活性化において果たすべき役割は大きいとして、さまざまな政策を展開してい

る。しかしながら、地方大学は、地方創生の核としての役割を十分に果たしているとはい

い難く、地域の活性化は依然として解決すべき喫緊の課題である。 

一方、企業のグローバル化が進むなか、産業界は、競争力の維持・確保のために、グロ

ーバルに活躍できる人材の育成を大学に求めている。このような状況を踏まえ、わが国政

府は、国際的競争力の維持のためには、大学の国際化が急務であるとして、さまざまな補

助金事業を展開している。しかしながら、大学の国際化は未だ十分に進んでおらず、特に

地方大学の国際化は進展していない。 

このような国内外における環境の変化や大学を取り巻く厳しい環境を踏まえ、地方大学

が地域の活性化に貢献するためには、国際化の推進が必要不可欠であるとして、まず国際

化を推進していくための課題を分析した。そして、地方大学における国際化の必要性につ

いて考察し、Robert S. Kaplan と David P. Norton が開発した戦略的マネジメント・シス

テムであるバランス・スコアカード(Balanced Scorecard、以下「ＢＳＣ」という)を用い

て、「財務の視点」「学習と成長の視点」「業務プロセスの視点」「顧客の視点」の４つの視

点から、課題とその課題解決方法を整理した。そして、地方大学国際化のための戦略マッ

プを提示し、戦略目標と重要業績評価指標(ＫＰＩ：Key Performance Indicator、以下「Ｋ

ＰＩ」という)を示し、地方大学における国際化の推進が、持続的経営を可能とし、地域の

活性化に貢献することを明らかにした。 

第１章では、わが国の地方大学が国際化をなぜ推進しなければならないのかを明らかに

するために、まず地方創生に関する政策動向を概観し、その地方創生における大学に関す

る地域活性化に向けた政策動向を概括した。一方で、わが国においても社会や経済のグロ

ーバル化、地域のグローバル化が急速に進んでいる状況を踏まえ、わが国における大学の

国際化に向けた政策動向を概観し、地方大学が国際化しなければならない必要性と課題に

ついて考察した。 



 

 

 第２章では、地方大学の国際化のためには、世界的な動向を踏まえておく必要があるこ

とから、世界の大学における国際化の動向として、欧州とアジアにおける地域的な枠組み

に関する高等教育政策動向について概観した。そして、国内外の大学間競争が激化してい

る状況を踏まえ、世界およびわが国における大学ランキングの動向から、評価における課

題について考察した。また、大学の国際的競争力の強化および国際化の推進を企図した「ス

ーパーグローバル大学創成支援」事業採択校における取り組みの現状を基に、評価指標に

関する考察を展開し、地方大学おいて評価指標をベンチマークとした取り組みが必要であ

ることを考察した。 

 第３章では、地方大学の国際化の意義を明らかにするため、地方大学の経営戦略として

の外国人留学生の獲得がもたらす効果について、国際化した大学の先進事例を基に考察し、

産官学が連携した外国人留学生への就職支援の取り組みが有用であることを主張した。そ

して、国際化した地方大学が地域に経済波及効果をはじめ、その諸活動が地域活性化にさ

まざまな便益をもたらすことを明らかにし、他の地方大学の国際化に向けた成功要因につ

いて考察した。 

第４章では、第１章から第３章までの考察を踏まえ、地方大学が地域活性化の核として

機能し、持続的経営に必要な国際化を推進するためには、戦略をマネジメントする必要が

あることから、民間企業だけでなく、地方自治体や教育機関でも成功事例の多いＢＳＣに

着目した。そして、ＢＳＣの考察にあたっては、ＢＳＣのなかでも特に戦略マップに焦点

をあて、国内外の大学事例を基に、大学における戦略マップを整理した。そして、大学経

営においても４つの各視点からの取り組みが重要であり、バランスがとれた取り組みとＰ

ＤＣＡを機能させることができることから、ＢＳＣが有用であることを考察した。 

 第５章では、ＢＳＣにおける「財務の視点」から、地方大学経営の前提となる財政の安

定化に向けて、国際化に必要な財務戦略について考察するために、大学の財務状況につい

て、設置形態別に概観し、現状と課題を考察した。そして、財政の安定化には、多様な財

源の確保が急務であることから、まず米国の大学事例を基に、資産運用について考察した。

つぎに寄付金事業の必要性について、米国の大学事例およびわが国における先行事例を基

に考察し、地方大学における財務戦略の方向性を示した。 

 第６章では、ＢＳＣにおける「学習と成長の視点」から、地方大学の国際経営に必要な

人材育成の重要性について考察するため、大学事務職員の知識や能力の高度化と専門化に

おける課題について論じた。そして、先行研究、わが国の大学事例および海外の事例を基



 

 

に、大学経営および国際経営を担う人材に必要となる知識や能力について考察し、そのた

めの能力開発モデルを示した。また、目標管理制度と経営戦略の結合による能力開発の仕

組みについて考察した。 

 第７章では、ＢＳＣにおける「業務プロセスの視点」から、地方大学の国際化推進に必

要となる組織変革のために、企業の経営理念にあたる「建学の精神」や教育理念の重要性

を考察した。さらに、企業における経営理念の有用性について考察し、京セラ株式会社の

展開している理念型経営に着目し、理念の浸透とその効果を考察した。つぎに、ＪＡＬ再

生への取組事例を基に、組織を変革するためには、大学における理念浸透による教職員の

意識改革と行動改革、教職協働の推進が必要であることを明らかにした。 

 第８章では、ＢＳＣにおける「顧客の視点」から、地域社会の活性化には、価値共創と

顧客満足度向上のための取り組みが重要であることの観点から、サービス・ドミナント・

ロジックの考え方を踏まえ、地方大学の事例を基に考察した。そして、日本人学生や外国

人留学生と地域のアクターが相互に学び合い協働して、新たな価値を創造することが、地

域課題の解決や地元企業のグローバル化に貢献し、顧客満足度が向上することを明らかに

した。そして、先行研究を基に、大学における顧客満足度の向上と教職員の満足度の向上

との関係について整理し、大学が「価値共創の場」を提供することの重要性を指摘した。 

 本論文の終章となる第９章では、地方創生に向けて、これまでの考察を踏まえ、国際化

の意義および地方大学におけるＢＳＣの有用性について整理したうえで、地方大学経営の

ための戦略マップと戦略目標を提示した。そして、地方大学経営における国際経営戦略に

ついて、ＢＳＣの４つの視点ごとに戦略目標およびＫＰＩを導出した。さらに、それらの

まとめとして、４つの視点の関係性を整理し、今後の地方大学国際化に貢献できるよう、

地方大学における国際経営戦略のための戦略マップを提示した。 
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第１章 地方創生の現状と地方大学の役割 

－地方大学の国際化と課題－ 

 

Ⅰ わが国における地方創生と地方大学の役割－地方大学国際化との関係 

 

わが国においては、都市部と地方の地域間格差が、解決すべき喫緊の大きな課題となっ

ている。少子高齢化が進行しているなか、地方から都市部への人口流出が続いており、地

域経済の衰退に歯止めがかからず、地域に閉塞感が漂う悪循環に陥っている。わが国政府

は、このことは地方の問題ではなく、わが国全体の解決すべき問題として捉え、地方創生

のためにさまざまな観点から解決のためのアプローチを続けているが、いまだ道半ばとい

える。そこで本章では、まず地域社会や経済の活性化に向けた地方創生に関するわが国の

政策動向について概観する。そして、その地方創生の文脈のなかで、地方創生の核として

の役割が期待されている地方大学に焦点をあて、地方創生における地方大学に関する政策

動向を概括する。 

 これらのことを踏まえ、わが国大学の国際化に向けた政策動向を概観し、大学の使命で

ある人材育成と地域貢献の観点から、国際化のなかでも留学生政策に焦点をあて、外国人

留学生の受入状況および日本人学生の海外留学の状況について概観する。そして、地方大

学を取り巻く厳しい経営環境について論じ、地方大学が国際化していくうえでの課題を抽

出する。 

若者の東京を中心とする都市部への流出は続いており、18 歳人口の減少とも相まって、

厳しい経営環境にある地方大学が、地方にある大学の使命である人材育成と地域貢献とい

う役割を果たしていくためには、財政基盤の安定化が必要となる。その財政基盤の安定化

を図るために、商業主義的に入学者確保のための政策が最優先される傾向や形式を重視し

た表層的な取り組みに陥りすぎていないか危惧されるところである。改めて、地方にある

大学として、その使命や教育理念に基づいて、地域にそして世界に貢献できる人材を育成

しなければならないと考える。 

しかしながら、地方大学が生き残り、持続性のある経営を行っていくためには、いかに

受験生を確保し、財政基盤の安定化を図るかということは、やはり解決すべき喫緊の課題

である。そのためにも経営戦略として、地方大学が国際化を推進し、海外から優秀な外国

人留学生を獲得することによって、国際教育の充実を図り、日本人学生にとっての魅力を
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高め、県内はもとより県外からも優秀な日本人学生を確保することにつなげるなどして、

収入の安定化を図っていかなければならない。本章では、地方創生の文脈における地方大

学の役割を踏まえたうえで、地方大学の国際化との関連性について整理する。 

 

Ⅱ わが国地方創生に関する政策動向 

 

 わが国の地方創生に関する政策は、2007 年に当時の福田内閣が、地方における人口減少

にともない、地方の暮らしが脅かされている問題を解決し、地方創生への構造改革を推し

進めるために策定された「地方再生戦略」にはじまる 1。 

 

１ 地方創生の基本的な考え方 

その「地方再生戦略」においては、つぎの「基本理念」が掲げられている 2。 

① 地方の実情に応じた方策……「地域間の格差の問題が生じている中、地域が抱える

課題も様々。地方の実情に応じ、生活者の暮らしの確保、交流人口の拡大、中小企業

振興、農林水産業振興等に道筋をつける必要」3 

② 地方と都市との共生……「地方と都市がともに支え合う『共生』の考え方に立つこ

とが重要。二地域居住、観光、体験交流など生き生きとした交流を実現しながら、国

民全体がこの考え方を共有し、国の基本方針として明確化することが必要」4 

③ 地方活力の低下がもたらす悪影響という共通認識……「地方の活力の低下は、食料・

水など国民生活の安全保障機能の低下、森林の荒廃など国土の防災・保全機能の劣化、 

自然環境に恵まれた暮らしの崩壊、地域コミュニティの衰退がもたらす安全・安心な

生活の場、ひいては次世代の人材を涵養する場の縮小などにつながりかねない」5 

④ 地方再生の道筋の明確化と長期的取り組み……「人口減少時代に突入した我が国に

おいて、この地方の衰退を食い止めるための道筋を明確に定め、地方再生に向けた取

組を長期にわたって継続することにより、福田内閣が目指す「希望と安心の国づくり」

を実現」6 

そして、上述した基本理念の実現のために、地方再生の戦略における５つの原則をつぎ

のとおり示している 7。 

① 「補完性」の原則 ……「地域の実情に最も精通した住民、ＮＰＯ、企業等が中心と

なり、地方公共団体との連携の下で立案された実現性の高い効果的な計画に対し、国



3 

 

が集中的に支援する」8 

② 「自立」の原則 ……「地域の資源や知恵を生かして、経済的に、また、社会的に自

立に向けて頑張る計画を集中的に支援する」9 

③ 「共生」の原則 ……「地方と都市とがヒト・モノ・カネの交流・連携を通じて、と

もに支え合い、共生を目指す取組を優先的に支援する」10 

④ 「総合性」の原則 ……「国の支援は、各省庁の縦割りを排し、地域の創意に基づく

計画を総合的に支援する」11 

⑤ 「透明性」の原則 ……「支援の対象とする計画の策定、支援の継続及び計画終了時

の評価については、第三者の目を入れて客観的な基準に基づき実施する」12 

 これら地方再生における基本理念、そしてそれら基本理念の実現のために示された５つ

の原則を基に、地方再生に関するさまざまな戦略が実施されていくことになる。 

 

２ 地方創生のためのビジョンと戦略 

わが国政府は、上述した地方再生のための基本理念と原則のもと「地方における安定し

た雇用を創出する」「地方への新しいひとの流れをつくる」「若い世代の結婚・出産・子育

ての希望をかなえる」「時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と

地域を連携する」13という４つの基本となる目標を掲げ、2014年 12 月「まち・ひと・し

ごと創生長期ビジョン」「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を閣議決定し、翌年 2015 年

６月に「まち・ひと・しごと創生基本方針 2015」を閣議決定、同年 12 月には総合戦略の

改訂版として「まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015 改訂版）」を発表している。そし

て、毎年基本目標とその基本目標を設定するために設定された重要業績評価指標であるＫ

ＰＩ(ＫＰＩ: Key Performance Indictor)をもとに進捗状況が確認され、ＰＤＣＡを機能さ

せて基本方針および総合戦略の見直しが行われている 14。 

 

(1)「まち・ひと・しごと創生総合戦略（2017改訂版）」の概略 

この総合戦略における基本的な考え方として、まずわが国の地方創生における現状認識

が示されている。その現状認識とは、わが国の人口減少に歯止めがかかっていないこと、

若者人口の東京一極集中が増加していること、地域経済が厳しい状況であることである。

そして、それらの課題を克服するために、人口、経済、地域社会の視点から一体的に取り

組むこととしている。また「まち」「ひと」「しごと」という３つの観点からのアプローチ
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を一体的に取り組む必要があるとして、「まち」においては地域生活を支える基盤を確保す

る必要があること、「ひと」においては若者の地域での就労が叶うよう結婚から子育てまで

をトータルに支援すること、「しごと」においては地域産業の活性化や振興により雇用の質

を確保することが掲げられている 15。 

 そして、これらの地方創生戦略における基本方針および総合戦略を実効あるものにする

ために、地方創生に関連する法令として、まち・ひと・しごと創生法（平成 26 年法律第

136 号）、地域再生法(平成 28 年 4 月 20 日施行、平成 27 年 8 月 10 日施行)、地域におけ

る大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律

(平成 30 年６月１日公布)が整備されている 16。 

 

(2)「まち・ひと・しごと創生基本方針 2018」の概略 

この基本方針は、地方における成長力を確保するために、少子高齢化対策、地域の人口

減少対策、地域経済の活性化のために必要となる総合的な政策パッケージを実効あるもの

にすることを目的としている。基本方針では「ライフステージに応じた地方創生の充実・

強化」、「『わくわく地方生活実現政策パッケージ』の策定・実行」として「若者を中心とし

たＵＩＪターン対策の抜本的強化」「女性・高齢者等の活躍による新規就業者の掘り起こし」

「地方における外国人材の活用」「国民の関心を惹きつける効果的・戦略的な情報発信」が

掲げられ、ついで「人生 100 年時代の視点に立った地方創生」「平成 32 年度以降の次期５

か年の『総合戦略』に向けて」が設定されている 17。 

 

Ⅲ 地域活性化に向けた大学に関する政策動向－地方創生における大学の役割 

 

社会や経済におけるグローバル化の進展は、都市部だけに起きている現象ではなく、地

方においても同じような状況にある。地方企業であっても、海外事業の展開や外国人労働

者の雇用などを行わないと、生き残ることはできない状況にある。また、地域には、外国

人コミュニティがあるなど、地域のグローバル化も進んでおり、まちづくりや地域の活性

化の観点からも、地方自治体や大学が果たすべき役割は大きい。本節では、地域活性化に

向けたわが国の政策動向を整理している。 

 地域経済が疲弊するなか、わが国政府は、地方創生のために、2014 年 12 月 27 日に「ま

ち・ひと・しごと創生長期ビジョン－国民の「認識の共有」と「未来への選択」を目指し
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て－」18を閣議決定し、このビジョンを踏まえた 2015 年度からの「まち・ひと・しごと創

生総合戦略」のなかに「地方大学等創生 5 か年戦略（まち・ひと・しごと総合戦略）」とし

て、地方大学を強化することによって地方創生の一翼が担えるようつぎの３つのプランが

示された 19。 

 第１に「地（知）の拠点としての地方大学強化プラン」では、「地方大学等の地域貢献に

対する評価とその取り組みの推進による地域貢献の活性化」として、つぎの 3 つの施策の

推進を掲げている。「『地（知）の拠点大学による地方創生推進事業』を実施、地域社会と

連携した課題解決に取り組む大学を評価・支援」「国立大学において地域活性化の中核拠点

としての機能等の強化を図る取り組みを推進」「私立大学等において経営改革や教育研究

改革を通じて地域発展に貢献する取り組みを推進」20である。 

 第２に「地元学生定着促進プラン」では、「大学進学時、大学卒業時の地方からの人口流

出の低減、都市部の学生の地方就職の促進」として、つぎの４つの施策の推進を掲げてい

る。「奨学金（地方創生枠等）を活用した大学生等の地元定着や地方公共団体と大学等との

連携による雇用創出・若者定着に向けた取組を推進」「地方の学生が都市部の大学の授業を

受けられるようＩＣＴの活用を推進」「大都市圏、なかんずく東京圏の大学等における入学

定員超過の適正化について、資源配分の在り方等を検討し成案化」「地域に誇りを持つ教育

の推進、学校を核とした地域活性化」21である。 

 第３に「地域人材育成プラン」では、「地方産業の振興を担い、地域課題の解決に貢献す

る人材を輩出し、地域でグローバルな視点を持った人材が活躍」できるよう、つぎの３つ

の施策の推進を掲げている。「学校等における地域産業を担う高度な地域人材を育成」「高

等専門学校、専修学校、専門高校をはじめとする高等学校における専門的職業人材の育成

を推進」「地域におけるグローバル・リーダー育成（「トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プ

ログラム」等）」22である。 

続いて 2015 年 6 月 30 日にわが国政府は「まち・ひと・しごと創生基本方針 2015」を

閣議決定し、地域経済の活性化に向けた総合的な取り組みとして「地方大学や高等専門学

校、専修学校等において、地域とのつながりを深め、地域産業を担う人材養成など地方課

題の解決に貢献する取組を促進する必要がある。また、地方大学等への進学、地元企業へ

の就職や都市部の大学等から地方企業への就職を促進するため、奨学金（「地方創生枠」等）

を活用した大学生等の地元定着や、地方公共団体と大学等との連携による雇用創出・若者

定着に向けた取組等を推進する。さらに学校を核として、学校と地域が連携・協働した取
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組や地域資源をいかした教育活動を進めるとともに、郷土の歴史や人物等を取り上げた地

域教材を用い地域を理解し愛着を深める教育により、地域に誇りを持つ人材の育成を推進

する。人材育成の観点から、大学や高等専門学校、専修学校、専門高校をはじめとする高

等学校における、地元の地方公共団体や企業等と連携した取組を強化することにより、地

域産業を担う高度な専門的職業人材の育成や地元企業に就職する若者を増やすとともに、

地域産業を自ら生み出す人材を創出する。また、地域に根差したグローバル・リーダー育

成の取組を推進する必要がある」23としている。 

一方で、2013 年からは「地（知）の拠点整備事業」として「大学等が自治体と連携し、

全学的に地域を志向した教育・研究・地域貢献を進める大学等を支援することで、課題解

決に資する様々な人材や情報・技術が集まる、地域コミュニティの中核的存在としての大

学の機能強化を図ることを目的」24とした補助事業が公募され、展開されている。2015 年

度は、国立大学から 36 大学、公立大学から４大学、私立大学から２大学が選ばれ、合わせ

て 42 大学が採択された。 

 地域経済の疲弊に加えて、わが国では 18 歳人口の減少期に入っており、2040 年には、

18 歳人口が 2018 年度の 120 万人から 80 万人台まで減少することが予測されている 25。

また、東京を中心とする関東圏への地方からの若者の流出に歯止めがかからない状況が続

いている。わが国政府は、こういった状況を改善すべく、地方大学の振興及び若者雇用等

に関する有識者会議からの最終報告 26を受け、地方大学への振興方策として、東京 23 区

での大学の入学定員増を 2028 年３月まで今後 10 年間認めないことをうたった「地域にお

ける大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法

律」、いわゆる地方大学振興法が 2018 年５月 25 日に成立している。 

 しかしながら、東京 23区にある大学の定員増を抑制することによって、東京への 18 歳

人口を中心とする若者の流入を制限し、地方大学への進学を促す仕組みを構築することが、 

ただちに地域経済の活性化にはつながるとは考えにくい。なぜなら、地域経済は疲弊して

おり、若者が希望する大手有名企業を中心とした人気企業は、東京に一極集中しており、

就職の段階で東京に移動することになるからである。 

 このようなサイクルを断ち切るためには、地方において若者が定住を考え、就職したい

と思えるような就職先や雇用機会を創出しなければならない。また、魅力的な地域の住環

境といった暮らしやすさをアピールするような取り組みが必要となるであろう。 

このように、地方創生に向けて、大学を核とする戦略や補助事業がさまざまに展開され
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ている。しかしながら、文部科学省内での各補助事業における相互補完的な展開や検証、

各省をまたいでの連携やその効果などについては明らかにされていない。今後は、それぞ

れの事業がどのように相互補完的に機能し、シナジー効果を生みながら、地域の活性化の

ために有効に機能しているのかについて検証が求められる。 

 

Ⅳ わが国における地方大学の国際化対応と国際化に向けた政策動向 

 

１ わが国におけるグローバル化対応 

(1) わが国における社会や経済のグローバル化 

 現在は、第４次産業革命といわれる変革の時代にある。ＡＩ(Artificial Intelligence)やＩ

ｏＴ(Internet of Things)などによる技術革新は、社会や産業、われわれの日常生活にも大

きな変革をもたらすことが予測されている。 

 このような時代の変革期にあって、社会のグローバル化が急速に進展しており、わが国

の企業を取り巻く環境も激的に変化している。わが国の大企業の多くは、グローバルな競

争環境のなかで、欧米やアジアといった海外に進出している。多くの大企業は、いまやグ

ローバル企業と呼ばれ、海外売上高が国内売上高を上回る企業も多い。そして、それら大

企業の海外進出に伴って、大企業とともに生産や事業活動を行っている中堅・中小企業も

海外に進出しなければならない状況となっている。 

 

(2) 地方におけるグローバル化の必要性 

地方にある企業にとっても市場は国内だけでなく、グローバルに事業展開しなければ生

き残れない厳しい競争環境となっている。さらに、生産年齢人口の減少が進んでいるなか、

外国人の労働力に頼らざるを得ない現状があり、地域における外国人労働者が増えている。

それゆえ、地方においても外国人と共に暮らす生活環境整備が求められている。 

また、外国人観光客が増加するなか、地方にとって地域の特色ある産業や自然などをい

かした観光収入増による地域経済の活性化の観点からも、外国人労働力が期待されている。

それゆえ、企業はその規模や都市か地方にあるかといったロケーションの如何にかかわら

ず、グローバルに活躍することができる人材の獲得に奔走している。石油や鉱物といった

物的資源の乏しいわが国にとって、人的資源こそが国家や企業の競争力の源泉であること

はいうまでもない。特に地方においては、先にも述べたが若者人口の都市部への流出がと
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まらず、地域経済は衰退し、地域社会の活性化がままならない状況となっている。地方は、

地元企業のグローバル化への対応や、外国人と共に暮らすコミュニティの整備など地域の

グローバル化が進んでいる状況に対応しなければならない。 

 

(3) 地方大学における国際化の必要性 

世界のグローバル化が急速に進展すると同時に、第４次産業革命の時代といわれる時代

にあって、ＡＩ、ＩｏＴおよびビッグデータの活用といった新たな技術革新により、産業

構造をも変化させるような、大きな変革の波が押し寄せてきている。グローバル化した社

会にあって、わが国が国際競争力を維持・確保していくために大学が担う役割は大きい。

大学は、都市部にあるのか地方に位置するのかにかかわらず、国際的に競争力のある研究

を強化し、国際教育を充実させグローバルな社会や経済のなかで活躍できる人材を育成し

輩出していかなければならない。 

そのためには、大学の国際化は喫緊の課題であるとして、わが国政府も矢継ぎ早に大学

の国際化のための補助事業を展開している。しかしながら、一部の大学の国際化は進展し

ているものの、まだ多くの大学で国際化が十分に進展しているとはいえない状況がある。

特に、地方にある大学の教育研究の国際化は、財政や学生募集力といった問題もあって、

進展しにくい経営環境にある。このような問題意識を踏まえ、本論文では、地方大学の国

際化は、喫緊に取り組むべき重要な経営戦略であり、地方大学が国際化することが、地域

社会と経済の活性化に寄与することを明らかにするものである。 

 神余(2013)は、「大学は社会公共財ないし国際公共財」であるとし、わが国大学の国際化

とは「日本経済の国際的な競争力ならびに日本の国力を強化するために、政府、産業界、

大学が一体となって取り組みが行われている高等教育分野における国家的事業(国家戦略)

の重要な柱」27 であると指摘している。そのうえで、わが国の大学の国際化の問題点とし

て、つぎのことをあげている。第１に「国際競争力の低下と学生、研究者の内向き志向、

グローバル人材の養成の必要性」28 である。そして第２に「大学の国際化とは日本社会の

衰退を防ぐ、人材面での価値と資本の形成行為であり、とりもなおさず大学が社会公共財

ないし国際公共財として役割を果たすということである」29としている。 

 神余(2013)は、大学の国際化について「大学の国際化とは、政治、経済、社会、文化、

科学技術の世界的な動向に適合してグローバルに活躍できる内外の人材を育成し、真理を

探究し、もって社会の活力と国力の維持・発展に寄与するための高等教育機関の意識と制
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度の絶えざる変革である」30 と定義している。本論文では、神余が定義している「大学の

国際化」を踏まえて、論述している。次節では、これらのことを踏まえて、わが国におけ

る国際化の変遷として、留学生政策および高等教育にかかる政策の動向について概観して

いく 31。 

 

２ わが国の大学国際化に向けた政策動向 

(1) 留学生政策 

文部科学省や外務省等をはじめとする関係省庁から、2008 年に「留学生 30 万人計画」

が発表され、「日本を世界により開かれた国とし、アジア、世界との間のヒト、モノ、カネ、

情報の流れを拡大するグローバル戦略を展開する一環として、2020 年を目途に留学生受

入れ 30 万人を目指す」32として、大学の国際化を推進していくための基本的な考え方や施

策の方向性が示された。 

受入外国人留学生数は、独立行政法人日本学生支援機構が毎年実施している「平成 29 年

度外国人留学生在籍状況調査」によると、2017 年５月１日現在で国内の高等教育機関およ

び日本語教育機関に在籍している外国人留学生数は 267,042 人(対前年比 27,755 人

(11.6％)増)となっている。その内訳を見てみると、高等教育機関における留学生数の多い

国・地域は中国 79,502 人(対前年比 4,240 人増)、ベトナム 34,489 人(対前年比 6,910 人

増)、ネパール 14,850 人(対前年比 1,394 人増)であった。そして、日本語教育機関における

留学生数の多い国・地域は中国 27,758 人(対前年比 4,537 人増)、ベトナム 26,182 人(対前

年比 954 人増)、ネパール 6,650 人(対前年比 635 人増)となっている 33。 

 このように受入外国人留学生数は順調に推移しており、2020 年度までを目途とした「留

学生 30 万人計画」を達成する可能性が高いことがうかがえる。地域別出身地では 93.3％

がアジアからであり、中国、ベトナム、ネパールに続いて、韓国、台湾、スリランカ、イ

ンドネシア、ミャンマー、タイ、マレーシアの順となっている。このことは、わが国企業

の海外進出状況と一定の関係があることに留意しておく必要があろう。 

受入外国人留学生数は、増加傾向にあるが、来日する国や地域に留意しておく必要があ

る。具体的には、近年の増加率から見ると、ベトナムとネパールからの来日が極端に増加

している。このことは、わが国企業のアジア地域への海外進出による影響が大きいと考え

られるが、英語圏でないわが国は、日本語教育体制の整備や英語での学位プログラムを設

置するなど、受入体制の整備が急務である。 
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日本人の海外留学者数は、独立行政法人日本学生支援機構が実施している「平成 28 年

度 協定等に基づく日本人学生留学状況調査結果」によると、大学等が把握している日本人

学生の海外留学状況は、協定等に基づく日本人学生留学状況および協定等に基づかない日

本人学生留学状況を合わせ、2016 年度は 96,641 人(対前年度比 12,185 人増)となり、留学

者数の多い国や地域は、米国 20,159 人(対前年比 1,483 人増)、オーストラリア 9,472 人(対

前年比 1,392 人増)、カナダ 8,875 人(対前年比 686 人増)となっている 34。 

ただし、ＯＥＣＤ、ユネスコ、米国国際教育研究所(ＩＩＥ: Institute of International 

Education)等の 2015 年統計による日本人の海外留学者数では、54,676 人(対前年度比 236

人減)であり、留学者数の多い国・地域は、米国 19,060 人、中国 14,085 人、台湾 6,319 人

となっている 35。 

 図表 1-1 にあるように、日本人の海外留学生数は、2004 年の 82,945 人をピークに下が

りはじめ、2011 年には 57,501 人と約 25,000 人減少している。そして、2012 年度は増加

となった。ただし、2013 年度統計より、統計対象が受け入れ国の国籍を持たない外国人留

学生から、高等教育機関に在籍する外国人留学生が対象となったため、単純に比較できな

くなっている 36。しかしながら、世界的にグローバル化が進展しているなかにあって、2004

年度がピークであった状況を考えると、日本人学生が海外留学するにあたって、いくつか

の阻害要因が考えられる。たとえば、日本人学生の内向き志向、海外留学費用負担、わが

国と海外の大学との学年暦の違いおよび在学時における就職活動時期など、さまざまな阻

害要因が考えられ、日本人学生を取り巻く環境改善が望まれるところである。 

日本人の海外への留学生数については、社会や経済のグローバル化が進展し、国や地域

のボーダレス化が進んでおり、相互に依存的な関係が生じていることに留意しなければな

らない。経済的な観点からは、2008 年のリーマン・ショックによる世界的な金融危機、中

国人民元の切り下げ、世界的な保護主義傾向による為替動向や貿易の問題、米国と中国と

の間での経済摩擦など不確実性が高まっており、景気動向の予想困難な時代となっている。

また、世界各地で地球温暖化に起因するような自然災害、テロや難民といった地政学的な

問題も世界各地で生じている。 

 それゆえ、留学生政策による大学の国際化を推進するにあたっては、同時に海外におけ

るリスクマネジメント体制を十分に整備しておく必要がある。 
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図表 1-1 日本人の海外留学状況 

 

(出所)文部科学省『日本人の海外留学状況(OECD 等による統計)』記載データ。ただし、

2013 年統計より統計対象が異なっていることから単純に増減比較ができなくなっている

ことに留意する必要がある 37。 

 

(2) 日本人学生が留学することの意義 

 わが国の大学は、社会からの強い要請として、グローバルに活躍できるような人材を育

成することが求められている。しかしながら、日本人学生の海外留学がなかなか増えない

現状を踏まえ、日本人学生を海外に送り出すことについての意義と課題について整理して

おく。 

そこでまず、日本人学生の留学における阻害要因について明らかにしたうえで、日本人

学生が留学することの意義について明らかにしていきたい。 

 太田(2013)は、日本人学生が留学するにあたっての阻害要因について、つぎのように整

理している 38。 

① 日本人学生が大学に在学している間に海外留学や海外研修に行きたがらない阻害要 

因……就職活動の早期化と長期化、単位互換制度の未整備と学年暦の違いおよび国際

教育プログラム開発の遅れがある。 
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② 学位取得を目指す海外留学に対する阻害要因……学士より高い学位を取得してもメ

リットの少ない雇用システム、短期的なキャリア志向、英語圏の大学の授業料高騰お

よび日本の家計の悪化がある。 

③ ①と②のタイプの留学に共通の阻害要因……学生の海外留学を評価しない雇用者、

要求される語学力の高度化、少ない海外留学のための奨学金、リスク回避と安全志向

および日本という便利で居心地の良すぎる社会がある。 

 このように日本人学生の留学にあたっては、いくつかの阻害要因がある。わが国独自の

企業の採用慣行に伴う学生の就職活動時期、企業の留学に対する評価と雇用、海外の大学

と同期しない学期制、十分に整備されていない奨学金制度、そして学生の安全志向などが

阻害要因となっている。 

 しかしながら、海外留学がグローバルに活躍できる人材を育成するうえで、有用である

ことはすでに明らかになっている。そのことを証明するエビデンスとして、米澤・新見

(2016)は、大規模なオンライン調査を行い、留学経験が日本人学生のキャリアにどのよう

に影響しているのか、また能力や意識にどのような変容をもたらしたのかについて分析し

ている。まず、キャリアへの好影響をもたらしている事項として、つぎの３点を調査結果

から明らかにしている 39。 

① 年収……最終学歴である大学学部、大学院修士、大学院博士ごとに、留学経験者と

留学未経験者との年収を比較した結果、それぞれの最終学歴において、留学経験が年

収を高める効果がある。 

② 役職……大学への留学経験の有無が、男女ともに管理職比率を高めている。文系の

大学院では、理系の大学院と比較して、管理職比率に大きな違いがある。 

③ 就職・キャリア……留学経験が、キャリア設計や現在の仕事に就くにあたって有用

であり、留学で学んだ知識やスキルが現在の仕事において役に立っている。 

 本調査は、留学経験によって得られた能力や知識などが将来のキャリアにおいて、活か

され有用に影響していることを明らかにしているといえるだろう。 

 また、米澤・新見(2016)は、同調査において、キャリアや所得への効果に関するエビデ

ンスとして、留学経験が自身の能力や意識にどのような影響を与えたのかについて分析し

ている。その調査分析結果から、留学経験による意識との関連性が強い項目として、「異文

化に対応する力」「外国語運用能力」「留学先(海外)の社会・習慣・文化に関する知識」を明

らかにしている。そして、留学経験が意識の変容をもたらした事項として「日本人として
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の意識」「多様な価値観や文化的背景を持つ人と共存する意識」「リスクをとること、チャ

レンジすることに関する意識」が高まったことを明らかにし、自己肯定感や自己効力感と

いった内面的な成長があったことを指摘している 40。 

このことは、海外で活躍できる人材に求められている異文化を理解する力、多様な価値

観を受容する力、コミュニケーション・ツールとしての語学運用能力の獲得に留学経験が

有用であることを示しているといえる。 

 さらに、米澤・新見(2016)は、留学経験がどのような能力の獲得につながったのかにつ

いて、大学院および大学学部レベルでは、「専門知識・技能」「外国語運用能力」「ストレス

耐性」「目的を達成する力」が身についたとの回答が多く、高校レベルでは対人関係に関連

した能力「リーダーシップ」「異文化に対応する力」「ストレス耐性」「柔軟性」「協調性」

が向上したという回答が多かったとしている 41。 

  この調査分析結果は、グローバル化した社会や経済、多様化している労働環境にあって、

留学経験が将来のキャリアと同様に、これからの社会にとって求められる人材に必要とな

る知識や能力の獲得に有用であることを明らかにしている。 

 しかしながら、上述したように留学することへの阻害要因があることから、海外留学を

希望するすべての日本人学生が、海外に留学することは困難であるといえる。それゆえ、

海外への留学ができなくても、わが国に居ながらにして海外にいるような環境を日本人学

生に提供することは、留学体験によって得られる能力の獲得や意識の変容と同じような効

果を期待することができる。 

外国人留学生の獲得は、キャンパス内において日常的に多様な国や地域からの外国人留

学生と自然に触れあう機会を創出することになる。また、授業やゼミにおいて外国人留学

生とともに学び合う環境を整備することは、日本人学生にとって異文化を理解し、多様な

価値観や文化的背景を受容し、語学運用能力を磨く機会となる。上述した阻害要因の解決

に向けて取り組むことと同時に、外国人留学生の獲得による学内環境整備を進めなければ

ならない。これらの取り組みは、結果として地方大学の特色化と強みとなる。 

また、今後地方大学が地域の核として、持続的に地域活性化に貢献するためには、財政

基盤を安定化させなければならない。そのためには、時代の変化に応じた持続的な研究や

教育における発展が必要不可欠であることから、優秀な教員を国内外から獲得しければな

らない。 

そして、日本人学生だけでなく外国人留学生からも選ばれる大学とならなければならな
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い。地方にある大学は、県内からだけでなく県外からも、魅力ある大学として受験生を獲

得しなければ、持続可能な大学経営を行っていくことは困難である。そのためには、地方

大学が国際化することにより、魅力ある教育内容、キャンパスを創り、県内外の日本人学

生、外国人留学生といった多様なステークホルダーに選ばれる大学になる必要がある。す

なわち、地方大学の国際化の成果は、財政の安定性の確保につながり、地方大学の存在意

義を高めることにつながる。 

 

(3) 高等教育政策 

「留学生 30 万人計画」の一環として、わが国における大学の国際化を推進するために、

文部科学省は補助金事業を矢継ぎ早に実施している。本項では「留学生 30 万人計画」以降

の文部科学省補助金事業について概観する。 

まず、2009 年に文部科学省は、「国際化拠点整備事業（グローバル 30）」を「大学の国

際化のためのネットワーク形成推進事業は、国際化の拠点となる大学間のネットワーク化、

国際化に積極的な大学との連携を図り、我が国の大学の国際化を推進することにより、国

内外の優秀な学生の受入を促進し、グローバルな社会で活躍できる人材の育成を図ること

を目的」42として実施した。 

続いて、2011 年から文部科学省は、「大学の世界展開力強化事業」を「国際的に活躍で

きるグローバル人材の育成と大学教育のグローバル展開力の強化を目指し、高等教育の質

の保証を図りながら、日本人学生の海外留学と外国人学生の戦略的受入を行う事業対象国・

地域の大学との国際教育連携の取組を支援することを目的」43 として実施し、現在も継続

している。 

2012 年には文部科学省は、「グローバル人材育成支援事業」を「若い世代の『内向き志

向』を克服し、国際的な産業競争力の向上や国と国の絆の強化の基盤として、グローバル

な舞台に積極的に挑戦し活躍できる人材の育成を図るべく、大学教育のグローバル化を目

的とした体制整備を推進する事業に対して重点的に財政支援することを目的」44 として実

施した。 

そして、文部科学省は、続けざまにわが国の大学における国際化の一層の促進をはかる

ため、2014 年に「スーパーグローバル大学創成支援」事業を「我が国における高等教育の

国際競争力の向上及びグローバル人材の育成を図るため、世界トップレベルの大学との交

流・連携を実現、加速するための人事・教務システムの改革など国際化を徹底して進める
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大学や、学生のグローバル対応力育成のための体制強化を進める大学を支援することを目

的」45として実施している。 

 このように国家戦略として、大学の国際化を推進するための諸施策が展開されている。

留学生数については、受け入れは順調に推移しているものの、送り出しについては、図表

1-1 にあるように、まだ十分に国際化のための推進施策が機能しているとはいい難い。し

かしながら、国際化が進展した成果としての指標のひとつともいえる世界大学ランキング

においては、「スーパーグローバル大学創成支援」事業に採択されている東京大学や京都大

学は、いくつかの世界大学ランキングにおいてその順位を上げはじめているものの、一方

で順位を下げている同事業採択校もある。世界大学ランキングは、世界の大学における相

対的な関係であることを考えると、各国国家戦略の違いや実行性といったことなどが影響

している可能性がある。世界大学ランキングについては、第２章にて詳述することとする。 

 

Ⅴ 地方大学の国際化における課題 

 

 上述してきたように、地方にある大学は、地域経済や社会が活性化するよう、そのため

の地域の核となることが求められている。そして、地方であっても企業やコミュニティは

グローバル化しており、そういった組織や社会に対応できる人材を育成し、輩出すること

が求められている。しかしながら、地方では、経済が衰退するなか、人口減少とともに少

子高齢化が進み、若者の東京を中心とする都市部への人口流出に歯止めがかからず、地方

にある大学は受験生の獲得が困難な状況にある。 

日本私立学校振興・共済事業団が、毎年調査を実施している最新の調査である「平成 29

年(2017)年度 私立大学・短期大学等入学志願動向」によると、入学定員充足率 46が 100％

未満の大学は 39.4％であり、前年度と比較して 5.1 ポイント低い結果となっており、入学

者が入学定員を下回った大学が 28 校減少して、229 校となっている 47。要因は定かでは

ないが、有名私立大学といわれる上位校の入学定員の厳格化による定員管理の影響を少な

からず受けているものと推測される。 

数字的には改善しているものの、依然として約４割の大学が定員割れとなっている。そ

のなかでも、入学定員が 500 人未満の大学は、すべて入学定員未充足となっていることに

着目する必要があろう。また、地域別にみると、北海道、東北(宮城を除く)、甲信越、東海

(愛知を除く)、中国、四国、九州(福岡を除く)で、入学定員充足率が 100％未満となってい
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る 48。これらのことから、入学定員が小規模な大学および地方にある大学は、極めて厳し

い経営環境に置かれていることが明らかである。地域別および規模別の入学定員充足率に

ついては、第５章にて詳述する。 

 このように、地方大学は厳しい経営環境下にあるが、地域経済や地域社会を活性化する

ために必要な核となることが求められており、果たすべき役割は大きい。しかしながら、

地方大学には、これまで概観してきた大学を取り巻く環境を踏まえると、つぎのような解

決すべき喫緊の課題がある。 

 

１ 地方大学の国際化における財政的課題 

 まず、地方大学経営における財政課題がある。地方大学にとって、外部環境リスクであ

る 18 歳人口の減少や都市部への若者人口の流出は、財政に大きな影響をもたらす。特に

私立大学は、その収入構造として、多くを学生納付金収入と経常費補助金に頼っている。

特に、学生納付金収入の割合は大きく、いかに入学者を確保するかは、大学の存続さえ左

右する最大の財政的課題である。 

大学の収入源としては、学生納付金収入、経常費補助金収入の他、外部資金として戦略

的な国の補助事業や科学研究補助費の獲得、資産運用収入、寄付金収入など、それぞれの

資金獲得のための戦略やノウハウが必要となる。また、学生納付金収入に多くを依存する

私立大学をはじめとして、多様な財源を確保することも、今後大学の財政基盤の安定化に

向けて必須の財務戦略となる。なお、財政基盤の安定化に向けた戦略については、第５章

にて詳述する。 

 まず、安定的に健全な財政を維持するために必要となる多様な入学者の確保の観点から、

外国人留学生の獲得が、地方大学の経営戦略としていかに有用であるのかについて明らか

にしていく。 

 しかしながら一方で、外国人留学生の獲得のために大学の国際化を進めていくためには、

一定の財政投資が必要となる。例えば、外国人の留学生を受け入れるためは、ハード面の

整備として、留学生寮を整備するイニシャルコストだけでなく、ランニングコストが必要

となる。また、受入プログラムの整備や維持には、一定の人件費も必要となるとともに、

国際センターといった事務部門を整備し、教育面だけでなく、日常生活から就職支援まで

を支援するために、人的資源を投入しなければならない。そして、優秀な外国人教員を獲

得するためには、一定程度の給与や宿泊施設といった生活面をもバックアップしなければ
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ならない。さらに、海外から優秀な外国人留学生や外国人教員を確保するためには、マー

ケティングやリクルーティングにかかる経費とともに、海外拠点の形成や提携先も必要と

なることから、コスト面で大きな財政負担を強いることとなる。 

 こういった初期投資や一定の運営経費が必要となるものの、学費減免や奨学金といった

措置の必要のない外国人留学生の獲得は、大学にとって最大の収入源である学生納付金を

確保することにもつながり、財政基盤の安定化を図ることができる。また、さまざまな国

や地域から外国人留学生を獲得することは、魅力ある大学創りには欠かすことができない。

キャンパスの国際化、教育の国際化は、日本人学生にとっても日本に居ながらにして異文

化交流ができる環境となり、グローバルに活躍するために必要となる異文化理解や多様な

価値観の受容などが育成される機会となる。また、優秀な外国人教員の確保は、研究と教

育の両面において相乗的な効果が期待でき、地方大学の存在価値を高めることが期待され

る。それゆえ、こういった国際化した大学は、県内だけでなく、県外からも受験生を惹き

つけ、受験生に選ばれる大学になる可能性が高まることが期待される。 

 

２ 地方大学の国際化推進における総合的なマネジメントの課題 

 わが国の科学技術や学術分野における世界最先端レベルの競争力を維持・確保するため

には、戦略的に国際活動を推進していく必要があるとして、文部科学省は、2005 年から

2009 年にわたって「大学国際戦略本部強化事業」を実施している 49。本事業は「各大学等

の特色に応じた国際戦略本部といった全学横断的な組織体制を整備し、大学等としての国

際戦略を打ち立てながら、学内の各種組織を有機的に連携した全学的、組織的な国際活動

を推進することを目的」50 としている。日本学術振興会は、その事業の実施結果を「グロ

ーバル社会における大学の国際展開について～日本の大学の国際化を推進するための提言

～」51としてまとめ、2010年 2 月に公表している。 

 日本学術振興会(2010)によると、わが国の大学が国際化を推進していくためには、大学

の国際化について適切に運営する組織(ガバナンス)の整備が必要であると指摘し、組織と

してつぎの３つの類型を示している 52。 

① 「本部先導型」53……学長のリーダーシップが発揮できるよう、戦略的な国際施策

が実施できる組織体制として整備された組織形態である。 

② 「集中管理型」54……学長や理事、副学長のもとに戦略的に教職員を集中配置し、大

学として戦略的な展開を可能とするよう整備された組織形態である。 
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③ 「部局支援型」55……国際関連部局や研究関連部局といった各部局の国際戦略の展

開を大学が支援するよう体系化された組織形態である。 

④ 「特定プロジェクト型」56……特定プロジェクトに資源を集中して、教育研究の国

際化を推進するタイプである。例えば、海外拠点を設置し、その拠点を中心に国際化

のための組織を整備するような形態である。 

 このように、それぞれの組織体系や組織文化に応じて国際化のための戦略的な組織体制

が構築されている。しかしながら、同事業の調査結果では、まだ約４割の大学が、国際化

を推進するための組織が整備されていないことを示している 57。また、人事配置について

の課題として、人事ローテーションをあげている。専任事務職員の一般的な人事異動サイ

クルは３年から４年程度であり、国際戦略の策定やその実施に必要となる専門性を事務職

員が有しているとはいい難く、どのように人材育成を行っていくかが課題であると指摘し

ている 58。 

 これらのことから地方大学が、国際戦略を構築し、実行していくためには、それぞれの

地方大学が有する組織文化や特徴に応じて組織体制を整備していく必要がある。また、国

際経営を行っていく人材を育成するためには、教職員の意識改革と行動改革を行い、教員

と事務職員が共に協働し、新たな付加価値を創造していく必要がある。そして、優秀な外

国人教員や外国人留学生の獲得および獲得に伴う生活支援をはじめとしたさまざまな支援

体制を整備する必要があることから、教員だけでなく事務職員も国際通用性のある能力を

身につけなければならない。これら人材育成に関する課題については、第６章にて詳述す

る。なお、地方大学の国際化に向けた教職員の意識改革と行動改革および教職協働につい

ては、第７章にて詳しく論じる。 

 そして、地方大学経営として費用対効果の最大化やコストの削減といった財政課題に取

り組み、入学者を確保する諸施策を立案し、グローバルに活躍できる人材の育成といった

教育改革などの諸課題を解決する必要がある。すなわち、そういった諸課題に取り組むこ

とができるよう組織を整備し強化するとともに、さまざまな外部環境に適切に対応できる

よう、大学経営人材と同時に国際経営人材の育成を推進していかなければならない。 

 ところで、これらの課題を解決していくためには、総合的に統合されたマネジメントが

必要であり、そのためのシステムを確立しなければならない。そして、そのマネジメント 

・システムを確立し、適切に環境変化に対応できるようＰＤＣＡサイクルを機能させてい

かなければならないと考える。そのための仕組みとして、Robert S. Kaplan と David P. 
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Norton が 1992 年に開発した戦略的マネジメント・システムであるバランス・スコアカ

ード(Balanced Scorecard、以下「ＢＳＣ」という)がある。ＢＳＣは、「財務の視点」「顧

客の視点」「業務プロセスの視点」「学習と成長の視点」の４つの視点を有し、それら視点

ごとに戦略目標を掲げる。そして、その戦略目標の達成のために重要業績評価指標(ＫＰ

Ｉ：Key Performance Indicator、以下「ＫＰＩ」という)を設定して、ＰＤＣＡサイクル

を機能させることができる。ＢＳＣについては、第４章において詳細に論じる。 

 先に述べた、財政基盤の安定化は「財務の視点」における課題であり、第５章において

詳細に論じる。そして、「学習と成長の視点」における課題である大学経営人材および国

際経営人材の育成については第６章において、「業務プロセスの視点」における教職員の

意識改革と行動改革、教職協働の推進については第７章において詳細に考察する。 

 

３ グローバル化した地域における大学と地域アクターとの価値共創の課題 

 直近ではインバウンドとして、外国人観光客が増加している。また、地域における外国

人労働者が増えるなか、外国人の地域への定住者も増えていることから、さまざまな環境

整備とともに、地域住民との共生が求められている。行田・土屋(2005)は「地域のグロー

バル化に伴い、文化や言語、生活習慣の相違によるトラブル、いじめや犯罪など、様々な

問題があらわれてきた」59 として、国際理解を進めるための学校教育の必要性を指摘し、

岡崎市において「子ども国際セミナー」として実施されたプログラム・コンセプトをつぎ

のとおり示唆している 60。 

 ① 相互依存する関係性への気づき……地域社会においても、あらゆる場面でグローバ

ル化が進んでおり、相互に依存し影響しあっている。その関係性に気づくことが重要

である。その相互依存する関係性に気づくための場面設定が必要である。 

 ② 多様な地域や国の人々の文化的背景や価値観の理解……外国籍市民は、多様な国や

地域から訪日している。それぞれの国や地域における歴史や文化背景を理解し、多様

な価値観を学び、人間性を理解する必要がある。異文化を理解し、多様な価値観を受

容できるよう場面を設定する必要がある。 

 ③ 地域が抱える課題解決に向けた主体的参画の意識醸成……地域における生活や社会

は、自らが主体的かつ意欲をもって取り組まなければならない。そのために社会にか

かわる場面を設定して学ぶ必要がある。 

 ④ 地域だけではなく、地球規模で物事を捉える……環境問題などは、地域だけではな
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く、地球という観点から問題を捉え理解し考えていかなければならない。それゆえ、

地域社会の一員であるだけでなく、国や地球レベルの一員でもある自己に気づくため

の場面設定が必要である。 

 ⑤ コミュニケーション力と協働する力の養成……コミュニケーション・ツールとして

の語学力だけでなく、非言語も含めた自分の考えを伝える力、人の話に耳を傾け理解

する傾聴力が必要である。また、相互依存する関係性を理解し、人を思いやり、学び

合い協働する場面設定が必要である。 

 行田・土田(2005)が示している国際理解のためのプログラムは、10 年以上も前の 2004

年度に愛知県岡崎市小学校において企画・実施されたものである 61。行田・土田が国際教

育プログラムを開発するにあたって、上述した５つのコンセプトは、地方大学において展

開すべき地域におけるアクターである地域住民や地元企業、地元経済団体などとの学び合

い協働する国際教育の参考となる考え方であろう。このような地域のグローバル化は、よ

り進展しており、地域における大学の役割の重要性は増しているといえる。 

地方大学の地域における存在意義については第３章にて詳述する。また、地方大学を取

り巻くさまざまなアクターとの協働や学び合いによる価値創造、それらアクターをステー

クホルダーとした関係性については、ＢＳＣにおける「顧客の視点」として、第８章にて

詳細に論じる。 

 

４ 地方大学における地域貢献にかかる課題 

地方大学における地域貢献についての課題について「地方における若者の修学・就業の

促進に向けて－地方創生に資する大学改革－」62 に基づいて、まず地域および地方におけ

る大学の課題をつぎのように整理する。そして、これらの課題を踏まえたうえで、地方大

学における地域貢献の必要性について論じる。 

 

(1) 地方における課題 

 地方における課題は、人口が東京に一極集中することに起因する。同上報告書には、地

方におけるつぎの課題があることが示されている 63。 

 ① 若者の東京圏への転入超過……東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)の地方圏

から進学時、就職時に東京圏へ 12 万人規模の転入超過が続いている。 

 ② 地方圏における 18 歳人口の減少……若者の大学進学時の転出によって、特に地方
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の小規模な私立大学の経営状況が悪化している。 

 ③ Ｕターンする割合の低下……15～29 歳のＵターンする若者の割合が低下している。 

  このように地方から東京圏への人の流れが止まらない状況が続いており、地域経済が

疲弊するとともに、地域社会の衰退が加速化するような深刻な状況にあるといえる。 

 

(2) 地方における大学の課題 

また、同上報告書では地方大学における課題について、つぎのように整理している 64。 

 ① 地方国立大学の総花主義……幅広い学問分野を網羅しているが、総花的で強みや特

色が見えない。地方のニーズを踏まえた展開が求められる。 

 ② 地方産業につながる人材育成……成長分野や地方産業の発展に資する人材育成がで

きておらず、地域ニーズに応えていない。 

 ③ 地域密着型の中堅企業……地域中堅企業における企業人材の採用や育成、研究開発

に貢献できるよう機能を強化・特化すべきである。 

 ④ 就職支援サービス……地元で就職したい意向を有する学生への就職・生活情報を提

供する仕組みの充実が必要である。そのためのキャリア教育の充実が求められる。 

 ⑤ 東京圏で学んだ学生の地方への還流……地域の活性化のためには、当該地域以外か

らも多様な価値観や知恵を有する人々が集まるという人的好循環サイクルを構築する

必要がある。 

 これらのことから、地方にある大学は、国立大学だけでなく、公立大学、私立大学にお

いても、注力すべき戦略的課題があることがわかる。それはすなわち、地域の課題に応じ

た、それぞれの大学が有する知的資源である教育や研究において果たすべき役割と責任で

あるといい換えることができるであろう。 

 2017 年 12 月 28 日には中央教育審議会大学分科会将来構想部会から「今後の高等教育

の将来像の提示に向けた論点整理」65 が出され、社会構造が変化しているなかにあって、

18歳人口が減少している状況を踏まえ、地方大学に関連する事項として、地方における教

育機会を確保する必要から「我が国の高等教育機関については、私立大学が多く、かつ、

小規模な大学等が多いのが特徴であり、特に小規模な大学が多い地方において学生確保が

厳しくなっているが、地方に所在する大学は、その多くが地域で活躍する人材の育成の拠

点となっているとともに、地域の知的基盤としての様々な役割を果たしており、今後とも、

地方の学生のニーズに応える質の高い教育機会を確保していくことが重要である」66 とし
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ている。 

 このように、地方大学にとっての地域社会および地域経済への貢献が課題である。地方

大学は、地域の核となり、地域に貢献していくために、産官学が連携した事業やプロジェ

クトの展開を推進していく必要がある。そのためにも、地方大学は、研究開発力を有する

優秀な教員を確保するとともに、グローバルに活躍できる人材を育成していかなければな

らない。そして、地方大学は、日本人学生、外国人留学生、地域のアクターである地域住

民および地元企業などとの学び合いと協働による新たな価値を創造することによって、地

域を活性化していく役割がある。 

 

Ⅵ 地方大学国際化の重要性 

 

 本章では、地方創生における政策動向を概観し、その地方創生における大学の役割につ

いて論じた。そして、地方大学が地方創生の核となるためには、地方大学における国際化

が必要であることを考察した。技術革新とともに世界のグローバル化が進展しており、わ

が国においても都市部だけでなく、地方においてもグローバル化が進んでいる状況につい

て概観した。わが国企業は、グローバル化が進展するなか、国際的な競争力を確保する必

要があることから、グローバルに活躍できる人材を求めるようになった。このことは、大

企業だけでなく、都市部の中堅中小企業や地方にある地元企業も同じ状況にある。また、

地域社会のグローバル化も進んでいることから、外国籍市民や外国人労働者などへのさま

ざまな対応が求められるようになっている。そういった状況を解決すべく、わが国政府が

行っている大学の国際化を促進するための政策動向について概観した。 

地方の若者人口の都市部への流出が続くなか、わが国のトップレベルの大学の国際化だ

けでなく、地方にある大学もまた、国際化によって教育研究における競争力を高め、大学

の魅力を増し学生募集力を強化して、財政基盤を安定させるという循環サイクルを構築し

なければ、持続的経営が困難な厳しい経営環境下にある。また、地方大学の使命のひとつ

である地域貢献による地域社会や経済や活性化のためにも、地域におけるさまざまなアク

ターと協働し、相互理解と共生していく必要があることを概観した。そのうえで、地方大

学が国際化を進めていくうえで、解決しなければならない課題として、財政基盤の確立、

大学経営のマネジメント、地域のステークホルダーであるアクターとの協働の必要性を明

示した。 
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そして、地方大学経営における課題について、つぎのとおり論じた。まず、大学の持続

的経営のために必要となる財政基盤をいかに安定させるかという課題がある。学生納付金

収入依存度の高いわが国の大学にとって、いかに入学者を確保するかは、最も重要視すべ

き課題である。若者人口が減少する地方にあって、地方大学は外国人留学生をはじめとし

て多様な入学者を確保し、多様性のある大学創りを進め、日本人学生にとって魅力ある大

学とならなければならない。しかしながら、外国人留学生を受け入れるためには、留学生

寮をはじめとするハード面の整備に加えて、受入教育プログラム、生活から就職支援まで

体制を整備する必要があり、コストがかかる。また、優秀な外国人教員を獲得するにあた

っても、同様に支援体制を整備する必要があり、大学の国際化を推進するにあたっては、

初期投資や経常費が必要となることを踏まえておかなければならない。 

また、地方大学の国際化を推進するためには、組織体制を整備しなければならない。そ

して、その組織を運営し国際化を推進していくためには、教職員の意識改革と行動改革が

必要であり、教職員が共に学び合い協働していくことが重要となる。そして、国際経営を

担うためには、国際的な視野と専門的な知識を有する人材が必要となる。このような課題

を解決しなければ、国際化を推進していくことは難しいといえる。 

一方で、グローバル化は都市部だけでなく、地方においても進展しており、外国籍住民

が増えていることから、地域住民とのトラブルも同時に増えている。地域住民と外国人と

が共生していくためには、互いの歴史的・文化的背景を理解し、多様な価値観を受け入れ

るための機会を創出しなければならい。それゆえ、大学は、大学を取り巻くさまざまなア

クターと学び合い協働し、互いを理解するとともに、新たな価値を創造する機会を創出す

る役割を担わなければならない。地方大学が国際化し、地域活性化や地域課題の解決に晴

らすべき役割は大きいといえる。 

 これらのことを踏まえ、地方大学の国際経営戦略が、大学の持続的経営を可能にすると

ともに、地域経済および地域社会の活性化に寄与することについて、次章以降で明らかし

ていく。 
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第２章 大学経営における国際化 

－世界的動向と大学ランキングの視点－ 

 

Ⅰ 大学の国際化に必要となる評価指標活用の意義 

 

 前章では、わが国における都市部と地方の地域間格差を解決すべく展開されているわが

国における地域創生に関する政策動向について、まず概観した。地方においては、都市部

への人口流出、なかでも若者の流出が問題となっている。また、地域経済が衰退しており、

地域の活性化が解決すべき喫緊の課題となっている。それらの問題を解決するために、わ

が国政府は、地方大学が果たすべき役割は大きいとして、地方大学が地域活性化のための

核となることができるよう、地方大学を支援する補助金政策を実施している。一方で、世

界におけるグローバル化が進むなか、わが国においても都市部だけでなく、地方において

もグローバル化が急速に進んでいるとともに、労働力人口の減少とも相まって、地域にお

いても外国人労働者や定住者が増えており、地域住民と共に安心して暮らすことができる

生活環境整備が必要となっていることを述べた。 

これらのことを踏まえ、地方創生の文脈における地方大学が地域活性化の核としての役

割を果たすためには、地方大学の国際化が必要であることについて論じたうえで、わが国

における大学の国際化の動向について概括した。そして、地方大学が国際化を推進してい

くための課題について考察した。 

本章では、大学の国際化は、わが国だけに留まらず、世界的な潮流であり、国家の競争

力を維持・確保するための国策として展開されていることから、世界の大学における国際

化の動向として欧州とアジアにおける地域的な枠組みに関する高等教育政策動向を考察し

ている。一方、わが国の状況に目を移すと、世界だけでなく地域もグローバル化が進展し

ているにもかかわらず、大学の国際化は未だ十分進んでいるとはいえない。多くの大学で、

いまだ多言語での授業が展開されていない。たとえば、英語で学ぶことができる授業や英

語だけで取得できる学位プログラムは、いまだ一部の大学に限られており、外国人留学生

を受け入れるための整備が不十分な大学が多い。教員の多くは、大学のそういった国際化

を進めるための施策について、総論では賛成しても、外国人留学生の受け入れに対して、

言語の問題や生活支援など、教員個人の負担が増えることなどを理由に積極的な姿勢を示

さない場合が多いと考えられる。また、財政的な負担の大きさも、国際化の阻害要因とな
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っているのではと推測される。地方大学が地域の活性化に貢献していくためには、なぜ国

際化が必要なのか、そもそもの地方大学の存在意義とは何であるのかについて、改めて教

職員は自問し、意識改革を行っていく必要があろう。 

まず、国内外における大学間競争が激化している状況を踏まえ、近年高等教育の動向と

して大きなインパクトを与えている世界大学ランキングといった評価の観点から、世界大

学ランキングおよびわが国における大学ランキングの動向を概観し考察している。そして、

わが国における大学の国際化を進展するために創設された「スーパーグローバル大学創成

支援」事業採択校における取り組みの現状を基に、評価指標に関する考察を行い、数値目

標に届かない評価項目を抽出している。それらの考察に基づいて、評価指標をベンチマー

クとした取り組みが、わが国の地方大学の国際化に有用であることを指摘するとともに、

今後地方大学が国際化を進めていくうえでの課題を示す 1。 

 

Ⅱ 世界における大学の国際化動向 

 

１ 欧州における大学の国際化に関する動向 

欧州では、高等教育における地域的な枠組みとして欧州高等教育圏の構築を目指した高

等教育改革の取り組みが行われている。この欧州での取り組みを概観しながら、世界的な

大学の国際化の動向とその必要性について考察する。 

欧州では、1999 年に欧州 29 カ国の高等教育大臣が参加し共同宣言したボローニャ宣言

から、欧州地域における高等教育システムの改革がはじまったといえる。ボローニャ宣言

では、主につぎの６点からなる改革を行っていくことが提唱されている 2。 

① 欧州域内における比較可能な学位システムの構築とディプロマ・サプリメント(学

位・資格の学修内容を示した様式)3を導入する。 

② 欧州のすべての国において、欧州の労働市場における適切な資格としての学士課程

と欧州における共通した修士および博士学位となる大学院課程とする。 

③ 学生だけでなく教職員の流動性(Mobility)を促進する。 

④ 欧州域内での単位互換制度であるＥＣＴＳ(ＥＣＴＳ：European Credit Transfer 

and Accumulation System)を確立する。 

⑤ 高等教育の質保証における比較可能な基準と方法を開発する。 

⑥ 欧州地域における高等教育の特徴的な取り組みとして、カリキュラム開発、機関間
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協力、学生・教職員流動化促進のための方策、学習、教育訓練、研究の統合プログラ

ムを促進する。 

これらの取り組みは、欧州地域における国や地域の枠組みを越えた高等教育における国

際化の取り組みであり、高等教育の国際化が国家間から地域間へと移行していく潮流とな

った原点といえる。 

そして、ボローニャ宣言で提唱された取り組みを推進していくために、2009 年以後は

「大臣会合と合わせて、ボローニャ参加国と日本を含むその他の国との高等教育における

国際連携に関する議論とパートナーシップ構築の場となることを目指した、ボローニャ政

策フォーラム(Bologna Policy Forum)が開催されている」4。ボローニャ・プロセスは、1997

年に開催されたリスボンでの会合で採択されたリスボン認証条約(Lisbon Recognition 

Convention)にはじまり、1999 年のボローニャ宣言でうたわれた欧州高等教育圏の確立を

2010 年までに達成するために、２年ごとに各国教育担当大臣が集い、そのプロセス管理を

行っているものである 5。 

 このように欧州においては、ＥＵ域内の地域的な高等教育の枠組みが進行している。太

田(2011)は、このような地域統合型が進んでいる理由として、外部環境の変化と高等教育

における内部要因をつぎのように指摘している 6。 

① 外部要因……知識経済、情報通信技術、市場経済、貿易協定といったグローバル化 

② 内的要因……大衆化、商業化、公的援助の減少、説明責任、民間資金の導入、ガバ

ナンスの変化 

 太田が指摘した外部および高等教育にける環境の変化は、海外だけではなく、わが国に

おいても同じような状況にある。そういった環境の変化を受け、わが国の大学においては、

国内外の大学間競争の激化や受験者獲得のための商業主義的な傾向、競争的な民間資金の

獲得、説明責任を果たすための情報公開や評価制度の導入、学長のリーダーシップの強化

といったガバナンス改革などが求められている状況がある。 

1999 年のボローニャ宣言において、欧州委員会によって同時に提案された単位互換シ

ステムであるＥＣＴＳは、単位の学修量を示す共通のものさし 7 としてＥＵ域内における

各大学への学生の流動性の促進に資するものである。 

 さらに、ＥＵ域内における留学生の流動性を促進する方策として、エラスムス計画(ＥＲ

ＡＳＭＵＳ : European Community Action Scheme for the Mobility of University 

Students)がある。この計画は、1987 年に欧州委員会において発表されたもので、つぎの
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４つの具体的な目標が掲げられている 8。 

① 人的資源の養成・確保……「ＥＵ全体として人的資源を養成・確保すること」9 

② 競争力の向上……「世界市場でＥＵの競争力を向上させること」10 

③ 大学間協力の強化……「加盟国の大学間の協力関係を強化すること」11 

④ 意識の醸成……「ＥＵ市民という意識を育てること」12 

⑤ 事業への参加経験……「域内での協力事業への参加経験を学卒者に与えること」13 

その後、このエラスムス計画を受けて、2004 年から 2013 年にかけて５年ごとの２期に

わたるエラスムス・ムンドゥス(Ｅｒａｓｍｕｓ Ｍｕｎｄｕｓ)が計画された。第１期であ

る 2004 年から 2008 年の第１期における具体的な支援内容はつぎのとおりである 14。 

① 修士プログラムの開発と提供……「少なくとも欧州３か国の３大学によって提供さ

れる、修士プログラムを開発と提供」15 

② 奨学金プログラムの開発と提供……「欧州以外の国の学生・研究者のための奨学金

プログラムの開発と提供」16 

③ 高等教育機関とのパートナーシップの構築……「欧州から欧州以外の国への流動化

を促進させる奨学金プログラムを含む、欧州以外の高等教育機関とのパートナーシッ

プの構築」17 

④ プロジェクトへの支援……「欧州の高等教育を世界的に推進するプロジェクトへの

支援」18 

 そして、エラスムス・ムンドゥス第 2 期である 2009 年から 2013 年には、つぎの３つの

支援を行っている 19。 

① 「欧州共同修士プログラム及び共同博士プログラムの開発と提供(奨学金含む)」20 

② 「欧州と欧州以外の高等教育機関のパートナーシップ、学生・研究者のための奨学

金プログラムの開発と提供」21 

③ 「欧州高等教育の推進(質保証関係のプロジェクトを含む)」22 

続いて、2014 年にエラスムス・プラス(Ｅｒａｓｍｕｓ＋)が始動している。このプログ

ラムは、2020 年までを実施期間として、「流動性(モビリティ)、教育とビジネスの協働、政

策改革への支援」23を行うとしている。 

 

２ アジアにおける大学の国際化に関する動向 

 アジアにおいても、欧州と同じように地域的な枠組みにおける高等教育の取り組みが進
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行している。本項では、アジアにおける地域的な枠組みによる高等教育の質保証や留学生

に関する交流促進の政策動向として、ＡＵＮ(ＡＳＥＡＮ University Network)、ＵＭＡＰ

(University Mobility in Asia and the Pacific)という２つの枠組みにおける取り組みにつ

いて概観する。 

 

(1) ＡＵＮ 

ＡＵＮは、ＡＳＥＡＮ(東アジア諸国連合)の高等教育における教育と研究の質を高める

ために、教員と学生との交流を促し、共同研究を促進するための枠組みとして、1995 年に

ＡＳＥＡＮ諸国の代表的なエリート大学 11校からなるネットワークとして設立された 24。

現在は 10 カ国から 30 大学がＡＵＮに参加し、つぎの組織目標を掲げている 25。 

 ①  連携協力する体制を強化……「ＡＳＥＡＮの大学間における連携協力体制を強化す

る」26 

 ② 共同研究・教育プログラムの推進……「重点分野に関する共同研究・共同教育プロ

グラムを推進する」27 

 ③ 学生・教員・研究者間の連携・団結を推進……「ＡＳＥＡＮ加盟国の学生・教員・

研究者間の連携・団結を推進する」28 

 ④ 政策志向組織の役割推進……「ＡＳＥＡＮ加盟国の高等教育に関する政策志向組織

としての役割を果たす」29 

 2009 年には、ＡＳＥＡＮ加盟国に加えて、ＡＵＮを核とした新たなネットワークである

ＡＳＥＡＮ+３ ＵＮｅｔを立ち上げている。このネットワークには、ＡＳＥＡＮ諸国の大

学に加えて、わが国と中国、そして韓国から 21 大学が参加している 30。続いて、2010 年

にＡＵＮは、ＡＳＥＡＮ域内における留学生の流動性を高めるために、ＥＣＴＳをモデル

とした共通の単位互換制度であるＡＣＴＳ(ＡＣＴＳ：ＡＳＥＡＮ Credit Transfer 

System)を構築している 31。 

 

(2) ＵＭＡＰ 

  ＵＭＡＰ(University Mobility in Asia and the Pacific：アジア太平洋大学交流機構)は、

1991 年にアジア太平洋地域における国際的なネットワークとして設立された。アジア太

平洋地域における高等教育機関の交流事業による学生の流動性を高めることだけではなく、

地域における経済統合を促進することを目的とした地域をベースにおいた学生交流枠組み
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の協働モデルとして発足している 32。ＵＭＡＰには、アジア太平洋地域において現在 35 の

国や地域から 570 を超える大学が加盟している 33。現在、わが国におけるＵＭＡＰの国際

事務局は、「スーパーグローバル大学創成支援」事業タイプＢの採択校である東洋大学が担

っている 34。 

 ＵＣＴＳ(ＵＣＴＳ: ＵＭＡＰ Credit Transfer Scheme)は、1999 年に先述したＥＣＴＳ

を参考に開発された単位互換方式である。2013 年５月にＵＭＡＰ国際理事会が開催され

「１ＵＣＴＳ＝38～48 学修時間数とする。また、その学修時間数には、13～16 時間の授

業時間数(academic hour)が含まれるという新たな概念が導入され、これにより多くのＵＭ

ＡＰ参加国並びに参加大学間では、１単位は１単位で単位互換できるようになった」35 と

のことである。 

地方大学が、こういったネットワークに参画すれば、日本人学生にとっても留学の機会

を創出することになるとともに、アジア太平洋地域からの留学生との交流促進につながり、

多様性のある魅力的なキャンパス創りに寄与することが期待できる。 

本節では、欧州とアジア太平洋地域における学生交流ネットワークの取り組み動向を概

観してきた。欧州やアジアにおける地域的な枠組みにおける高等教育の取り組みは、高等

教育においてもグローバル化が進展していることを端的に表しているといえる。各国が国

際的な競争力を高めるためには、優れた研究者や学生が必要となるが、そのためには流動

性が重要となる。上述した地域枠組みにおける取り組みは、欧州やアジア太平洋地域内に

おける研究教育の競争力を高めるための施策である。 

そして、共通した学位課程や単位互換制度、奨学金制度などによって、域内外での学生

の流動性を高めることができることから、グローバルに活躍できる人材の育成に有用であ

るといえる。また、研究分野においては、それぞれの大学が有する研究の特色や強みをい

かして、多面的に域内外における研究分野の連携や協働が促進されることが期待される。 

 

Ⅲ 世界大学ランキングの動向 

 

 世界においてグローバル化か進展しているなか、世界中で大学ランキングが注目されて

おり、世界トップレベルクラスの大学になるべく国家レベルの戦略として取り組んでいる

国も多く、国内外において、大学間の競争が激化している。特に、国際的な教育・研究に

おける競争力を確保する観点から、中長期的な国家戦略として、経済成長の源泉となる優



34 

 

秀な外国人教員や外国人留学生を獲得するために、世界大学ランキングにおける順位を上

げるための取り組みが行われている国も多い。世界的な大学ランキングは多くあるが、本

節ではそのなかでも、研究面や教育面での国際化度だけでなく、企業からの評価や外部資

金獲得状況といった比較的多様な観点から評価指標を設定している世界大学ランキングと

して、世界的に注目されているＴＨＥ世界大学ランキング(Times Higher Education World 

University Rankings)とＱＳ世界大学ランキング(ＱＳ World University Rankings)につ

いて概観する。 

 

１ ＴＨＥ世界大学ランキング(ＴＨＥ World University Rankings) 

 ＴＨＥ世界大学ランキング(以下「ＴＨＥ」という)は、世界的にも有名な英国の新聞社で

あるタイムズから独立したタイムズ・ハイヤー・エデュケーション社(Times Higher 

Education、以下「ＴＨＥ社」という)が実施している世界大学ランキングである。 

ＴＨＥ社は、教育コンサルティングで定評のあったクアクアレリ・シモンズ社

(Quacquarelli Symonds、以下「ＱＳ社」という)と共同して 2004 年から世界大学ランキ

ングを発表していたが、評価に対する考え方や経営方針の違いから 2009 年にその共同関

係を発展的に解消し、2010 年９月から独自で世界大学ランキングを発表している 36。ここ

では、その評価指標のひとつである論文の影響力に関する評価指標に着目しておきたい。

ＴＨＥは、当初はトムソン・ロイター社と提携し、学術文献データベースであるウェブ・

オブ・サイエンス(Web of Science)を利用していたが、2014 年からはオランダのエルゼビ

ア社のスコーパス(Scopus)を使用することとしている 37。 

その評価指標は、教育分野、研究分野、１論文あたりの被引用論文数、国際化度、産業

界からの研究収入で構成されている。大学を評価するために必要となる分野が網羅されて

おり、多面的な評価指標で構成されているといえる。ただし、財務状況に関する指標は含

まれておらず、経営の健全性を測定することができない点は踏まえておく必要がある。 

その構成について図表 2-1 を基に詳細にみていくこととする。教育関連の分野が 30％、

研究関連の分野が 30％、論文の影響力に関連する１論文あたりの被引用論文数が 30％、

国際化関連の分野が 7.5％、知識移転関連として産業界からの研究費収入が 2.5％となって

いる。これらの評価指標について、研究成果という観点からみると、１論文あたりの被引

用論文数と産業界からの研究費収入についても、研究関連の指標と考えることもできる。

それら研究に関連する評価指標を合わせると 62.5％となり、いかに研究に関する競争力が
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ランキングにおいて重要であるかをうかがい知ることができる。 

 

図表 2-1 ＴＨＥとＱＳ評価指標とその割合 比較一覧 
 

ＴＨＥ評価指標項目と割合 ＱＳ評価指標項目と割合 

Teaching： 

教育関連評価指標 

教育に関する研究者のレピュテー

ション(評判調査) 

15.00% 研究者によるアカデミック・ 

レピュテーション(評判調査) 

40.00% 

教員数に対する学生数の比率 4.50% 教員数に対する学生数の比率 20.00% 

学士号授与数に対する博士号授与

数の比率 

2.25% 

  

教員 1 人あたりの博士号授与数 6.00% 

  

教員 1 人あたりの大学の総収入 2.25% 

  

Research： 

研究関連評価指標 

研究に関する研究者のレピュテー

ション(評判調査) 

18.00% 

  

教員・研究者 1 人あたりの研究費

収入 

6.00% 

  

教員・研究者 1 人あたりのスコー

パスに掲載された論文数(分野間平

準、国別平準化操作あり) 

6.00% 

  

Citation 論文影響

力関連評価指標 

1 論文あたりの被引用数 30.00% 教員・研究者 1 人あたりの被引

用数(分野間平準あり) 

20.00% 

International 

outlook：国際化関

連の評価指標 

外国人学生の比率 2.50% 外国人学生比率 5.00% 

外国人研究者の比率 2.50% 外国人教員比率 5.00% 

国際共著論文比率(スコーパス) 2.50% 

  

Industry income：

知識移転関連評価

指標 

教員・研究者 1 人あたりの産業界

からの研究費収入 

2.50% 

  

   

雇用者によるアカデミック・ 

レピュテーション(評判調査) 

10.00% 

計 

 

100.0% 

 

100.0% 

(出所)藤井(2016、350-351 頁)に記述されているＴＨＥ評価指標とＱＳ評価指標を基に、

比較できるよう図表として筆者作成。ＴＨＥとＱＳの評価指標は必ずしも一致しないが、

それぞれの評価指標に相当する項目として比較を試みた図表である。 
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また、さらに図表 2-1 から、レピュテーションに着目すると、教育に関する研究者の評

判調査が 15％、研究に関する研究者の評判調査は 18％となっており、合わせて 33％とか

なりの割合を占めていることがわかり、研究者におけるレピュテーションの重要性につい

ても理解することができる。 

 

２ ＱＳ世界大学ランキング(ＱＳ World University Rankings) 

 ＱＳ世界大学ランキング(以下「ＱＳ」という)は、世界的に評判が高い教育コンサルティ

ングを行っている英国のＱＳ社が実施している世界大学ランキングであり、先述したよう

に 2009 年まではＴＨＥ社と合同で世界ランキングを発表していたが、2010 年から独自の

評価指標に基づいた世界大学ランキングを毎年発表している。利用している学術文献デー

タベースは、エルゼビア社のスコーパス(Scopus)であり、ＴＨＥと同様である 38。 

その評価指標は、図表 2-1 に示しているように、研究者による評判調査、雇用者による

評判調査、教員数に対する学生数の比率、教員・研究員１人あたりの被引用論文数、国際

化度を測定するための指標として外国人学生比率と外国人教員比率とがある。ＴＨＥと比

較して、その評価指標は少ない。また、評判調査に関する評価指標では、研究者によるア

カデミック・レピュテーションが 40％と大きく、雇用者によるエンプロイヤー・レピュテ

ーションの 10％を合わせると、評判調査全体で 50％となっている。レピュテーションに

関連する評価指標の全体の割合を考えれば、レピュテーションを高めることがランキング

に大きな影響を有していることがわかる。 

 

３ 評価における課題 

 ＴＨＥとＱＳの世界大学ランキングは、それぞれ多様な観点からの評価指標を有してい

る。しかしながら、研究力や教育力を適切に分析し評価できているのかといった問題点が

指摘されていることを踏まえておく必要がある。また、世界にはＴＨＥやＱＳ以外にも多

くのランキングがある。 

林(2009)は、米国のランキングは、短期的な評価であり、最も重視されている評価は、

教授達による相互評価であるとともに、産業人による満足度評価といった主観的な評価と

なっている。そして、このような評価は、米国の文化や価値観に基づいて行われていると

指摘している 39。そして、このような基準に基づいて、わが国の大学をランキングするこ

とに批判的な立場から、その問題点の解決のために、教育プロセスの観点から独自の評価
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指標としてつぎの４つを示している 40。 

① 教員の教育の質と熱意 

② 教育プログラムの質 

③ 学生の学力と勉学意欲、目的意識 

④ 大学の財務力(学生１人あたりの教育研究経費) 

また、古林(2014)は、論文の被引用データについての限界を指摘している 41。第 1 に、

「時間」の限界であり、具体的にいくつかの例をあげている。論文が引用されるまでには、

分野によって異なるものの一定の時間を要するということである。具体的には、あるジャ

ーナルに投稿し、採録から掲載、発行までに時間がかかり、そのため最新の研究力を図る

には限界がある。そして第２に、引用には肯定的な引用だけではなく、否定的な場合の引

用、自己引用などもあり、ジャーナルなどが出版されてから「１～２年の論文は被引用数

も少なくその推移も不安定な傾向がある」42 と指摘している。さらに、古林(2014)は、イ

ンパクトファクターはジャーナルの引用度を表す指標であるが、分野による違いを考慮し

ていないことから、インパクトファクターが高いジャーナルに掲載された論文だけに優れ

た研究があるわけではなく、インパクトファクターが低いジャーナルに掲載された論文の

なかにも、優れた研究がある可能性がある。それゆえ、インパクトファクターの高さが論

文の評価であり、個人の評価といった業績評価に用いることの危険性を指摘している 43。 

このような観点から、ＴＨＥやＱＳにおけるランキングが高い大学であっても、分野に

よってはその評価と異なる部分があるかもしれず、分野ごとの研究における国際的競争力

は違う可能性もあることに留意しておく必要があろう。 

また、ＴＨＥやＱＳにおけるランキングについては、各評価指標の対象年度についても

留意しておかなければならない。たとえば、ＴＨＥ 2018 では、教育および研究に関する

研究者のレピュテーション(評判調査)の対象年度は 2016 年と 2017 年であり、直近の調査

が反映されている。また、論文に関する評価指標は 2012～2016 年となっている。一方で、

それら以外の評価指標である教員数に対する学生数の比率、学士号授与数に対する博士号

授与数の比率、外国人学生や教員比率といった各大学が入力する情報については、2014 年

の情報である。すなわち、各大学がランキングを高めるための諸方策を実施しても、その

成果が反映されるには数年を要するということであり、必ずしも直近の状況を表していな

いことに留意しておく必要がある 44。 

 このように評価指標に関しては、留意すべき点がいくつかある。しかしながら、ＴＨＥ
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やＱＳといった世界大学ランキングが、メディアに取り上げられる大きなインパクトがあ

ることや各国が国家戦略的にランキングの向上の取り組んでいる状況を踏まえると、大学

における研究や教育力を図る一定の標準的な指標になりつつあることにも留意しておくべ

きである。 

  一方で、こういった世界大学ランキングに対して、Ellen(2018)は、研究やレピュテーシ

ョンに重きを置きすぎており、大学が置かれている地域性、大学の使命である教育や地域

への貢献について、十分な評価指標やその割合となっていないといった不満があることを

指摘している 45。また「高等教育機関の年ごとの変化はそれほど劇的でないため、ランキ

ングを毎年公表するのは商業的な動機に基づくものである。比較して意味のあるような変

化を見るためには、たとえば５年程度の間隔で公表するのが妥当だろう」46 と指摘してい

る。 

 世界ではこういった世界大学ランキング以外にも「高等教育機関がその所在都市に及ぼ

す望ましい経済的、社会的、文化的影響」47 を測っているランキングもある。その指標と

して「地域活動の期間」「地元への実質投資金額」「支払給与・研究・購買力からみた大学

の存在感」「教員や学生による地域貢献」「地域活性化プロジェクトの継続性」「Ｋ-1248 パ

ートナーシップを通じた地元学生に対する大学進学や経済的な面での支援」「当該高等教

育機関の影響力がその地域でどの程度認識されているか」49などが設定されている。 

このように、世界大学ランキングにランキングされていない大学であっても評価できる

ように、大学の使命である地域貢献に着目して、地域への貢献度を図る指標開発が期待さ

れる。また、特定の分野で優れた研究力や質の高い教育力を有する大学、定員規模は小さ

くても特色ある教育や地域貢献を行っている大学も多いことに留意する必要があろう。こ

ういった大学に世界からアクセスするための仕組みづくりが望まれるところである。また、

ＴＨＥやＱＳのような世界大学ランキングが社会的にもたらすインパクトが強いことは認

識しつつも、大学ランキングの商業的側面に留意し、大学が主体的にランキングをどのよ

うに活用していくのかという目的を明確にしておくべきであろう。また、ランキングを上

げることが目的となるのではなく、教育力や研究力の向上、地域への貢献など本来の大学

の使命を果たすために活用する観点を常に念頭におくべきである。 

 

Ⅳ わが国における大学の国際化 
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１ わが国における世界大学ランキングにかかる動向 

 ＩＣＴの急速な発展によって、社会のグローバル化が急速に進んでいる。ＩＣＴの発達

によるグローバル化は、世界の高等教育界における教育研究においても大きな変化をもた

らしている。太田(2011)は、ネットワークで世界中が結ばれ、巨大なネットワークが構築

され、教育研究においても国際的な競争と協働が生じており、その表れのひとつとして世

界大学ランキングがある。また、学術交流が促進されるとともに、世界各国のトップ大学

による競争が激化しており、中長期的な大学戦略として国際化が重要な課題となっている

と指摘している 50。 

 こういった世界を取り巻く教育研究環境が変化しているなか、わが国においてもようや

く国家戦略として国際競争力を確保するために、大学の国際化を推進するための戦略が打

ち出されるようになった。なかでも、第１章でふれた 2014 年から実施されている「スー

パーグローバル大学創成支援」事業は、わが国として大学における国際化の一層の促進を

目的とした事業である。 

「スーパーグローバル大学創成支援」事業は、わが国における大学の国際的な競争力の

強化と国際化を牽引するために実施されている支援事業であり、その背景には、つぎの経

緯がある。2013 年１月に教育再生会議が発足し、同年６月に第２期教育振興基本計画が策

定された。本計画には、日本が直面する危機的な状況として、グローバル化への対応に必

要となる施策を体系的に整理していく旨が述べられた。また、同時に日本再興戦略が閣議

決定され、国立大学法人の目標として、個別の指定された世界大学ランキングはないもの

の、世界大学ランキング 100 位以内に少なくとも 10 校をランクインする旨が盛り込まれ

た。わが国における経済再生と教育再生の文脈における国家戦略として、はじめて世界大

学ランキングが取り上げられたことは着目しておく必要があろう。 

 これらのことを踏まえて、直近のわが国における世界大学ランキングの順位の推移につ

いて概観していく。2019 年のＴＨＥでも 200 位以内には、東京大学と京都大学の２校の

みのランクインであった。同２校の直近６年のランク推移は図表 2-2 のとおりである。 

 このようにわが国を代表する東京大学の 2019ＴＨＥにおける順位は、42 位と前年度か

らその順位を上げている。また、京都大学の同 THE は、65 位と３年連続して順位を上げ

ている。両大学ともにレピュテーションは高いランクを堅持している点が特徴である。し

かしながら、他の評価指標が低いことから、シンガポールや中国の世界レベルの大学と比

べて順位が低くなっている。 
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図表 2-2  ＴＨＥ 東京大学と京都大学 ランク推移 

 東京大学 京都大学 

 
world 

rank 

reputation 

rank 

world 

rank 

reputation 

rank 

2013-2014 THE 23 11 52 19 

2014-2015 THE 23 12 59 27 

2015-2016 THE 43 12 88 27 

2016-2017 THE  39 11 91 25 

2018 THE  46 13 74 27 

2019 THE 42 － 65 － 

(出所)ＴＨＥ World University Rankings ウェブサイトを基に筆者作成。2019ＴＨＥ のレ

ピュテーション・ランキングは、同ウェブサイトではまだ掲載されていない(2018年 11月 14日現

在)。 

 

シンガポールの National University of Singapore(シンガポール国立大学)は、直近４ヶ

年で、26 位から 24 位、22 位と順位を上げていたものの、2019ＴＨＥではその順位を一

つ下げ 23 位であった。そして、中国の Peking University(北京大学)もまた、42 位から 29

位、27 位と順位を上げていたが、2019ＴＨＥでは 31 位に順位を下げた。一方、中国の

Tsinghua University(精華大学)は、47 位から 35 位、30 位とその順位を上げ、2019ＴＨ

Ｅでは 22 位へ躍進した。また、香港の University of Hong Kong(香港大学)もまた、44 位

から 43 位、40 位と順調に順位を上げ、ＴＨＥ2019 においても 36 位へと順位を上げた。 

これらのことから、わが国の大学もランキングを上げるべく取り組んでいる一方で、他

のアジア各国においても国家戦略的な取り組みがなされていることから、世界大学ランキ

ングを土俵とした国家間あるいは大学間における競争が激化していることがうかがえる。 

 つぎに、ＱＳにおける両大学のランク推移を概観する。図表 2-3 のように、順位は順調

に推移しているといえる。このことは、ＴＨＥとの評価指標の違いによるところが大きい

といえる。図表 2-1 にあるように、ＱＳの評判調査に関する評価指標は、研究者によるア

カデミック・レピュテーションが 40％、雇用者によるエンプロイヤー・レピュテーション
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が 10％となっており、評判調査全体で 50％となっている。図表 2-2 に示しているとおり

ＴＨＥにおいても両大学のレピュテーションは安定して高いことが、ＱＳの順位が順調な

要因であるといえる。 

 綿貫(2016)は「世界大学ランキングは大学生の国際流動性の増加と相関関係があり、そ

の重要性は年々高まっている」51 と指摘している。そして、留学生が大学を選ぶにあたっ

て、世界大学ランキングの指標が重要となっており、それら大学ランキングが提供するラ

ンキングや大学情報が、留学生が大学を選ぶにあたって大きな意味をもつようになったと

示唆している 52。また、「ランキングは目的ではなく、あくまで手段である」53と指摘して

いる。すなわち、大学の国際競争力の向上のために必要となる研究力や教育力を上げるこ

とや社会で活躍し世界に貢献できるグローバル人材を育成するために、指標を活用して大

学改革を断行していくためのツールとして活用すべきであるということである。さらに、

綿貫(2016)は、ランキングは国内だけでなく世界における競合状況を理解するのに役立ち、

ランキングの上下は大学に緊張感をもたらすことになり、大学経営における経営管理のた

めのツールとしても有用であると指摘している 54。 

このように世界大学ランキングは、研究や教育における国際競争力を高め、優秀な外国

人教員や外国人留学生を獲得していくためのツールとして活用されていくと考えられる。 

 

図表 2-3  ＱＳ 東京大学と京都大学 ランク推移 

  
東京大学 

rank 

京都大学 

rank 

2016 QS 39 38 

2017 QS 34 37 

2018 QS 28 36 

2019 QS 23 35 

(出所)QS World University Rankings ウェブサイトを基に筆者作成 

 

２ 「スーパーグローバル大学創成支援」事業採択校の現状と課題 

 つぎに、わが国における大学の世界大学ランキングへのランクインを目指すとともに、

国際化を促進するために導入された「スーパーグローバル大学創成支援」事業に採択され
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た大学の国際化について、「スーパーグローバル大学創成支援」事業に共通の評価指標をも

とに、進捗状況と課題について概観し考察する。 

 

(1) 「スーパーグローバル大学創成支援」事業採択校 

「スーパーグローバル大学創成支援」事業には、世界大学ランキングにおいてトップ 100

位以内を目指すタイプＡとして 13 大学、高等教育の国際競争力の向上を目指し、徹底し

た国際化と大学改革を進め、わが国の大学のグローバル化を牽引していくタイプＢとして

24大学が採択されている 55。 

わが国の大学数は、国立大学 86 校、公立大学 90 校、私立大学 604 校の計 780 校 56と

なっているなか、2014 年度から創設されたこの「スーパーグローバル大学創成支援」事業

は、国家戦略としてわが国の大学の国際競争力の強化、グローバル化を先導するために 37

校のみが選抜されている。採択校の割合は、わが国の大学総数のわずか約 4.7％ではある

が、わが国の大学全体の学生数が約 282 万人、教職員数が約 40万人であり、37 大学の学

生総数約 55 万人、教職員総数約８万人は、それぞれ全体の約 20％に相当している 57。こ

の割合を鑑みると、これら 37 校による取り組みのインパクトは大きく、他大学への影響

も大きいといえる。 

 

(2) 数値目標に対する達成状況と課題 

 上述した「スーパーグローバル大学創成支援」事業の中間評価が、2018 年２月に公表さ

れた。この中間評価は、事業のＰＤＣＡサイクルを適切に回すための仕組みとして事業等

の達成状況を評価し助言を行うことによって、適切かつ効果的な事業実施を促すことを目

的としている 58。 

 図表 2-4 は「スーパーグローバル大学創成支援」大学事業に採択された 37 校に共通と

なる 24 の指標ごとに、2013 年度から、補助期間の最終年度までの達成状況および目標値

をまとめたものである 59。2013から 2017 年度までは実績値であり、2019 年度は目標値、

2023 年度は最終達成目標値となっている。 

図表 2-4 をみると、これら指標のうち、ＴＨＥもしくはＱＳの評価指標と同じもしくは、

近い指標は、「教員に占める外国人及び外国の大学で学位を取得した専任教員等の割合」と 

「全学生に占める外国人留学生の割合」のみであるが、他のすべての指標が、大学の国際

化に必要となる教職員や学生の流動性を高めるための指標となっている。 
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図表 2-4 「スーパーグローバル大学創成支援」事業 全 37大学指標別割合一覧 

評価指標 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2023 

教員に占める外国人及び外国の大学で学位を取得し

た専任教員等の割合 

27.6 28.5 29.4 31.4 33.0 39.6 47.1 

職員に占める外国人及び外国の大学で学位を取得し

た専任職員等の割合 

5.0 5.5 6.0 6.6 6.7 8.8 12.3 

教職員に占める女性の比率(教員) 15.6 16.2 16.8 17.1 17.4 20.3 23.8 

教職員に占める女性の比率(職員) 42.2 43.8 45.1 45.9 46.5 45.4 46.9 

全学生に占める外国人留学生の割合(5 月 1 日時点) 6.5 6.7 7.1 7.7 8.4 10.4 13.0 

全学生に占める外国人留学生の割合(通年) 8.8 9.7 10.7 12.2   14.5 18.1 

大学間協定に基づく交流数(派遣日本人学生) 2.6 3.1 3.4 4.1   5.8 8.4 

大学間協定に基づく交流数(受入外国人留学生) 1.5 1.8 2.3 2.9   3.8 5.5 

日本人学生に占める留学経験者の割合 3.1 3.6 3.9 4.5   8.2 12.6 

外国語による授業科目数・割合 7.2 8.1 9.7 11.7   15.2 21.9 

外国語のみで卒業出来るコースの数 18.9 19.5 20.2 22.1 24.5 27.6 32.0 

外国語のみで卒業出来るコースの在籍者数 3.9 4.1 4.4 5.5 6.0 7.2 9.4 

学生の語学レベルの測定・把握、向上のための取組 13.9 15.3 17.0 18.4   33.8 46.8 

ナンバリング実施状況・割合 11.2 16.9 38.5 61.9 78.3 93.6 100.0 

シラバスの英語化の状況・割合 11.8 16.4 22.0 32.1 38.2 63.9 70.6 

奨学金支給の入学許可時の伝達 41.8 45.7 50.5 55.2   56.0 64.4 

混住型学生宿舎に入居している外国人留学生数、留学

生宿舎に入居している外国人留学生数に占める割合 

53.2 58.2 63.7 70.0 73.2 78.4 83.4 

混住型学生宿舎に入居している日本人学生数、全日本

人学生数に占める割合 

2.2 2.3 2.4 2.7 3.0 3.5 4.3 

年俸制の導入(教員) 17.1 18.0 23.1 26.4 28.7 31.2 35.9 

年俸制の導入(職員) 9.2 10.6 11.5 12.3 12.9 12.2 15.1 

テニュアトラック制の導入 7.1 10.8 12.0 13.7   13.6 16.1 

事務職員の高度化への取組 8.6 9.9 11.2 14.1 15.1 19.9 27.5 

学生の主体的参加と大学運営への反映の促進 48.1 50.7 51.4 64.8   75.6 81.0 

TOEFL 等外部試験の学部入試への活用 7.8 8.7 12.1 16.8   26.9 35.0 

(出所)文部科学省(2018a、122-125頁)の各図表に記載されている数値を基に筆者作成。下

線部分は、当該年度の目標値を上回った割合を示している値に下線を引いている。また、
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斜線部分は資料にデータ記載がなかったものである。 

 

 これら指標の達成状況を個々にみていくと、2016 年度の目標値を超えている指標は 11

項目、2017 年度の目標値を越している指標が 1 項目となっており、24 指標のうち、半分

の 12 指標が年度目標を達成している。年度目標を達成している項目の主な指標は、「全学

生に占める外国人留学生の割合(通年)」「大学間協定に基づく交流数(派遣日本人学生)」「大

学間協定に基づく交流数(受入外国人留学生)」「外国語のみで卒業出来るコースの在籍者数」

などである。受入外国人留学生数が一定順調に推移していることは第１章で紹介したが、

必要となる基盤的な環境整備が進んでいることが要因といえる。具体的には、日本語を学

んでいなくても、外国語のみで卒業できるコースが一定程度増えてきており、外国語で開

講される授業科目が整備されてきていること、受入体制として留学生寮の整備が進んでい

ることがあげられる。 

しかしながら、一方で「事務職員に占める外国人及び外国の大学で学位を取得した専任

職員等の割合」や「事務職員の高度化への取組」は、最終達成目標値の半分程度しか達成

できておらず、引き続いて取り組むべき課題となっている。 

 このように、評価項目によって進捗度に差が生じている。人的資源に関する評価指標に

ついては、目標達成に向けて短期的ではなく中長期的に取り組むべきであろう。一方で、

これらの項目のほとんどは、取り組んだ成果として世界大学ランキングの向上に直接的も

しくは間接的に資するものであることも念頭においておく必要があろう。 

そして、「スーパーグローバル大学創成支援」事業に採択された大学のこれらの取り組み

は、国際的競争力として研究力や教育力が上がっていることをエビデンスとして、すべて

の大学構成員に共有するとともに、広く国内外に発信していく必要がある。大学の国際化

の必要性についての大学構成員の共通認識、大学を取り巻くステークホルダーの共通認識

を高めていく必要がある。 

 

(3) 広島大学の事例 

 第Ⅲ節では、ＴＨＥとＱＳにおける評価指標を分析するなかで、レピュテーションの重

要性を指摘した。そこで、ここでは、「スーパーグローバル大学創成支援」事業採択校のな

かで、レピュテーション・マネジメントに着目した取り組みを行っている広島大学の取組

事例を紹介する 60。 
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 広島大学は、「スーパーグローバル大学創成支援」事業のタイプ A に採択され、世界大

学ランキング 100 位以内を目指す大学のひとつである。特に広島大学は、独自によるデー

タの収集・分析結果を基に、世界大学ランキングの各評価指標のポイントの上げ方につい

て詳細に分析したうえで、独自の重要業績評価指標(ＫＰＩ：Key Performance Indicator、

以下「ＫＰＩ」という)を設定し、戦略的な数値目標、定量的目標を掲げている。なかでも、

研究者および企業からのレピュテーションを高める必要性が、その構想調書のなかに記載

されている。以上から、広島大学へのインタビュー調査を行うこととした。以下は、実際

に広島大学で「スーパーグローバル大学創成支援」事業を推進されている副学長（国際交

流）に行ったインタビュー内容および構想調書 61 に記載されている内容を基に整理する。 

 

レピュテーション・マネジメントに至る経緯 

 数年前から、世界では多くの大学が、世界大学ランキングを利用するようになってきて

おり、研究や教育における交流、学術交流協定を締結する場面においても、ランキングが

重要になってきている。実際、協定締結にあたっては、自大学より少しでもランキングの

高い大学と締結しなければ、お互いにメリットがないとの考え方が広まっている。 

偏差値は、17-18 歳の保護者、高校生、予備校生、教員などのステークホルダーによる

大学の教育内容や就職実績等に対するレピュテーション・サーベイの結果であるともいえ

る。同様に世界大学ランキングにおいてもレピュテーションが重要であり、ＴＨＥやＱＳ

は多様な観点からの評価指標が設定されていることもあり、注力して取り組む必要がある。

ＱＳやＴＨＥといった世界大学ランキングは、日本における偏差値と同じように逃れるこ

とができなくなっている状況にある。 

 

世界大学ランキングの向上への取り組みとその利点 

 広島大学では、ＴＨＥおよびＱＳランキングの向上に取り組んでいる。それらのランキ

ングを利用する利点としては、第１にサイテーションやレピュテーションなどすべての評

価指標が数値化されており、他大学との相対的な比較が可能になることである。第２に、

自大学のデータが経年で蓄積でき、分析が可能となることが利点である。広島大学では、

それらのデータを大学全体だけでなく、学部、学科、研究科といった部局ごとに経年でデ

ータを比較し、パフォーマンスを継続的に測定している。 

ＴＨＥおよびＱＳの評価指標は、ほとんどの項目が構想調書に記載した指標に包摂され
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ており、すべての評価指標に注力する必要がある。そのためにサイテーションや派遣・受

入学生数といった数字に動きのあるものは、四半期ごとにすべての関連数値を収集・分析

し、部局ごとの業績評価を行っている。ただし、学生の語学力の測定といった数字に動き

のないものは、その性質によって年１回といったように適切な時期を区分し測定している。 

 また、こういった取り組みが成功している要因として、学長や部局長のリーダーシップ

が機能していることとインターナル・コミュニケーションを強化した効果をあげることが

できる。取り組みごとに、実施主体となる部局や関連部局が異なることから、横断的な取

り組みについては全学的な会議体や教授会で実施するＦＤの機会を通じて丁寧に説明を繰

り返している。各研究科長にも年３～４回は、新たな取り組みごとに足を運び、説明の機

会を設けており、データ分析結果を基に、納得性や論理性を確保しながら、信頼関係が築

けるよう配慮している。 

 

レピュテーションを高めるための具体的な取り組み 

各研究者が、海外の研究者と交流を行う際のレピュテーションを高めるための取り組み

に加えて、ＱＳの雇用者によるレピュテーションを高めるため、不特定多数の大企業への

依頼ではなく、広島大学への帰属意識を有する卒業生に焦点をあてた戦略的なレピュテー

ション・マネジメントとして、以下の具体的な取り組みを行っている。 

① 研究者に対する取り組み……電子メールを利用して海外の大学と交流する際には、

定型化された広島大学の取り組みをまとめたものをファイル添付するということをシ

ステム化している。 

② 国内にいる卒業生に対する取り組み……毎年ＱＳが実施するレピュテーション・サ

ーベイに参加が可能な企業家リスト提出のため、同窓会と協力し、同窓会を通じて卒

業生に参加依頼を行っている。 

③ 海外にいる卒業生への取り組み……国内からよりも海外からのレピュテーションの

ポイントが高いことから、海外の卒業生（留学生）に対しても同様の依頼を行ってい

る。 

 ④ インターナル・コミュニケーションの強化……学長は何度も各学部に足を運び対話

を行い、担当副学長や理事は必要に応じて各部局への説明を何度も行っている。 

 ⑤ 全学レベルのレピュテーション向上……学長のトップセールスによる大学間協定の

拡充や全国紙および地方紙への全面広告なども行っている。 
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 さらに、日本学生支援機構や日本学術振興会などにも足を何度も運び「スーパーグロー

バル大学創成支援」事業の各指標達成に向けた取り組みを説明している。2016 年 12 月８

日に、留学の学習成果を測定するテストを紹介する「留学の学習成果分析（ＢＥＶＩ-ｊ）

シンポジウム」が、広島大学主催、文部科学省共催、日本学生支援機構後援で開催されて

いる。このセミナーは、大学を中心とした教育関係、学生支援機構、日本学術振興会など

に対してメッセージを発信していることになる。また、このテストやその結果のレポート

には広島大学のロゴがデフォルトとして入っており、広報的にも費用対効果の高い取り組

みであり、長期的なレピュテーション向上のための取り組みのひとつとして捉えている。 

 

ＫＰＩの設定 

広島大学では、上述の取り組みの進捗度と達成度を測定する仕組みとして、教員一人あ

たりの担当する平均業務を数値目標化し、独自のＫＰＩを導入している。それらは、国際

化ＫＰＩ（教員一人あたりの外国語による授業担当、国際共著論文、留学生受入、研究者

の海外からの受入、海外への派遣）、研究関連ＫＰＩ（外部資金受入、ＳＣＩ(Science 

Citation Index、サイエンス・サイテーション・インデックス）論文数、教育関連ＫＰＩ

（博士人材養成、授業担当）で構成され、それぞれを数値として測れるようポイント化し

ている。この数値目標は、世界大学ランキング 100 位相当の大学を参考に、世界大学ラン

キング 100 位に入るための数値目標として、教員一人あたり 1,000 ポイントを平均業務量

として算出している。これらの指標についても、個人、学科、学部ごとにチェックし、パ

フォーマンスの状況を把握しているという。サイテーションは、なかなか上がりにくいと

ころがあるが、人文・社会科学系であっても教育関連ＫＰＩでポイントを上げることがで

きるといったように工夫がなされている。これらのことを図表 2-5 にまとめている。 

  広島大学は、地方都市である広島市に位置しているが、地域から世界へ向けて発信力を

高め、世界から地域へ優秀な外国人教員や外国人留学生を受け入れ、国際的な競争力を確

保しながら、国際社会に活躍できる人材育成を使命 62としており、地方にある大学が国際

化を目指すうえで、参考となる事例であるといえる。 
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図表 2-5 広島大学が独自に作成した教員一人あたりのＫＰＩ（2023 年度の目標値） 

国際化 100 points = 20 points（外国語による授業担当を 2 科目）+ 40 points（留

学生受入２人) + 10 points（国際共著論文１報) + 30 points（研究者の海外

からの招聘 3 回あるいは海外への派遣３回) 

外部資金受入 150 points = 外部から獲得する研究資金が約 1,500 万円 

ＳＣＩ論文数 300 points ＝ Science Citation Index（サイエンス・サイテーション・イ

ンデックス）への投稿論文数が３報 

博士人材養成 150 points ＝ 博士後期課程への新たな入学数が 0.75 人で 75points +  博

士後期課程の学位授与数が 0.75 人で 75 points 

授業担当 300 points ＝ 担当する授業を受講した学生数×単位数が 300 単位（総学生

数×総受講単位数は約 45 万単位） 

合計 1,000 points 

（出所）広島大学(2014、７頁)の記述を基に筆者作成 

 

３ わが国独自の大学ランキング 

 ＴＨＥ社は、ベネッセコーポレーション株式会社と提携して、2017 年度よりＴＨＥの日

本版を発表している。その日本版は、2016 年に米国で導入された米国版大学ランキングと

同様に、教育力を重視した評価指標をもとにしたランキングとなっている。そして、その

日本版の評価指標はＴＨＥとは、異なる評価指標が採用されている。ＴＨＥ世界大学ラン

キング日本版 2018 は、「教育リソース」「教育満足度」「教育成果」「国際性」の分野で構

成されており、わが国の大学の教育力を総合的に評価している 63。具体的な評価指標は、

図表 2-6 のとおりである。 

 図表 2-1 に示したように、ＴＨＥは多くの研究力を測定する指標で構成されている。Ｔ

ＨＥの指標と比較すると、ＴＨＥとＴＨＥ日本版における同じ評価指標は、つぎの７項目

となっている。教育関連評価指標では「教育に関する研究者のレピュテーション」「教員数

に対する学生数の比率」、研究関連指標では「教員・研究者１人あたりの研究費用」「教員

１人あたりのスコーパスに掲載された論文数」、論文影響力関連指標では「１論文あたりの

被引用数」、国際化関連指標では「外国人留学生比率」「外国人研究者比率」となっている。 

これら７つの指標は、取り組みの成果としてＴＨＥのランクアップにも、結果として資

することになり、一定程度国際的な通用性を有するものといえるであろう。一方、ＴＨＥ
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と日本版で異なるのが、つぎの６指標である。教育関連指標の「学士号授与数に対する博

士号授与の比率」「教員１人あたりの博士号授与数」「教員１人あたりの大学の総収入」、研

究関連指標の「研究に関する研究者の評判調査」、国際化関連評価指標の「国際共著論文数」、

知識移転関連指標の「教員・研究者１人あたりの産業界からの研究費収入」である。 

これら６つの評価指標は、研究力をさまざまな観点から測定する指標といえる。しかし

ながら、教育は研究成果がもととなり、教育成果に還元されるという循環を考えると、こ

れらの指標が、研究と教育の国際競争力を向上させるための仕組みとして、適切な考え方

かどうか検討する必要があろう。 

教育力を重視することは、大学の使命が人材育成であることに鑑みると、測定しにくい

教育力をさまざまな観点から数値化し、評価する試みとして価値ある取り組みであるとい

える。しかしながら、一方で、理解しづらい指標もある。例えば、「大学合格者の学力」は

「ベネッセ総合学力テスト」64 によるとあるが、大学生の学習到達度を測定するために必

要な項目になっているのかなど明らかにすべきであろう。 

また、高校教員の評判調査は、「特定の地域に有利・不利が生じないよう集計」65とある

が、どのように地域差が出ないように配慮されているのか明らかにされるべきである。た

だし、新たに 2018 年度から「外国語で行われている講座の比率」が加えられたことは、

国際化を進めていくうえで、有用な観点である。 

 わが国においても世界大学ランキングは、各種メディアを通じて注目されているが、そ

の指標が課題として報道されることはほとんどなく、その順位のアップ・ダウンに一喜一

憂したような報道が多く、他国のトップ大学との相対的な順位比較によって各大学の競争

力を論じている。また、わが国においても、上述のランキング以外にも、就職力や財務力、

研究力、教育力、地域への貢献度などから大学の総合的な実力をランキングするものがあ

る。これらランキングにある指標は、いずれも何らかの意味を有するものと考えられるが、

大学はその順位や順位の上下で一喜一憂するのではなく、大学改革の一助として活用し、

そのプロセスが評価されているものと捉えていくべきであろう。 

 大学の国際化について、世界における国際的な動向について概観し、大学間における競

争が激化している状況を踏まえ、世界大学ランキングおよび日本版大学ランキングについ

てみてきた。これらランキングは、教育や研究、論文影響力、国際化関連などの各分野に

おける評価指標で構成されている。 
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図表 2-6 ＴＨＥ日本版 評価指標とその割合一覧(年度比較) 

評価指標 2017 年度 2018 年度 

 

 

 

教育 

リソ 

ース 

学生一人あたりの資金 

(経常収入／在籍学生数) 

10%  

 

 

 

38% 

8%  

 

 

 

34% 

学生一人あたりの教員比率 

(専任教員数／在籍学生数) 

8% 8% 

教員一人あたりの論文・被引用回数 

(論文数・被引用回数／専任教員数) 

7% 7% 

大学合格者の学力 6% 6% 

教員一人あたりの競争的資金獲得数 

(大学別の獲得件数／専任教員数) 

7% 5% 

 

教育 

満足度 

高校教員の評判調査 

(グローバル人材育成の重視) 

13%  

26% 

13%  

26% 

高校教員の評判調査 

(入学後の能力伸張) 

13% 13% 

教育 

成果 

企業人事の評判調査 7% 20% 10% 20% 

研究者の評判調査 13% 10% 

 

 

 

 

国際性 

外国人学生比率 

(在籍外国人学生数／在籍学生数) 

8%  

 

 

16% 

5%  

 

 

20% 

外国人教員比率 

(在籍外国人教員数／専任教員数) 

8% 5% 

日本人学生の留学比率 

(留学者数／在籍学生数) 

0% 5% 

外国語で行われている講座の比率 

(外国語で行われている講座数／全講座数) 

0% 5% 

(出所)Between(2017b、6-7 頁)および Between(2018、2-5 頁)の記述内容を基に 2017 年

度と 2018 年度の割合が比較できるよう筆者作成。下線部分は、評価の割合が変更になっ

ている箇所である。 
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 地方大学が国際化するにあたっては、まずどのような国際化した大学を目指すのかとい

うビジョンを描き、そのビジョンを達成するための戦略目標を設定し、その戦略目標を達

成するための評価指標を設定する必要がある。その設定にあたっては、ＴＨＥやＱＳとい

った世界大学ランキングや「スーパーグローバル大学創生支援」事業における評価指標、

日本版大学ランキングの評価指標などが参考となる。 

 

Ⅴ 大学国際化のためのベンチマーク 

 

 本章では、最初に国内外における大学の国際化の現状と課題を概観することとした。そ

こでまず、欧州およびアジアにおける地域的な枠組みとしての大学国際化の動向から、高

等教育における質保証と学生の流動性を高めるための仕組みについて考察した。欧州にお

いては、ＥＵ域内の競争力確保の観点から、国家の枠組みを越えた地域的な高等教育の枠

組みが推進されており、学生や教員の流動性が高まっていることが明らかとなった。また、

アジアにおいても、研究力や教育力を高めるために、学生や教員の流動性を保証できるよ

う、同様に地域的高等教育のネットワークが構築されていることを概観した。 

そして、世界的な大学間競争が展開されている証左として、世界大学ランキングに着目

した。なかでも世界の大学において注目度が高く、多様な観点から評価指標を設定してい

るＴＨＥとＱＳの動向を概観したうえで、それぞれのランキングの評価指標とその割合の

比較を行った。両世界大学ランキングにおける特徴として、評価指標について教育関連、

研究関連、論文影響力、そして国際化関連などの多様な観点があることと、研究者による

レピュテーションの重要性が明らかになった。ただし、ランキングの評価については、今

後検討しなければならない課題として、ランキングが有する商業的側面に留意しなければ

ならないこと、主体はあくまで大学でありランキングを上げることが目的となってはいけ

ないことを指摘し、大学の特性や地域性、教育力や研究力について、適切に分析すること

が可能となる指標が設定できているのかといった批判があることについても論じた。 

それらを踏まえ、わが国を代表する東京大学と京都大学のＴＨＥとＱＳにおけるランキ

ング推移を概観し、シンガポールや中国といった他国の大学と比較して、世界大学ランキ

ングにおける国家間あるいは大学間の競争が激化している状況を指摘した。そしてつぎに、

わが国における大学の国際化を促進させる政策である「スーパーグローバル大学創成支援」

事業採択校の数値目標に対する達成状況を踏まえ、その達成状況から取り組むべき課題と
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して「事務職員に占める外国人及び外国の大学で学位を取得した専任職員等の割合」「事務

職員の高度化への取組」といった人的資源に関する事項をあげた。そして、地方にある大

学の国際化への取組事例として、広島大学の事例をもとに、レピュテーション・マネジメ

ントの重要性について論じた。 

世界だけでなく、地域においてもグローバル化が進んでいる。世界にある大学は、どの

ような地域にある大学であっても、大学の使命である教育研究を向上させ、社会に有意な

人材を育成するとともに、社会に貢献していくという役割を果たすため、大学の国際化は

避けることのできない政策である。地方にある大学が、たとえ小規模な定員であったとし

ても、なぜ国際化しなければならないのかについて、第３章で考察する。 
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第３章 地方大学経営における国際化の現状と課題 

－先進事例分析に基づいて－ 

 

Ⅰ 地域における地方大学の存在意義と国際化 

 

 前章では、地方大学の国際化の意義を明らかにするために、まず世界の大学における国

際化の動向として、欧州とアジアにおける地域的な枠組みに関する高等教育政策動向を概

観し、国内外における大学間競争が激化している状況を踏まえ、世界大学ランキングおよ

びわが国における大学ランキングの動向を概観し考察した。そして、大学ランキングやわ

が国における大学の国際化を進展させるために創設された「スーパーグローバル大学創成

支援」事業採択校における取り組みの現状を基に、評価指標に関する考察を行い、国際化

に向けての課題を示した。また、国際化の取り組みとして、参考となる広島大学の事例を

紹介した。 

本章では、前章における地方大学の国際化に関する考察を踏まえ、地域における地方大

学の存在意義を主眼点として、先進事例の分析により、地方大学経営における国際化の現

状と課題について考察する。 

厳しい経営環境にある地方大学が、地方にある大学の使命である人材育成と地域貢献と

いう役割を果たしていくためには、財政基盤の安定化が必要となる。その財政基盤の安定

化を図るために、教育研究の充実が疎かになり、入学者確保のみが優先課題となるような

商業主義的傾向や補助金獲得のための教学改革を行うなど、形式面を重視した表層的な取

り組みに陥りすぎていないか危惧されるところである。改めて、地方にある大学として、

その使命や教育理念に基づいて、地域にそして世界に貢献できる人材を育成しなければな

らないと考える。 

しかしながら、出生率が上がらないまま、地方から都市部への人口流出が続いているな

か、地方大学が生き残り、持続性のある経営を行っていくためには、いかに受験生を確保

し、財政基盤の安定化を図るかが、解決すべき喫緊の課題である。そのための戦略として、

海外から優秀な外国人留学生を獲得することによって、国際教育の充実を図り、日本人学

生にとって魅力ある大学創りを進め、県内はもとより県外から優秀な日本人学生を確保す

ることにつなげ、収入の安定化を図っていかなければならない。 

 そこで、バランス・スコアカード(Balanced Scorecard、以下「ＢＳＣ」という)におけ
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る４つの視点である「財務の視点」「学習と成長の視点」「業務プロセスの視点」「顧客の視

点」を踏まえて、いくつかの大学の事例を基に、大学の国際化や地域包括的な取り組みが、

地域にどのような便益をもたらすのかについて考察する。 

そして、その考察を踏まえたうえで、地方大学における国際化方策のひとつである外国人

留学生の獲得とその外国人留学生への就職支援の取り組みが、地方大学の使命である人材

育成と地域貢献に資するとともに、厳しい経営環境下にある地方大学の経営戦略として有

用であることを明らかにしたい。また、地方における大学と地方自治体、地元経済団体、

地元企業などの産官学が連携・協働した外国人留学生への就職支援をはじめとする地域で

の取り組みが、地域社会や経済に活性化をもたらし、地域に経済波及効果という便益をも

たらすことについて、地方大学の事例を参考にしながら考察する 1。そして、地方大学にお

ける国際化に成功した事例の分析を通じて、他の地方大学にも有益となる成功要因を抽出

する。 

立命館アジア太平洋大学の事例では、主にＢＳＣの「業務プロセスの視点」「顧客の視点」

「財務の視点」、長崎国際大学および長崎短期大学をはじめとした佐世保市での地域包括

的な取り組みでは、主に「業務プロセスの視点」「顧客の視点」「財務の視点」、国際教養大

学の事例では、主に「顧客の視点」「財務の視点」「業務プロセスの視点」「学習と成長の視

点」、および会津大学の事例では、主に「財務の視点」「顧客の視点」「業務プロセスの視点」

を踏まえて分析している。 

 

Ⅱ 地方大学国際化の意義－地方大学経営戦略としての留学生獲得がもたらす効果 

 

 わが国は、国家戦略としての地方創生に取り組み、地方自治体も地域社会や経済の活性

化のために取り組んでいる。直近では、2018 年 5 月 25 日に、東京 23 区での大学の入学

定員増を 2028 年 3 月まで今後 10 年間認めないとした「地域における大学の振興および

若者の雇用機会の創出による若者の修学および就業の促進に関する法律」、いわゆる地方

大学振興法が成立している 2。 

このような取り組みは、東京を中心とした都市部への若者を中心とした人口集中に一定

の歯止めがかかる可能性はあるものの、東京 23 区内におけるすべての大学の総入学定員

は変わらず、学生にとって魅力ある企業の多くが東京を中心に集中していることから、成

果についての検証が必要となる。成果が上がらなければ、地方にある企業は、依然として
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優秀な若者が獲得できず、地域経済の疲弊が続く可能性がある。 

このような状況を解決するひとつの戦略として、優秀な外国人労働力の活用がある。就

労を目的とした在留外国人は増加しており、わが国政府も高度外国人材のさらなる就業促

進に取り組んでいる。その一例として、わが国の各地で、外国人留学生を対象とする企業

説明会が開催されている 3。 

本節では、これらのことを踏まえ、国際化した大学として成功している立命館アジア太

平洋大学(ＡＰＵ：Ritsumeikan Asia Pacific University、以下「ＡＰＵ」という)の事例を

基に、地方大学が国際化することにより得られる効果について考察する。 

 

１ ＡＰＵの事例 

地域および地方大学に、外国人留学生が増えれば、どのような便益が地域や大学経営に

もたらすことになるのであろうか。そのことを明らかにするために、大分県と別府市が学

校法人立命館と公私協力方式にて、大分県別府市に 2000 年 4 月に世界に通用する大学を

コンセプトに開学したＡＰＵに着目し、地方大学の国際化の効果について考察する。 

 大分県がＡＰＵを誘致した背景には、つぎの３点がある。第１に東京を中心とした都市

部への人口の一極集中および特に若年層の人口流出および出生率の低下により、1985 年

に 125 万人であった人口の減少が続いていること、第２に人口減少により老齢人口比率が

高まり、過疎の解消が急務な状況であること、第３に定住人口増と交流人口の拡大のため

には、企業誘致の促進による雇用創出と所得増が望まれることである 4。 

佐藤(2013)によれば、ＡＰＵの開学にあたっては、当時の平松守彦知事が掲げた構想で

ある「アジア・太平洋のリーダーを育てる」に基づいて大学誘致が行われ、つぎの３つの

目標を掲げている。学生構成比率として 50%が外国人留学生、外国籍を有する教員が 50%、

50 カ国以上からの外国人留学生を獲得することである 5。これまでわが国にはないコンセ

プトの大学であるといえる。 

ＡＰＵの基本理念は、「自由･平和・ヒューマニティ」「国際相互理解」「アジア太平洋の

未来創造」である。その基本理念のもと「国際社会においてリーダーとして活躍できる人

材を育成するために必要なカリキュラムを提供」6 している。カリキュラムの特徴として

は、日本語と英語の両方による講義が行われて、約 90％の学部講義が二言語で開講されて

おり、国際的に通用性のある教育が行われている 7。 

そのＡＰＵの 2018 年５月１日付現在の基本情報は、図表 3-1 のとおりである。ＡＰＵ
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の学生は、図表 3-1 にあるように、約半数が外国人留学生となっており、設立当初から外

国人留学生の獲得を念頭に置いた大学として、経営戦略と教学戦略を有しており十分な成

果があがっているといえる。そのＡＰＵが大分県と別府市にもたらした効果について考察

していく。 

 

図表 3-1 ＡＰＵの基本情報 

  入学定員 

編入学

定員 

2 年次 

編入学

定員 

3 年次 

学部 

収容定員 

総学生数(2018年 5 月 1日現在) 

学部生 大学院 科目等履修 

アジア太平洋学部 660 12 18 2,592 
5,636 190 137 

国際経営学部 660 22 31 2,648 

計 1,320 34 49 5,240 5,963(内留学生数 3,008) 

(出所)立命館アジア太平洋大学「ＡＰＵについて 大学基本情報」に記載のデータを基に筆

者作成 

 

ＡＰＵの誘致が大分県・別府市にもたらした効果は、つぎのとおりである 8。 

① 県内進学者……2005年から 2009 年までの統計データによると、毎年 130 名前後の

学生がＡＰＵに進学している。 

② 県内企業への就職……学生の多くが首都圏に就職するなか、これまで県内企業に就

職する学生が 200 名近くになっている。 

③ 外国人留学生の県内企業への就職……海外進出や貿易拡大を図ろうとする県内企業、

ホテルや旅館といった観光業界に就職する外国人留学生が例年 5 名から 10 名となっ

ている。 

④ 地域との連携促進……現在、大分県をはじめ県内外の 21 におよぶ市町村と友好交

流協定を締結し、地域づくりや観光振興などの地域課題に取り組み、地域に貢献して

いる。 

⑤ 協働によるまちづくり……外国人留学生や大学が地域と協働して、地域が有する歴

史的資産の活用の検討や文化交流が促進されている。 

⑥ 地域課題への貢献(共同研究)……地域が有する課題解決のために、研究者と学生が

自治体と協働している。 
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⑦ 教育における貢献……小中学校に外国人留学生が講師として派遣されて、語学教育

や異文化理解を促進している。また、教員や学生が高校に出向いて模擬講義や英語研

修をしており、高校生のキャリア形成を支援している。 

⑧ 地域住民との交流……学生による地域コミュニティとの交流が推進され、地域活性

化や郷土愛の醸成に寄与している。 

⑨ 地元企業への貢献……語学力や現地商習慣の知識を有する外国人留学生が、県内企

業活動に協力することによって、その結果、取引額が飛躍的に増大した例がある。 

 しかしながら、２点目および３点目にあげた県内企業への就職については、まだ十分と

はいえないのではないだろうか。ＡＰＵにおける 2016 年度の就職・進路状況から課題の

抽出を試みる。 

2016 年度の就職率の実績は 96.7%9、そして、国内だけでなく、海外における就職が増

えており、特にアジアでの就職支援に注力しているという。また、国内における地域別の

就職率では、2016 年度実績で、関東 61%、中部・北陸・近畿 18%、中国・四国３%、大分

を除く九州・沖縄 12%、大分５%、その他１%となっている 10。本データからは、大分県

内への就職割合はわずか 5%にすぎず、学生が希望する就職先がないことや就職情報の不

足といった要因が考えられる。 

これら就職を支援するために、学生の進路指導と社会ニーズとのマッチングが図れるよ

う、初年次から卒業年次にかけて、年次ごとにキャリア開発のためのプログラムが提供さ

れている 11。特にインターンシップは、学生の職業観の醸成や地元企業の良さを知る機会

としても有用であることから、地元企業への就職状況や地域への定着率を改善するための

方策として、さらなる充実が期待される。 

 また、大分県には、これら外国人留学生を総合的に支援する仕組みとして「特定非営利

法人大学コンソーシアムおおいた」がある。2003 年 10 年に発足しているこのコンソーシ

アムは、県内の大学や短期大学、専門学校、大分県と別府市、大分県経済同友会や商工会

議所などの経済団体、地元企業などの会員で構成されている。その主な事業内容は、外国

人留学生の生活支援、外国人留学生の地域活動の支援、外国人留学生と地域との交流支援、

外国人留学生の就職・起業支援および国際的人材育成事業などがある。なかでも、外国人

留学生の就職支援では、インターンシップを推進するとともに、外国人留学生人材バンク

を形成して、無償のインターンシップから有償のアルバイトまでサポートしている 12。こ

のコンソーシアム設置の背景には、ＡＰＵ誘致後も継続して大分県の国際教育政策が行わ
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れるよう、財政負担を小さくして継続的な仕組みを構築したいという大分県の意向があっ

たという 13。 

 このような外国人留学生に対する総合的な支援は、地方の１大学だけでは、財政的にも

人的にも負担が大きく、困難な支援であるといえる。それゆえ、複数の大学と地方自治体、

地元経済団体、地元企業などによる連携・協働した取り組みは、総合的な地域活性化の取

り組みとして、成果が期待されるところである。 

 つぎに、大学誘致後に期待される効果として、県内人口減少の抑制効果と経済波及効果

が考えられる。経済波及効果についは、第Ⅳ節にて後述することとして、本節では、県内

人口にどのように影響を与えているかについて考察する。 

ＡＰＵ誘致後の別府市における人口動態について、概観する。別府市の人口は、1980 年

以降減少を続けていたが、2000年のＡＰＵ開学を機に一時下げ止まった。ＡＰＵに関連す

る人口は、2009 年当時で、学生 6,005 人、教職員 447 人、教職員の家族 283 人、関連会

社の従業員と家族 127人の合計 6,862人である。この 6,862人は、別府市の総人口の 5.4%14

であり、かなりの割合を構成しているといえる。また、2009 年度データではあるが、人口

１万人あたりの外国人留学生数は、東京都を抜いて全国１位となっており 15、いかに外国

人留学生が重要な構成要素となっているかがうかがえる。 

しかしながら、ピーク時の 1980 年 9 月末には 134,419 人であった別府市の人口は、Ａ

ＰＵ開学によって一時下げ止まったものの、その後減少が続き 2018年 9月末には 118,197

人となっており、ピーク時と比較すると 87.9％と約 16,000 人も減少している 16。 

別府市にとってＡＰＵの開学は、地域社会や経済の活性化に資するものであるが、１大

学だけで、地方の大都市への人口流出に歯止めをかけることは難しいようである。やはり、

地方にある大学の国際化とともに、地域産業が発展し、若者にとって魅力ある企業が集ま

り、地域に定着していくという循環が求められることがわかる。 

 

２ 産官学連携を機能させるための外国人留学生就職支援 

上述したようにＡＰＵでは、毎年 600 人を超える外国人留学生が入学し、卒業していく

が、例年５名から 10 名程度しか地元企業に就職していない現状がある。 

外国人留学生が地元企業に就職することは、地元企業のグローバル化の促進に役立ち、

人口減少対策ともなる若者人口増を図ることになる。そのためには、外国人留学生にとっ

て魅力ある地元企業が必要である。一方で、外国人留学生の就職を支援する仕組みづくり
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も重要である。そこで、本項では、まず地方における外国人留学生の就職支援にかかる課

題を明らかにする。 

厚生労働省による委託事業として行われた「大学における留学生の就職支援の取り組み

に関する調査」では、大学へのアンケート結果から就職支援の課題として、「企業の留学生

採用情報が入りにくい」「留学生自体の就職への意識が低い、取り組み時期が遅い」「求人

情報と留学生の求職意向がマッチングしない」「大都市圏以外では、『企業の留学生へのニ

ーズや採用情報がわからない』の割合が特に高い」と指摘している 17。 

また、高坂(2015)は、外国人留学生の就職に関する問題点について、つぎのように指摘

している 18。 

① わが国における採用環境……外国人留学生は、在学中に短期間で行われる新卒一括

採用、エントリーシートおよびグループディスカッションといったわが国独自の企業

採用活動に不慣れであり、適応が難しい。 

② 就職情報や就職支援へのアクセス……企業の就職情報源は、就職情報誌やそのウェ

ブサイトは多いが、留学生からのＳＮＳや口コミを重視する傾向が強く、企業情報へ

のアクセスの点で問題がある。また、大学のキャリア支援関連部署は、日本人向けの

組織であると考えている外国人留学生が多く、利用しない状況がある。 

③ 公共の就職支援機関へのアクセス……ハローワークなどの公共職業斡旋機関にも外

国人専用窓口が開設されつつあるが、専従組織は東京、名古屋、大阪の大都市に限ら

れている。 

 さらに高坂(2015)は、大学側の課題として、外国人留学生の状況やニーズに応じた外国

人留学生に特化したキャリア教育や就職支援が不十分であることも問題であると指摘して

いる 19。 

 このように外国人留学生の就職支援については、多くの解決すべき課題がある。特に大

都市圏外、いわゆる地方における外国人留学生への就職支援については、企業情報へのア

クセス、求人情報と外国人留学生の求職意向とのマッチング、地域における外国人留学生

専用の公共就職支援サービスが整備されていないといった課題を抱えている。 

 地方にある大学が単独で、このような課題を解決することは、先述したように財政面と

人的資源の面からも困難である。それゆえ、地域にある高等教育機関、地方自治体、地元

経済団体、地元企業といった地域のあらゆるアクターとの協働が課題解決に向けた鍵とい

えよう。一方で、地域の外国人留学生にとって魅力ある企業があるのかどうか、地域が生
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活の場として魅力があるのかどうか、外国人に向けた生活支援をはじめとするさまざまな

公共の支援環境が整備されているのかなどの課題が考えられる。 

 ＡＰＵのような国際化した大学が地方にあれば、企業が国際化した大学を取り巻くよう

に地方に移転して来ることがひとつの理想の形ともいえるが、容易ではない。それゆえ、

地元企業が、外国人留学生にとって魅力ある企業に成長する必要があろう。その地元企業

が成長・発展するためにもグローバルなビジネス展開が必要となることから、進出したい

国や地域の歴史、文化事情、価値観などをよく知る外国人留学生を雇用することは、企業

にとって大きな競争優位を確保することにつながる。そして、地元企業の成長が、企業を

地方に誘致する誘因となることが理想的である。 

 そこで、つぎにＡＰＵ以外の地域的な枠組みによる就職支援を行っている取り組みを概

観し、地方活性化のための外国人留学生への地域包括的な総合支援の取り組みに着目して、

上述した課題解決に向けた考察を行う。 

 

Ⅲ 地域活性化のための産官学連携の意義と役割－産官学連携事例の取り組み 

 

ＡＰＵとその地域における取り組みとの比較を行うためにも、同じ九州に位置する長崎

県に着目するとともに、地域にある複数の大学と経済団体等がコンソーシアムを形成し、

外国人留学生支援を行っている長崎県佐世保市の事例に着目している。 

 

１  長崎留学生支援コンソーシアム 

長崎県にも大分県と同じように、外国人留学生を支援する組織として、長崎県内の 27 の

産官学が連携した「長崎留学生支援コンソーシアム」が 2013 年２月に設置されている。

設置に至る背景は、長崎県内の産官学が連携して、長崎県の活性化や創生のために、外国

人留学生 3,000 人の受入れを目標に設置準備を進めたことにはじまる 20。 

その設置目的は「長崎県内の大学、短期大学、高等専門学校、自治体、経済団体が相互

に連携・協力し、長崎地域における留学生の募集・就職・生活を支援するとともに、外国

人留学生の力を活用し、地域活性化や観光振興に貢献すること」21 である。そして、その

目的達成のための事業を行う主体として「長崎留学生支援センター」が設置されている。 

 その主な活動内容は、外国人留学生のためのビジネス日本語セミナーや内定獲得セミナ

ーの開催といった就職支援、アルバイト情報の発信や生活全般に関する支援、留学生と地
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域との交流支援がある。また、海外から外国人留学生を獲得するために海外での留学フェ

アに参加している 22。 

 山田(2015)は、長崎留学生支援センターの取り組み成果として、つぎの５点をあげてい

る 23。 

① 大学間で共通課題が共有化され、問題解決の迅速化、円滑化が図れた。 

② 県内の留学生を理解するための情報発信ができた。 

③ 外国人留学生のための就職支援が行われた。 

④ 海外向けの留学生の受入れにあたって「オール長崎」で情報が発信できた。 

⑤ 帰国した留学生のネットワークが構築できた。 

このように、「オール長崎」で取り組んできたことの成果があげられているが、今後はこ

のような成果について、何らかの定量的指標で示し、広く社会に公表し発信することで、

さらに外国人留学生の利用者を増やし、充実した支援内容となることを期待したい。 

 

２ 佐世保地域留学生支援交流推進協議会 

 佐世保地域には、長崎留学生支援コンソーシアムとは別に留学生を支援するための産官

学が連携した組織として「佐世保地域留学生支援交流推進協議会」が、2014 年 10 月に設

立されている。その設置目的は「佐世保地域の産学官民が緊密な連携を図り、留学生の生

活・就職支援、留学生相互および留学生と日本人の交流推進、留学生による観光情報の発

信などを実施し、留学生が充実した学生生活を送るためのサポートを行うとともに、地域

での就職や多文化交流などを通じて、地域活性化につながる取り組みを行うこと」24 であ

る。 

  これらの産官学が連携した取り組みを通して、佐世保地域に所在する高等教育機関に在

籍する留学生に対して、留学生活のサポートとしてアルバイト機会を創出するなどして、

生活の安定化を図り、地域に就職し定着することによって、佐世保地域の活性化を目指し

ている。そこで、この両組織を比較しながら、外国人留学生への支援のあり方について考

察するために、長崎留学生支援コンソーシアムに所属し、かつ佐世保地域留学生支援交流

推進協議会の事務局である長崎国際大学を訪問し、留学およびキャリア・就職支援の担当

者にヒアリングを行った。また、佐世保市企画部国際政策課および長崎短期大学の担当者

にもヒアリングを行った内容および関連資料等に記載されている内容を基に、整理する 25。 

佐世保地域留学生支援交流推進協議会の留学生支援は、はじまったばかりといえる。
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2015 年度は、外国人留学生の生活支援と地域との交流の二本柱であった。外国人留学生の

生活支援では、アルバイト機会の創出に注力し、今後の就職支援につなげる足掛かりとし

た。そして、外国人留学生と地域との交流では、観光資源のモニタリングが行われた。ま

た、スポーツ大会が行われている。2016 年度は、初年度に引き続き、外国人留学生と地元

企業との交流会が実施され、企業は外国人留学生の実情を、外国人留学生にとっては地元

企業を知る機会となった。外国人留学生と地域との交流は、昨年度に引き続いてスポーツ

を通じた交流が実施されている。また、新たな取り組みとして、外国人留学生の通学手段

の確保を目的に、同協議会が自転車を購入し、外国人留学生に無償で貸し出しが行われた。

このような地元企業との交流、スポーツ交流や自転車の貸し出しは、地域住民と交流する

ことで、地域を理解し地域を良く知る機会となることから、重要な取り組みである。 

 図表 3-2 は、長崎留学生支援センターと佐世保地域留学生支援協議会の構成員を比較し

たものである。それぞれが、産官学のアクターで構成されている。両組織のどちらにも属

している機関がある。その理由については、つぎの項において紹介する。 

 

図表 3-2 留学生支援組織 参加団体一覧 

  長崎留学生支援センター 佐世保地域留学生支援交流協議会 

大学 

長崎大学、長崎県立大学、活水女子大学、 

長崎ウエスレヤン大学、長崎外国語大学、 

長崎国際大学、長崎純心大学、 

長崎総合科学大学、長崎女子短期大学、 

長崎短期大学、佐世保工業高等専門学校 

長崎県立大学、長崎国際大学、 

長崎短期大学、佐世保工業高等専門学校 

産 

(関係

団体) 

長崎商工会議所、長崎経営者協会、長崎経済

同友会、長崎青年会議所、長崎県国際交流協

会、長崎ユネスコ協会、長崎 YMCA、松藤奨学

育成基金、長崎県医師会、佐世保青年会議所 

佐世保商工会議所 

官(行

政) 

長崎県、長崎市、佐世保市、諫早市、大村

市、長与町 
佐世保市 

(出所)長崎留学生支援センター「当センター」および佐世保地域留学生支援交流協議会「当

協議会について」の記述を基に筆者作成。下線部分は、両組織に所属している機関を示し

ている。 
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３ 佐世保市企画部国際政策課へのヒアリングから得た知見 

(1) ロケーションと風土・文化 

長崎県には、長崎留学生支援センターがあり、長崎県内のすべての外国人留学生を対象

とした支援を行うとしているが、長崎市内及びその周辺地域に大学等高等教育機関が多く

集積している関係上、多くの活動が長崎市内で行われる傾向にある。そのため、長崎市内

で行われる交流事業に佐世保市内の外国人留学生が参加するとなると、費用と時間がかな

り必要となる。県内すべての高等教育機関が参加するコンソーシアムであり、県の北部地

域と南部地域の文化・風土の違い、物理的な距離などを考えると、スケールメリットが生

かされる場合と、そうでない場合がある。 

それゆえ、佐世保市内の外国人留学生は、自ずとそういった事業への参加が少なくなる。

このような状況も、佐世保地域留学生支援推進協議会が設置された主たる理由のひとつで

ある。その設置目的や活動内容は、長崎県のそれに加えて、佐世保地域の特性を踏まえた

ものとなっている。佐世保市のような構成団体が比較的少ないコンソーシアムは、機能的

であり、参加機関の主体性が発揮されやすいメリットがあり、佐世保市の現状に合わせた

支援が行われている。 

 

(2) 佐世保地域に外国人留学生が増えることのメリット 

 佐世保市は、地域における多文化共生社会の実現を目指している。地方創生という観点

から、地域住民と外国人との交流の機会を創出することにより、外国人留学生と市民との

交流が実現し、地域が活性化すると考えている。外国人留学生を支援することによって、

将来的に高度外国人材が、地元企業に定着することを意図している。 

佐世保市地域が、他の地域との差別化を図り、佐世保市の経済・社会を活性化させるた

めには、佐世保市という街に外国人がいることが当たり前の世界である必要がある。これ

まで、米軍基地に従事する外国人が多かったが、現在は中国や韓国からクルーズ船が毎日

のように入港している。それぞれの国の文化を知り、日本の文化を知ってもらうべく、外

国人留学生と市民との交流の機会は、そういった文化を学ぶ意味でも、良い機会であると

捉えている。佐世保市民が、総おもてなしの意識を持ちながら、外国人を迎えられるよう

になることを目指している。 

地元企業や地元経済団体、地域住民といった地域のすべてのアクターが、外国人留学生

を空気のように身近に感じ、なくてはならない存在に外国人留学生がなることができれば、
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地元企業への就職やコミュニティの活性化が実現し、魅力ある街づくりに貢献することが

できるであろう。 

 

(3) 外国人留学生の卒業後の佐世保市への定着 

 しかしながら、外国人留学生が佐世保市に定着するためには、佐世保市の企業のグロー

バル化がまだ十分ではない。外国人留学生が地元に定着するためには、人生をかけてみた

いと思える企業に出会えることができるかどうかが重要である。大学生生活の中で、地域

や地域住民、地元企業等との交流等を通じて、外国人留学生との関係性を強めることがで

きれば、地域への定着が増える。 

そのためには、表面的な形だけの関係性ではなく、心理的な壁を乗り越えた、人と人と

のつながり、精神的な関係性が構築でき、第二の故郷のように、たとえば、鮭が回遊して

生まれた故郷に戻ってくるように、地域のＤＮＡともいえるものが育てば、東京といった

都市部に就職したとしても、いずれ戻ってくる可能性が高まるのではないだろうか、佐世

保市内に居住している期間中の人と人とのつながりこそがとても重要になるだろう。 

 外国人留学生の地域への定着が課題であることは、ＡＰＵの事例でも述べてきた。鮭の

回遊の例のように、地元への愛着心が芽生え、いずれは学んだ地域に戻ってくるという循

環サイクルは、外国人留学生の地域への定着へのひとつの示唆となることが期待される。 

 

(4) 佐世保市の国際戦略 

 人材を輩出する高等教育機関との連携・協働はとても重要である。行政の戦略は、短期

的ではなく、例えば５年や 10 年といったように中長期的に常に考えている。いまは、外国

人留学生に対して、必要に応じて観光などにおけるモニターとして協力を依頼しているが、

こうした取り組みはもとより、外国人留学生の存在や役割は、今後の佐世保市のまちづく

りを考えていくうえで、より重要な構成要素になると考えられる。 

 佐世保市では、海外の姉妹都市にある企業と、佐世保市内の企業との経済活動の活性化

が図れないか検討しており、今後はそういった企業で活躍できるような人材育成を高等教

育機関には期待している。また、そういった企業との就職マッチングの機会が創出できれ

ばと考えている。地元企業の魅力を知る機会を創出することで、地域への定着を促進する

成果が期待される。 

佐世保市は独自の国際戦略を持っている。一方、長崎県も独自の国際戦略を有している
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が、それぞれの国際戦略が重複するところが一見して少ない。もちろん、佐世保市は、長

崎県内にあることから、県特産品やその他関連する戦略の一翼を担っている。この点、佐

世保市では、佐世保港を中心に、クルーズ船の誘致による観光客増を図っているなど、独

自の戦略が必要であると考えており、長崎県の国際戦略を基本に据えつつも、佐世保市の

打ち出す国際戦略関連施策を行うことで、同市の地域特性をいかした国際交流を目指して

いる。 

 

４ 長崎国際大学へのヒアリングから得た知見 

(1) 外国人留学生の獲得と就職支援 

 将来の人口減少など、大学を取り巻く厳しい経営環境を考えれば、外国人留学生を獲得

し続け、マーケティング、リクルーティングを継続して行い、ノウハウとルートを開拓・

維持しておく必要がある。外国人留学生の大学選択の重要な要素は、第１に学費、第２に

生活費、そして第３に就職状況である。 

長崎国際大学では、担当者を置き、個別に外国人留学生のための就職支援を行っている。

個別指導に重点を置き、企業からの求人票をもとに丁寧なマッチングを行っている。それ

ゆえ、外国人留学生のためだけに就職説明会や合同企業説明会、就職対策講座、ビジネス

日本語講座、ビジネスマナー等の講座は実施していない。インターンシップについては、

学科で実施はしているが、キャリアセンターでは個別には実施していない。外国人留学生

が日本の企業等に就職するにあたっては、日本語能力、英語運用能力、ビジネスマナー、

日本の企業文化の理解といった知識や能力、スキルが必要である。 

 

(2) 課題とその解決方法 

 課題のひとつとして、地元企業自身が就職スケジュールを熟知していないケースがある。

毎年採用ではなく、隔年採用であるなど、大企業のような採用活動が定期的に行われない

企業が多いことに起因していると推測される。それゆえ、企業への採用活動の進め方、学

生の就職活動の様子や動向といった情報を提供する機会を企業に提供する必要がある。  

  そして、優秀な外国人留学生を獲得すれば、どのような企業活動に役に立つのか、海外

進出の際にどのように機能するのかなど、外国人留学生の採用にあたって、企業の意識改

革がまず必要であり、そのための一助をキャリアセンターが担う必要がある。 

 このように、外国人留学生の観点から、地元企業への就職について考えるのではなく、
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今後グローバル展開するうえで地元企業に必要となる経営戦略や事業活動の観点から外国

人留学生の活用を促すことも重要であるといえる。 

 

５ 長崎短期大学へのヒアリングから得た知見 

(1) 外国人留学生の就職 

外国人留学生の就職動向は、日本人学生と同じ傾向を有しており、関東圏、とりわけ東

京を希望し、就職する外国人留学生が圧倒的に多く、その流れを変えることは非常に困難

である。まして、地方にある１大学だけでその流れを変えることは到底できない。そこで、

地方大学が強みを発揮するために、発想を転換することが肝要である。特色ある教育カリ

キュラムによって人材を育成し、優秀な外国人留学生を輩出していくことで、好循環サイ

クルを構築すべきである。その結果として、地方都市における人口の流出・流入について

もバランスがとれてくるはずである。 

また、地元企業に外国人留学生が就職するためには、企業にとって地方大学を卒業した

外国人留学生を獲得することによるメリットをよく理解してもらう必要がある。そして、

地方大学がその特色ある教育によって外国人留学生に付加価値をもたらし、優秀な外国人

留学生を社会に輩出していくことが地方大学にとっての強みとなるであろう。すなわち、

社会や企業からの評価を得て、外国人留学生が望む就職につながり、その結果として優秀

な外国人留学生が集まってくるという好循環サイクルの構築が望まれる。 

 

(2) 短期大学特有の課題と利点 

海外留学エージェントとの関わり方についても、変化が生じている。海外エージェント

は、地方大学であれば、学生確保に苦労していると考えている場合が多く、日本語レベル

がかなり低い生徒であっても、必ず受け入れてくれるだろうと高を括っているところがあ

る。海外エージェントと大学との間の信頼関係を構築することが極めて難しくなってきて

いる。地方大学であっても、どのような外国人留学生を求め、どのような教育をもって、

どのような知識や能力を身につけさせ、どのように外国人留学生を社会に輩出するのかと

いった方針であるアドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシーおよびディプロマ・

ポリシーをしっかりと定め、外国人留学生に将来のキャリアプランを示すことができるよ

うにしておかなければならない。こういった外国人留学生向けの３つのポリシーを、海外

のエージェントに明示し、良好な関係を構築する必要があろう。 
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短期大学の強みは、教員と事務職員との距離が近く、相互にコミュニケーションが円滑

に行われ、教職協働が機能しやすい環境にあることである。また、理事長や学長によるト

ップのマネジメントが機能しやすく、意思決定スピードも早めることができる。このよう

に大学経営を戦略的に行える短期大学は、組織的な強みを有しているといえる。ただし、

短期大学が持続可能な経営を行っていくためには、地域やステークホルダーのニーズを敏

感に踏まえるとともに、短期的な戦略だけではなく、10 年 20 年先を見渡した中長期的な

戦略を構築し、時代の変化に適応できるよう経営していく必要がある。 

 志甫(2013)は、外国人留学生の獲得が世界規模で厳しくなっているなか、就職支援を整

備することが、わが国において優秀な外国人留学生を受入れることに直結するとしている。

一方で、外国人留学生のための有効なキャリア支援を行うためには、外国人留学生を受入

れることが、日本人学生の育成にとっても、地域経済の活性化にも有用であるという共通

認識が不可欠であると指摘している 26。 

また、わが国では、地域経済を支えているのは中小企業であり、中小企業といえども高

い技術力を有していることや、中小企業でのキャリアが将来的な資産となるなど、中小企

業に就職することの魅力を伝える授業を行うキャリア教育が必要であると指摘している 27。 

 地方大学は。今後このような観点を踏まえたキャリア教育を行っていく必要がある。ま

た、長崎留学生支援センターおよび佐世保地域留学生支援交流推進協議会における産官学

が連携・協働した取組事例を基に、外国人留学生の就職に関する支援について考察した内

容は、地域社会や経済が活性化するために必要不可欠な戦略と考える。 

 地方にある大学であっても、外国人留学生を単に獲得するだけではなく、それぞれの大

学が有する特色ある教育によって、外国人留学生に付加価値を育くむことが重要である。

そして、優秀な人材として外国人留学生を社会に輩出し、社会に評価されることで、優秀

な外国人留学生が入学してくるといった好循環サイクルの構築なくして、持続的な大学経

営は難しくなる。そのためには、外国人留学生に対して低年次からキャリア教育を行い外

国人留学生の就職に対する意識を高めるとともに、外国人留学生がわが国における就職活

動を理解できるよう、外国人留学生に特化した就職支援を行うべきである。また、地元企

業とのマッチングの機会を創出するなどして、卒業・修了年次における就職活動期までを

見据えた就職支援を行う必要がある。 

しかしながら、外国人留学生への就職支援は、キャリア・コンサルタントといった専門

的な人材の配置や各種就職支援講座の開講など、一大学だけでは財政負担が大きすぎると
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いう課題がある。また、それぞれの地域のニーズに合った支援が必要となる。それゆえ、

佐世保地域留学生支援交流協議会のような産官学が連携した取り組みを推進し、地域に合

った支援を行っていくべきである。優秀な外国人留学生の獲得による大学の国際化は、地

域の活性化に必要であるとともに、大学の魅力を増すことになり、県内はもとより県外か

らも日本人の志願者を増やすことにつながることが期待される。 

 

Ⅳ 地方大学の国際化がもたらす便益 

 

１ 地域経済への波及効果 

本項では、地方大学が国際化することにより、どのように地域経済の活性化に貢献する

のかについて明らかにするため、「スーパーグローバル大学創成支援」事業に採択されてい

るＡＰＵの事例を基に、地域への経済波及効果について考察する。 

 

(1) ＡＰＵの事例 

 大分県・別府市(2010)に基づいて、ＡＰＵが別府市と大分県にもたらしている経済波及

効果について概観する 28。まず、ＡＰＵが別府市内で直接発生している支出総額は、年間

約 120 億円にのぼる。詳細な内訳は図表 3-3 のとおりである。 

 

図表 3-3 ＡＰＵの別府市への支出総額 

支出内訳 
支出額 

(単位：億円) 
支出内容 

学生の支出 68.4 学生１人あたりの年間生活費と家賃を基に算出 

教職員の支出 18.8 
教職員の本俸や手当(27.4憶円)として受け取った家計収入か 

ら、2008年の大分市の平均消費性向 0.684を用いて算出 

大学の直接支出 30.5 
人件費と減価償却費、奨学金等を除き、教育研究費、管理経費 

、設備関係支出から地元で支出した費用の集計 

来学者の支出 3.2 
海外および他府県からの来学者数を基に、海外からは別府市 

内に 2泊、国内からは１泊すると仮定して算出 

計 120.9  

(出所)大分県・別府市(2010、7-8 頁)の記述内容を基に筆者作成 
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 2006 年度の別府市内総生産は 3,565.5 億円であり、このＡＰＵ関連が別府市内で支出す

る総支出額 120.9 億円が生み出す付加価値額の 72.2 億円は 2.0％分となり、経済規模を

2.0％押し上げていることになる 29。 

 そして、ＡＰＵ関連の支出が大分県にもたらす全体の経済波及効果を図表 3-4 のとおり

算出している。 

 

図表 3-4  ＡＰＵ関連支出が大分県にもたらす経済波及効果 

経済波及効果の内訳 

経済波及効果

(単位：億円) 

内  容 

①県内産品に対する需要額 87.3 ＡＰＵが関連する別府市内で発生する支出額 120.9 億円

のうち、県内で生産される財貨やサービスの購入に向けら

れる額(部門毎に算定された県平均の県産品需要率で計

算) 

②第１次間接波及効果 19.3 原材料の購入を通じて波及する県内産業への波及効果(原

材料調達の産業連関を通じた波及効果) 

③第 2 次間接波及効果 13.9 ①と②の生産に伴って発生する雇用者所得が、さらに一定

の割合で消費に充てられて喚起される波及効果 

④経済波及効果小計(①+②+③) 120.5  

⑤ＡＰＵの直接生産額 91.2 ＡＰＵの年間収入(ＡＰＵが直接生み出す生産額、ＡＰＵ

の運営に含まれる付加価値額は 23.5 億円) 

経済波及効果 合計(④+⑤) 211.7 産業連関表で推計される経済波及効果 

(出所)大分県・別府市(2010、9-10 頁)の記述内容を基に筆者作成 

 

(2) 国際教養大学の事例 

国際教養大学は「スーパーグローバル大学創成支援」事業にも採択されているわが国の

大学のなかでも国際化が進んでいる大学のひとつである。2004 年４月に公立大学法人と

して開設された。国際教養学部の１学部及び専門職大学院としてコミュニケーション実践

研究科を有している。開学にあたって、「国際教養(International Liberal Arts)」という教

学理念のもと、国際社会と地域社会に貢献することをミッションとして、豊かな教養やグ

ローバルな知識、卓越した英語をはじめとした語学運用能力を身につけた世界で活躍でき
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るグローバル人材の育成を掲げている 30。 

図表 3-5 は、国際教養大学の基本情報を記している。学生総数は約 900 人と小規模な大

学であるが、専任外国人教員は 50%を超えており、すべて少人数クラスの英語で授業が行

われている。 

これらの基本情報を踏まえて、国際教養大学が秋田県にもたらす経済波及効果について

概観する。一般財団法人秋田経済研究所は、国際教養大学からの委託を受け、国際教養大

学が地域に及ぼす経済波及効果にかかる調査を実施している。本調査は、国際教養大学の

地域への貢献度および存在意義を定量的に検証することを目的として実施されたものであ

る 31。 

その調査は、国際教養大学の諸活動として、教育・研究活動、教職員・学生の消費、そ

の他の活動および施設整備という４つの経済効果ごとに費用を分類・整理している。そし

て、国際教養大学が秋田県にもたらす経済効果は年間 40億 1,500万円と推計している 32。 

 

図表 3-5  国際教養大学 基本情報 
 

入学 

定員 

収容 

定員 

学生数 

2018.4.1 

専任教員数 非常勤教員数 

国際教養学部 175 700 884 60(うち外国人教員 33) 32(うち外国人教員 10) 

専門職大学院 30 60 39 12(うち外国人教員 5) 3(うち外国人教員 0) 

(出所)国際教養大学「基礎データ」に記載のデータを基に筆者作成 

 

図表 3-6 国際教養大学が秋田県にもたらす経済波及効果  (単位：百万円) 

  直接効果 一次波及効果 二次波及効果 総合効果 

教育・研究活動による効果 33 561 179 88 828 

教職員・学生の消費による効果 34 1,532 481 213 2,225 

その他の活動による効果 35 137 59 28 224 

施設整備による効果 36 481 146 111 739 

合計 2,710 866 440 4,015 

(出所)一般財団法人秋田経済研究所(2013、24 頁)。単位が百万円のため、図表中の合計が

合わない箇所がある。 
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 図表 3-6 の経済波及効果は、国際教養大学の 2012 度財務諸表および大学関連資料なら

びに「平成 17 年秋田県産業連関表」に基づいて算出されている。図表 3-6 にある直接効果

とは「国際教養大学の各活動で発生する経費支出や消費支出のなかで、秋田県内に支出さ

れる金額を県内最終需要増加額といい、この需要増加額が直接的に県内産業の生産を誘発

する。この県内最終需要増加額」37 のことである。一次波及効果とは「この直接効果が県

内に支出されると、関連する産業に次々と生産が波及していく。この生産誘発額」38 のこ

とである。そして、二次波及効果とは「直接効果、一次波及効果によって生産が増加する

と、雇用者の所得増加に結び付き、その増加分の一部が消費支出に回ることによって、さ

らに生産が誘発されていく。この生産誘発額」39のことである。最後に、総合効果とは「こ

れらの直接効果、一次波及効果、二次波及効果である生産誘発額の合計」のことである 40。 

 また、数値に表すことが難しい効果として、つぎの地域への貢献活動を同報告書は報告

している 41。 

① 地元高校生の国際教養大学への進学と卒業生の県内企業への就職 

② 県内小・中・高等学校等との交流活動 

③ 地域経済活性化への貢献 

④ 地域の課題解決への貢献 

⑤ メディア露出による秋田県イメージアップへの貢献 

⑥ グローバル人材育成を目指すわが国高等教育機関の先駆者としての貢献 

 経済波及効果について、２大学の事例をみてきた。それぞれの大学の経済波及効果の算

出は、同じ考え方に基づいているものもあれば、異なった考え方に基づいた数値もある。

学校法人や公立大学法人の違いはあっても、地域社会や経済にどのように貢献できている

のかを数値で広く社会に周知することは重要である。 

その理由として、つぎのことが考えられる。第１に、大学の使命がどのように果たされ

ているのかについて、広く社会にわかりやすく伝える機会となる。第２に、大学の地域へ

の貢献度に関するレピュテーションを高める機会となる。第３に、地域における大学の諸

活動に対する理解が深まることが期待できる。 

すなわち、地域における大学の存在意義について、地域に関係する地域住民、地元企業、

地元経済団体および地方自治体などのさまざまなステークホルダーへの理解を促進するこ

とにつながる。こういった循環サイクルの構築もまた、地方創生の一助となるはずである。 



76 

 

 

２ 地方大学にとっての国際市場 

 前項では、地方大学における外国人留学生の獲得といった地方大学の国際化が、地域に

経済波及効果をもたらすことについて明らかにした。本項では、地方にある大学が、どの

ように外国人留学生を獲得できるのかについて、世界的な外国人留学生の流動性が高まっ

ている状況を踏まえ、地方大学が外国人留学生に選ばれるための要因と課題について考察

する。 

  松塚(2016)は、大学財政が厳しい状況において、市場の自由化は大学間の競争を促進さ

せると指摘し、ＯＥＣＤ諸国の例を紹介している。また、ＯＥＣＤ諸国では、外国人留学

生獲得のために官学が連携して大学の国際競争力を高めていると示唆している 42。そして、

かつては学術交流として、世界有数の研究大学間における研究交流が主流であったが、現

在は学士課程レベルでの教育交流に主力が移っており、有力大学との国際ネットワークの

形成と活用が、地方にある大学にとって、つぎのような利点があると指摘している 43。 

 ① コストの軽減……情報収集と確認におけるコストを抑えることができる。 

 ② 学術交流の推進……あらかめ教育研究の質が保証された大学との交流ができる。 

 ③ 世界市場における競争優位の確保……優秀な外国人教員や外国人留学生の獲得につ

ながる。 

 学士課程レベルでの教育交流が盛んになっている現在、外国人留学生が留学先を決定す

る要因について、松塚(2016)はＯＥＣＤの調査結果 44を参考に、つぎのいくつかの意思決

定要因をあげている。ただし、これらのすべての意思決定要因を満たす大学はなく、すで

に満たしている要因に加えて、個別優位性として考えられる地理的、歴史的、文化的な特

色を最大限に活用できれば、比較優位性を高めることができることを踏まえ、選ばれる大

学になるための解決方策について、つぎのように指摘している 45。 

 ① 使用言語……授業において使用される言語は、英語、ドイツ語、フランス語のいず

れかである。 

 ② 留学コスト……支払わなければならない留学先の授業料および生活するために必要

な物価水準が負担可能な範囲である。 

 ③ 移民政策……国の移民政策による制約等が緩やかである。 

 ④ 教育の質……特定機関や教育プログラムなどの評価が高い。 

 ⑤ 単位換算……すでに自国などで取得した単位が、卒業要件単位に換算できる柔軟な
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プログラムがある。 

 ⑥ 大学進学機会の制約……出身国において、大学に進学するための機会が限られてい

る。 

 ⑦ 大学入学基準……出身国における大学に入学するための基準が厳しい。 

 ⑧ 国と国との関係性……受け入れる国との間の関係性として、地理的、歴史的関係性

や貿易上の関係性がある。 

 ⑨ 就職……卒業後の就職に展望がある。 

 ⑩ 単位互換……出身国と受入れ国との間に、単位互換を促進する政府レベルの政策が

ある。 

 地方大学が、これらの意思決定要因のいくつかを満たし、外国人留学生に選ばれる大学

としての比較優位性を確保できるのかについて、上述した意思決定要因ごとに考察する。 

 ① 使用言語……「スーパーグローバル大学創成支援」事業に採択されている大学のす

べての評価指標となっており、ＡＰＵや国際教養大学のように、すべての授業が英語

で提供されている状況を構築できれば、地方大学の強みとすることができる。大規模

大学において、こういった外国語で学位を提供できるカリキュラムを構築することは、

教員の雇用問題や大きなコストがかかる。また大幅なカリキュラム改革が必要となり

実現できる大学は限られてくる。 

 ② 留学コスト……地方は、東京といった大都市と比較すると物価は低く、暮らしやす

いことから地方大学の強みとすることができる。一方で、多くの大学では、外国人留

学生への学費減免制度や奨学金制度を用意している。そういった制度を設けずに、日

本人学生と同様の授業料を設定できるかは課題である。 

③ 移民政策……わが国では、少子高齢化による労働力不足が懸念されており、外国人

労働者の雇用が進んでいる現状がある。今後は、さまざまな職種で外国人労働者の雇

用が進む可能性がある。 

④ 教育の質……教育の質保証は、地方大学であっても、個々に取り組むことができる。

質保証のシステムとして、大学全体としてではなく学部や学科、大学院単位で国際的

に通用する認証評価を導入することも一つの方策として有効であろう。 

⑤ 単位換算……アドミッション・ポリシー、ディプロマ・ポリシーおよびカリキュラ

ム・ポリシーに合致した特色あるプログラムを検討し、柔軟に単位換算ができるよう

検討することで対応可能であると考えられる。 
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⑥ 大学進学機会の制約……本要因については、わが国の大学においてコントロールで

きるものではない。 

⑦ 大学入学基準……個々の大学におけるアドミッション・ポリシーに基づいて、独自

入試を行うことができれば対応は可能である。入試制度の内容については、次項にて

詳述する。 

⑧ 国と国との関係性……リスクマネジメントの観点からも、多様な国や地域との協定

やネットワークがあれば、たとえ国と国との関係性が何らかの要因で悪化したとしても、

安定して外国人留学生を獲得することができる。多様性のあるキャンパス創りは、地方

大学の強みとすることができる。 

 ⑨ 就職……地元企業への就職だけでなく、わが国の大企業も含めて多様な就職・進路

が選択可能となるよう、初年次からキャリア教育と就職支援を整備することができれ

ば、地方大学の強みになる可能性がある。 

 ⑩ 単位互換……ＡＵＮやＵＭＡＰのような共通の単位互換フレームワークを有するネ

ットワークに加入することで、地方大学の強みとして展開できる。 

 このように、いくつかの意思決定要因においては取り組み方次第で、国際化した魅力あ

る地方大学という強みや特色となって、外国人留学生に選ばれる大学となり、優秀な外国

人留学生を獲得することにつながることが期待される。また、特色ある教育による付加価

値の創造や充実したキャリア教育および就職支援は、外国人留学生だけでなく日本人学生

にも選ばれる大学になるための重要な戦略となることが考えられる。すなわち、これらの

意思決定要因は、地方大学が国際化を戦略的に実践していくうえでの成功要因になると考

えることもできる。 

 

３ 大学の国際化と外国人留学生を獲得するために取り組むべき課題 

 つぎに、地方大学が国際化を推進のための重要な方策のひとつである外国人留学生を獲

得するにあたっての課題について考察する。 

芹沢(2013)は、大学の国際化と優秀な外国人留学生を獲得するためには、意思決定に時

間や労力がかかるが、一定の人的資源や財源を投資してでも、個々の大学が創意工夫して

取り組むべき課題について、つぎのように整理している 46。 

 ① ブランド戦略の構築……総花的な国際広報をするのではなく、個々の大学が有する

特徴を明確に打ち出す広報戦略を行う。 
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 ② 一貫性のある広報・リクルート戦略……他大学と差別化を図るためにも、入試広報、

留学生リクルート、選抜方法および奨学金制度が一貫性のある戦略を構築する。 

 ③ 入試実施方法の工夫……海外にいる外国人留学生の利便性に配慮し、書類選考、海

外での入試およびオンライン面接といった渡日前入試を導入する。 

 ④ 国際化の指針策定……中長期計画や国際戦略、国際化に特化した自己点検およびベ

ンチマーク評価といった学部や部門を横断する戦略と計画を見直す体制を確立する。 

 ⑤ 連携や共有による質保証と業務の効率化……極端な外部資金依存から脱却し、第三

者機関との連携や他大学と資産を共有するなどして、質保証と業務の効率化を同時に

推進できる運用体制を確立する。 

 ⑥ 専門職の育成……ゼネラリストを中心とする大学事務職員組織ではあるが、複数の

専門性を有するゼネラリストの育成などを検討する。留学生アドバイザーなどは、特

に⑤で示した第三者機関との連携によるノウハウの共有や人事交流も有効である。 

 芹沢(2013)が整理した大学の国際化と外国人留学生を獲得するために取り組むべき課題

を踏まえ、地方大学が国際化を進め、優秀な外国人留学生を獲得するために取り組むべき

施策として、つぎのとおり整理する。 

 地方大学は、まず将来構想として中長期計画を策定し、国際戦略を構築しなければなら

ない。そして、同時に国際化の進捗状況が管理できるようＰＤＣＡサイクルを構築してお

く。個別の戦略としては、総花的ではなく自学の特色に焦点をあてた海外におけるブラン

ドを構築するための国際広報戦略をたて、同時に外国人留学生の利便性に配慮した受けや

すい入試戦略と国際広報の連携を図る。一方で、小規模な地方大学では人的資源や財源が

限られていることから、地方自治体や地域の他大学などとの連携や協働を行い、外国人留

学生を手厚く支援するための運用体制を整備する。また、その運用体制の構築にあたって

は、外国人留学生を支援するために必要となる専門性を有した大学事務職員の育成や配置

を行うなど、人的資源戦略も同時に実施すべきである。 

 こういった取り組みは、地方大学が外国人留学生に魅力ある大学として、選ばれるため

に必要となる総合的な戦略といえ、地方大学の国際化を成功に導くための実行計画ともい

える。 

 

４ 国際化している大学の先進事例 

  本項では、地方における大学の国際化の取り組み事例として「スーパーグローバル大学
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創成支援」事業に採択され、開学当初から大学経営の国際化を戦略的に実践している福島

県会津若松市に位置する公立大学法人会津大学および秋田県秋田市に位置する公立大学法

人国際教養大学の事例を取り上げている。 

そして、その事例分析を通じて、成功要因を抽出し、地方大学であっても、その成功要

因を意識した戦略的な経営が実践できれば、そのほかの地方大学においても有用ではない

かと考える。 

 

(1) 会津大学の事例 

 地方にある大学であっても、国際化を推進し、グローバル人材を育成することによって、

地域社会や経済に貢献できるよう取り組んでいる大学がある。なかでも「スーパーグロー

バル大学創成支援事業」に採択され、2018ＴＨＥ世界大学ランキングにはじめてランクイ

ンした公立大学法人会津大学に着目する。 

 会津大学は、図表 3-7 に示したように 1 学年の入学定員が学部と大学院を合わせて 370

人の小規模大学である。同大学は、コンピュータ理工学に特化した公立大学として 1993 年

４月に開学して、2006 年に公立大学法人に移行している。建学の基本理念として「創造性

豊かな人材の育成」「国際社会への貢献」「密度の高い教育・研究」「地域特性を生かした特

色ある教育・研究」「福島県の産業・文化への貢献」47 を掲げている。そして特色として、

先進的なコンピュータ教育、国際的な教育研究環境、高い就職内定率などをあげている 48。

また、卒業論文は英語で執筆することが条件となっており、卒業論文発表会は原則として

英語で行うこととなっている。そのための支援として、卒業論文作成、プレゼンテーショ

ン能力の向上のための授業科目が用意されている 49。2016 年度からは４学期制が学部で

も導入 50されている。そして、国際教育に熱心に取り組んでおり、外国人留学生の受入れ

および日本人学生の海外留学がしやすい環境を整備している。 

 

図表 3-7 会津大学 基本情報 

入学定員 

(2014 年度) 

全学生数 

2014 年 5 月 1 日現在 

教職員数 

2014 年 5 月 1 日現在 

教員一人 

あたりの 

学生数 

事務職員 

一人あたり 

学生数 学部 大学院 計 学部 大学院 計 教員数 職員数 

240 130 370 1,054 174 1,228 107 58 11.6 21.2 

(出所)会津大学(2014、１頁)に記載されているデータを基に筆者作成 
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図表 3-8 は、会津大学のＴＨＥ世界大学ランキング日本版の評価項目である教育リソー

ス、教育満足度、教育成果、国際性、総合ポイントおよびＴＨＥ世界大学ランキング(以下、

「ＴＨＥ」という)およびＴＨＥ Asia University Rankings (以下「ＴＨＥ Asia」という)

における順位の２ヶ年分を表した図表である。ＴＨＥ世界大学ランキング日本版の項目で

は、教育満足度および国際性の項目が高い値となっている。そして、2018ＴＨＥに、はじ

めてランクインしている。同大学では「スーパーグローバル大学創成支援」事業を機に、

国際政策本部をグローバル推進本部国際戦略室に発展的に改め、国際化を推進するための

専門部署として展開している 51。このような組織を整備し、積極的に海外の大学との学術

交流協定の締結や米国シリコンバレーインターンシッププログラム、中国大連インターン

シップなどを推進している 52。 

 

図表 3-8  会津大学のＴＨＥ世界大学ランキング日本版、ＴＨＥ、ＴＨＥ Asia推移 

THE 日本 

版項目 

教育 

リソース 

教育 

満足度 

教育成果 国際性 総合 THE 世界大 

学ランキング 

THE 

Asia 

2017   

総合 23 位 

60.3 87.4 42.8 75.8 66.3 2017 

ランク外 

2017 

ランク外 

2018   

総合 34 位 

64.8 87.0 - 72.4 63.1 2018 

601-800 位 

2018 

131 位 

(出所)Between(2017b、24 頁)および Between(2018、26 頁)  

 

  先述した内容および Between(2017a)53 に掲載されている会津大学グローバル推進本部

長のインタビュー記事などを基に、会津大学における国際戦略の成功要因について、つぎ

のように抽出を試みる。 

 ① 建学の理念……開学当初から建学の理念に、国際化と特色ある研究による地域貢献

をうたっている。 

 ② 特色ある強みをいかした教育研究……コンピュータ理工学に特化したカリキュラム、

英語での卒業論文執筆など、現代社会のニーズに合致した教育内容となっている。 

 ③ 国際公募による外国人教員採用 54……外国人教員の比率は、学生数 1,000 人以上

3,000 人未満規模の大学のなかで、全国１位の 39.6％である 55。 
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 ④ 国際教育環境の整備……2016 年度から４学期制を導入するとともに「英語のみで

教養科目と専門科目を履修して卒業できるコースを設置」56 するなど国際教育が充実

している。 

⑤ 国際共同研究の推進……世界に通用する特色ある強みを活かした研究を推進し、Ｔ

ＨＥの評価指標でもある「教員・研究者 1人あたりのスコーパスに掲載された論文数」

「１論文あたりの被引用数」を重点課題としている 57。 

  ⑥ 外国人留学生受入体制の整備……「外部英語試験検定試験のスコアと国際バカロレ

ア、ＳＡＴ等の成績を活用」58した入試を実施している。 

 ⑦ 外国人教員へのサポート体制整備……外国人教員を支援する体制として「学内に専

門相談員が常駐し、ビザ申請や引っ越しの手配、家族のケアなど、さまざまな生活サ

ポート」59を行っている。 

 ⑧ 高い就職率……世界に通用するＩＴエンジニアを育成しており「大学院で常に

100％、学部で平均 97％という高い就職内定率」60となっている。2018 年度就職率は、

98.56％となっている 61。 

  このように会津大学は、世界で活躍できる人材育成、地域に貢献することを理念として

掲げ、特色ある教育研究を推進し国際化に向けたさまざまな政策を展開している。このよ

うな取り組みは、小規模な地方大学が国際化し成功するうえでの、成功要因となる可能性

がある。また、国際化とともに、就職に関連する施策の充実も社会から評価される要因と

して重要と考えられる 62。 

 

(2) 国際教養大学の事例 

 国際教養大学が、地域の活性化に貢献し、経済波及効果をもたらしていることについて、

74-75 頁にて論じた。本項では、わが国で最も国際化の進んだ大学といわれる国際教養大

学の国際化に向けた教育内容や制度などに焦点をあてている。 

先にも述べたが、国際教養大学は「国際教養(International Liberal Arts)」を教学理念

として掲げている。その「国際教養教育」は、カリキュラム編成に関する５つの教育目標

である「外国語コミュニケーション能力の熟達」「さまざまな学問分野にまたがる広範な基

礎知識」「知的自律性と意思決定能力」「自己の文化的アイデンティティへの認識と異文化

への理解」「グローバリゼーションに対する理解」63とそのために必要となる５つの探索方

法である「人文科学的・芸術的視点」「社会科学視点」「経験的方法」「量的論証」「批判的
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思考」64を基に構成されている。 

本項では、国際教養大学の初代学長であり理事長であった中嶋嶺雄氏の中嶋(2012a)およ

び中嶋(2012b)などを基に、国際教養大学の国際化に向けた取り組みから、地方大学におけ

る国際化のための成功要因の抽出を試みる。 

 ① 建学の理念……「グローバル時代の国際社会に貢献できる人材の育成」を理念とし

て掲げ 65、「５つの教育目標に向かって、５つの方法を通じた知的経験によって人格の

陶冶をめざすことを国際教養(International Liberal Arts)の教学理念としてきた」66。 

 ② 英語で学ぶ授業……すべての授業が英語で展開されており、その授業を英語で学ぶ

ことができるよう「英語集中プログラム(ＥAＰ:English for Academic Purposes )」が

開講され学生一人ひとりに合わせた能力別教育体制が構築されている 67。 

 ③ 新たな価値創造のための構想力養成……国際教養大学の「ビジネスマインドには『公

共性』という考え方がきわめて重要になる」68 との考え方を基に、経済基礎理論、国

際経済に関する授業のほかに、貧困や差別などの問題などを学ぶ 69。 

 ③ 国際通用性のある教育システム……すべての学生に１年間の留学を義務づけている。

海外留学を支える仕組みとして、海外の大学でも通用する成績評価方法であるＧＰＡ

(Grade Point Average)、海外の大学との単位互換システムおよび科目のレベルを表す

国際的な番号をシラバスに表示することを整備している 70。 

  ④ 混住型学生寮の整備……日本人学生は、入学後すぐ１年間の寮生活が義務づけられ

ている。そして、外国人留学生とともに共同生活をすることにより、社会性とコミュ

ニケーション能力を身につけ、異文化交流により異文化を理解する機会が創出されて

いる 71。 

 ⑤ 少人数教育の強み……米国式の授業として、徹底した少人数教育を行っている。

2009 年秋データとして「学生専任教員比率／15 対１」「学生数が 50 人以上の授業比

率／2.3％」「学生数が 20 人未満の授業比率／78％」「一科目あたり平均登録学生数／

15.3 人」72。 

 ⑥ ガバナンス改革……大学の組織運営が円滑に行えるよう「トップダウン方式による

迅速で多様な意思決定システム」73 としている。大学経営については「大学経営会議」

で行い、教学運営については「教育研究会議」で行うこととし、教員の人事権は教授会

にはなく、採用は全世界からの公募とし、任期制を採用している 74。 

 ⑦ 高い外国人教員比率……外国人教員の比率は、学生数 1,000 人未満規模の大学のな
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かで、全国２位の 46.9％である 75。 

  ⑧ 教職協働……意思決定には、教員だけでなく事務職員も参画できるよう、教職協働

できる意思決定システムとしている 76。 

 ⑨ 高い就職率……グローバル化時代にあって、上述した教育目標と探索目標、国際教

養、さまざまな教育システムにより、社会から高い評価を受け、就職率 100％を達成し

ている 77。 

 このように国際教養大学は、グローバルに活躍できる人材育成を目指して、ガバナンス

改革による組織体制を整備し、教職協働が機能するよう意思決定システムが整えられてい

る。そして、国際教養教育により育成された人材は、社会から高い評価を得て、高い就職

率につながっている。国際教養大学の事例もまた、会津大学とは少し異なる視点からの小

規模地方大学の国際化に向けた成功要因として参考となるものである。 

 

Ⅴ 地方大学の国際化による地域への貢献 

 

 本章では、まず地域社会や経済の活性化に向けたわが国の政策動向について概観したう

えで、ＢＳＣにおける４つの視点を踏まえ、地方大学における先進的な取組事例を基に考

察した。まず、地方大学における国際化の意義を考察するために、大分県・別府市(2010)78

や佐藤(2013)79 を基に、国際化した大学を念頭に開学したＡＰＵの事例から、外国人留学

生の獲得が地域にもたらすさまざまな効果について論じた。ＡＰＵの誘致が、大分県別府

市にもたらした効果として、県内進学者数増、外国人留学生の県内企業への就職、地域づ

くりや観光振興などの地域との連携促進、外国人留学生と地域との協働によるまちづくり

の促進、地域課題解決のための共同研究の推進および外国人留学生の小中学校への派遣や

教員・学生の高校への派遣による教育における貢献、地域住民との交流による地域活性化

や郷土愛醸成への寄与、外国人留学生が県内企業活動に協力することによる企業の業績向

上への寄与などがある。また、ＡＰＵの開学によって、別府市の人口減少に一定程度では

あるものの下げ止まり効果があったことも指摘しておきたい。 

また、ＡＰＵと地域のアクターが協働した「特定非営利活動法人コンソーシアムおおい

た」における外国人留学生の就職支援をはじめとした、外国人留学生に対する総合的な支

援の仕組みは、人的資源や財源が限られている地方大学にとって、地域全体を巻き込んだ

取り組みとして参考となるものである。また、長崎留学生支援センターと佐世保地域留学
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生支援交流協議会が行っている地域活性化を含めた外国人留学生への総合支援的な取り組

み事例も、今後地方にある大学や地域住民、地元企業、地元経済団体、地方自治体などの

アクターが一体となって協働すべき取り組みとして有用であることを示した。ただし、産

官学が連携した外国人留学生を対象とした就職支援については、厚生労働省の委託調査事

業 80や高坂(2016)81から、いくつかの解決すべき課題点があることも明らかになった。そ

れらの課題を整理すると、つぎのようになる。第１に、日本独自の雇用システムがあるこ

とから低年次からのキャリア教育や就職支援プログラムにより、将来のキャリアや就職に

対する意欲を喚起する仕組みを構築する必要があること、第２に企業情報や採用情報とい

った就職に関係する情報へのアクセス環境を整備する必要があること、第３に外国人留学

生の求職意向と企業とのマッチングが機能するよう地域における就職支援サービス体制を

整備する必要があることをあげることができる。これらの課題も、地域のアクターが一体

となって取り組むべき喫緊の課題である。志穂(2013)が指摘しているように、世界的な外

国人留学生の獲得競争が激化している状況において、優秀な外国人留学生を獲得ためには、

就職支援を支援する地域包括的な仕組みの構築が不可欠であろう 82。 

さらに、本章では、地方大学が国際化することで地域に経済波及効果があることを、Ａ

ＰＵおよび国際教養大学の事例を基に考察した。ＡＰＵの諸活動は大分県に年間約 211 億

円の経済波及効果をもたらし、国際教養大学の諸活動は秋田県に年間約 40 億円の経済波

及効果をもたらしている。ＡＰＵは、すでに紹介したように在学生の約半分が外国人留学

生であり、すべての講義が英語と日本語による二言語で開講されている国際化の進んだ大

学である。もう一方の国際教養大学は、わが国で最も国際化の進んだ大学であるといわれ

ており、すべての授業が英語で行われている。このように、地方にある大学が国際化する

ことによって経済波及効果をもたらすことを明らかにしている。先に述べた地域への貢献

は、ＡＰＵと国際教養大学においても同様に行われており、地域になくてはならない存在

となっていることがわかる。 

そして、国際化に成功した小規模な地方大学の事例として、会津大学と国際教養大学の

事例に着目し、理念や国際教育のあり方、外国人教員と外国人留学生の獲得、その支援体

制、ガバナンス改革および高い就職率などの成功要因の抽出を試みた。今後、地方にある

小規模大学が、このような成功要因を意識した経営戦略を実践できれば、地域社会にも評

価され、地方創生の核となって地域に貢献する大学となるのではないかと考える。 

第１章では、地方創生における地方大学の役割、そして地方大学における国際化の必要
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性について論じ、地方大学の国際化の推進における課題について考察した。そして、第２

章では、世界的な高等教育の動向について概観し、世界大学ランキングやわが国の大学ラ

ンキングから、国際化に必要なベンチマークとなる評価指標について考察した。そして本

章では、大学の先進事例を基に、地方大学経営における国際化がどのような便益を地域に

もたらすのかについて考察した。次章では、これらのことを踏まえ、地方大学が経営戦略

として、国際化を推進していくためにも必要となる戦略的マネジメント・システムである

ＢＳＣの大学経営における有用性について論じる。 
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第４章 地方大学経営における経営戦略とＢＳＣの有用性 

 

Ⅰ 戦略的マネジメント・システムの有用性 

 

 第１章から第３章までにおいて、大学を取り巻く国内外の外部環境の変化や内部環境の

変化を踏まえ、厳しい経営環境下にある地方大学が経営戦略として、国際化しなければな

らない背景や理由について考察してきた。また、国際化した結果として、地方大学の存在

意義である地域に貢献することを論考してきた。 

 本章では、これらのことを踏まえ、地方大学が地域になくてはならない存在として地域

活性化の役割を果たすとともに、持続的経営に必要な大学経営における国際経営戦略につ

いて考察していくために、戦略的マネジメント・システムであるバランス・スコアカード

(ＢＳＣ：Balanced Scorecard、以下「ＢＳＣ」という)に着目している。 

ＢＳＣは、Robert S. Kaplan と David P. Norton が 1992 年に開発した戦略的マネジメ

ント・システムである。そのＢＳＣは、「財務の視点」「顧客の視点」「業務プロセスの視点」

「学習と成長の視点」の４つの視点ごとに戦略目標を掲げ、その達成プロセスを評価する

ために重要業績評価指標(ＫＰＩ：Key Performance Indicator、以下「ＫＰＩ」という)を

設定して、ＰＤＣＡサイクルを回すことができるマネジメント・システムである。 

そして、ＢＳＣは、地方大学が経営戦略を立案し、最も適切に経営戦略を推進するため

に、上述の４つの視点から論理的に体系立てられており、進捗度の管理や漸進的計画の立

案にあたって有用なツールである。その基本となるのは、経営戦略の論理性を整理する戦

略マップ、戦略目標、および進捗度の管理を行う尺度となるＫＰＩである。本論文は、Ｂ

ＳＣの中核となる戦略マップと尺度としてのＫＰＩに焦点をあてて考察を展開する。本論

文の考察は、地方大学がＢＳＣを用い、具体的に経営戦略を実際に展開する際の重要成功

要因の検討やアクションプランの立案と実施などの前提条件として、ＢＳＣを活用してい

くうえで最も中心となる論点を解明することを企図するものである。 

 わが国の大学では、これまで財務指標を重視し、その指標の比率や経年比較によって、

大学運営の健全化を図ってきた。経営基盤の確立の観点からは財務指標が重要ではあるも

のの、大学の基本的な営みは、教育・研究・地域貢献の三つに大別され、財務指標だけで

はそれらの目的達成度を測定するには十分な尺度とはなっていなかった。そこで、それら

大学の基本的活動が、本来の目的を達成するために必要となるモニタリングやＰＤＣＡサ
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イクルが求められ、ＰＤＣＡサイクルを機能させるために、近年大学においても非財務指

標も含むＫＰＩが利用されていると推察される。 

非営利組織である大学の本来の使命は、教育と研究機能による人材育成である。しかし

ながら、大学は厳しい経営環境に置かれていることから、営利を第一の目的とした商業主

義に流される傾向があること、そして、その人材育成の対象である学生やそこで働く人が

置きざりにされ、大学の使命や公共性に基づいた政策展開が行われることが少ないという

問題意識がある。 

それらの問題意識を踏まえ、戦略的マネジメント・システムであるＢＳＣを大学におい

て活用することが、つぎの観点から有効であるとの考えに至った。まず、非営利組織であ

る大学にとって、ＢＳＣは学生や大学を取り巻くステークホルダーを中心として戦略を考

えることのできる「顧客の視点」を有しており、商業主義的な側面を排除できること、つ

ぎに、大学で働く教職員と組織の成長を促すための戦略を展開することができる「学習と

成長の視点」を有しており、働く人の成長を競争力の源泉として考えることができること

をあげることができる。また、それだけではなく、経営戦略の基盤である「財務の視点」

を有していること、そして、厳しい経営環境に対応していくために必要となる組織を変革

に導くことができる「業務プロセスの視点」を有しており、総合的な観点から戦略をマネ

ジメントすることができ、バランスが取れているからである。 

 大学を取り巻く環境の厳しさが増すなか、大学経営における戦略の重要性が高まってい

る。多くの大学が、将来計画として中長期計画を立て、達成状況を評価し、ＰＤＣＡサイ

クルを機能させるために、業績評価指標を用いるようになってきている。そしてＢＳＣは、

民間企業だけでなく、公的機関などの非営利組織でも用いられている経営における戦略目

的を達成するための戦略的マネジメント・システムとして、多くの成功事例を有している。

これまで大学経営におけるＢＳＣに関連する先行研究として、大学での導入事例を整理し

た裵ほか(2012)、経済学部ＢＳＣマネジメント委員会(2012)、奥井(2005)、中嶋(2009)など、

いくつかの先行研究がある。しかしながら、これまで本論文で想定している地方大学にお

ける国際経営戦略について、ＢＳＣの４つの視点から考察した先行研究は見出すことはで

きなかった 1。 

本章では、ＢＳＣを用いた企業や海外およびわが国の大学における導入事例などの先行

研究について考察を行い、企業経営と大学経営におけるＢＳＣの活用を比較分析し、地域

に必要な大学として国際化を推進し、持続的経営を行っていくために必要となる地方大学



93 

 

におけるＢＳＣの有用性について明らかにする 2。 

 

Ⅱ バランス・スコアカードの特性と企業経営におけるＢＳＣの活用 

 

 本節では、ＢＳＣの特性について概観し、企業におけるＢＳＣに期待する効果を考察す

る。また、わが国企業におけるＢＳＣの導入状況を分析することで、ＢＳＣ導入における

阻害要因を明らかにし、改めて企業経営におけるＢＳＣ導入の意義について考察する。 

 

１ ＢＳＣの特性と企業経営において期待される効果 

ＢＳＣの特徴として、伝統的な財務・会計偏重の業績評価がもたらす問題を克服できる

よう、非財務・非会計指標を体系化している 3 こと、および財務・会計指標である「財務

の視点」に加えて、「顧客の視点」「業務プロセスの視点」「学習と成長の視点」という４つ

の視点から重要成功要因の分析を行い、ＫＰＩを設定して業績評価を行うことをあげるこ

とができる。 

当初、ＢＳＣは、戦略を明確にすることによって、組織内における共通認識と戦略の浸

透を図ることができるコミュニケーション・ツールとして開発されたが、その後、業績評

価のためのシステムからマネジメント・システムへと進展している 4。 

Kaplan and Norton(2001)は、ＢＳＣを導入して成功した企業の事例から、ＢＳＣには

戦略を志向する組織体へと変革する働きがあることを示し、そのために必要となる５つの

原則を示している 5。 

①  「戦略を現場の言葉に置き換える」6……有形資産だけでなく、無形資産を含めた

内部資源と組織能力を統合して、価値創造が行えるよう戦略を言葉にして表すこと

によって、顧客や市場セグメントに対して新たな価値提案を行うことができる 7。 

②  「組織全体を戦略にむけて方向づける」8……各部門や個々の戦略を方向づけ、統

合することができる。その結果として、組織横断的な取り組みが促進され、全体の

戦略目標の達成が、部分の戦略達成の目標を上回ることになる 9。 

③  「戦略を全構成員の日常の業務に落とし込む」10……経営者層(リーダー)だけでは、

新たな戦略を創造し、実行することはできない。経営者層は、各部門に戦略を委譲

し、すべての組織構成員が積極的に関与できるよう、戦略を日常的な業務として現

場に任せる必要がある。ＢＳＣは、そのためのコミュニケーション・ツールとして
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活用することができる 11。 

④  「戦略を継続的なプロセスにする」12……戦略志向の組織は、戦略を管理するため

のシステムを有している。そのプロセスはダブルループ学習であり、戦略を常に管

理することになる。マネージャーたちが、戦略を議論するための会議体を作り、月

毎もしくは四半期毎に戦略を議論できる場を設けることが必要である 13。 

⑤  「エグゼクティブのリーダーシップを通じて変革を促す」14……戦略を志向する組

織へと変革するために、トップ(エグゼクティブ)はリーダーシップを発揮して、一人

ひとりの構成員に戦略の必要性を明らかにすることが必要である。そして、あらゆ

る層において、リーダーシップが発揮されることによって、自立的かつ変革を志向

する戦略的な組織となることができる 15。 

 現代は、ＩＣＴの発展、そのなかでもとりわけＡＩやＩoＴによって産業が大きく変容し

つつあり、大きな時代の変革期にある。社会や経済のグローバル化も進展しており、企業

の経営環境が大きく変わっている。そのような時代の大きな変革期においてこそ、企業が

発展的継続性を担保し、持続性ある経営を行っていくにあたっては、戦略を志向し変革し

続ける組織である必要がある。ＢＳＣは、トップがリーダーシップを発揮することによっ

て、事業環境の変化に迅速かつ柔軟に組織を変革していくことができ、ダブルループ学習

によりＰＤＣＡサイクルを機能させることができる。 

 

２ 戦略マップによる因果連鎖の整理 

 ＢＳＣでは、それぞれの組織が掲げる将来における戦略的なビジョンを達成するために、

戦略マップを作成する。戦略マップは、基本的には「財務の視点」「顧客の視点」「業務プ

ロセスの視点」「学習と成長の視点」の４つの視点ごとに、戦略目標を立てる。そして、そ

れぞれの視点ごとに重要成功要因分析を行い、業績評価が適切に行えるよう重要業績評価

指標であるＫＰＩを設定する。そして、ＫＰＩごとにターゲットとなる戦略目標を達成す

るための数値目標を設定して、その数値目標を達成するための戦略プログラムもしくはア

クションプラン(実行計画)を策定する。ここで留意しなければならないことは「戦略をと

おしてビジョンを実現するために、各視点の戦略目標、重要成功要因、重要業績評価指標、

ターゲット(数値目標)および戦略プログラムないしアクションプランの間の垂直的因果関

係を確保」16 しなければならないことである。そして「これらの視点間における、水平的

因果関係あるいは水平的相互関係も確保」17する必要がある。 
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Kaplan and Norton(2005)は、戦略マップは、企業の価値創造に関わる４つの戦略目標

間の連鎖の全体像である 18として、戦略マップにおける５つの原則を示している 19。 

① 「戦略は相反する要因のバランスをとる」20……企業は、収益を上げるために長期的

な財務目標を立てる必要がある。一方、短期的な業績向上による利益アップも図ら

なければならない。戦略マップは、この長期と短期の戦略目標のバランスを明確に

伝えることができる 21。 

② 「戦略は差別化した顧客への価値提案にもとづく」22……企業は、顧客ターゲットご

とに顧客の満足度を高めるために価値提案を行っていく必要がある。戦略マップは、

その価値提案を明確に顧客に伝えることができる 23。 

③ 「企業価値は内部ビジネス・プロセスを通して創造される」24……企業の価値を創造

するためには、達成目標のプロセスである業務管理や顧客管理などのプロセスにお

ける生産性や効率性などを高めることが重要となる。戦略マップは、そのプロセス

の重要性を明確に伝えることができる 25。 

④ 「戦略は同時進行の補完的なテーマからなる」26……業務プロセスの視点における

戦略の遂行によって、４つの改善による便益をもたらすことができる。第１に業務

管理などのプロセスでの改善による原価低減と品質の向上、第２に顧客との関係性

の向上、第３にイノベーションの生成、第４に規制や社会に対するプロセスの改善

が訴訟回避やレピュテーションの向上につなげることができる 27。 

⑤ 「戦略への報告づけが無形の資産の価値を規定する」28……戦略マップは、「学習と

成長の視点」における構成要素であり、無形資産である人的資本、情報資本、組織資

本を戦略として方向づけることができる 29。 

 このように戦略マップは、４つの視点から、それぞれの因果関係を整理し、さまざまな

便益をもたらすことができる。 

 

３ ＢＳＣ導入により成功した事例 

 ＢＳＣは、民間企業において多くの成功事例がある。本項では、Kaplan and 

Norton(2001) 30 および Kaplan and Norton(2005)31 に示されているいくつかのＢＳＣの

成功導入事例のなかから、代表的なエクソンモービルとノースウエスタン・ミューチャル

社の成功事例について、導入背景や特に顕著といえる成果について概観する。 

 エクソンモービル(Exxon Mobil Corporation)は、世界的に有名な石油メジャーとよばれ
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るグローバルに事業展開している企業である。1999 年にエクソンとモービルが合併して、

現在のエクソンモービルとなっている 32。 

  Kaplan and Norton(2001)は「1995 年以降、バランスト・スコアカードをマネジメント・

プロセスの中心に据え、1999 年末に合併してエクソン・モービル(ExxonMobil)となった

後も、業界内で最高の利益を達成している」33 と示している。そして、戦略を志向する組

織体に変革するために必要となる５つの原則を実践した最もよい事例としてモービル北米

マーケティング＆リファイニング事業部(モービルＮＡＭ＆Ｒ)の事例を取り上げ、官僚的

かつ非効率的であり、内部志向が強かった組織が、業界のリーダーともいえる組織に変革

した成功事例を示している 34。 

 Kaplan and Norton(2005)35によると、1857 年創業の全米でも有数の生命保険相互会社

であるノースウエスタン・ミューチャル社が、ＢＳＣを導入した背景には、1990 年代の半

ばから後半にかけて、顧客のニーズが変化したこと、1999 年の保険会社や銀行との直接競

争を可としたグラム・リーチ・ブライリー法による規制緩和があった。そこで、同社はそ

れらの状況に対応し、顧客ニーズに対応できるよう、従来の販売員から製品と投資のスペ

シャリストを育成し、顧客ニーズに対応できる能力育成を図りとともに、拡大戦略にＢＳ

Ｃが必要であるとの判断に至ったという。 

同社では、ＢＳＣを四半期ごとに開催される会議において、企業戦略の実行に関するツ

ールとして、また、企業戦略と従業員とを関連づけ、従業員を教育するためのツールとし

て使用している。その成果として、プロジェクトとＢＳＣを関連づけて１年以内に予算目

標を達成したプロジェクトが 21％増加したという。また、従業員調査を実施し、事業の方

向性および個人の仕事と企業の戦略目標との関係を理解している従業員数が増えていると

いう結果が得られたという 36。 

 

４ 企業におけるＢＳＣの導入状況 

 わが国の企業におけるＢＳＣの導入状況については、2001 年以降いくつかの調査が行

われてきた。2001 年に行われた乙政(2003)の調査 37では、導入している企業と導入を検討

中の企業を合わせると 14.9％であった。その後、2003 年に実施された青木・櫻井(2003)の

調査 38 では、導入・部分導入している企業が 18.7％、導入を検討中の企業を合わせると

47.7％、2004年に実施された福田(2005)の調査 39では、導入・導入を検討中の企業が 40.9％

とＢＳＣに対する関心の高さがうかがえる。 
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しかしながら、2009 年に実施された森口(2010)の調査 40 では、導入している企業が

11.3％、導入を検討中の企業が 2.3％となり、両者を合わせても 13.6％となっている。ま

た、金(2013)の調査 41では、導入している企業が 13.3％、導入を検討中の企業が 4.4％で

あった。 

 このようにＢＳＣの普及期ともいえる現象があったものの、一定の導入割合に留まって

いる。ＢＳＣの導入が進んでいない理由としては、すでにわが国の企業に導入が一般的に

なっている目標管理 42や方針管理 43があることから、企業がＢＳＣを知らない可能性や必

要性を感じていないことが指摘されている 44。 

 

図表 4-1 企業におけるＢＳＣ導入状況 

 

(出所)森口(2010、131 頁)の「図表 8」に、乙政・梶原(2009、2 頁)の「図表 1」調査結果、

横田・妹尾(2011、63 頁)の「表 13」調査結果、金(2013、37 頁)の調査内容をに追記して

筆者作成 

乙政（2003）
調査

小倉研究室調
査（松原
2003）

青木・櫻井
（2003）調査

福田（2005）
調査

乙政・梶原
（2009）調査

森口（2010）
調査

横田・妹尾
（2011）

金（2013）

調査時期 2001年 2002年 2003年 2004年 2007年 2009年 2010年 2012年

調査対象
東証一部上場
の製造業（建
設業を除く）

東証一部上場
企業

東証一部上場
の製造業・電
力ガス・金融
業

東証一部上場
企業

東証一部・二
部上場の製造
業

東証一部上場
企業

東証一部上場
企業

東証一部・二
部上場の製造
業

送付社数 827 約1,500 300 1,534 1,043 1,716 1,691 1,035

回答数 161 151 107 68 366 151 221 45

回収率 19.5% 約10％ 35.7% 4.4% 35.1% 8.8% 13.1% 4.3%

BSC導入状況
回答数（比率）

　導入している 7(4.3%) 15（9.9％） 8（7.5％） 9(13.6％) 78(22.2%) 17(11.3%) 23（10.5％） 6(13.3%)

　部分的に導入 12（11.2％）
9(2.6%)
※導入中

　導入を検討中 17(10.6%) 13（8.6％） 31（29.0％） 18（27.3％） 57(16.2%) 5(3.3%) 2(4.4%)

　導入を検討した
　が断念した

1(0.6%) 30（19.9％） 7(2.0％) 15(9.9%)

　現時点での導入
　を考えていない

62(38.5%) 29（27.1％） 34（51.5％） 151（43.0％） 57(37.7%)
197(89.5%)

※利用してい

ない総数

37(80.3%)

※利用してい

ない総数

　今後とも導入す
　ることはない

2(1.2%)

　以前導入したが
　現在は取りやめ

2(1.3%)

　BSCを知らない
　（未検討）

72(44.7%) 93（61.6％） 27（25.2％） 5（7.6％） 49(14.0%) 54(35.8%)

　無回答 1(0.7%)

合計 161社 151社 107社 68社 351社 151社 220社 45社
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 注 1 森口(2010、131 頁)の表からは、日本能率協会・日本能率協会総合研究所および能

村総合研究所の調査について、調査対象が他の調査と異なることから削除している。 

注 2 森口(2010、131 頁)は、乙政(2004、128 頁)を基に加筆・修正されたものである。 

 

青木・櫻井(2003)が行った調査によると、回答企業の83.2％が目標管理を導入している。

また、わが国ではＴＱＣ(Total Quality Control ; 全社的品質管理)45 の一形態として発展

してきた方針管理は、回答企業の 72.9％が実施している 46。方針管理は、日本が開発した

経営管理システムであり、ＰＤＣＡのマネジメント・サイクルによって、方針がマネジメ

ントされている 47。これらの調査からは、既存の目標管理や方針管理といったマネジメン

ト・システムが阻害要因となって、ＢＳＣの導入が進んでいない可能性があることがうか

がえる。図表 4-1 は、これらの調査結果を基に、年代順にＢＳＣの導入状況を一覧表にま

とめたものである。 

 

５ 企業経営におけるＢＳＣ導入に関する考察 

 青木・櫻井(2003)は「21 世紀の経営実践に目標管理を生かして活用していく１つの方法

として、バランス・スコアカードの活用が注目されている」48 ことに加えて「バランス・

スコアカードの導入は業績評価システム、目標管理、方針管理、人事制度、中期経営計画、

予算制度などの経営システムと密接な関連をもっている」49と指摘している。 

  一方で、先の調査結果で示されているように、ＢＳＣの導入率が比較的低いと考える理

由として、森口(2010)は「わが国企業においては、ＪＩＴ(Just in Time)やＴＱＣ、ＱＣサ

ークルなどの小集団による改善活動や目標管理制度、方針管理、ミニ・プロフィットセン

ター(micro-profit center)などを通じて、職場におけるコミュニケーションや協同、チーム

ワーク、モチベーション、学習と創発、相互理解、情報共有などを促進するマネジメント

手法、あるいはマネジメント・システムが従来より発達してきている」50と指摘している。

しかしながら、森口が行った調査結果から「『組織変革のツール』としてのＢＳＣの役割に

対する期待も高い」51ことが明らかにされている。 

 先述した青木・櫻井が指摘しているようにＢＳＣと目標管理との親和性が高いこともあ

り、わが国の企業は、ＢＳＣについて改めて見直し、ＢＳＣと目標管理との連携について

再考する時期にあるともいえる。 

また、今野・佐藤(2009)は「部門の業績目標に対応して、個人に何らかの業績目標が設
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定されることは当たり前のことであり、それに基づいて仕事のプロセスを管理し、仕事の

結果を評価する管理手法として目標管理が広く活用されている」52 としている。そして、

日本労働研究機構(現独立行政法人労働政策研究・研修機構)が 2000 年に実施した「業績主

義時代の人事管理と教育訓練に関する調査」を基に、目標管理で重視される個人目標につ

いて、バランス・スコアカードの４つの視点で整理している 53。 

このように、ＢＳＣの４つの視点で個人目標を整理すると、それぞれの部門目標にもよ

るが、総合的な観点から個人の目標を設定することが可能となり、バランスのとれた個人

目標となる。 

 

図表 4-2  ＢＳＣの４つの視点と目標管理で重視される個人目標 

財務の視点 売上高、利益額、利益率 

顧客の視点 顧客満足度 

業務プロセスの視点 業務の改善、コスト、製品・サービス・顧客の開発 

人材と変革の視点 自己の能力開発、部下の育成、働く意欲や態度 

(出所)今野・佐藤(2009、35 頁)に記載「表 2.3」の回答企業数と比率を除いて筆者作成 

 

６ 非営利組織におけるＢＳＣの成功事例 

ＢＳＣは、先に述べたように民間企業では多くの成功事例があるが、非営利組織である

行政機関や教育機関においても成功事例がある。本項では、それぞれの事例について、導

入背景や特に顕著であるといえる成果について概観する。 

 

(1) シャーロット市の事例 

 シャーロット市は、米国ノースカロライナ州にある人口約 73 万人 54の都市である。1990

年当時シャーロット市では、市民に提供すべき高品質のサービスを実現するためのミッシ

ョン・ビジョンがあったが、それを実現する方法が明確ではなかった 55。そこで「1990 年

初頭に、市の上級スタッフ、市長、市議会は、年次研修会によって次の 10 年間の資源配分

と部門別プログラムの方針を示すいくつかのテーマを選択した」56。そのテーマとは「コ

ミュニティの安全」「交通」「市のなかの市(古い市街地を保護し、改善する)」「行政組織の

再構築」「経済発展」57である。この５つのテーマについて、ＢＳＣを用いて戦略目標に置

き換え「顧客の視点」をＢＳＣの最上位に位置させている 58。 
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 ＢＳＣを導入することによって、これまでのミッションとビジョンが目標と連動してい

なかったが、先に示した達成すべき重点項目である５つのテーマを４つの視点ごとに戦略

目標に落とし込み、業績評価尺度が設定され、その業績評価尺度ごとに目標値が設定され、

取り組むべき課題が明らかになった 59。 

 

(2) フルトン群学区の事例 

 この事例は、Kaplan and Norton(2005)に示されている事例である 60。米国にあるフル

トン群学区の行政官たちは「戦略、業績測定、業務改善の間の整合性が欠けていたと感じ

ていた」という。そこで、1999 年に非営利組織ではじめてＢＳＣ導入のプロジェクト・リ

ーダーをしていた人物を採用し、ＢＳＣによって全体の戦略フレームワークを示し、すで

に設定されていたエクセレント・モデルの実施項目をそのフレームワークのもとに進める

ことにした 61。 

 ＢＳＣ導入による成果として「１年で標準数学テストに合格した児童生徒の割合が 22

ポイント(66％から 88％へ)改善した」「年度末の結果を待つのではなく、年度中にも児童

生徒と教員の進捗状況を把握するツールが、学校長によって開発された」「高等学校長が

『私の学生の 90％があらゆる基準に合格することを望む。それが計画を実行するというこ

とである』と宣言した」などをあげている 62。 

 このように、ＢＳＣを導入している組織は、民間企業だけに留まらず、行政機関や教育

機関などにも多くの成功事例がある。これらの事例から、非営利組織である大学組織にお

いても、戦略的マネジメント・システムとしてＢＳＣを導入し、成功する可能性が高いこ

とがうかがえる。 

 

Ⅲ 活用事例から見た大学経営におけるＢＳＣの有用性 

 

 前節まで、企業におけるＢＳＣの有用性について考察し、行政機関や教育機関への適用

可能性を指摘した。本節では、海外およびわが国の大学におけるＢＳＣを活用した先行事

例から、大学経営におけるＢＳＣ導入の事例を整理し、その有用性について考察していく。 
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１ 海外の大学におけるＢＳＣの活用 

(1) 英国の大学 

市場化が進み、厳しい競争環境下にある英国の高等教育界では、アカウンタビリティが

求められ業績管理への関心が高まっている。このことを受けて、John Taylor と Claire 

Baines は、英国の４大学に対してＢＳＣの適用に関する質的調査と経営層へのインタビュ

ーを行い、大学経営戦略と政策形成、およびモニタリングや評価に関して考察している 63。 

 そこでまず、高等教育機関における業績を測定するためのシステムとして、ＢＳＣ、欧

州品質枠組みモデル、統合された重要業績評価指標、ダッシュボードの４つのシステムに

ついて、図表 4-3 のようにそれぞれの特徴と長所、そして留意しなければならない制約事

項について整理している 64。 

 

図表 4-3 高等教育機関における業績測定アプローチの分析 

業績測定アプローチ フォーマットと特徴 長所 制約 

ＢＳＣ ４つの視点において目標を

バランスよく設定するシン

プルなフレームワークであ

る。 

・顧客の視点 

・内部の視点 

・財務の視点 

・人材の視点 

・組織目標と計画に直接的に

結びついている。・テンプレ

ートは、すべてのレベルの組

織戦略にカスケードするこ

とができる。・明確でわかり

やすい。・先行指標と遅行指

標が含まれたバランスのと

れたアプローチである。 

・組織のすべてのレベルで適

用するために、かなり綿密な

仕事が要求される。・４つの

戦略のそれぞれを測定する

ための指標の使用にあたっ

ては詳細な解説をするとい

った支援が必要となる。・そ

れゆえ一人で実行すること

はできない。 

品質管理のための

欧州ファンデーシ

ョン 

9 つの基準を用いたビジネス・エ

クセレンスのためのフレームワ

ークを提供。イネーブラーに基づ

くもの(リーダーシップ、人材、政

策と戦略、パートナーシップと資

源、進捗状況)・成果に基づくもの

(人材、顧客、社会、重要業績評価) 

・より複雑ではあるが、形を

変えたＢＳＣである。 

・ビジネスでの成功を期待す

る経営層に対して訴求力が

ある。 

・ＢＳＣよりも、社会的な成

果を保証する。 

欧州品質賞の品質保証「ル

ーツ」から発展しており、

品質保証メカニズムにおい

て負担が大きい要素を保持

している。 
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統合された重要業

績評価指標 

・複合的な定量指標を集める

ことができる。 

・これらの定量指標は、ビジ

ネス活動とその成果の両方

を反映している。 

・異なるレベルの業績につい

て、わかりやすく表示され、

理解しやすい交通信号(赤・

黄・緑色)のようなフォーマッ

トとなっている。 

・高等教育機関全体(構成要

素であるサービスや活動で

はなく)に容易に適用できな

い可能性がある。・遅行情報

を優先的に表示する。・企業

戦略に対して明示的なリン

クはない。 

ダッシュボード ・組織における業績について

多様なデータを示すことが

できる。・これらは、しばしば

メーターのように動き、現在

のトレンドや流行の方向性

を示す管理情報システムと

なる。 

可視化された評価指標によ

って、今後の方向性を示し、

広い範囲の状況を表す。 

・企業戦略に対して明示的に

は関連しない。・質の高い管

理情報システムが求められ

る。 

・管理情報システムとの連携

にかなり依存する(コストが

高い)。 

(出所)Taylor, J. and C. Baines(2012, p. 114)の「Table.1」を筆者翻訳 

 

図表 4-3 では、４つのマネジメント・システムの長所と制約事項をそれぞれ比較するこ

とができる。そして、図表 4-3 からは、これらマネジメント・システムには、２つの類似

点が見て取れる。第１は、いずれも業績を評価するための指標を有していることである。

そして、第２は、戦略について何らかの手法で可視化することにより、戦略について理解

が促進するよう工夫がなされていることである。このことは、戦略目標やその達成のため

のアクションプラン、そしてその状況を測定するための評価指標等について、組織構成員

すべてに共有できるようコミュニケーション・ツールとしても用いられていることを示唆

している。 

これらのマネジメント・システムは、そのままでは高等教育機関が抱える諸課題を解決

するツールとして使用することは難しく、それぞれの高等教育機関の置かれている環境や

独自のミッションを踏まえて、修正しなければならないことに留意する必要がある 65。 

図表 4-3 に示された３つの制約要件である「組織のすべてのレベルで適用するために、

かなり綿密な仕事が要求される」「４つの戦略のそれぞれを測るための指標の使用にあた

っては、詳細な解説をするといった支援が必要となる」「それゆえ、一人で実行することは
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できない」ことをＢＳＣ導入にあたっての課題として踏まえておく必要がある。言い換え

れば、ＢＳＣを組織で活用していくためには、大学全体で取り組む必要があり、組織構成

員一人ひとりがＢＳＣを用いることの意義を共通に理解し、一人ではなくチームとして、

大学一丸となって取り組まなければならないと考えられる。 

ＢＳＣを導入するにあたっては、組織全体を巻き込んで取り組む必要があることから、

大きな組織では、すべての構成員が参加して取り組むということが制約要件となって、Ｂ

ＳＣの導入を阻害している可能性があることに留意する必要がある。 

 

(2) フィンランドの大学 

フィンランドには、地域の発展を支援することをミッションとし、地域やコミュニティ、

地域住民を重要なステークホルダーとしている応用科学大学があり、ＢＳＣの活用方法と

して、ステークホルダーとの関係性に着目した研究が存在する。 

Kettunen(2015)は、フィンランドの高等教育における最も重要なステークホルダーとの

関係性を示すためにステークホルダーマップを提唱している。そのステークホルダーマッ

プは、ＢＳＣの考え方に基づいて、４つの視点からステークホルダーを分類し、その関係

性を明確にして、戦略的マネジメントのなかに、ステークホルダーを統合している 66。 

そして、ステークホルダーから得られるフィードバックを大学経営における監査や品質

保証、経営戦略のプロセス管理に役立てることが重要であることを指摘し、ステークホル

ダーマップの有用性について、つぎのように整理している 67。 

① ステークホルダーの明確化……ステークホルダーから正しいフィードバックを得る

ことができるよう、ステークホルダーを明確化することができる。 

② フィードバックのチェック機能……すべての関係するステークホルダーから得たフ

ィードバックをチェックする機能を有している。 

③ 関係性の可視化……ステークホルダーとの関係性について、可視化することができ、

ステークホルダーとのコミュニケーションが円滑になる。 

④ 関係性のマネジメント……カスタマーとの関係性をマネジメントする情報システム

として使用することができる。 

 そして、Kettunen(2015)は、トゥルク応用科学大学(the Turku University of Applied 

Sciences : TUAS)を例にあげ、大学経営へのフィードバックが可能となるよう、大学とス

テークホルダーおよびカスタマーとの関係性を表したステークホルダーマップを図表 4-4
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のとおり作成している 68。 

 図表 4-4 は、学生を中心に据えて「ファイナンス」「組織学習」「外部へのインパクト」

「プロセスと連携」という４つの視点から大学のステークホルダーとの関係性に着目して

整理された戦略マップを応用したものと考えることができる。地方大学の使命である地域

活性化のためには、地方大学は大学を取り巻くステークホルダーと連携・協働して、新た

な価値を創造していく必要があることから、関係性をマネジメントすることがますます重

要な観点となってくるであろう。また、大学ではなく学生を中心に据えてステークホルダ

ーマップを整理しており「顧客の視点」を重要視していると解釈することができる。 

 

図表 4-4 TUAS のステークホルダーマップ(パートナーシップ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所)Juha Kettunen(2015, p. 60)の「Figure.1」を筆者翻訳 

注１  ＦＩＮＥＥＣは、The Finnish Education Evaluation Centre の略称である。フ

ィンランドの高等教育機関は、定期的に監査を受けなければならいという規定に基

づいてＦＩＮＥＥＣと協力している。 

注２ ＣＡＲＰＥは、The Consortium of Applied Research and Professional Education
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の略称である。ＣＡＲＰＥは、応用研究と専門教育のコンソーシアムである。 

 

２ わが国の大学におけるＢＳＣの活用 

 わが国の大学におけるＢＳＣの活用事例として、収容定員の未充足という厳しい状況が

続いているなか、ＢＳＣを用いて課題解決に取り組んだ地方にある２大学について考察す

る。 

(1) 長崎ウエスレヤン大学の事例 

ＢＳＣ導入に至る背景と経緯 

  2012 年度から開始している中期経営計画の策定にあたっては、教職員が参画して、ＳＷ

ＯＴ分析 69を行い、ミッション、ビジョン、バリューの見直しが行われた。また、少子化

の進行と地域経済が衰退している現状と収容定員の未充足が続いているなか、生き残りを

かけて中期戦略を見直している 70。 

 その中期経営戦略は、2016 年度までの計画であり、すでに次期５ヵ年計画を策定すべ

く、ＳＷＯＴ分析をはじめとする戦略的マネジメント・ツールを用いた総括が行われ、中

期目標の達成状況および戦略の有効性について検証が行われた。特に、この総括にあたっ

ては、地域に「なくてはならない大学」として、長崎ウエスレヤン大学が地域社会に必要

不可欠な存在であることの有用性を明らかにしたいとしている 71。 

しかしながら、これまでその定員未充足を解決すべく、幾度か改革プランを策定・実行

してきたものの、その問題解決には至っていない。その要因について、第１に実行段階に

おける主体的に取り組むためのシステムが欠如していたこと、第２に改革プランの決定後

に、課題解決のための具体的な実行計画が欠如していたことがあげられる。そして、これ

らのことから、ＢＳＣを導入するに至った 72。 

 

ＢＳＣを用いた中期経営計画の策定 

長崎ウエスレヤン大学のＢＳＣを用いた中期経営計画の策定の特徴として、まず、ＢＳ

Ｃの策定にあたって、すべての構成員を巻き込んだ点があげられる。構成員は、専任教員

と事務職員を併せて 60 名であり、比較的全構成員が参加して取り組みやすい人数である

といえる。そして、戦略を実現するために、最も重要視したのが、本論文での「学習と成

長の視点」に相当する「人材・教職員の成長の視点」である点に着目したい。戦略目標を

実現するにあたって、ＢＳＣという戦略マネジメント・システムを用いて、教職員の成長
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を促し組織を変革に導き、生き残ろうとしていることがうかがえる。 

 このようなＢＳＣを用いた中期経営計画の策定およびそのプロセスは、つぎのような効

果をもたらすことが期待できる。第１に、組織構成員である教員と職員が成長することに

より、生き残りのために戦略志向を有する組織への変革を遂げることができる。第２に、

教職員の主体的な大学経営への参画によって組織が変革することにより、教職員の満足度

が向上する。第３に、その教職員の満足度が、教職員の成長サイクルを促進し、大学経営

だけでなく教育の質を高めることにつながる。第４に、教育の質が高まることで、学生の

満足度が高まることにつながる。それらの結果として、大学は、社会が求める人材を地域

社会に輩出することができ、就職力・キャリア支援力が高い大学として地元企業や地元経

済団体などから評価を得る。そして、それらの評価が学生募集力の強化につながる好循環

サイクルが構築され、経営状態が改善されることが期待される。 

 

(2) 九州共立大学経済学部の事例 

ＢＳＣ導入に至る背景と経緯 

九州共立大学は、経済学部経済・経営学科およびスポーツ学部スポーツ学科の２学部を

有している。２学部のうち、経済学部は過去５年間(2012～2016 年度)連続して入学定員を

下回っており、入学者の確保が喫緊の課題であった 73。そして、こういった状況のなか、

九州共立大学は、学部教育の運用にあたって、入学生確保、就職指導、就学困難な学生へ

の対応、カリキュラム編成、キャリア基礎教育の目的整理、留学生教育方針の確立、担当

コマ数増への対応、教員モチベーションへのサポート、意思決定プロセスの明確化など、

さまざまな課題を抱えていた。そこで、限られた経営資源を最大限活用するために、ＢＳ

Ｃの導入に至った 74。そして、2009 年４月に就任した経済学部長が、経済学部を改組する

にあたって、有効な見直しを行うためのツールになると考え「教育運用ＢＳＣ」を策定す

ることにしたという 75。 

 

ＢＳＣの作成プロセスにおける特徴 

 当時の経済学部長は、前任地の九州大学農学研究院においてＢＳＣを導入した経験から、

トップ・ダウンとボトム・アップが統合されてこそ、ＢＳＣが有効に機能することを学ん

でいた。そこで、実際の策定過程において「コース主任会議」を中心として、学長をはじ

めとする経営トップ層へのミドル・アップを行うとともに、現場の教員や事務員へのミド
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ル・ダウンも行ったことから、ミドル・アップ・ダウン型のプロセスを経た。その作成に

あたって、組織変革の観点から、その意義と必要性をつぎのように整理している 76。 

第１に、ＢＳＣの意義と役割を定義して、ＢＳＣの組織的な認知を図ることによって、

限りある経営資源を有効に活用し、ビジョンを達成するための諸活動と「教育運用ＢＳＣ」

を連携させることができた。第２に、ＢＳＣをコミュニケーション・ツールとして活用す

ることにより、予算・人事・設備・広報に関する中期計画と「教育運用ＢＳＣ」を連動さ

せ、立案・実践・モニタリングを行う仕組みを構築した。そして、各組織の役割の明確化

を行うとともに、戦略リーダーへの課題提案・問題定義を行う仕組みができた。第３に、

「教育運用ＢＳＣ」を活用する場である「戦略リーダー会議」を設置することで、「教育運

用ＢＳＣ」の活用・改善、戦略リーダーにおける既存戦略の共通認識と情報交換、新たな

課題について「教育運用ＢＳＣ」との関連性について検討を行う場を創出できた。 

 九州共立大学の取り組みは、限りある経営資源を有効に活用し魅力あるカリキュラムを

構築するとともに、キャリア教育を体系化することによって、社会が要請する人材を育成

し、就職力を上げ、学生募集力を高めるために行われたと推察することができる。「教育運

用ＢＳＣ」の作成を通じて、戦略的な組織に変革することができれば、人口減少や地域経

済の停滞等の外部環境が悪化するなかにあっても、その変化に対応しながら、教育力を高

めることが可能となり、持続可能な経営につながることが期待される。 

 

３ 大学経営におけるＢＳＣの有用性 

(1) 国立大学におけるＢＳＣ 

奧居(2005)は、愛媛大学が中期計画の評価指標を策定するために試行的にＢＳＣと戦略

マップを導入した事例から、ＢＳＣが大学経営に有意であることを指摘している 77。そし

て、国立大学の大学経営におけるＢＳＣの有用性をつぎのように述べている 78。 

① 質的目標の設定……非営利組織である大学は、財務的な業績のみの達成を目指すの

ではなく、ミッションや関係者の満足度などの質的目標を設定することができる。 

② 進むべき方向性の共有……大学全体のミッションと戦略を明確にすることができ、

組織の進むべき方向性を教職員全員が共有することができる。 

③ 中期計画との連動……中期目標の実現に対応した評価指標と組織活動を設定するこ

とができる。 

④ ＰＤＣＡサイクル……評価指標の設定により、年度ごとに達成度を評価することが
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でき、戦略目標に対してＰＤＣＡサイクルを機能させることができる。 

⑤ 総合的な意思決定……経営戦略との関連性の可視化が可能となり、総合的な評価や

意思決定ができる。 

このように、国立大学に義務づけられている中期目標・中期計画に基づいた大学経営を

戦略的に実行していくためには、何らかのマネジメント・システムが必要となる。それゆ

え、ＢＳＣは、第１に非営利組織にとって、財務の視点以外に、３つの視点を有するマネ

ジメント・システムであること、第２に改善活動の組織文化が定着していてない大学組織

にあっては、ＰＤＣＡサイクルを機能させ、新たな組織文化を構築することができること、

第３に戦略目標を明示することによって、戦略的な志向を行う組織への変革を期待するこ

とができる点で機能すると考えられる。 

 

(2) 私立大学におけるＢＳＣ 

中嶋(2009)は、明星大学のＢＳＣ導入への取り組みを考察するなかで、ＢＳＣ導入の有

用性をつぎのように整理している 79。 

①  情報共有……ＢＳＣの作成プロセスのなかで、ＳＷＯＴ分析を行うことによって、

大学や学科の置かれている状況について共通認識を持つことができる。 

② サービス対象の明確化……顧客価値の分析をとおして、大学の教育・研究の方向性

を明確にすることができるとともに、サービスの対象を明確にすることができる。 

③ 重点課題の明確化……戦略マップを作成することによって、重点的に取り組むべき

課題を明確にすることができる。 

 しかしながら、上記の長所にもかかわらず、ＢＳＣと同じような機能を有するマネジメ

ント・システムがあれば、十分代替は可能であり、大学改革に必ずしもＢＳＣが必要不可

欠ということではないことを指摘している 80。 

中嶋の指摘はあるものの、私立大学において大学経営をマネジメントするシステムとし

てのＢＳＣが有用であることについて、つぎのとおり整理しておきたい。 

第１に、18 歳人口の減少や地域経済の衰退、都市部への人口流出など地方大学を取り巻

く外部環境は厳しい。それゆえ、大学の設置形態の如何にかかわらず、中期計画や長期計

画を策定して、大学経営を戦略的に志向しなければ生き残れない。それゆえ、ＢＳＣは戦

略を志向する組織への変革を促すことができる。また、戦略志向はＰＤＣＡを機能させる

ための基盤となる。 
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第２に、私立大学の組織文化は、トップ・マネジメント型もあれば、ボトム・アップ型

やミドル・アップ・ダウン型もあり多様である。大学経営者層と中間管理職、中間管理職

と職員などをつなぐコミュニケーション・ツールとしても有効なＢＳＣは、どのような組

織文化であっても、すべての構成員に戦略の共有を図ることができる。 

第３に、財政基盤の確立のためには、教育の質を高めることによって学生の満足度を上

げ、その結果として就職状況を改善し、学生募集力の向上につなげるというサイクルの構

築が求められる。それゆえ、「顧客の視点」(学生の視点)と「財務の視点」を有するＢＳＣ

は、バランスがとれている。 

第４に、教職員の一人ひとりが、中期経営計画などの策定に参画することで、当事者意

識や危機感が醸成される。また、策定するプロセスのなかで、教職協働が促進され、学び

合うことで共に成長し、新たな価値が創造され、結果として、教職員の満足度を高めるこ

とができる。 

第５に、ＢＳＣがコミュニケーション・ツールとして機能することにより、すべての構

成員が経営資源を有効に活用しなければならないという認識を共有し、大学運営と教学運

営とのコンフリクトを軽減し、持続可能な大学運営と柔軟な教学運営を行うことができる。 

このように、ＢＳＣはさまざまに有用な観点を有しており、大学特有の組織にも適用で

きる戦略的マネジメント・システムとして機能することが期待できる。 

 

Ⅳ 企業経営との比較から見た大学経営におけるＢＳＣの有用性 

 

 これまで企業と大学におけるＢＳＣの導入事例を基に、ＢＳＣの有用性について整理し

てきた。そこで、本節では、企業経営と大学経営における比較の観点から、大学経営にお

けるＢＳＣ適用の有用性について考察する。 

 

１ 大学の使命からの整理 

 企業は、営利組織であることから、４つの視点のうち「財務の視点」が他の３つの視点

より上位の視点となる。一方、大学は非営利組織であり、社会に有為な人材を育成し輩出

する使命を有している。また、地域にある大学は、地域に貢献することも重要な使命であ

り、学生の他にも地域住民、地元企業など、さまざまなステークホルダーが存在している。

地方大学の存在意義を考えれば、それらステークホルダーもまた、大学にとって重要な顧
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客と考えなければならない。すなわち、大学の使命を考えれば、学生、地域住民、地元企

業、地元経済団体、地方自治体との関係性を中心に据えた考え方が必要となる。それゆえ

「顧客の視点」を最上位概念とするところに企業と大学との大きな違いがある。 

大学の基本的な営みである教育・研究・地域貢献における役割を考えると「財務の視点」

を中心とした戦略目標やアクションプランだけでは十分ではなく、「学習と成長の視点」

「業務プロセスの視点」も重要である。それぞれの使命について、どのような視点が重要

となるかについて整理する。 

① 教育……時代の変化ととともに、求められる人材像も変わり、必要となる知識や能

力も異なってくる。それゆえ、常にカリキュラム改革や授業手法の改善などにより教

育改革を実行し、教育の質を高めなければならない。教育の質が高まれば、学生の満

足度が向上し、学生満足度の向上が教職員の満足度の向上につながる。それゆえ、教

育においては、学生を中心とした「顧客の視点」および「業務プロセスの視点」が重

要となる。 

② 研究……地域経済や社会に貢献するためには、地域に求められる研究成果をあげ、

地域活性化のために還元していく必要がある。そのためには、教員の研究における競

争力を高めなければならず、外部資金の獲得や研究成果の発信も取り組むべき重要事

項となる。また、外部資金の獲得や研究成果の発信には、資金獲得のための支援や広

報戦略が必要となることから事務職員の高度化や専門化も求められる。それゆえ、「学

習と成長の視点」および「業務プロセスの視点」が重要となる。 

③ 地域貢献……地方大学は、大学を取り巻くアクターでありステークホルダーでもあ

る地域住民や地元企業、地元経済団体などに貢献しなければならない。そのためには、

それらアクターとの学び合いと協働が必要であり、その学び合いと協働から新たな価

値創造につなげていかなければならない。それゆえ、「顧客の視点」および「業務プロ

セスの視点」が重要となる。 

４つの視点を有するＢＳＣは、それぞれの視点から戦略目標を策定し、実施することが

可能となり、大学の使命である教育・研究・地域貢献に資するバランスのとれた戦略的マ

ネジメント・システムである。 

 

２ 予算編成からの整理 

 持続的な大学経営は、財政基盤の確立なくしてはありえない。安定的な財政基盤があっ



111 

 

てこそ、教育研究を充実することができ、地域に貢献するという使命を果たすことができ

ることに留意しなければならず、「財務の視点」は重要な視点であるこのことを認識してお

く必要がある。 

大学は、収容定員が定められており、学生の募集力があって定員をしっかりと確保する

ことができれば、帰属収入は企業のように年度単位で極端に増減することはなく、固定的

である。支出は、主に人件費、教育研究経費、管理経費等からなっており、その使途は制

約され固定的である。企業の場合は業績によって、当該年度内においても柔軟に資金を運

用・投資することができる。大学は、企業と違い業績による影響は受けにくいものの、予

算編成と予算執行管理に重きを置いている。「財務の視点」から戦略目標、重要成功要因お

よび評価指標を検討するにあたっての留意点であるといえる。 

Niven(2006)は、ＢＳＣと予算編成を関連づける必要があることをつぎのように指摘し

ている。アクションプランを実行するには予算が必要となることから、限られた予算をバ

ランスよく配分しなければならない。予算配分にあたっては、経常的予算と戦略的予算と

に分けて考える必要があり、そのバランスが求められる 81。 

また、バランスのとれた予算配分を実現するために、事業部署と予算管理部署との予算

折衝時にＢＳＣを用いることによって、説得性や納得性のある交渉を行うことができる。

その交渉のなかで、双方が戦略とアクションプランの重要性を理解することが可能となり、

結果として必要な予算を獲得することにつながる。また、アクションプランの実行にあた

って、コストに対する意識を高めることができる 82。 

 これらのことから、ＢＳＣは予算に関わってもコミュニケーション・ツールとして機能

することがわかる。また、各部署および事務職員一人ひとりがコスト意識を持つことは、

経営にかかる当事者意識を育むことになる。この点においても、ＢＳＣは有用であるとい

える。 

 

３ ４つの視点の関係性からの整理 

このように大学の使命を果たすにあたっては、財政基盤の確保を前提としながらも、さ

まざまな角度からのアプロ―が必要である。 

 営利組織である企業と非営利組織である大学について比較し、ＢＳＣの有用性について

「顧客の視点」「財務の視点」における違いを明らかにしながら、ＢＳＣの有用性に差がな

いことを整理することができた。 
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 大学は、厳しい競争的環境から商業主義に陥る傾向があるものの、非営利である組織と

して、大学を取り巻くステークホルダーである学生や地域住民、地元企業、地元経済団体

などを中心に戦略を志向することができる「顧客の視点」を有するとともに、組織で働く

教職員のことを念頭に置いた戦略を形成することができる「学習と成長の視点」を有した

ＢＳＣは、大学の経営戦略マネジメント・システムとして有用である。 

運用においては、外部環境の変化が大きいことに留意しながら、単年度ではなく中期的

に３年から５年程度の先を見据え、柔軟に戦略目標やＫＰＩなどを変更して対応すること

が必要である。また、大学は予算編成に重点を置く組織であることから、ＢＳＣによる戦

略的な計画の立案と予算編成プロセスとを統合した運用が求められる。 

ＢＳＣにおいては「財務の視点」「顧客の視点」「業務プロセスの視点」「学習と成長の視

点」のそれぞれの視点から、戦略目標を策定し、その戦略目標を達成するために必要とな

る評価指標を作成し、ＰＤＣＡサイクルを機能させていく必要がある。 

これまでの考察を踏まえて、企業における一般的な戦略マップと大学において基本型と

考えられる戦略マップについて整理する。図表 4-5 は、企業における戦略マップの基本型

と大学における戦略マップの基本型を表している。Kaplan and Norton(2005)を基に企業

の基本型を説明すると、企業は長期の株主利益の最大化が最大の目標であることから「財

務の視点」が最上位に位置している。また、その長期の株主利益の最大化を図るために、

人的資本、情報資本、組織資本で構成される「学習と成長の視点」は、業務管理、顧客管

理、イノベーションの管理、規制と社会のプロセスの管理などの「業務プロセスの視点」

を支援する。そして、それらがターゲットとなる顧客に価値を提供するなどして顧客満足

度を高め、顧客との関係性が強化される「顧客の視点」がある。結果として、戦略目標で

ある長期の株主利益が最大化される「財務の視点」がある 83。 

大学の基本型は、最上位に「顧客の視点」が位置している。なぜなら、大学を取り巻く

日本人学生、外国人留学生、地域住民、地元企業および地元経済団体などを顧客として位

置づけたうえで、大学の使命である社会に有意な学生を育成することが最大の目標となる

とともに、地方創生における地方大学の役割である地域貢献・活性化を図るために、地域

住民や地元企業、地元経済団体などの満足度の向上を図ることが必要だからである。ただ

し、非営利組織である大学であっても、安定した財政基盤なしに大学の営みである教育・

研究・地域貢献はできないことから「財務の視点」が重要である。財政基盤の安定化は、

地方大学の持続的経営のための前提条件となることに留意する必要がある。 
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図表 4-5 企業と大学の戦略マップ(基本型) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所) Kaplan and Norton(2005、 62 頁)に記載されている「図表 2-1」に、大学の基本型

を加えて筆者作成 

 

 そして、「顧客の視点」における戦略目標を達成するためには、地方大学における経営人

材の育成と能力開発は必須の要件となることから、「学習と成長の視点」は重要な観点とな

る。また、「業務プロセスの視点」は、教職員の意識改革と行動改革を行い、教職協働を実

現し、組織を変革していくうえで重要な視点となる。これら二つの視点は人と組織の関係

から相互に連動しており、並列に位置している。 

 

Ⅴ 大学経営における戦略をマネジメントするＢＳＣの有用性 

 

本章ではまず、地方大学が国際化することにより地域に必要な大学であり続けるために

は、戦略をマネジメントする必要があることから、企業での導入実績の多い Robert S. 

Kaplan と David P. Norton が開発したＢＳＣに着目し先行研究を基に、企業経営におけ

るＢＳＣにおいて期待される効果を考察した。 

そして、企業経営との比較から見た大学経営におけるＢＳＣの有用性について明らかに

した。Kaplan and Norton(2001)は、その有用性として「戦略を現場の言葉に置き換える」

「組織全体を戦略に向けて方向づける」「戦略を全構成員の日常の業務に落とし込む」「戦

略を継続的なプロセスにする」「エグゼクティブのリーダーシップを通じて変革を促す」の

財務の視点 

業務プロセスの視点 

顧客の視点 

顧客の視点 

業務プロセスの視点 

学習と成長の視点 

企業の基本型 

学習と成長の視点 

財務の視点 

大学の基本型 
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５つの原則を示している 84。 

つぎに、企業経営におけるＢＳＣの有用性を踏まえ、海外の大学事例およびわが国にお

ける大学事例を基に、大学経営におけるＢＳＣの有用性について考察を行い、つぎの５点

の有用性について整理を行った。第１に戦略を志向する組織への変革を促すことができる

こと、第２にすべての構成員に戦略目標の共有化を図ることができること、第３に「顧客

の視点」を有していることから学生を中心に据えた志向形成ができるとともに、経営基盤

となる財政の安定化を目標とする「財務の視点」を有しておりバランスがとれていること、

第４に「学習と成長の視点」と「業務プロセスの視点」を有しており、教員と事務職員が

共に学び合い協働を促進することができること、第５にコミュニケーション・ツールとし

て大学経営と教学運営を連動する役割を果たすことができることを示した。 

また、企業経営との比較から見た大学経営におけるＢＳＣの４つの視点について、大学

の使命である教育、研究、地域貢献の観点を基に、つぎのように整理した。 

教育においては、教育の質保証が学生満足度を高め、学生満足度が高まると教職員の満

足度が向上するという観点から「顧客の視点」および「業務プロセスの視点」が重要とな

る。研究においては、地域に貢献できるよう、研究競争力を高めることで競争的外部資金

の獲得につなげ、同時に研究支援や広報戦略が必要となる。それゆえ、事務職員の能力の

高度化と専門化が必要となるとの観点から「学習と成長の視点」および「業務プロセスの

視点」が重要となる。地域貢献においては、大学を取り巻くアクターと学び合い協働する

ことにより新たな価値を創造し、地域活性を促していく必要があることから「顧客の視点」

および「業務プロセスの視点」が重要となる。そして、大学経営における４つの視点を整

理する必要があることから、図表 4-5 に大学における戦略マップを示し、その関係性を明

らかにした。ただし、持続的経営のためには、財政基盤の安定化が前提条件となることか

ら「財務の視点」が重要となることについても論じた。 

本章において、明らかにした大学経営におけるＢＳＣの有用性を踏まえ、第５章では地

方大学経営の基盤となる「財務の視点」、第６章では地方大学において持続的経営のために

も必須となる経営人材を育成する「学習と成長の視点」、第７章では地方大学における教職

員の意識改革と行動改革、教職協働を促進する「業務プロセスの視点」、第８章では地方大

学を取り巻くさまざまなステークホルダーの満足の向上を図る「顧客の視点」について、

それぞれの視点から、地方大学経営における国際化のための経営戦略について考察する。 
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第５章 地方大学経営の基盤となる財務戦略 

－戦略マップ・ＢＳＣにおける「財務の視点」－ 

 

Ⅰ 地方大学の国際化に必要となる安定的な財源の確保 

 

 本章では、バランス・スコアカードにおける「財務の視点」に着目している。「財務の視

点」は、前章で示した大学の戦略マップ(基本型)の基盤と位置づけられるものである。地方

大学が持続的経営を行っていくためには、財政基盤の安定が必須の要件となる。しかしな

がら、わが国の大学が置かれている外部環境を踏まえると、非常に厳しい経営環境である

ことは明らかである。特に、地域における経済の衰退、それに伴う若者人口の都市部への

流出は解決すべき喫緊の課題となっており、地方大学は極めて厳しい経営環境下にある。 

 地方大学は、地域活性化の核となる役割が期待されており、その役割を果たすためにも

国際化を推進しなければならないことについて、これまで考察してきた。しかしながら、

地方大学が国際化を推進していくためには、多額の資金が必要となる。たとえば、優秀な

外国人教員を獲得するためには、給与面での待遇が必要であるだけでなく、わが国での生

活全般をサポートするためのスタッフの配置など、一定の人件費が必要となる。また、住

居なども準備しなければならない。そして、優秀な外国人留学生を獲得するためには、海

外でのリクルート活動や海外拠点の形成、日本人学生との混住型留学生寮などの初期投資

に加え、運転経費も必要となる。18 歳人口の減少が続くなか、地方においては特に若者の

関東圏を中心とした人口流出が続いており、厳しい経営環境下にあることを踏まえると、

いかに安定的に財源を確保していくかが大きな課題であることはいうまでもない。 

そこで本章では、地方大学の国際化を推進するためにも、まずは財政基盤の安定化が前

提となることから、改めて地方大学を取り巻く経営環境を踏まえ、設置形態別に現状と課

題を明らかにするとともに、地方にある大学が安定的な財政基盤を確保するために必要と

なる財務戦略について考察していく。 

 

Ⅱ 地方大学を取り巻く経営環境 

 

１ 大学進学率からみる経営環境 

 わが国の４年制大学への過年度高校卒業者を含めた進学率の推移をみると、1989 年に
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は 24.7％であったが、2000 年には 39.7％となり、2009 年に 50.2％まで上昇し 50％台に

なった。そこからは、やや伸びが緩やかではあるものの、2016 年は 52.0％、2017 年は

52.6％で推移しており、2017 年度は過去最高の進学率となっている１。しかしながら、こ

こ数年は大きな伸びはなく、18 歳人口の減少が続くなか、大学にとって厳しい経営環境下

にあるといえる。 

つぎに、文部科学省が発表している「高等教育の将来構想に関する基礎データ」2を基に、

大学進学率を地域別に概観する。図表 5-1 では、2005 年度と 2016 年度高校新卒者の都道

県別大学進学率について、どのような地域において差があるのかを知ることができる。

2005 年度の進学率の高い地域は、東京、京都、広島、兵庫、愛知、奈良、山梨、静岡、福

井、岐阜、大阪、徳島、愛媛、三重(岐阜、大阪、徳島、愛媛、三重は同率であった)と続い

ている。一方、2016 年度は、東京、京都、神奈川、広島、兵庫、愛知、大阪、奈良、埼玉、

千葉と続いており、進学率の地域における順位が変動している。 

 これらの地域における進学率の推移は、地方から関東圏を中心とする都市部への人口移

動と同じような現象が生じているといえるだろう。すなわち、東京を中心とした関東圏、

大阪・兵庫・京都といった関西圏、愛知といった大都市を中心に高い進学率となっており、

地方との大学進学率においても格差が広がっていることから、地方にある大学が厳しい経

営環境下にあることが、大学進学率からも理解できる。 

 

図表 5-1 地域別大学への進学率比較(2005 年度と 2016 年度の比較) 

 

(出所)文部科学省(2017a、８頁)に記載されているデータ(棒グラフ)を折れ線グラフ(2016年

度を基準に進学率の高い順に並び替え)に変更し、都道府県ごとに 2016 年度(最上段)と

2005 年度(中段)の進学率の差(最下段の折れ線グラフ)を加えて筆者作成 

 

 

％ 
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２ 入学定員充足率からみる大学経営の健全性 

 つぎに大学の経営状況を測定する指標としてよく用いられる入学定員充足率から、厳し

い経営環境にあるわが国の私立大学の状況を明らかにする。そこで、地方大学の置かれて

いる状況をより精緻に把握していくために、地方私立大学における入学定員の規模別およ

び地域別に焦点をあて、入学定員充足率を概観する。 

 日本私立学校振興・共済事業団は、毎年度私立大学・短期大学等入学志願動向を発表し

ている。2017 年度における入学定員充足率の特徴として、前年比では入学定員充足率は改

善しているものの、入学定員充足率が 100％未満の大学は 229校であり、大学全体に占め

る未充足校の割合は 39.4％となっている。それらを規模別で詳細をみると、2017 年度は

入学定員が 500 人未満のすべての大学で、入学定員充足率が 100％未満となっている 3。

また、入学定員未充足校のなかでも、前年度から２年連続して入学定員が未充足であり、

さらに未充足状況が悪化した大学は 41 校ある 4。 

入学定員の厳格化によって、入学手続率が予測より下回った結果が原因で、入学定員が

100％を割ることがあると考えられるものの、このように入学定員が 500 人未満のすべて

の大学の入学定員充足率が 100％に達していないことから、小規模大学が厳しい経営状況

にあることがうかがえる。 

 つぎに地域別では、２年連続して入学定員充足率が 100％未満となっている地域は「北

海道」「東北(宮城を除く)」「甲信越」「東海(愛知を除く)」「中国(広島を含む)」「四国」「九 

州」である 5。先述した地域別進学率の推移および地域別の入学定員充足率から、地方にあ

り、かつ小規模な大学における経営が厳しい状況であることがうかがえる。 

 18 歳人口の減少、地方から都市部への若者人口流出が続いている現在の外部環境に加え

て、大学進学率と入学定員充足率を地域別に分析することによって、地方における小規模

大学が厳しい経営環境下にあることが明らかになっている。財政基盤の安定なくして、大

学経営は成り立たないことから、つぎの節では財務状況に焦点をあてて、現状と課題を明

らかにしていく。 

 

Ⅲ 財務状況における現状と課題 

 

 設置形態の如何にかかわらず大学は、社会的要請に応え、研究力を高め、質の高い教育

によって社会に有為な人材を育成し送り出していく使命を有している。また、教育研究を
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通じて社会に貢献していく使命がある。それら大学の使命や役割を果たすためには、財政

基盤が安定していることが必須の要件となることはいうまでもない。 

 本節では、設置形態によって会計基準が異なることを踏まえながら、国立大学、公立大

学、私立大学それぞれの現在の財務状況を概観し、設置形態別の課題を明らかにする。 

 

１ 国立大学における現状と課題 

 「国立大学法人等の決算について－平成 28 年度」を基に、国立大学の財務状況につい

て、国立大学の財務状況を考察していくうえで、重要であると考えられる経常費用、経常

収益、運営交付金と外部資金獲得状況、寄付金の獲得状況、人件費及び人件費比率の推移

について、つぎのとおり概観する 6。本資料は、４大学共同利用機関法人を含む 90 法人が

対象となっている。90 法人の財務諸表である貸借対照表および損益計算書を集計し、１法

人ごとに特徴を示したものではなく、全体的かつ一般的な傾向を表している。 

① 経常費用……経常費用は、教育経費、研究経費、診療経費(附属病院の教職員人件費

を含む)、受託研究費等、人件費(附属病院以外)、一般管理費等で構成されている。そ

の割合は、2016 年度における割合は、教育経費５％、研究経費 10％、診療経費(附属

病院の教職員人件費を含む)38％、受託研究費等８％、人件費(附属病院以外)33％、一

般管理費等５％となっている。 

経常費用における特徴点としては「教育・研究の高度化や社会的要請への対応に加

え、光熱水道料の上昇や電子ジャーナルの高騰等といった外部要因の影響もあり、全

体として増加傾向」7にあることをあげている。 

② 経常収益……経常収益は、運営交付金収益、附属病院収益、学生納付金収益、外部

資金等(補助金収益、受託研究収益等、寄付金収益、研究関連収益)、その他(自己収入

等)で構成されている。2016 年度における割合は、運営交付金収益 34％、附属病院収

益 34％、学生納付金収益 11％、外部資金等(補助金収益、受託研究収益等、寄付金収

益、研究関連収益)14％、その他(自己収入等)８％となっている。 

経常収益における特徴点としては「経常収益については財産貸付料収入や版権料・

特許料収入等の拡大推進により、自己収入に係る収益の割合が増加傾向にあります。

また、附属病院の事業規模の拡大により、診療経費や附属病院収益が増加」8している

ことあげている。 

③ 運営交付金と外部資金獲得状況(受入額ベース)……2014 年から 2016 年にかけて３
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期連続して全体の受入額は減少している。運営交付金は、2016 年度は１兆 945 億円

となっており、2015 年度と同額であった。しかしながら、2011 年度１兆 1,528 億円

と比較すると 583 億円減少している。「各大学が教育・研究の質を高め社会的要請に

応えていくためには、基盤的経費である運営交付金の確保とともに更なる教育研究の

質の向上のため、外部資金を受け入れるなど、財源の多様化を図ることで、財務基盤

を強化することが必要」9としている。 

受入額の割合は、受託研究 32％、共同研究８％、受託事業等４％、寄付金 14％、補

助金等 17％、科学研究費補助金 25％となっている。「補助金等については、近年大幅

に減少しています。その一方で、受託研究や寄付金といった民間企業や個人等から獲

得することが可能な外部資金は増加傾向」10としている。 

④ 寄付金の獲得状況(受入額ベース)……2011年度は 908億 4,600万円であった受入額

と比較すると、2016 年度は 1,236 億 3,800 万円と約 136％増となっている。「寄付金

は、他の外部資金と比べて弾力的に教育研究の目的に使用することができる財源であ

り、各法人が獲得に向けて注力している」11としている。 

⑤ 人件費及び人件費比率の推移(法人全体)……2014 年度１兆 4,558 億円、2015 年度

１兆 4,835 億円、2016 年度１兆 4,982 億円となっており、３期連続して人件費が増加

している。「競争的資金等によるプロジェクト研究等の推進、附属病院における診療業

務の充実といった事業規模の拡大に伴って、人件費が増加している」12としている。 

人件費比率は、上昇傾向にあり、2013 年度は 50％を少し下回っていたが、2016 年

度は 50％を少し上回っている。その要因として「平成 24 年度及び平成 25 年度は、

国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の趣旨を踏まえた給与減額支給措

置が行われていたことが影響」13としている。 

 これら国立大学法人の平成 28 事業年度決算においては、２つの観点から財政基盤の強

化のための方策の必要性が指摘されている。また、併せて老朽化した資産の更新の必要性

が示されている 14。 

① 財源の多様化による財務基盤の強化……社会の要請に応えるためには、教育と研究

の質を高めなければならない。そのためには財政基盤の確立が重要であり、運営交付

金の確保に加えて、外部資金の受け入れなど多様な財源確保が必要である。 

② 大口寄付の増加……多様な方法での寄付の受入れが進んでおり、国立大学法人化後、

最も高い受入金額と件数になっている。受入件数の増加率が、受入金額の増加率を上
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回っていることから、大口の寄付金が増えたものと考えられる。 

③ 老朽化した資産の更新投資の必要性……「有形固定資産(償却資産)の当期増加額や

残存度は減少傾向」15 とのことで、教育・研究ニーズに対応した施設や設備の整備お

よび老朽化した資産への更新が必要である。 

 国立大学は、社会からのニーズに応えられるよう教育研究の競争力を高める必要がある。

そのためには、運営交付金の確保はもちろんのことではあるが、競争的外部資金や寄付金

受入などの財源の多様化を一層図り、強固な財務基盤を形成する必要があることが示され

ている。 

 運営交付金の減少が続くなかにあって、国際競争力のある教育と研究の質を確保するた

めに、寄付金や外部資金といった多様な財源の確保が喫緊の課題であることがわかる。 

 2016 年 11 月に開催された財政制度等審議会財政制度分科会において、文部科学省高等

教育局は、その資料のなかで、2004 年から 2016 年にかけて運営交付金が減少しているこ

とを受け、その減少が及ぼす影響についてつぎのように整理している 16。 

 運営費交付金は、2004 年から 2016年にかけて約 12％(1,470 億円)減少している。その

ことは、運営交付金により安定的に措置される教員数の減少を招くこととなり、外部資金

等で雇用される時限付きの不安定なポストが増加する要因となっている。さらに、若手教

員の安定的なポストおよび博士課程入学者の減少、短期外部資金プロジェクトによる雇用

では研究者の発想に基づく長期的な研究が困難である。本資料では、運営交付金に対する

見解が、財務省と文部科学省とで異なる見解が示されており、省庁間の微妙な関係を示唆

している。 

 続いて、財政制度審議会は 2018 年５月 23 日に発表した「新たな財政健全化計画等に関

する建議」では、大学改革に向けた資金配分として「国立大学法人間の運営費交付金等に

ついては、例えばグローバルレベルの競争力の高い大学に戦略的に配分するなど、教育・

研究の質を評価して配分する割合を高め、メリハリある予算編成を実現すべきである」17

とし、また「国立大学法人の学内の予算配分については、教育研究環境整備など、新たな

ニーズに対応する必要があるのであれば、外部資金も合わせ、学長裁量経費等を有効に活

用しながら、学長のリーダーシップを発揮するとともに、施策を確実に進めるために必要

となるガバナンス改革を行うことにより、重点的な配分とすべきである。そのため、各大

学において、客観的かつ定量的な成果目標の設定、執行 実績の把握や取組の評価、評価結

果の活用を適切に実施するとともに、セグメント別の予算・決算を管理し、各学科・各教
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員の教育・研究成果を評価する必要がある」18と指摘している。  

 すなわち、国立大学法人は、学内予算配分について、教育研究の環境整備などをはじめ

として、重点的な配分を行うべきであり、そのためには学長のリーダーシップが発揮でき

るようガバナンス改革が求められるとしている。 

 また、財務省は、国立大学が教育研究の質を高めていくためには、運営交付金に依存す

ることなく、民間資金の導入をはじめ多様な財源確保をはかり、持続可能な大学運営を行

うべきであるとしている 19。 

さらに、第３期中期目標期間における国立大学法人への運転資金について各国立大学の

機能強化を図るために、つぎの３つの重点支援区分を設け「重点支援は、各国立大学から

拠出された金額(選択した以下の重点支援の枠組みを踏まえて決定される『機能強化促進係

数』に基づく金額を運営費交付金から拠出)を、『国立大学法人の運営費交付金及び国立大

学改革強化推進補助金に関する検討会』の評価に基づき再配分する」20としている。 

① 重点支援１……特色があり強みとなる世界的あるいは全国的な教育研究を推進する

国立大学法人を重点的に支援する。ただし、地域貢献や専門分野の特性に配慮する。 

② 重点支援２……特色ある強みとなる分野において、地域ではなく世界的あるいは全

国的な教育研究を推進する国立大学法人を重点的に支援する。 

③ 重点支援３……教育研究分野において、世界トップレベルの海外大学と競争できる

よう、世界的に通用する教育研究を推進する国立大学法人を重点的に支援する。 

 世界的に教育研究における競争的環境が高まっていることから、わが国においても教育

研究における世界レベルでの競争力を確保するための戦略として、資金の重点的配分が行

われていることがわかる。 

 

２ 公立大学における現状と課題 

 地方では、経済が疲弊を続け、若者の都市部への人口流出が止まらず、このままでは地

域の発展は難しく、地域の文化や歴史が失われる恐れがある。このような状況を改善する

ために、地方にある大学は地域活性化の核となることができるよう、地域に貢献すること

が求められている。 

 なかでも公立大学は「地方公共団体が設置・管理するという性格から、地域における高

等教育機会の提供と、地域社会での知的・文化的拠点として中心的役割を担ってきており、

今後とも、それぞれの地域における社会・経済・文化への貢献が期待」21されている。 
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 2004 年に公立大学法人制度が導入され、2018 年４月 1 日現在において公立大学数 88

校のうち、74 校が公立大学法人化している。1989 年の公立大学数は 39校であり、公立大

学に学ぶ学生数は６万人であった。2017 年では、89 校となり学生総数は 15 万人を超えて

おり、大学数、在籍学生数ともに増えている。現在、大学数は 779 校あるうち、公立大学

は 89 校となっており、全体の 11.4％の割合となっているが、在学生数の割合は全体の

5.29％となっている 22。 

その規模をみていくと、収容定員が 3,000 人以上の大学は、首都圏大学東京(収容人員

6,306 人)、横浜市立大学(収容定員 3,540 人)、大阪府立大学(収容定員 5,411 人)、大阪市立

大学(収容定員6,040人)、兵庫県立大学(収容定員 5,058人)、北九州市立大学(収容定員 5,360

人)の６校であり、それ以外は小規模な大学が多い 23。 

近藤(2016)は、公立大学の課題として「公立大学全体では、収益の約半分は運営交付金

となっているが、その額が大きく減少しているケースが多い」24、また「公立大学数の増加

に伴い学生数も増加しているが、投入される公的支援は全体として大きな変化がないこと

から、学生１人あたりの額は大きく減少」25していることを指摘している。そして一方で、

設置主体である行政側の課題として「地方創生・地域活性化」「公立大学資源の積極活用」

「私立大学の公立大学化」をあげ、設置する行政の政策が「高度化・複雑化」しているこ

とを指摘している 26。 

近年、地方にある私立大学では受験生の獲得が難しく、経営困難な状況となっているな

か、私立大学が、公立化するケースが増えている。図表 5-2 は、直近で公立大学法人に移

行した地方大学である。 

地域にとって、大学は地域活性化に不可欠な存在であることをこれまで考察してきた。

しかしながら、地方自治体が経営困難に陥った地方私立大学を公立法人化することが単な

る救済に終わってはならない。公立大学は、そもそも地域に貢献することが大学の存在意

義であることから、地域に求められる人材育成、そのための教育プログラムが開発できて

いるのか、税金投入に見合う地域貢献、人材育成、人材輩出、地域の活性化などといった

成果をあげることができるのかということについて検証していく必要がある。そうでなけ

れば、地域住民、地元企業といったステークホルダーからの理解は得られないであろう。 

また、地元進学率の向上、卒業・終了してからの地元への定着率などを重要業績評価指

標(ＫＰＩ：Key Performance Indicator、以下「ＫＰＩ」という)として設定するなどして、

ＰＤＣＡサイクルを構築し、地域への説明責任を果たし、地域のステークホルダーにその
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存在意義を示さなければならない。可視化した数値やＫＰＩをステークホルダーに示すこ

とができれば、地域のステークホルダーである地域住民や地元企業、地元経済団体等の満

足度が増すはずである。 

 

図表 5-2 公立大学法人に移行した地方大学一覧 

公立大学 

法人転換年 

名称 開学年度 旧名称 所在地 学部 

入学定員 

2009 年 高知工科大学 1997 年 高知工科大学 高知県香美市 520 

2010 年 静岡文化芸術大学 2000 年 静岡文化芸術大学 静岡県浜松市 320 

2010 年 名桜大学 1994 年 名桜大学 沖縄県名護市 425 

2012 年 公立鳥取環境大学 2001 年 鳥取環境大学 鳥取県鳥取市 276 

2014 年 長岡造形大学 1994 年 長岡造形大学 新潟県長岡市 230 

2016 年 山口東京理科大学 1995 年 山口東京理科大学 山口県小野田市 320 

2016 年 福知山公立大学 2007 年 成美大学 兵庫県福知山市 120 

2017 年 長野大学 1996 年 本州大学 長野県上田市 340 

2018 年 公立諏訪東京理科大学 1949 年 東京理科大学 長野県茅野市 300 

2018 年 公立小松大学 1988 年 小松短期大学と 

こまつ看護学校統合 

石川県小松市 240 

(出所) 大学 Times「特集記事一覧 地方私立大学の『公立化』特集」および各大学「歴史」

「沿革」「概要」などのウェブサイトの記述内容を基に筆者作成。公立小松大学は、小松短

期大学とこまつ看護学校が再編・統合され、新たに公立小松大学が設立されている。開学

年度は、旧名称の開学年度を示しており、前身がある大学もあるが本図表では明記してい

ない。 

 

 一般社団法人公立大学協会は、2016 年度に「公立大学に関する在り方検討会議」を設置

し、公立大学の在り方に関する検討を開始し、公立大学が今後解決すべき 16 の課題を提

示している。そのなかで、財政に関する課題として、公立大学法人制度も 15 年目を迎え、

地方自治体と大学の双方が反省しなければならないとしている 27。そして「地方財政がひ

っ迫する中で、公立大学運営コストへの見方は年々厳しくなっている」28と指摘している。
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さらに、公立大学はその機能を充実・強化するフェーズにあるにもかかわらず、地方財政

の悪化を背景として、大学を機能させるための諸施策が消極的になることが懸念されると

指摘している 29。 

 地域経済が疲弊しており、地方財政はこれまで以上に厳しい状況にあるなか、公立大学

は持続的な経営を行っていくために、経営戦略としての財政改革を常に実行していかなけ

ればならない。また、財政状況がよくならないからといって地域社会や経済に求められる

人材育成のために、教育環境や教育内容がおろそかになってはならないのである。そして、

地域経済や社会ニーズ、地元住民といったさまざまな地域のステークホルダーのニーズに

基づいて、教育内容の充実に努めていく必要がある。 

 

３ 私立大学における現状と課題 

(1) 帰属収支差額比率からみる大学財務の健全性 

 文部科学省の「高等教育の将来構造に関する基礎データ」では、私立大学の地域と規模

別に帰属収入差額比率の分布を発表している 30。同データに基づいた図表 5-3 によると、

2015 年度は調査大学総数 592 大学のうち、地方にある中小規模校の 45.4％にあたる 138

大学において帰属収支差額比率がマイナスとなっている。また、都市にある中小規模校の

34.4％にあたる 78 大学がマイナスの帰属収支差額比率となっている。 

 これらのことから、規模分類として 8,000 人未満の中小規模の私立大学では、都市や地

方の如何にかかわらず、単年度収支であることに留意しなければならいものの、厳しい財

務状況であると推測される。 

帝国データバンク(2018)は、わが国の私立大学を運営する 498 法人の経営実態を調査し

た結果、2014 年度から 2016 年度にかけて損益が判明している 422 法人の内、３期連続し

て赤字となった法人は全体の 19.9％にあたる 84 法人、２期連続して赤字となった法人が

6.4％にあたる 27 法人であると発表した。また、2016 年度の単年度赤字となったのは全体

の 37.2％にあたる 163 法人であるとしている 31。 

 このように私立大学は、非常に厳しい経営環境下にある。2018 年７月 18 日付の日本経

済新聞 32によると、文部科学省は、少子化などで厳しい経営に陥った私立大学への指導を

2019 年度から強化する旨の発表を行い、経営改善の指導対象とする条件を明確にするた

めに、「経常収支が３年連続赤字」「借入金が預貯金資産より多い」などの新たな財務指標

を設定し、これらの財務指標に該当する場合は、経営改善のための指導を行ったうえで、
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３年程度の改善状況を判断し、改善しない場合は、法人解散や学生募集停止といった経営

判断をするよう促すとのことである。私学経営の厳しい経営環境を、わが国政府も放置で

きない状況にまで来ているということであろう。 

 

図表 5-3 帰属収支差額比率 33の状況一覧 

  帰属収支差額比率がマイナス 帰属収支差額 

比率がプラス 

合計 

592 大学 ～△20％ △20％～△10％ △10％～0％ 

数 割合(％) 数 割合(％) 数 割合(％) 数 割合(％) 数 割合(％) 

地方・ 

中小規模34 

61 20.1% 29 9.5% 48 15.8% 166 54.6% 304 100.0% 

都市 35・ 

中小規模 

26 11.5% 16 7.0% 36 15.9% 149 65.6% 227 100.0% 

地方・ 

大規模 

1 6.3% 0 0.0% 0 0.0% 15 93.8% 16 100.0% 

都市・ 

大規模 

0 0.0% 0 0.0% 2 4.4% 43 95.6% 45 100.0% 

(出所)文部科学省(2017a、14頁)の図表に記載されている地方・都市および規模別、帰属収

支差額比率別の大学数データに、各割合(％)を加えて筆者作成 

 

 上述した文部科学省が説明した内容は、2017 年５月 15 日付けの私立大学等の振興に関

する検討会議の「議論のまとめ」には、経営困難な私立大学の状況への対応について、つ

ぎのようにまとめている 36。 

 まず、18 歳人口が減少している状況を踏まえ、「経営困難な状況に陥る学校法人が生ず

ることは避けられないもの」37 として、経営破綻しないよう継続した支援が重要であるこ

とから「経営悪化傾向にある学校法人に対し、経営状況をよりきめ細かく分析したうえで、

早期の適切な経営判断が行われるよう支援し、状況に応じてさらに踏み込んだ指導・助言

を行うことが必要である」38 と指摘している。そして、文部科学省と私学事業団が各学校

法人の経営状況を把握し、経営状況が悪化傾向にある学校法人に対して、継続的な経営指

導および経営改善への取り組みを推進していること、「平成 27年度より私立大学等経営強

化集中支援事業として、経営改善計画の策定を条件に、経営改善に意欲的な地方の中小規
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模私立大学に対して、集中的支援を実施している」39 ことを述べている。このほかにも、

ガバナンス体制の改善、適切な将来ビジョンの策定および財政基盤の確保などが重要であ

ると指摘している。 

これらのことは、大学を取り巻く厳しい経営環境を踏まえ、特に地方にある小規模な私

立大学に対して、経営に関する支援を明確に打ち出している。そして、地方にある小規模

私立大学の多くが、このままの経営では、経営破綻しかねず、地方における高等教育機会

の保証のためにも、戦略的な経営が必要であることを示唆していると考えられる。 

 また、財政制度審議会は「新たな財政健全化計画等に関する建議」において、経営困難

に陥る可能性のある学校法人が約 100 法人もある状況のなかで、定員割れを起こしている

私立大学への特別補助が増えていることから、そういった私立大学に対する特別補助につ

いては、経営改善がなされないのであれば、安易に特別補助の助成対象とすべきではない

として、今後の私学助成のあり方について指摘している 40。 

 

(2) 学校会計基準 

2015 年度に「学校法人会計基準」が大幅に改正された。その改正目的は、第１に「計算

書等の内容がより一般的にわかりやすく、社会から一層求められている説明責任を的確に

果たすこと」であり、第２に「計算書類が適切な経営判断に一層資するものにすること」

の２点である。そして、主な改正点は第１に「新たに『教育活動』、『施設設備等活動』、『そ

の他の活動』の３つの活動ごとの資金の流れがわかる「活動区分資金収支計算書」の導入

であり、第２に「従来の『消費収支計算書』を廃止して、経常収支と非経常収支に分けて、

『教育活動収支』、『教育活動外収支』、『特別収支』の３区分で表示する『事業活動収支計

算書』」の導入である 41。私立大学の収入は、学生納付金、補助金、手数料、寄付金、事業

収入、資産運用収入等で構成されている。その割合は、概ね学生納付金７割から８割を依

存しており、つぎに補助金収入が１割程度となっている 42。 

私立大学では約４割の学校法人が入学定員割れを起こしており、厳しさを増す経営環境

にあって、戦略的な中長期計画や将来構想を立案し実行していくためには、財政が健全で

なければならない。その財政の健全性が維持できるよう財務諸表(活動区分資金収支計算書、

事業活動収支計算書、貸借対照表)をしっかりと解釈し、重要な財務比率を常にチェックし

ていくことが求められる。 
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Ⅳ 多様な財源の確保 

 

 設置形態によって、収入源は異なるものの、多様な財源を確保しなければならないのは、

共通の課題である。特色ある教育研究、強みのある教育研究を行っていくためには、資産

運用や寄付金収入といった財源の多様化を図らなければ、大学は持続的かつ発展的な教育

研究を行うことはできない。また、地域の核となって、地域活性化の一翼を担っていくこ

とはできなくなるであろう。 

 すなわち、学生納付金や運営交付金等に依存しない多様な収入源の確保が、持続的な教

育研究活動の発展につながり、地域活性化の核となって地域に貢献する大学としての地方

大学の存在価値を発揮できるようになるということである。本節では、多様な財源を確保

するために、資産運用および寄付金収入増を図る戦略の有用性について明らかにする。 

 山本(2008)は、国立大学の法人化後の財源の多様化に着目し「大学が十分な教育研究活

動を実施していくために公財政支援が十分でない場合には、政府以外のステークホルダー

からの資源投入を増やすか、効率化・経費削減を行うほかない」43と指摘している。 

 財務戦略としては、多様な財源の確保と経費をいかに削減していくかの両面があるが、

本節では、財政基盤の安定化を図るために必要となる財源確保に焦点をあてて論述してい

く。地方大学が国際化を企図していくためには、財政基盤の安定化なくして実現が難しい。

それゆえ、運営交付金や学生納付金といった財源以外に、これまであまり収入としては多

くなかった資産運用および寄付金による収入増を図るための戦略について、先行研究、米

国およびわが国の大学事例を基に考察する。 

 

１ 資産運用の有用性 

(1) 米国とわが国の大学での事例比較 

小藤(2013)は、わが国の私立大学は学生納付金収入に依存した収支構造から脱却しなけ

れば、定員確保ばかりに目が向き、社会のニーズに対応した大学が追求すべき教育研究活

動の向上という本来の目標を見失う危険があることを指摘している。そして、いくつかの

日米の主要な大学の収入構造を比較している 44。 

具体的には米国の主要大学として、ハーバード大学、スタンフォード大学、エール大学、

デューク大学、ノースウエスタン大学の 2011 年度の収入を比較し、主な収入源の割合お

よび資産運用の運用利回りとペイアウト率を図表 5-4 のように示している 45。また、わが
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国の主要大学として、立命館大学、関西大学、早稲田大学、明治大学、中央大学の５大学

を選択し、2010 年度の主な収入源の割合および資産運用の運用利回りを図表 5-5 のよう

に示している 46。 

 

図表 5-4 米国の主要大学の収入内訳割合 

2011 年度 学生納付金 補助金 その他 投資収入 運用利回り ペイアウト率 

ハーバード大学 19.6% 22.5％ 26.3％ 31.6％ 21.4% 4.3% 

スタンフォード大学 12.2% 33.1％ 33.9％ 20.8％ 21.9% 5.9% 

エール大学 8.9% 25.0％ 30.0％ 36.1％ 22.4% 5.7% 

デューク大学 15.1% 26.2％ 40.4％ 18.3％ 17.3% 4.1% 

ノースウエスタン大学 27.5% 27.0％ 26.3％ 19.1％ 24.5% 5.8% 

５校平均 15.9％ 26.9％ 31.3％ 25.9％ 21.5% 5.2% 

(出所)小藤(2013、68 頁、70 頁)。同稿 68 頁に記載されている「図表３」より割合のみ抽

出し、同稿 70 頁の「図表５」に記載されている運用利回りとペイアウト率を付け加えて筆

者作成 

 

 図表 5-4 および図表 5-5 を比較すると、その収入構造の違いが明らかである。米国の投

資収入の割合は平均で約４分の１となっており、資産運用によって投資収入を得て、大学

経営を行うことが一般的であることがわかる 47。 

 このように収入構造が大きく異なる米国とわが国の大学を比較することで、小藤(2013)

は、特に学生納付金収入の割合の違いをみると、米国の大学は、わが国の大学と比較して

学生納付金収入に大きく依存しておらず、学生数の一時的な減少が大学経営に及ぼす影響

は限定的である。このことが、米国の大学は卒業することが難しいといわれるような教育

の質の差に影響している可能性があると指摘している 48。すなわち、わが国の大学は、学

生の確保がややもすれば最優先事項になりがちであるが、米国の大学は優秀な学生の確保

に注力し、厳しい教育によって質の高い学生を育て、社会に有為な人材として輩出し、社

会的評価の向上につながるといった好循環サイクルとなっているといった可能性があると

いえるのではないだろうか。 
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図表 5-5 わが国の主要大学の収入内訳割合 

2010 年度 学生納付金 補助金 その他 投資収入 運用利回り 

早稲田大学 69.7% 14.4% 14.1% 1.8% 1.0% 

立命館大学 79.0% 11.9% 7.7% 1.3% ▲1.2％ 

明治大学 81.8% 9.5% 7.3% 1.5% 2.9% 

関西大学 83.8% 10.0% 7.9% ▲1.7％ 1.4% 

中央大学 79.7% 10.1% 13.9% ▲3.7％ ▲3.2％ 

５校平均 77.4% 11.7% 10.5% 0.4% 0.4% 

(出所)小藤(2013、65 頁、70 頁)。同稿 65 頁に記載されている「図表１」より割合のみ抽

出し、同稿 67 頁の「図表２」に記載されている運用利回りを付け加えて筆者作成 

 

 また、補助金収入については、米国の大学は研究成果による競争的資金であり、わが国

の学生数に応じて分配される経常費補助と違った構造となっている 49。ただし、近年はわ

が国においても経常費補助から競争的資金である特別補助、「スーパーグローバル大学創

成支援」事業や「地（知）の拠点整備事業」といった国策と連動した補助金制度に移行し

ている。そして、その他収入についても、日米でその割合に違いがある。米国では、施設

利用収入や出版売上などのさまざまな収入があるという 50。 

 図表 5-4 にある投資収入は、寄付金からなる大学基金の運用で成り立っており、その資

産運用によって収入を得る仕組みになっている。もちろん、2008 年に発生したリーマン・

ショックによる金融危機などが起きれば、大きなリスクを伴うものであるが、そもそも大

学基金が寄付で積み立てられた基金であり、一時的に目減りし資産が減少したとしても、

中長期的に運用すれば、安定的な収入を確保できるという 51。 

 

(2) 米国の大学の事例 

 小藤(2013)によると、米国における大学基金の資産運用は、一般的には大学職員が行う

か投資顧問会社などに運用を委託しているという。しかしながら、ハーバード大学では、

ハーバード大学の運用子会社であるハーバード管理会社が行っており、運用資金として総

資産の半分を上回る資産を保有し、200 名近いスタッフによって積極的に運用され、大学

収入の約３分の１に相当する資金を得ている 52。その大学基金の構成は、株式の占める割

合が多く、国内株、外国株、新興株、プライベートエクイティといったリスクは高いが、
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リターンも高い株式も含まれている。そして、相場の影響を受けない絶対収益に加え、実

物資産として商品や不動産を含んでいる。これら全体の収益率は、2011 年度は 21.4％と

高い収益率を残している。長期運用収益率を重視したハーバード大学の 20 年間の収益率

は 12.9％であり、ハーバード大学のペイアウト率は、図表 5-4 にあるように 4.3％となっ

ており、長期運用収益がペイアウト率を上回る実績であることから、大学収入として分配

しても、大学基金は増えていくことになる 53。 

 小藤(2013)は、ハーバード大学や他の米国の主要大学のこういった運用実例から、わが

国の私立大学は、一定の資金額になるまで寄付金による積み立てを行い、運用を行って大

学経営に必要となる安定的な運用収入を繰り入れることを提言している。ただし、現在の

わが国の私立大学では、一時的な余剰金を資産運用しており、米国のような寄付金によっ

て成り立つ大学基金を運用しているわけではないことから、現状では資産運用を行う体制

が整備できておらず、まずは寄付金制度の充実が必要である旨付言している 54。 

 ハーバード大学のような資産運用のための管理会社を設置するといった運用の仕組みを

構築することは、わが国の大学では難しいといえるが、大学基金の運用による安定的な収

入確保については、学生納付金収入に依存するわが国私立大学の収入構造の多様化を図る

方策のひとつとしての示唆を得ることができるといえるであろう。そのためには、わが国

の大学においても、まずは寄付金を募る戦略の構築が不可欠となる。 

 つぎに、エール大学の資産運用について、概観しておく。エール大学もハーバード大学

と同じように機関投資家としてのエンダウンメント(大学財団)を設置し「２兆円を超える

規模の資産を積極的に運用し、過去 20 年前後にわたり、年率平均 10％を超えるリターン

をたたき出して、現代の競争力の源泉とされる財務力の飛躍的向上に貢献」している 55。

エール大学の資産運用にかかる投資戦略として、つぎの４点があげられる。第１に「長期

で投資する」、第２に「分散投資を徹底する」、第３に「オルタナティブ投資を積極的に活

用する」、第４に「外部の運用会社を使う」である 56。 

 次項でわが国の大学の資産運用事例をみていくが、このような投資戦略は、資産運用規

模でははるかに及ばないものの、参考にすべき視点である。 

 

(3) わが国の大学での資産運用事例 

 わが国においては、まだ積極的な資産運用をしている大学は少ない。しかしながら、わ

が国を代表する私立大学であり、「スーパーグローバル大学創成支援」事業にも採択されて
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いる早稲田大学が、積極的な資産運用をはじめている。 

 早稲田大学では「教育・研究の質を飛躍的に向上させ、『アジアのリーディングユニバー

シティ』として、世界へ貢献する大学であり続ける」として「WASEDA VISION 150」を

掲げている 57。そして、その「WASEDA VISION 150」のなかに「財務体質の強化」を掲

げている。今回の積極的な資産運用の開始は、この「WASEDA VISION 150」の達成に必

要となる財政基盤を強化するためである。それら財政基盤強化の背景には、今後さらに厳

しくなるであろう「学生数減少、教員採用増、公的補助金の縮小見込み等」といった予測

がある 58。 

2018 年８月 27 日付の日本経済新聞 59 によると、積極的な資産運用を開始した背景に

は、世界的な研究における競争の激化や優秀な学生の獲得競争がある。そして、そういっ

た世界的な競争に伍していくためには多額の投資が必要であり、現在のわが国の 18 歳人

口を中心とする学生数の減少を考えると、その原資を授業料に依拠することは困難である

との考え方があったという。その早稲田大学の資産運用の特徴はつぎのとおりである 60。 

① 運用原資……運用原資(総額で１億ドル・約 113 億円)を限定し、過去の資金運用益

の積み上げや使途非限定の寄付金に限る(この原資は資産運用総額(時価)の約１割に相

当」61 

② 資産運用体制……「外部の専門家を活用し、きめ細かな運用体制を構築することで、

ミドルリスク・ミドルリターンの長期的な収益実現を目指す」62 

③ コンプライアンス・内部統制……「引き続き、コンプライアンス・内部統制の徹底、

運用プロセスの透明化を図り、適切なリスク管理を徹底する」63 

 この早稲田大学の積極的かつ長期的な資産運用にあたっては、ミドルリスク・ミドルリ

ターンを狙うことから、ガバナンスとしてリスク管理および内部統制システムの重要性を

指摘している 64。そして、本運用を成功に導くために「運用戦略・方針の策定、定時のパ

フォーマンス報告とリスク分析、委託先へのけん制・調査、学内権限規定の整備は必須で

あり、全てのプロセスに理事会が自ら関与してＰＤＣＡサイクルを回すとともに、監事・

公認会計士・内部監査部門の三者で厳しく監査する体制を整えた」65 としている。そのう

えで、安全性の担保としてさらに、徹底したポートフォリオの分散化を図り、リスクシナ

リオを準備して、民間企業以上の安全性を担保するようにしている。また、運用ガバナン

スの確立の観点から、内部統制報告制度やＥＳＧ投資を例にとり、大学において不正・不

祥事を防止する大学版内部統制システムの必要性を指摘している 66。 
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 このように、わが国屈指の私立大学であり、わが国の大学の国際化を先導する早稲田大

学の新たな資産運用戦略は、今後の他の大学の参考となる事例である。米国でのハーバー

ド大学や他の米国の主要大学の運用事例のように、高い運用実績を残し、財政基盤の強化

につながる可能性があるといえる。ただし、留意しなければならない点として、大学とい

う組織の公共性に鑑みると、健全で透明性のあるガバナンス体制の構築が不可欠である。 

 一方で、早稲田大学のように大規模大学ゆえに、そのような寄付金を原資とした資産運

用が可能ではないかという批判もあろう。しかしながら、小さな資産運用でも、その運用

収益を積み増していけば、少しずつでも運用資産が大きくなり、収益も大きくなる可能性

がある。財務戦略は、短期的ではなく長期的な視点に立った戦略構築が求められる。 

 

２ 寄付金事業の可能性 

河田(2016)は、わが国の建学の精神をもつ私立大学は、公的支援金に依存する体質を改

善し、資産運用資金、産官学連携などの自己獲得資金、寄付金獲得に注力すべきてあると

指摘している 67。そして、寄付文化の醸成と戦略的な寄付事業は、私立大学にとって必須

であるとして、つぎの８点の戦略課題を提示している 68。 

 ① 寄付事業の戦略化……中長期計画のなかに周年を記念した寄付金募集事業ではなく、

日常的な寄付募集計画を組み入れる。 

 ② 制度と組織の整備……寄付制度の仕組みを整備するとともに、寄付金を担当する部

署を設置し、事務職員を配置するなど組織を整備する。 

 ③ トップセールスの実施……寄付金募集は、経営陣の重要な役割であるとの認識を図

り、理事長や学長をはじめとする経営者によるトップセールスを推進する。 

 ④ 寄付金文化の醸成……寄付金は戦略的に取り組むべき課題であるとことから、寄付

金に対する教職員の意識改革を行うとともに、在学生に向けて寄付文化にかかる教育

を展開する。 

 ⑤ 同窓会と保護者会へのアプローチ……卒業生からなる同窓会および在学生の保護者

の会に対して、寄付金募集のためのアプローチを推進する。 

 ⑥ 募集対象の拡大……寄付金を募集する対象について、企業だけではなく、在学生・

保護者、卒業生、地域住民などを対象として、幅広い寄付金募集事業を展開する。 

 ⑦ 継続的な支援となる仕組み……支持者層を拡大し、継続的な支援を受けることがで

きるよう、少額からの寄付依頼を行う。また、寄付講座の受入れや遺産、遺贈寄付受
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入れを積極的に展開する 

 ⑧ 説明責任……寄付者に対する説明責任を果たし、寄付者の満足感が高まるよう、寄

付金の使途を明らかにした報告を行う。 

 日本私立大学連盟は、寄付金募集にかかる各法人の現状の把握と今後の学内外の環境整

備に向けた検討の一助となることを目的として、2012 年８月から９月にかけて「寄付募集

に関するアンケート」を実施し、「学校法人における戦略的な寄付募集事業推進のために

(中間まとめ)」を発表している。その「中間まとめ」にあるアンケート結果からは、事業計

画に寄付金事業を掲載していないが、事業報告書には掲載している収容定員 10,000 人以

上の大学が多いことか記されている 69。このことは、事前の計画として寄付金事業を組み

入れていないが、寄付を受けたのだから報告は義務として果たさなければならないといっ

た寄付金事業に対する消極的な姿勢があるのではないかと推測される。 

 さらに、「中間まとめ」では、法人組織として経営層の寄付金募集事業に対する認識や姿

勢が不十分であることなどをはじめとして、寄付金募集事業にかかる問題点をつぎのよう

に整理している 70。 

 ① 募集事業に対する基本的な考え方の欠如……募集事業の目的やあり方についての基

本的な考え方がなく、収入の多様化や支持者層の構築といった事業戦略がない。 

 ② 執行部のコミットメント不足……理事長や学長といった経営層自らが、募金事業に

動かず、指示するだけで担当者への支援を行っておらず、事業推進者が存在しない。

また、法人が事業計画として募集事業を位置づけていないため、寄付者への十分なア

ピールができていない。 

 ③ 組織としての知識や技能、経験の不足……組織に募集事業に関するノウハウの蓄積

がない。また、マニュアルもなく募集事業が属個人的であり、業績に個人差が生じて

いる。 

 ④ 人材育成の機会欠如……組織の寄付金募集に関する知識や技能を補うための研修や

情報交換会がなく、人材育成の機会が創出されていない。 

 このように、わが国の私立大学では、多様な財源を確保するための事業戦略として寄付

金募集事業を位置づけていないことが大きな要因として、寄付金事業が機能していないの

ではないかと指摘している 71。改めて、経営者層が中長期計画や将来構想において、多様

な財源確保のための重要な施策として寄付金募集事業を認識し、組織的な体制を整備しな

ければならないといえる。 
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一方で、米国などと比較して、わが国では寄付をする文化がないことが、寄付金事業が

成功しない要因として考える向きが一般的にあるように考えられている。しかしながら、

「同中間まとめ」では、寄付金における環境が大きく変化しており、改めてこの時期に寄

付金募集に関する戦略の見直しが必要ではないかと指摘している 72。その環境変化として、

つぎの３点をあげている 73。 

① 寄付税制の改正……2011 年に寄付税制が改正され、寄付者の減税効果が非常に大き 

くなっており、個人から小口の寄付金を集めやすい環境にある。 

② ＮＰＯ法人の増加……ＮＰＯ法人数は、コンビニエンスストア並みに増えている。

こういったＮＰＯ法人の活動財源の多くは寄付に依存しており、寄付に支えられた活

動が行われている。 

③ 自然災害時の寄付……東日本大震災の際に被災された方々への支援の高まりなど、

わが国の寄付を取り巻く環境が大きく変化している。 

  このように、多様な財源の確保方策のひとつとして、寄付金事業を戦略的に将来計画に

位置づけて、組織的な取り組みとすることが必要であろう。外部環境として、寄付に対す

る国民意識が変わりつつあるとすれば、今後寄付金事業が有効に機能する可能性がある。 

しかしながら、先述した河田(2016)が指摘した８つの戦略課題および日本私立大学連盟

「中間まとめ」が示した４つの問題点のように、中途半端な取り組みでは、成功はままな

らないため、組織的かつ戦略的に、寄付金の目的、実施の時期、寄付金を求める対象およ

びその対象ごとに訴求力のある事業内容となっているかなどについて、精緻な実行計画と

改善のサイクルを確立することが必要となってくる。また、大学経営者は、寄付金事業を

成功させるために、まず寄付金事業を大学経営戦略として重要な事業戦略と位置づけ、そ

の事業運営の主体は大学経営者自身であることを認識し、大学経営者自らが率先して寄付

金募集活動を行い、その事業への取り組み姿勢と成果を構成員に明らかにすることが重要

となる。 

寄付金を積み立てることによって、一定程度のまとまった資産運用の原資となる基金を

創設することができれば、資産運用において財政への影響を懸念することなく、安心して

運用先を検討することができる。それゆえ、比較的リスクの高い運用利回りの高い債券や

株式といった投資対象を選択することも可能となり、長期的に運用することによって高い

運用収益を期待することができ、安定した財源となることが期待できる。投資戦略として

は、中長期的な運用が基本となることから、財政基盤の安定化に寄与するためには、可能
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な限り早期に取り組む必要がある。また、大学には、資産運用にかかる専門職がいない場

合が多いことから、そのような専門人材の育成や採用などの体制について慎重な検討が必

要となる。 

 

Ⅴ 安定的な財政基盤の確立 

 

 本章では、バランス・スコアカードにおける「財務の視点」に着目して、地方大学の国

際経営戦略を推進していくために必要となる財政基盤の安定化のための財務戦略について

考察してきた。 

 わが国の地方大学が、地域に求められ持続的経営を行っていくためには、安定的な財政

基盤を確立しなければならない。しかしながら、18 歳人口の減少、関東圏を中心とする都

市部への若者人口の地方からの流出などの外部環境や地方にある私立大学の公立化、地方

にある小規模私立大学の入学定員充足状況などの厳しい状況を考えると、このままでは経

営が困難になり、経営不全に陥ってしまう地方大学が増えていく可能性が高い。特に私立

大学の収入構造を考えると、収入の多くを学生納付金収入に依存していることから、どの

ように多様な財源を確保していくかが解決すべき喫緊の課題である。このことは、国公立

大学にあっても、運営交付金の減少傾向が続いていることから、同じように多様な財源の

確保は早急に取り組むべき課題であるといえる。 

 そこで本章では、学生納付金や運営交付金等に依存しない多様な収入源を確保するため

の戦略として、米国の大学における収入構造と資産運用に着目して、参考となる２つの財

務戦略を提言した。第１には、先述した小藤(2013)が示している米国の大学における資産

運用戦略や日本経済新聞で紹介された早稲田大学の積極的な資産運用戦略である。米国の

大学では、寄付金を基金として中長期に資産を運用しており、安定的な収入を確保してい

る。米国の大学は、わが国の大学と比較して、資産運用資金の規模が違うという批判もあ

ろうが、わが国の国際化を先導する早稲田大学のような積極的な資産運用が今後参考とな

ろう。そういった戦略を採るためには、寄付金を募るための戦略の構築が早急に求められ

る。大規模大学であるがゆえに、そういった資産運用戦略が可能となるという指摘もあろ

うが、たとえ小さな資産運用であっても、成功から学ぶことは多く、成功体験の連続がよ

り大きな成果となる可能性がある。ただし、ガバナンスとしての内部統制が機能する仕組

みの構築が必須の要件となる。 
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第２には、先に述べた河田(2016)と日本私立大学連盟が指摘している寄付金事業戦略で

ある。寄付金を原資とした資産運用であれば、経常運営に支障なく、比較的リスクが高く、

ハイリターンは難しくともミドルリターンを狙う投資を行うことも可能となる。その寄付

金を募集するためには、組織的な取り組みが必要となる。そのためには、わが国において

も寄付金を取り巻く外部環境が変化していることを認識し、中長期経営計画における財政

基盤安定化方策の一つとして、寄付金事業を組み入れ、組織体制を整備することからはじ

めることが必須となろう。 

以上の提言が現実化すれば、わが国の地方大学が、地域に求められる大学として持続的

経営を行っていくために必要となる安定的な財政基盤の確立につながるものと考えられる。 

次章では、ＢＳＣの「学習と成長の視点」に焦点をあて、地方大学経営において競争の源 

泉となると考えられる経営人材および国際経営人材の育成と能力開発について論じる。 
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第６章 地方大学国際化のための国際経営人材の育成 

－戦略マップ・ＢＳＣにおける「学習と成長の視点」－ 

 

Ⅰ 国際経営人材の育成の意義 

 

 前章では、地方大学の持続的経営のためには、財政の安定化は必須の要件であることか

ら、大学経営戦略、国際化の推進の基盤となる「財務の視点」について論じた。本章では、

「財務の視点」を基盤として、バランス・スコアカード(Balanced Scorecard、以下「ＢＳ

Ｃ」という)における「学習と成長の視点」から、地方大学の国際化の推進に必要となる国

際経営人材育成の重要性について考察する。 

 現在、世界だけでなく、わが国においてもグローバル化が急速に進展しており、大学に

おける国際化推進のための戦略構築は急務である。また、18歳人口の減少期を迎え、大学

間競争は厳しさを増しており、ＡＩやⅠｏＴといった技術革新などによる時代の変革期に

あって大学業務はこれまで以上に多様化、複雑化、高度化および専門化しており、大学事

務職員の働き方や、求められる知識や能力も変化している。それゆえ、事務職員には、そ

ういった外部環境の変化に適切に対応し、事務職員の役割を果たすことができるよう能力

開発が求められている。 

しかしながら、地方大学の国際化を推進できる見識と実行力を兼ね備えた人材が、地方

大学に存在しているのかという問題意識がある。国際部門には、海外における外国人留学

生獲得のためのマーケティングやリクルーティングから入学までの業務、さらには学内で

のさまざまな外国人留学生への支援業務がある。それゆえ、入国管理の諸手続きに関する

知識、外国人留学生の支援に必要な語学力やコミュニケーション力など、専門的な知識と

能力を有する人材が必要となる。しかしながら、こうした人材は、専門領域での知識やノ

ウハウは豊富であっても、組織全体を俯瞰して物事を捉え、部門戦略を企画立案し、実行

するといった経営に関する能力は十分ではないのではと危惧されるところである。国際経

営に携わる人材は、これらの専門性に加えて、大学経営に必要となる能力を身につけなけ

ればならない。 

 そこで本章では、地方大学にとって競争力の源泉ともいうべき人材育成と能力開発につ

いて、ＢＳＣにおける「学習と成長の視点」から、先行研究や大学の事例、海外での事例

を基に、地方大学の経営と国際化を推進できる人材育成が人的資源戦略として中長期的に
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有用であり、目標管理制度と連携させることによって、個人の学習意欲を喚起し成長につ

なげることができる仕組みについて考察する。 

 

Ⅱ 国際経営に必要となる人的資源の現状と課題 

 

１ 外部環境の変化 

 これまでも述べてきたが、世界レベルで経済や社会のグローバル化が進展しており、企

業をはじめとして国際的な競争が激化していることから、世界レベルの大学では、優秀な

研究者である外国人教員や優秀で多様な外国人留学生を獲得する競争が激化している。わ

が国においても、そういった世界レベルの競争に伍していくために、大学の国際化が急務

であるとして、さまざまな補助事業が展開されている。 

 わが国に目を向けると、地域経済の衰退、18 歳人口の減少、地方から都市部への若者人

口の流出および国からの補助金の減少など、大きな外部環境の変化がある。このような状

況は、大学の設置形態やロケーション、規模などによっても受ける影響の程度が異なる。 

両角(2017)は、それぞれの大学の置かれている環境が違うことから、こういった異なる

状況に適切に対応できるよう「高度な経営人材を育成することが不可欠となっており、経

営の高度化を支える人材としての、大学職員の役割への期待が高まっている」1と指摘して

いる。 

また、ドラッカーは、将来の予測は、いかなる最新の手法を用いてもあくまで推測にす

ぎず、環境の変化に迅速に適応できるよう備えを行う必要があるとして「今日のマネジメ

ントは、明日の経営管理者を体系的に育成しておかなければならない」2と指摘している。

さらに「事業のマネジメントは、いかに経営健全であり、経済分析が慎重であり、いかに

諸々の手法が優れていたとしても、常に人間的な要因に戻る」3と指摘しており、経営管理

を適切に行える人材の育成がいかに重要であるかについて示唆している。 

 わが国の大学では、これまで大学経営の主体は教員であって、大学経営人材として活躍

する事務職員は少なかった。しかしながら、先述したように外部環境が大きく変化するな

か、それらに適切に対応できるよう事務職員の役割が期待されており、経営における専門

性が求められている。経営の持続性を担保するためには、ＯＪＴ(On the Job Training)と

Ｏｆｆ－ＪＴ(Off-the-Job Training)によって、高度な知識と能力を身につけた大学経営人

材としての大学事務職員が今後ますます増え、活躍していく必要がある。 
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 大学は、国内だけでなく、海外においても研究や教育における競争が激化していること

を常に念頭において、人材育成を図っていくべきである。そういった観点を踏まえ、本章

で考察していく大学事務職員に求められる知識や能力は、厳しい国内外の競争環境のなか

で、大学経営を担う大学事務職員として必要なものである。すなわち、大学経営人材の育

成は、大学における国際経営人材の育成と同義に扱うべきであるとして考察している。た

だし、国際経営を担うにあたっては、国際的な視野や国際に関する一定の専門知識や経験

などが必要となる。 

 

２ 大学事務職員の特質と育成に関する課題 

 このような外部環境の変化を踏まえて、大学事務職員という職種の特質について概観し

たうえで、大学事務職員の育成にかかる課題について考察する。 

 

(1) 大学事務職員の特質 

 金子(2017)は、大学事務職員にはつぎの３つの特質があると指摘している 4。 

 ① 職務の保守性……元来、大学組織を維持していくためには、組織的な意思決定とそ

の手続きが守られる必要があることから、大学事務職員はそれらの仕組みを維持管理

する立場として、保守的に業務を遂行する必要があった。 

 ② 職務領域の多面性……大学の発展に伴い、大学事務職員の役割も大きくなり、業務

が多様になっている。また、部局によって専門領域や職性が異なり、求められる知識

や技能も多様である。 

 ③ 個々の職員評価の困難性……大学事務職員の職務は、大学の組織維持、教育研究の

組織的支援であり、個々の貢献を評価することが困難である。また、職務が多様であ

り、職務上の達成度についての評価の標準化、体系化も困難である。 

 そして、こういった特質が「大学職員の処遇や人事管理、あるいは大学職員の文化に大

きな影響を与えてきた」5としている。 

 これまでの事務職員は、こういった特質が特段問題になることはなかったが、先述した

ように、大学を取り巻く環境が大きく変化しており、大学事務職員には、こういった特質

の変化が求められているといえる。 

 また、金子(2017)は、そういった状況のなか、大学事務職員の能力開発であるＳＤ(ＳＤ: 

Staff Development、スタッフ・ディベロップメント)として、大学事務職員には「専門職
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化と「教職協同」が求められたが、それぞれにつぎの意味があると指摘している。「専門職

化」とは「限定的な職域での専門職化ではなく、大学職員としての職務の高度化を意味す

る」6。「教職協同」は「職員と教員が同じ仕事を行うのではなく、職員としての知識・能

力を高めることによって、教員と有機的な協力を行うことが本来の意味である」7としてい

る。 

一方で、「専門職」としての職制で採用されている事務職員も多い。金子(2017)は「技術

職員、図書館職員、学生カウンセラーなど」が増えていると指摘したうえで、さらに、外

部環境の変化である「国際化や情報化、外部資金の導入などの新しい要求に対応してＵＲ

Ａ8、ＩＲ9 担当者など新しいタイプの職員」10 も増えていることを指摘している。それら

に加えて、スポーツ振興などに対応するために専門的な知識や技能を有するスポーツ・ア

ドミニストレーターという専門職も新たにでてきている。 

 このように「大学事務職員の専門職化」と「専門職」とは同義ではい。本章では、金子

が指摘している大学事務職員の「専門職化」である「高度化」を意図して、地方大学の国

際化に必要となる事務職員の知識や能力、その能力開発としての育成について論じていく。 

 

(2) 大学事務職員の育成に関する課題 

 大学事務職員の高度化を図っていく必要があることを述べてきたが、地方大学国際化に

必要となる育成すべき知識や能力について具体的に論じる前に、大学事務職員の育成にあ

たっての課題を整理する。 

 金子(2017)は、外部環境の変化に対応するために必要となる大学事務職員に関する質的

な変化を必要とする人事管理の問題として、つぎの３つを指摘している 11。 

① 外部環境に対応できる専門的な知識や能力の高度化とキャリア形成……外的環境の

変化に応じて大学事務職員に求められる知識や能力は拡大し、高度化している。これ

らに対応するためには、一定の専門分野に関してキャリアを積めるよう、大学事務職

員の人事体系を見直す必要がある。 

②  特定分野のスペシャリストとしての専門職の位置づけ……こういった職種の大学事

務職員のキャリアとして、個々の仕事の責任と評価、そして昇格のあり方について検

討していく必要がある。 

③ 個人の目標と大学全体の目標との整合……職場における定型的な業務に関する知識

や能力の修得、ジョブ・ローテーションを通じた昇格に向けてのインセンティブ、硬
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直的な権威的上下関係といった従来型の人事体制が続くなかで、大学全体の目標と個

人の目標とをどのように関連づけるかについて検討する必要がある。 

 確かに、このような変化に対応するために、大学事務職員における特性の質的変化とし

ての人事マネジメントを行っていく必要があろう。まず、大学は大学事務職員に新たな知

識や能力を求めるだけでなく、大学経営にとっての最も重要な人的資源として捉える必要

がある。そして、その人的資源を生かし活用するためには、どのような人的資源マネジメ

ントを行っていくべきなのかについて、大学の経営者である理事長や学長をはじめとした

経営者層が、人的資源の重要性に気づき、人的資源における諸課題解決に取り組む必要が

あろう。 

 金子(2017)は、指摘した課題に対して、大学事務職員の質的変化を促し、知識や能力の

高度化を図るために「投資」が必要であるとし、「投資」といえる「育成」にかかる論点を

つぎのように整理している 12。 

① 研修のタイプ……大学事務職を育成するために必要となる研修については、さまざ

まな形態の研修がある。しかしながら、与えられた受動的な研修についての大学事務

職の評価は低い。能動的に自らが選択した研修や、研修のなかで受動的ではなく積極

的な役割を果たした研修は、評価が高い。従来型の知識を与えるタイプの研修ではな

く、主体的な参画が可能なタイプの研修が求められている。 

② 研修費の自己負担と獲得した知識や能力に対する処遇……これまでの研修では、受

講生である大学事務職の個人的負担はない場合がほとんどである。しかしながら、大

学が金銭的負担を行ってでも、大学経営を学ぶことができる大学院修士課程や経営全

般について学べるビジネス・スクールといった課程で学び得る知識や能力は、長期的

に大学経営にとって有用である。今後は、こういった制度への理解と学位を取得した

者へのキャリア形成について整備する必要がある。 

③ 研修で育成すべき能力……研修は、実際の現場で活用できる知識や能力が獲得でき

るよう専門的かつ実用的な内容の研修となる。それに加えて、共通として獲得すべき

知識や能力として、データ処理能力、海外大学との交渉や外国人教員等との対応がで

きる語学力および会議などで説明が説得的なものとなるようプレゼンテーション能力

などを育成すべきである。 

④ 役割に対する理解……大学事務職員は、大学が組織として描くビジョンや目標の達

成に向けて、自分がどのような役割を果たすべきなのかを認識しなければならない。
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そして、大学全体を俯瞰することのできる広い視野と今後進むべき方向性を示唆する

ことのできる力が必要である。 

 人材育成は、人的資源マネジメントにおける最も重要なパートである。また、人材育成

は、将来に回収できる「投資」と捉えるべきであり、事務職員の育成は組織としての競争

力の源泉となるものである。それゆえ、大学事務職員を育成するための学内外の研修に対

する考え方そのものから見直していく必要があろう。 

 

Ⅲ 大学経営を担う大学事務職員に必要な能力開発 

 

 国際経営を担う人材に求められる知識や能力は、大学経営人材と共通するものであると

考える。ただし、それらの知識や能力に加え、国際的な視野と国際に関する一定の専門知

識や経験などが必要となる。 

 

１ 大学経営人材に求められる能力 

 本項では、まず設置形態別に大学事務職員に求められる知識や能力について概観したう

えで、ミッションを基にした能力開発について論じた先行研究、および大学院における能

力開発についての先行研究を基に、大学経営人材としての事務職員に求められる知識や能

力について考察する。 

 

(1) 設置形態別にみる大学事務職員に求められる能力 

大学経営人材に共通となる大学事務職員に求められる能力について考察する。わが国に

は、私立大学の振興を図っていく組織として、一般社団法人日本私立大学連盟(以下「私立

大学連盟」という)と日本私立大学協会(以下「私立大学協会」という)がある。私立大学連

盟は「建学の精神に基づく各会員大学の独自性と私立大学の多様性を保証し、人類の未来

に貢献する人間を育成するための基盤強化に資することを目的」13として設置されている。

また、私立大学協会は「わが国の高等教育及び学術研究の機関としての私立大学の地位の

重要性に鑑み、学校法人相互の提携と協力によって、私立大学の振興を図り、その使命達

成に寄与し、学術及び教育の進歩発展に貢献するため」14に設置されている。 

そして、国立大学にも同様に「国立大学法人の振興と我が国の高等教育・学術研究の水

準の向上及び均衡ある発展に寄与することを目的として設立」15 された一般社団法人国立
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大学協会(以下「国立大学協会」という)がある。そして、公立大学には「公立大学の振興と

我が国の高等教育、学術研究の水準の向上及び均衡ある発展に寄与することを目的」16 と

して設置された一般社団法人公立大学協会(以下「公立大学協会」という)がある。これらの

組織別に、大学事務職員に求められる能力について概観する。 

  まず、私立大学における大学事務職員に求められる能力について概観する。風間(2017)

は、わが国の私立大学を取り巻く厳しい経営環境を踏まえ、今後大学事務職員に求められ

る能力は、「獲得した知識を課題解決につなげる『政策能力』である」17 とし、「従来の思

考枠組み(パラダイム)にとらわれず、柔軟な発想をもって有効な解決策を生み出す政策能

力」18 であるとしている。また、私立大学連盟では「研修を通じて育成を目指す人を『ア

ドミニストレーター』」19 と表現し、そのアドミニストレーターは、「大学を取り巻く複雑

かつ流動的な課題環境を読み解き、社会のニーズを的確に把握する力」「大学の建学理念を

課題環境の中で現実化する戦略を構想する能力」「大学の戦略をステークホルダーたちに

わかりやすく説明し信頼関係を築くコミュニケーション力」の３つの能力を高いレベルで

融合させることが求められると指摘している 20。これら３つの能力は、環境分析・把握能

力、戦略構想力、コミュニケーション力と言い換えることができよう。 

 私立大学協会は、私立大学の事務職員に求められる共通する普遍的な能力とは「各大学

の創設者の志を心に刻み、建学の精神の実現に向けて、教育研究組織を構築し経営してい

く力である」21 と指摘している。そして、大学経営者層への研修が必要であり、理事クラ

ス向けの資質向上のための研修を「ＢＤ(Board Development)」22と呼んでいる。 

 そのＢＤには、つぎのような研修によって身につけるべき経営能力を示されている 23。 

① 建学の精神の理解……建学の精神の深い意味をしっかりと理解しておくことが基本

的な前提となる。 

② 政策動向の理解……関連する法省令や政策動向について把握し理解をしている。 

③ 計画策定能力と実行力……中長期計画を策定する能力とＰＤＣＡサイクルを構築し

て、確固たる強い意志のもと実行する。 

④ 経営倫理観……私立大学は社会性と公共性を有することから、自主・自律した健全

な大学経営を目指さなければならない。 

 そして、このように厳しい社会情勢においては、理事自らが学習しながら経営者として

必要な知識と能力を身につけるべきであると指摘している 24。 

国立大学について、木谷(2017)は、国立大学協会の取組を紹介するなかで、大学事務職
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員には「経営戦略の企画・立案、そのための諸情報の収集・分析、教育・研究改革の支援

と環境整備、学生のキャリア、産学・地域連携、知的財産管理、国際化・情報化の推進な

ど、極めて幅広い分野で大きな役割を果たすことが期待されており、各分野の専門性のみ

ならず、企画・提案力や学内外の関係者との交渉・調整力が求められている」25 と指摘し

ている。 

 公立大学の多くは小規模大学であり、その事務組織も小さいことから、公立大学協会が

実務研修とは別に大学職員の能力開発としていくつかの集合研修を実施している 26。そし

て、公立大学職員の人事マネジメントにおける課題について、公立大学の８割以上が法人

化している状況を踏まえ、つぎのように整理している 27。 

① 人事マネジメントの困難性……設置自治体の事実上の許可や確認が必要なことなど

から、設置自治体と協議しながら、研修を実施できる法人は多くない。 

② 構成員間のギャップ……教員と事務職員、自治体職員とプロパー採用職員との間に、

公立大学そのものに対する考え方や理解にギャップがあり、深刻な課題となっている。 

 中田(2017)は、このような課題を踏まえ、公立大学の事務職員には、設置自治体との調

整力や粘り強い対話力が求められることを示している 28。 

 大学の設置形態別に大学事務職員に求められる知識や能力についてみてきたが、一部公

立大学において設置自治体との関係における課題解決のために必要な特有の能力が認めら

れたものの、概ね設置形態の如何にかかわらず、大学事務職員の経営人材として必要な知

識や能力は共通しているといえる。 

 

(2) 立命館学園の事例 

 私立大学の事務職員においては、建学の精神に基づいたミッションとビジョンへの共通

理解や共感が、組織人として働き、成長するうえで、欠かせない重要な要因となることか

ら、共に「スーパーグローバル大学創成支援」事業採択校である立命館大学と立命館アジ

ア太平洋大学を有する立命館学園の事例について概観する。 

 志摩(2017)は、自身が所属する立命館学園の職員組織マネジメントにおいて、立命館学

園の建学の精神と「立命館憲章」を基とした「ミッションを全構成員が理解し、その理念

に則った将来のビジョン形成を、私学として自律的かつ組織的に行う過程を、立命館では

重要視している」29 ことと示している。そして、そのことが立命館アジア太平洋大学を成

功に導き、2015 年には「大阪いばらきキャンパス」の設置が実現できたと指摘している 30。 
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 こういったことを踏まえ、志摩(2017)は職員組織をマネジメントするために必要となる

意識と対応能力について、つぎの３点を指摘している 31。 

① 共創するという意識の共有……「『ともに創る』意識の共有：組織としてミッション

やビジョンで構成員をつなぎ、それを前進・発展の力とする」32。具体的には、組織マ

ネジメントとして、教職員だけではなく学生も巻き込んだ参加・参画を必須として中

期計画を策定するといった事例がある。 

② 環境変化への適用……「社会環境への変化への対応力：社会環境の変化を素早く捉

え、過去に確立してきた制度を基盤としてのミッションに照らし柔軟に変化、改善し

ていく」33。 

③ 高度化への対応……「専門性との総合性：高度化する職員業務に対応するためには

専門性のほかに、私学である立命館固有のミッションを理解し、組織力を成果に結び

つけるための組織内調整や協働で実現に導く力、つまり総合性も重要である」34。 

上述したように、組織をマネジメントしていくうえで、重要なキーワードとしては「共

創」「参画」「変化への対応力」「専門性」「総合性」をあげることができる。 

 また、志摩(2017)は、あるべき大学事務職員像として、変革期にあるわが国の大学を取

り巻く環境の変化に対応するために、今後のあるべき大学事務職員に求められるものとし

て、大学事務職員は、前例に捉われることなく、専門性や日常業務の見直しを行うなど、

自ら自己変革しなければならない。時代が変化したとしても変わらざるべきものとしての

大学のミッションとしての「建学の精神」と「立命館憲章」への共感をあげている。その

うえで、ミッションを基にした創造力、学生を中心に考えるという目的を明確に自覚する

こと、教員と職員とが協働して共に創るという姿勢が必要であると指摘している 35。 

 すなわち、建学の精神や理念を形成する構造として「変わらない部分」と「変わるべき

部分」の二重構造があることを理解し、理念型経営の重要性とその理念の浸透がいかに重

要であるかを指摘するとともに、学生を最も重要な顧客として捉え、学生を常に念頭にお

いた施策としなければならないことを明示しているといえよう。大学の建学の精神や理念

については、第７章にて詳細に論じる。 

 

(3) 大学院における能力育成 

 大学事務職員が、大学経営の一翼を担い、経営管理を行っていくためには、時代の変化

に伴う高等教育政策や経済界などの社会的動向に関する情報をいち早く収集・分析し、政
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策を立案し実行していかなければならない。そのためには、高度な専門知識を背景とした、

マネジメント能力が求められる。そこで、大学経営に必要となる高度な知識や能力を養成

するための機会と課題について論じた事例を概観する。 

 両角(2017)は、大学経営の高度化と複雑化が求められているが、その高度化の内容は、

それぞれの大学を取り巻く環境によって異なる。それゆえ、各大学の適切な判断が必要で

あり、高度化した大学経営人材としての大学事務職員への役割が重要であると指摘してい

る 36。 

 そして、そういった経営人材育成の需要に応えるために設置された、大学事務職員等を

対象とした東京大学大学院での大学経営・政策コースが開設 10 年を迎えたこと期に、修

了生を対象としたアンケートを実施した結果、修了生は高い満足度を示していることがわ

かった 37。 

そのアンケート結果による満足度の高い順は「高等教育の制度・政策」「大学の歴史」「海

外事情」「大学の組織・ガバナンス」「各論(入試や学術研究等)」38である。また、職場での

有用性が高い学びの内容は「高等教育の制度・政策」「大学の組織・ガバナンス」「各論(入

試や学術研究等)」となっており、「大学の歴史」「海外事情」は授業の満足度は高いが、職

場での有用性は高くないという興味深い結果を示している 39。 

 また、両角(2017)は、上述したアンケート結果からも明らかなように、こういった大学

院での学びが、大学事務職員にとって有用な学びを得る機会となっていることを踏まえ、

コースが取り組むべき課題として、現在は 30 代の大学事務職員が多いが、今後は大学事

務職員だけでなく教員も含めた経営者層の開拓をあげている。また、大学という職場に求

める変化として、つぎの指摘をしている 40。 

①  キャリアアップ……大学院での学びが、本人のキャリアアップに必ずしもつながっ

ていない。 

② 処遇……大学院を終了後、相応しい処遇や活躍できる場が必ずしも与えられていな

い。 

③ 職場の理解……大学院で学ぶことに対して、職場の理解やサポートを得ることがで

きない場合がよくある。 

④ 金銭的支援……大学院での授業料について、職場からの金銭的補助も限定的である。 

⑤ 立地……地方にある小規模大学の事務職員は、関心があっても通学できないという

声がある。 



156 

 

 大学院での専門的な研究は、大学事務職員が経営人材となるために必要となる高度な知

識や能力の獲得に有用であると考える。しかしながら、両角が指摘しているように、大学

経営人材を育成するようなコースやプログラムを有する大学院は限られている。また、そ

ういった大学院は、主に大都市圏にあり、地理的かつ時間的な制約要件を解決する必要が

ある。それゆえ、今後はオンライン教育などによって、時間と空間を超えた教育を提供で

きる機会創出が求められるであろう。 

 

２ 国際的な視野と能力育成のための仕組み 

 国際経営人材と共通する大学経営を担う人材に求められる知識や能力についてこれまで

述べてきた。本項では、それらに加え、国際的な視野を養成し、国際通用性のある経営人

材になるための観点から、海外における研修制度の意義について考察する。そこで、そう

いった能力開発への示唆を得るために、３つの取り組みについて概観し考察する。第１は、

米国で開催されるＮＡＦＳＡ年次大会や欧州で開催されるＥＡＩＥ年次大会(ＥＡＩＥ: 

European Association for International Education )、アジアで開催されるＡＰＡＩＥ年

次大会(ＡＰＡＩＥ: Asia Pacific Association for International Education)で行われている

取り組みである。第２は、ＡＵＡ（ＡＵＡ: The Association of University Administrators）

という英国における大学行政管理学会での能力開発、そして第３は、福岡工業大学が実施

している海外研修制度の取り組みである。 

 

(1) ＮＡＦＳＡなどの取り組み 

 ＮＡＦＳＡは、米国を拠点とした非営利団体で、国際教育交流を推進することを目的に

設置されている 41。ＮＡＦＳＡの主な活動は「国際教育に携わる人々の専門性の向上や能

力開発、会員同士の情報交換やネットワーク、留学生交流の推進や政策への提言、海外留

学アドバイザー向けの助成金の授与などの活動」42である。 

このＮＡＦＳＡが開催する年次大会では、国や地域の枠組みを越えて高等教育に関連す

るさまざまな課題や最新の情報等を学ぶことができるセミナーやワークショップが開催さ

れている。米国で開催されるＮＡＦＳＡの年次大会には、世界各地から毎年約 15,000 人

もの大学教員や事務職員が集まる。年次大会では、世界各国から、国ごとに相談ブースが

設けられるとともに、大学個別の相談ブースも設けられている。そして、大学間協定の締

結にかかる交渉の場の提供や派遣・受入留学プログラムなどについて相談する場ともなっ
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ている。また、こういったプログラムの他に、大学間あるいは個人間のネットワークを形

成する機会も創出されている。ＮＡＦＳＡでは e-learning も推進されており、地理的な課

題を克服するための仕組みが整備されている。同じような国際教育交流を推進する機関と

して、欧州におけるＥＡＩＥ43 やアジアにおけるＡＰＡＩＥ44 があり、同じようにグロー

バルな高等教育に関する課題や取り組み、世界の高等教育事情などを学ぶことができる機

会を提供している。 

 こういった機会に参加することで、国際的な感覚が身につくことは自明であろう。また、

今後自学の国際戦略を構築するうえで必要となる海外における高等教育事情や国際競争力

を確保するためのヒント、人的ネットワークを構築することができる。すなわち、国際経

営人材に必要となる国際的な視野と感覚、情報を得ることができるのである。 

 龍谷大学では、人事研修のひとつとして、上述した若手職員を対象として、今後必要と

なる国際的な視野と感覚を身につけるために、ＡＰＡＩＥに派遣する人事研修制度を 2018

年から導入することとしている。これまで、このような会議やセミナー、ワークショップ

に参加できる教員や事務職員は、大学の国際関連を担当する役務のある教員や国際関連部

署の大学事務職員などに限定的な面があったが、若手の大学事務職員の能力開発や内発的

動機づけとなる機会として、将来の経営人材育成に資することが期待される。 

 

(2) ＡＵＡにおける能力開発 

続いて、ＡＵＡの人材育成にかかる取り組みについて概観する。ＡＵＡでの人材育成に

かかる取り組みは、海外高等教育事情や高等教育におけるグローバルな課題について学ぶ

機会となり、わが国における国際経営人材の育成にとって、多くの示唆を得ることができ

る。また、国や地域の枠組みを越えて、世界の大学がそれぞれの大学における国際的な競

争力を確保するための戦略を練るための情報収集やネットワークを形成する場としても機

能している。 

ＡＵＡは、高等教育の専門家に必要となる能力開発を支援し、そのための機会を提供す

ることを目的としている 45。主な対象は、英国やアイルランドの高等教育機関に所属する

行政職員や管理職クラスの職員である 46。 

このＡＵＡには「ＡＵＡ ＣＰＤ Framework(以下「ＣＰＤ」という)」は、高等教育に

おける専門的なキャリア開発を支援するための多面的なツールがある。ＣＰＤ

(Continuing Professional Development)は、組織や個人を問わず、すべてのキャリア段階
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やすべての機関での役割に適用できるようになっている。そして、ＣＰＤはキャリア開発

のための新たな行動の観点を示している 47。それは、９つの鍵となる行動のカテゴリーで

構成されている。そのカテゴリーは、つぎのとおりである 48。 

 ① 自己統制と個人技能の向上(Managing self and personal skills)……自分の態度を意

識するとともに、それが他者にどのように影響するのかを意識する。そして、専門的

知見が必要となる場に適応できるよう、個人の技能を高める。  

② 優れたサービスの提供(Delivering excellent service)……内外のクライエントに優

れたサービスを提供する。また、サービス基準を向上するために必要となる信頼関係

で結ばれた、広いオープンな関係を形成する。 

  ③ 実行可能な解決方法の発見(Finding solutions)……俯瞰的なものの見方をし、熱意

をもって問題解決にあたり、実行可能な解決方法を見つける。そして、イノベーショ

ンの機会を見極める。 

  ④ 環境変化への適応(Embracing change)……働くにあたって、新たな考え方や方法を

積極的に取り入れる。また、これまでになかったような環境の変化に応じて適応する。 

 ⑤ 最も効果的な資源活用(Using resources effectively)……ヒト、時間、情報、ネット

ワークおよび予算といった資源を最も生産的に活用する。 

⑥ より広い文脈での貢献(Engaging with the wider context)……より大きな観点での

理解と組織価値へのコミットメントを示すことによって、組織への貢献度を高める。 

⑦ 自己と他者の能力開発(Developing self and others)……継続して自身が能力開発し

貢献していることを示す。また、他者の潜在的な能力を引き出すために、知識や技能、

態度を開発できるよう支援するとともに、奨励する。 

⑧ 目的達成のための他者との協働(Working together) ……目標や目的を達成するた

めに他者と協働する。そして、他者と協働するプロセスが、さまざまな貢献を促進す

ることを認知するとともに、高く評価する。 

  ⑨ 目標の達成(Achieving results)……首尾一貫して合意された目標と達成基準を満た

す。また、物事を達成するために個人的責任を担う。 

 このような９つの行動の観点を念頭におきながら、業務に臨むとともに、自己啓発によ

る能力開発を行うことで、自己成長につなげていく。こういったＡＵＡの取り組みもまた、

国際経営を担う大学事務職員の能力開発に参考となるものである。いい換えれば、外部環

境の変化に適応できる大学経営人材の育成に資することになるといえるであろう。 
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大学行政管理学会は、2005 年９月にＡＵＡと「教育をめぐる課題および大学行政の管理

運営に関する実践的研究を推進することを目的」として覚書を締結し、ＡＵＡ年次総会に

会員派遣を行っている 49。2014 年４月に大学行政管理学会から派遣された一人として、英

国のマンチェスター大学にて開催されたＡＵＡ年次総会に出席し、セミナーやワークショ

ップ、ネットワーキングの機会に参加した。この経験から、ＡＵＡでのこういった機会が、

非常に価値ある能力開発の機会となっていることを実感している。 

 

(3) 福岡工業大学の事例 

 グローバル化が進展しているなか、大学事務職員が高度な経営を担っていくためには、

国際的な視野と感覚を身につけ、大きな時代の流れや世界の高等教育事情にも精通してお

く必要がある。そこで、福岡工業大学が実施している海外における研修制度を概観する。 

 大谷・米田(2017)もまた、大学が置かれている外部環境の変化に対応するためには、大

学運営の高度化が必要であり、職員の職能開発の重要性が高まっているという認識のもと、

所属する福岡工業大学が 2009 年度から実施している海外派遣研修の設定にあたっての目

的と設定プロセスについて述べている 50。 

まず、大学事務職員の能力の向上を図る機会として設定する海外研修の主目的について、

組織経営における視点から「組織が持続的に改善・改革を越える変革を起こす力を備える

こと」51としている。 

 そこで、大谷・米田(2017)は、教職員が中心となる学習する組織に変革するために、海

外研修設定のプロセスについて、つぎの留意すべき事項も含めた手順を示している 52。 

① 理事間での価値観の共有……「組織内での変革を進める上での革新は、組織を構成

する教職員の行動を変えていくことにある」53 という共通価値をすべての理事が共有

する。 

② 専門性を有したプロフェッショナルという位置づけの共有……研修の立案部署であ

る総務部門に対して、海外派遣研修を「本学を離職した場合でも通用するスペシャリ

ティを有したプロフェッショナル」54 という考え方を福岡工業大学のキャリアとして

位置づけるよう依頼し、かつ「職員の機動性と柔軟性を高める研修立案を図る」55 こ

とを前提として共有する。 

③ 職員への動機づけ……研修後において、主体的な学習を行うことができるよう動機

づけるために、実践的かつ相互交流が行えるプログラムとする。 



160 

 

このように、今後地方大学が、海外研修を開発し実施していくうえで、重要なことを指

摘している。すなわち、地方大学は人的資源が限定的であることから、このような海外研

修に事務職員を長期派遣することは、派遣元となる部署に負担がかかり、運営経費も必要

となる。それゆえ、経営者層が、海外研修の意義と目的を理解していることが重要である

とともに、派遣元の管理職と同僚の理解もまた必要となるといえる。 

 また、大谷・米田(2017)は、米国における職能開発として、米国における大学事務職員

のキャリア形成について、カリフォルニア州立大学の労務マネージャークラスの事例を紹

介している。具体的には「学外組織との連携においてキャリア形成上の専門性を高めてい

く仕組みが存在する」ことを示し、「知的好奇心と高い自律性に基づく内発的動機づけに基

づく学習を継続し、体系化された知識を頭に収めるのではなく、仮説検証する発見型の学

びを意識している」56 ことを指摘している。そして、米国でのキャリア形成の背景には、

学校歴ではなく学位社会があること、高等教育界だけではない人材流動性が高い労働市場

があることを示したうえで、大学事務職員が大学院で専門性を高めていく土壌が整備され

ていることを指摘している 57。 

 このような米国の大学における事例は、わが国の大学が大学事務職員の高度化を図るう

えで、総合的な観点でキャリア形成を考えていく必要性についての示唆を与えているとい

える。 

 

３ 国際経営人材に求められる知識や能力 

 これらのことを整理すると、国際経営人材に求められる能力とは、大学経営人材に求め

られる共通の能力に加えて、国際的な視野および国際化に関する専門的な知識や能力とい

える。そこで、これまで考察してきた内容を踏まえて、国際経営人材に必要な知識や能力

とその能力開発モデルを提示する。 

国際経営人材に求められる知識や能力は、まず基礎となる大学経営人材に必要な知識や

能力であり、その知識や能力を基礎とした国際的な視野や国際に関する一定の専門知識と

経験である。それらの知識や能力は、設置形態の如何にかかわらず必要な知識や能力であ

る。 

これまで述べてきた先行研究やＡＵＡの事例などを踏まえ、大学経営人材として必要な

能力について、つぎのとおり整理する。 

① 環境・情報分析能力……高等教育政策だけでなく、その政策に影響を及ぼしている
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マクロ的な外部環境について察知し、今後大学が影響を受け対応する必要の可能性の

高い環境リスクを収集し分析する能力が必要である。 

② 戦略企画・立案能力……それらの外的環境リスク要因を分析したうえで、内部環境

としての組織文化を踏まえ、大学経営戦略として必要な戦略目標とその目標を達成す

るための戦術としての実行プランを企画・立案する創造力が必要である。 

③ 協働する力……それら戦略目標や実行プランの作成にあたっては、教員と事務職員

の職制を活かしながら、新たな価値を創造するために、協働し学び合う素直さが求め

られる。お互いを尊重し理解しながら高め合う能力が必要である。 

④ 戦術実行力……戦略目標や目標達成のための実行プランを実現するためには、意思

決定機関での承認と組織構成員の共通理解が求められる。そのためには、わかりやす

くかつ説得力のある説明能力としてのプレゼンテーション力、共通理解を得るための

コミュニケーション力が必要となる。 

⑤ 意欲と情熱・内省と他者理解……実行プランを実現し、結果を出すためには、人を

巻き込みながら、チームとして働き、結果を出していかなければならない。そのため

には、互いに共感と共鳴できるよう、常に意欲と情熱を持ち、自らを省みて他者を思

いやることが求められる。 

⑥ 自主的学習力……これら①から⑤の能力の基礎として、自らが主体的に学び、自身

を高める能力が必要となる。それは、時代の変化に対応できるよう、常に新たな情報

と知識を吸収し、それを知恵として生かしていくための能力である。 

そして、国際経営人材に求められる能力について、つぎのとおり整理する。 

 ① 国際的な感覚……グローバル化した経営環境下にあって、地方大学であっても国際

的な競争力を確保しなければならないことを理解するために、常にわが国だけでなく、

世界的な動向を知り、戦略展開にいかす能力が必要である。 

 ② 国際的な戦略構築力……大学経営戦略に、国際経営戦略を立案し組み込む能力のこ

とである。地方大学が有する知的資源のなかで、特色ある教育や研究が何であるのか

を見極め、それを国際的な強みとして選択と集中を図り強化していくために必要とな

る。 

 ③ ネットワーク力……国際経営戦略を実効あるものとするためには、海外の大学やマ

ーケティング、リクルーティングなどの専門機関との協力が必要となる。そのために

は、国際会議などに積極的に出向き、ネットワーク形成と関係を強化する力が求めら
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れる。 

 ④ 交渉・関係構築力……ネットワークの形成、その関係性強化に必要となる基礎的な

能力として、それぞれの国や地域の歴史や文化的背景、価値観を理解しておく必要が

ある。そのうえで、お互いに尊重しあい Win-Win となる関係性を強化する能力が求

められる。 

 それらに加えて、大学の経営者層にさらに必要な能力について、小出(2017)の見解 58を

踏まえて整理する。 

 ① 理念や建学の精神を理解・説明する能力……大学経営戦略の基である大学の理念、

建学の精神を正確に理解し、組織構成員一人ひとりに理念や建学の精神が浸透できる

よう、わかりやすくかつ説得力のある説明ができる能力が必要である。 

 ② 海外および国内における政策動向を把握・理解する力……特に副学長や理事クラス

は、担当する分野において、経営に影響を及ぼす可能性の高い政策動向や法令改正な

どを迅速かつ正確に把握し、戦略展開できるよう理解しておく必要がある。 

 ③ 高い経営倫理観……経営していくうえで、最も重要となるのは高い倫理観である。

大学や民間企業であるかに関わらず、すべての組織は公共性を有していることを認識

し、常に人間として正しい戦略であるのか、大学を取り巻くステークホルダーを見据

えた戦略となっているのか、学生を中心に考えているかなど、自身に問いかけること

が求められる。 

 

Ⅳ Ｏｆｆ－ＪＴとＯＪＴによる能力開発の仕組み 

 

これまで考察してきた大学経営人材、国際経営人材に必要となる能力を開発するために

は、Ｏｆｆ－ＪＴとＯＪＴのどちらもが、質の高いレベルで必要となる。そこで、本節で

は、Ｏｆｆ－ＪＴである研修制度について整理を行うとともに、ＯＪＴにおける能力開発

について考察する。 

 

１ Ｏｆｆ－ＪＴによる 能力開発 

 本項では、まずＯｆｆ－ＪＴに焦点をあてて、これまで述べてきた先行研究や事例など

を踏まえ、地方大学を念頭において能力開発に必要な教育プログラムや資源の活用につい

て、つぎのとおり整理する。その整理にあたっては、150 頁で述べている金子の主張であ
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る育成を「投資」という観点をもって、大学事務職員の高度化のための質的変化を促す必

要があると考えている。 

 ① 研修に対する考え方……大学経営者は、研修は中長期的な視点にたった「投資」と

考える必要がある。すなわち、大学経営者は、研修は人的資源に対しての投資戦略で

あるという認識を共有する必要がある。 

 ② 研修に対する態度と姿勢……研修を受ける者は、主体的かつ積極的な態度と姿勢を

もって研修を受ける必要がある。研修では、多様な価値観を尊重し、他者と協働し学

び合い、新たな価値を創造し、自分の考え方と統合していく能力が必要となる。 

 ③ 資源の活用……地方大学では研修のための資源が限定的であることから、人事管理

部署は、他大学や私立大学連盟、私立大学協会などの機関が提供する研修プログラム

を活用し、学びの意義や目的を明確にして、事務職員に受講を促す。東北大学の履修

証明プログラムである「アカデミック・リーダー育成プログラム」、四国地区大学教職

員能力開発ネットワークが提供する能力開発プログラムなどがある。 

 ④ 海外での学びの機会……国際的な感覚や視野、国際的な高等教育動向を学び、戦略

構築に活用するために、積極的にＮＡＦＳＡやＥＡＩＥ、ＡＰＡＩＥといった国際教

育交流団体などが開催するセミナーやワークショップへの参加機会を創出する。ただ

し、一定の語学レベルが求められることはいうまでもない。 

 ⑤ 高度な学びの機会……経営学が学べる専門職大学院や東京大学大学院教育学研究科

大学経営・政策コース、関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科自治体・医療・大

学経営プログラムなど、経営管理能力の高度化を図るための機会を組織的に支援し奨

励する。 

 ただし、これらの事務職員の高度化を図っていくうえでの課題は、両角(2017)が指摘し

ているように、職場の環境整備が必要となることである 59。高度化した事務職員が活躍で

きる場と空間を創出するためには、人事異動による適切な部署配置や給与や資格といった

処遇などとの連動が必要となろう。また、海外での研修や大学院については、費用や時間

の問題もあり、小規模であれば、人的資源である事務職員数も限られていることから時間

と場所についての制約要件は、解決すべき課題である。今後、ＭＯＯＣｓ(Massive Open 

Online Courses)などの大規模オンライン講座などの教育プログラムなどの充実と活用が

望まれる。 
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２ ＯＪＴによる能力開発－目標管理制度による人材育成 

 本節では、これまで述べてきた人的資源の重要性と大学経営人材、国際経営人材に必要

なる知識や能力について、研修というＯｆｆ－ＪＴではなく、いわゆるＯＪＴとして現場

における日常業務のなかで身につけ、大学事務職員の個人の成長が、組織の発展につなが

ることができるよう目標管理制度について考察する。 

 目標管理は、組織における個人の目標と組織の目標とを総合することができるマネジメ

ント・システムであり、産業能率大学が 2000 年に実施した調査した結果によると、目標

管理を導入している企業は 79.9％となっており、導入を検討している企業も含めると約 9

割となっている 60。また、目標管理は、行政や病院といった組織においても活用がなされ

ており、公立小学校 61、公立高等学校 62における教員評価でも用いられている。 

 

(1) 目標管理制度 

まず、目標管理制度の考え方と特徴について整理したうえで、目標管理による人材育成

について考察する。目標管理は、1954 年に Peter F. Drucker が『現代と経営』のなかで

提唱したことにはじまるといわれており、わが国においては 1960 年代から導入が進み、

多くの企業で採用されている伝統的なマネジメント・システムである 63。 

その Drucker(1993)は「組織はチームをつくりあげ、一人ひとりの人の働きを一つにま

とめて共同の働きとする。組織に働く者は共通の目標のために貢献する。彼らの働きは同

じ方向に向けられ、その貢献は隙間なく、摩擦なく、重複なく、１つの全体を生み出すよ

う統合される」64 と指摘している。すなわち、目標管理は「目標と自己統制による管理」

であり「企業が必要としているものは、個人の強みと責任を十二分に働かせ、同時にその

考え方と努力に共通の方向を与え、チームワークを確立し個人の目標と会社全体の利益を

調和させるような経営管理の原理」であると指摘し「自己管理による目標管理こそ、まさ

にマネジメントの『哲学』と呼ぶべきものである」65と強調している。 

奥野(1996)もまた「目標管理は単なる流行の管理手法ではなく、確固とした管理哲学に

基づいた全般管理システムを具体化するひとつの管理手法である」66と指摘している。 

 また、今野・佐藤(2009)は、「目標管理の基本的な考え方は、『組織の目標と個人の目標

を統合して目標を設定し、個人はそれにむかって自立的に仕事を進める』」67ことであると

指摘している。そして結果として「目標の連鎖によって組織の統合がはかれるとともに、

部下を管理統制するのではなく、部下の自主性を引き出すことによって効率的な組織が形
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成できる」68と指摘している。 

 このように、目標管理制度は、経営管理における哲学に基づいたシステムという理解が

まず重要である。そして、上からの管理統制ではなく、個人の主体的かつ自律的な目標を

設定するための行動を促し、組織目標と個人目標との統合を図ることができる統合的なマ

ネジメント・システムに進化してきているといえるだろう。 

 また、森口(2012)は、奥野(1996)が指摘している「１ 管理過程であること、２ 全般管理

システムであること、３ コミュニケーションを形成し定着させるものであること」69とい

う目標管理の理論上の特徴を基に、わが国における目標管理の特徴について、つぎのよう

に整理している 70。 

① Plan–Do–See の管理過程……目標管理は、Plan–Do–See を基礎とした管理過程に

そって行われる。 

② 組織の連結……目標管理は、個人と上司、上司と経営者といったように、組織にお

ける上下関係を順番につなぐ役割を果たし、全体目標を達成する。 

③ 全般管理システム……目標管理は、当初は人事部管理システムとして導入されてき

たが、現在では組織のトップが主導する全般的な管理システムとなっている。 

④ コミュニケーション……目標管理においては、組織と個人の目標の連鎖を図るため

にコミュニケーションが重要である。 

 このように目標管理は、全体的な管理システムであり、目標管理における Plan-Do-See

を回し、組織目標と個人目標の連鎖のためのコミュニケーション・ツールとして組織内に

おける人と人をつなぐ機能を有している。 

 

(2) セルフ・コントロールと目標管理 

 五十嵐(2006)は、目標管理による能力開発について、労働形態を定型労働と専門知識活

用労働の２つに大別したうえで、専門知識活用労働の特性として、その業務は非定型業務

であり、直接的な命令による統制が難しいものであると指摘している 71。すなわち、非定

型業務は、標準化しにくい性質を有しており、能力開発として教え込み型の教育訓練は困

難であり個人の自己啓発に依存すると指摘している 72。 

本節では、現在大学事務職員に求められている業務は、定型業務だけではなく、創造的

な業務である非定型業務の遂行に必要な能力も求められるようになったことから、目標管

理による能力開発とは親和性が高いことに着目している。そこで、五十嵐(2006)は、直接
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的および間接的にも統制が困難である労働特性を踏まえ、労働の質的変化のための能力開

発には、セルフ・コントロール(自己統制)が重要であると指摘している 73。 

 

図表 6-1  能力開発のためのセルフ・コントロールと目標管理との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所)五十嵐(2006、41 頁)に記載の「図表３」の非定型業務における「内発的動機づけ」

によるセルフ・コントロールを基盤とした非定型業務のモデル図表および五十嵐(2006、

43-46 頁)の記述内容を基に筆者作成 

 

これらのことを踏まえて、図表 6-1 は、専門知識活用労働タイプの能力開発を整理して

いる。このタイプの能力開発の中心となるのは「『チャレンジ目標の設定』と『その達成プ

ロセスにおける関係者との問題創造的・問題解決的コミュニケーション』の継続努力」74

である。それに加えて、業務外において自己啓発における新たな情報獲得とその情報活用

の能力開発サイクルを構築することが必要となる。そのサイクル構築にあたっては、組織

も能力開発のための支援を継続して行わなければならない。さらに、「内発的動機づけ」に

よるセルフ・コントロールが重要となる 75。 

「達成感」と「仕事の面白さの実感」による

好循環サイクル 

 

目標管理 知恵の創造 

「内発的動機づけ」によるセルフ・コントロール 

組

織

と

個

人

の

目

標

の

達

成 

・ 

仕

事

の

成

果 

「外発的動機付け」 

他者からの励ましや承認 

金銭的インセンティブ 

チャレンジ目標の設定 

組織目標 

個人目標 

個人の意欲を喚起 

頭脳行動 

外部からの刺激による 

思考頻度の増加 

金銭的インセンティブ 

統

合 

〇目標管理を通じたセルフ・コントロール的能力開発 

＝「チャレンジ目標」の達成プロセスを通した能力開発 

・業務ではない自己啓発の継続と組織の能力開発支援 

「組織と個人の目標達成」による好循環サイクル 
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また、図表 6-1 は、能力開発のためのセルフ・コントロールと目標管理との関係も整理

している。目標管理を通じたセルフ・コントロールによる能力の開発は、少しストレッチ

したチェレンジ目標を達成するためのプロセスのなかで行われる。個人の目標を達成する

ために、金銭的インセンティブや他者からの励ましなど、一定の外発的動機づけによって、

個人の意欲を喚起することができるが、それだけでは人の行動は継続して変容しない。知

恵を創造し組織と個人の目標を達成するためには、内発的動機づけとして、本人が仕事を

やり遂げたという達成感が必要であり、達成することによって仕事に対する面白さを実感

することで、自己成長を感じることが重要となる。その結果として、組織と個人の目標が

達成される。組織においては、組織目標達成という成果を上げることができるサイクルの

構築に寄与し、個人としては自己成長を促進するサイクルが構築できることになる。 

地方大学にとって国際化の推進は、少しストレッチした挑戦的な目標ともいえる。それ

ゆえ、国際化の推進という目標を達成するために、事務職員は国際経営人材になるために

求められる先述した知識や能力を身につけ、図表 6-1 にある好循環サイクルを構築しなけ

ればならない。 

 

Ⅴ 能力開発の観点からの目標管理と経営戦略との連動 

 

五十嵐(2006)は、目標管理が機能するためには「経営思想の確立と浸透」が前提条件で

あるとし、目標管理の上位概念として経営思想を制約条件としている 76。経営思想は、経

営理念ともいえ、第７章では経営理念の浸透の重要性とその効果について指摘し、経営理

念型経営の有用性を考察し、大学においても建学の精神や理念による経営の重要性を明ら

かにしている。 

本節では、経営理念と目標管理との関係を整理し、その経営理念を基にした経営戦略に

おける国際化の推進をはじめとする大学組織の戦略目標達成のためには、目標管理におけ

る個人の目標達成が必要であり、経営戦略と目標管理とをつなぐことが、国際経営人材に

求められる能力開発に寄与することを明らかにしたい。 

 五十嵐(2006)は、今日の企業を取り巻く環境の変化から、変化に適応するための経営戦

略が重要であり、そのためには目標管理も経営戦略とリンクしなければならないと指摘し

ている 77。また、企業理念についての「共感的理解は、企業経営や事業に対する『使命感』

と『実践の執念』を間違いなく醸成する」78 と指摘している。大学に置き換えると、時代
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の変化に対応できる経営戦略には、大学の建学の精神や理念への共感が必要となり、共通

した理解ができれば、大学事務職員は使命感を持って、困難な事業や状況にあっても、業

務を遂行することができるといえよう。 

 この理念への共感と共通の理解の基に、企業の経営戦略が構築され、中期経営計画およ

びその中期経営計画に基づいた年度ごとの経営計画が策定され、組織と個人の年度目標が

統合して設定されることになる 79。 

 これらのことおよび五十嵐が指摘している目標管理と経営基本戦略との結合の３つのポ

イントを踏まえて、目標管理による能力開発が促進される仕組みについて考察する。五十

嵐が指摘している３つのポイントとは、第１に「『経営基本戦略』を『中期経営計画』に落

とし込むとき』」、第２に「『中期経営計画』を『年度経営計画』につなぐとき」、第３に「『年

度経営計画』の『進捗状況』を振り返るとき」である 80。 

図表 6-2 は、大学組織を念頭に置いた目標管理と経営戦略とを結合によるサイクルを表

している。このサイクルの構築が、個人の能力開発を促し、自己成長を促進することにな

る。図表 6-2 について、組織および個人の視点からそれぞれ説明する。 

まず、組織の視点から、目標管理と経営戦略の結合による能力開発について、つぎのよ

うに整理する。 

①  大学経営戦略のブレイクダウン……国際化の推進をはじめとする大学経営戦略に基

づいて、中長期計画を策定し、年度計画、部署目標、個人目標にブレイクダウンする

ことができる。経営戦略と中長期計画の策定に参画する際に、能力開発が行われる。

国際化の推進に関する戦略もこのように個人目標までブレイクダウンしなければなら

ない。 

 ② 個人の自発的な行動を促す……個人が設定した目標を達成するために、個人の自発

的な行動の変容を促すことができる。そして、自己統制によって目標達成のための自

発的な能力開発のための行動が促される。その際には、国際経営人材に求められる知

識や能力とは何かについて踏まえておく必要がある。 

 ③ ＰＤＣＡサイクルの構築……個人目標の達成が、部署目標の達成につながり、部署

目標の達成が組織の戦略目標の達成につながる。この過程のなかで、それぞれのレベ

ルで目標達成のために必要となるＰＤＣＡサイクルが機能する。国際経営戦略が機能

していくかどうかについても、このＰＤＣＡサイクルによる評価と改善を繰り返し、

戦略の遂行を確実なものとして、結果を出していく必要がある。 
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図表 6-2 目標管理と経営戦略との結合による能力開発促進の仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所)五十嵐(2006、153 頁)の企業理念と日常的な業務の関係性を表した「図表 26」を大

学に置き換え、五十嵐(2006、44-46頁、152-153 頁)の記述内容を基に筆者作成 

 

つぎに、個人の視点からは、この結合による能力開発について、つぎのように整理する。 

① 自己統制の促進……組織目標を踏まえて、自分で目標を設定することで自己統制し

て仕事を進めることができる。 

② 進捗状況の確認……個人目標の達成にむけて、業務の進捗・達成状況を自分で計測

しながら仕事を進めることができる。 

③ セルフ・マネジメント……個人目標の達成に向けて、個人の業務をセルフ・マネジ

メントすることができる。 

④ 個人レベルのＰＤＣＡ……個人目標を達成するために、業務を定期的に振り替える

ことで、個人レベルでのＰＤＣＡサイクルを回すことができる。 

大学の建学の精神・理念

組織目標 

大学のあるべき姿 

(実現する将来像）ビジョン 

部署目標 

大学経営戦略(国際化を含む) 

中長期計画に基づいた年度ご

との経営計画(組織戦略目標) 

中長期計画 

個人目標 

チャレンジする目標 

日常業務への 

落とし込み 

目標管理と経営戦略(国際経営戦略)の結合ポイント① 

目標管理と経営戦略(国際経営戦略)の結合ポイント② 

目標管理と経営戦略の結合ポイント③ 

ＰＤＣＡサイクル ＰＤＣＡサイクル 

自己成長を促すＰＤＣＡサイクル 

個人は、個人目標を達成する

ために「知恵の創造」を行う 

個人目標の達成→「達成感」

と「仕事の面白さ」の実感 

ビジョンの達成に貢献する 

経営戦略へのフィードバック 

この「知恵の創造」「達成」のサイ

クルが能力開発と自己成長を促す 
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⑤ 個人の働きがいをつくる……自分が組織にどのように貢献しているのかについて、

可視化して理解することができ、自分で設定した目標を達成することができれば、達

成感や仕事の面白さを味わうことができる。 

 そして、個人が目標を達成し、部署目標が達成され、その集合として組織全体の戦略目

標が達成されることになる過程において、個人は内発的動機づけともなる「達成感」や「仕

事の面白さ」を感じ、ＯＪＴとともに自己啓発による能力開発が促進される。 

 今後の課題としては、このような個人の成長をどのように人事評価につなげ、適切な評

価とフィードバック、そして適切な処遇を行っていくかということである。そのためには、

ミドルの管理職のマネジメント力、評価能力の向上や育成が鍵となるであろう。また、納

得性と客観性のある人事評価制度を構築しなければならない。 

 

Ⅵ 国際経営人材に必要となる能力開発の仕組み 

 

 本章では、ＢＳＣにおける「学習と成長の視点」から、地方大学の経営に必要となる国

際経営人材に求められる能力と知識とは何かについて提示するとともに、国際経営人材を

育成するために必要な能力開発モデルを提示した。また、個人目標の達成が、組織目標の

達成につながるよう、目標管理による能力開発の有用性についても明らかにした。 

 まず、大学事務職員という職制のこれまでの特質を踏まえつつ、大学を取り巻く外部環

境の大きな変化に適切に対応できるよう、国際経営を担う人材に求められる知識や能力は、

大学経営人材に求められる知識や能力に加え、国際的な視野や国際的な業務に関する一定

の専門知識と経験が必要であるとし、先行研究やわが国の大学事例、海外で事例などを基

に、つぎのように整理を行った。 

大学経営人材として必要な知識や能力は、環境・情報分析能力、戦略企画・立案能力、

協働する力、戦術実行力、意欲と情熱・内省と他者理解および自主的学習力である。これ

らの能力は、移転可能な能力と考えることができるであろう。そして、それらの知識や能

力に加えて、国際経営人材に必要となる国際的な視野や国際的な業務に関する一定の専門

知識と経験は、国際的な感覚、国際的な戦略構築力、ネットワーク力および交渉・関係構

築力である。もちろん、外国人に対しては、それぞれの国や地域の歴史、文化的背景、価

値観を理解することは前提となることはいうまでもない。それらに加えて、大学の経営者

層には、163 頁に記載しているように、つぎの能力が求められる 81。それらの能力とは、
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理念や建学の精神を理解・説明する能力、海外および国内における政策動向を把握・理解

する力、高い経営倫理観である。 

そして、Ｏｆｆ－ＪＴにおいてそれら国際経営人材に必要となる能力開発を行うにあた

って、大学経営者に必要となる考え方および研修を受ける者の態度や姿勢をつぎのとおり

提示した。大学経営者は、研修は中長期的な「投資」であると考える必要がある。しかし

ながら、地方大学にとって人的資源に投資する資源は限られていることから、他の機関が

提供する研修や能力開発のためのプログラムを活用する。そして、ＮＡＦＳＡやＥＡＩＥ、

ＡＰＡＩＥといった国際教育会議などが開催するセミナーやワークショップへの参加機会

を活用し、国際感覚を身につけるとともに、海外の高等教育動向を把握する機会を創出す

る。また、経営人材に必要となる経営に関する能力開発を行うために、経営学を学ぶ専門

職大学院、大学経営を学ぶことができる大学院などでの高度な学びの機会を支援する必要

がある。一方、研修を受ける者は、主体的かつ積極的な態度と姿勢が必要となる。そして、

研修において、他者を尊重し、他者と学び合い協働し、新たな価値を創造していく。 

 また、ＯＪＴによる能力開発として、目標管理が、組織における個人の目標と組織の目

標とを統合することができる総合的なマネジメント・システムであることから、日常的に

個人の成長を促すことができるよう、目標管理による人材育成について考察を行った。そ

して、五十嵐(2016)82 の先行研究を基に、大学経営戦略と目標管理との関係について 170

頁の図表 6-2 のとおり整理し、その関係性を明らかにした。 

 ＢＳＣにおける「学習と成長の視点」に着目し、地方大学の国際化の推進に必要となる

大学経営人材および国際経営人材の重要性について考察してきた。これら経営人材の育成

は、組織が時代の変化に適切に対応し、持続的経営を行っていくための経営管理の基盤と

なるものである。このことを踏まえて、大学組織を運営し、国際化を推進していくうえで

の基盤となる教職員の意識改革と行動改革、教職協働による組織変革について、次章で論

じる。 
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第７章 地方大学国際化のための理念型経営の展開と組織変革 

－戦略マップ・ＢＳＣにおける「業務プロセスの視点」－ 

 

Ⅰ 教職員の意識改革と行動改革および教職協働の重要性 

 

前章では「学習と成長の視点」から、持続ある地方大学経営の基盤であるとともに、地

方大学の国際化を推進していくために必要となる大学経営人材、国際経営人材に求められ

る知識や能力について論じ、それら人材の育成の能力開発について考察した。本章では、

「学習と成長の視点」と連動するバランス・スコアカード(ＢＳＣ：Balanced Scorecard、 

以下「ＢＳＣ」という) における「業務プロセスの視点」から、地方大学の国際化を推進

していくために重要となる基盤的な戦略ともいえる組織を変革するために必要となる教職

員の意識改革と行動改革、教職協働について考察していく。 

地方大学の国際化を推進するにあたっては、なぜ国際化が必要であるのかを教職員が理

解し、教員と事務職員が一体となって、国際化のための諸施策を推進していく必要がある。

そのためには、教職員が意識と行動を改革し、組織を変革していかなければならない。そ

の組織変革のためには、まず大学特有の組織構造を踏まえておく必要がある。それら組織

構造における課題を踏まえたうえで、地方大学の経営戦略として組織を変革していくため

に、理念型経営の有用性について、2010 年に経営破綻したＪＡＬ再生に至る事例を基に、

京セラ株式会社稲盛名誉会長が提唱している経営哲学である京セラフィロソフィによる理

念型経営の有用性を概観する。 

そして、京セラフィロソフィが浸透し、従業員の意識改革によって、従業員の行動が変

化し、組織が変革され、ＪＡＬが再生した事例をもとに、地方大学における理念型経営の

有用性について論じる。その理由としては、当時のＪＡＬと同じように、大学を取り巻く

経営環境が非常に厳しいこと、さらには、大学組織特有の課題である法人と大学の二重構

造や職務の異なる構成員、教職員間の帰属意識の差など、理念や建学の精神が浸透しにく

い大学特有の困難さがある。 

地方大学が理念の浸透によって、地方大学の国際化のために必要となる組織を変革に導

くための教職員の意識改革と行動改革、教職協働を促すフレームを提示し、考察すること

により、理念の浸透が、法人と大学、国際化に向けた法人の経営戦略と大学の教学改革の

双方に有用であることを明らかにしていく 1。 
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Ⅱ 大学組織における課題 

 

大学という組織は企業とは異なる組織構造を有している。大学は、法人経営を行う管理

組織と教育研究のための教学組織、すなわち法人と大学の二重構造となっており、経営戦

略と教学改革といった教学戦略との間にコンフリクトが生じやすく、組織的に統一した戦

略が機能しにくい組織構造となっている。天野(2015)は「経営と教学の両組織は、特にわ

が国の場合、切り離せぬ関係にある」2とし「経営と教学のどちらの組織についても、一方

の変化や改革は他方に影響を及ぼさずにはおかない」3と指摘している。また、小日向(2017)

は「大学の管理、経営、ガバナンスのいずれの視点にとっても組織運営で『教学』と『経

営』を区分して位置付けるのは適切ではない。全体管理には『教学』事項と『経営』事項

(資源に関する事項)を同時に扱う必要があり、それが大学管理、大学経営、大学ガバナンス

である」4と指摘している。こういった組織構造について、まず理解しておく必要がある。 

さらに、組織構成員についても、大学と企業では異なっている。大学は教員と事務職員

で構成され、それぞれに職務としての役割があり、相互に補完しながら大学運営を行って

いる。教員は、事務職員と比較して、個人としての自由度が高く、主として教育研究に携

わっている。そのなかで、理事として法人経営に携わっている教員がいる。しかしながら、

教員は教育研究に関する意識は高いものの、法人経営としての経営管理に関しての意識や

所属する組織への帰属意識が低いのではと危惧されるところである。厳しい経営環境にあ

る地方大学にとって、持続性ある経営を行っていくためには、経営戦略と教学戦略の双方

の改革が急務であることを考えると、教員は現在大学が置かれている厳しい経営環境を理

解し、事務職員とともに、危機意識を共有して大学経営にも主体的かつ積極的に参画して

いく必要がある。 

一方の構成員である事務職員は、法人の経営管理と教育研究を支援・運営する事務組織

の双方に属し、法人部門と教学部門のそれぞれに配置されている。事務職員は、大学を取

り巻く危機的な経営環境のなかで、主体的に経営管理を行う役割を担うとともに、教育研

究を事務的に運営・支援する役割がある。その双方に、高度な知識や能力が求められてお

り、事務職員はその存在意義を高め、経営管理と教学運営の双方にかかる経営人材として

の役割を果たしていかなければならない。特に、不確実性の高い社会において、技術革新

による社会のグローバル化の進展、ＡＩやＩｏＴといった技術革新による働き方が問われ

ているなかにあって、事務職員の業務は多様化しており、複雑化・高度化している。経営
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管理においては、法人部門が一体となって、専門性と継続性のある運営を行っていかなけ

ればならない。また、学生支援においては、多様な学生が入学するなか、部署間を横断・

連携した取り組みが求められるようになっている。しかしながら、セクショナリズムや前

例踏襲主義などが阻害要因となって、新たな取り組みや部署横断的な取り組みが推進され

ず、学生支援が十分機能していないのではないかと危惧される。 

このような大きな時代の変革期にあって、厳しい経営環境下にある地方大学が、その存

在意義を発揮していくためには、上述したような法人と大学という組織の特殊性を踏まえ

つつ、国際化の必要性を理解し、教員と事務職員がともに意識改革と行動改革を行い、一

体となって経営管理と教学運営に当たらなければならない。そのためには、建学の精神と

いった創立の理念および教育の理念に基づいて、地方大学の存在意義を改めてすべての大

学構成員が共通認識とし、この変革期に適応した経営管理と教学運営を行っていく必要が

ある。それら双方の諸改革の計画・実行にあたって、教員と事務職員のそれぞれが意識改

革と行動改革を行い、教員と事務職員が協働し一体となってそれぞれの戦略をマネジメン

トしていかなければならない。 

 そこで、本章では大学組織の特殊性による理念や建学の精神の浸透が困難な状況を踏ま

え、2010 年に経営破綻した現日本航空株式会社(ＪＡＬ : Japan Airlines Co., Ltd.、以下

「ＪＡＬ」という)を再生へと導いた京セラ株式会社稲盛名誉会長の経営哲学である京セラ

フィロソフィの浸透プロセスと効果について、先行研究を基に考察する。そして、大学経

営への適用について考察し、大学の創立の理念や建学の精神の浸透が、教職員の意識改革

と行動改革を促し、教員と事務職員との協働の推進に有用であることを明らかにする。 

地方にある大学は、大都市圏の大学と比べて定員規模は比較的小さく、教職員数も少な

いことから、理念が浸透しやすい環境にあり、京セラアメーバ経営の根幹といえる京セラ

フィロソフィによる理念型経営を導入しやすい環境にあると考えられる。また、教学組織

である学部や学科、専攻は、アメーバのように小さな単位で構成されており、所属する教

職員数も少数である。それゆえ、理念を浸透する機会の創出をできるだけ増やすなど、工

夫次第で京セラのアメーバ経営のような理念型経営が適用できる可能性が高い。 

 

Ⅲ 大学組織のガバナンス体制と理念 

 

大学は企業と異なる組織構造を有している。また、大学の運営組織や理念は、国立大学、
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公立大学、私立大学の設置形態によって異なる。そこでまず、設置形態別に大学組織を概

括し、それぞれの運営組織の特徴を理解しておく。そのうえで、企業の創業理念や経営理

念にあたる大学の理念について、先行研究から整理する。 

 

１ 設置形態別の大学組織 

 大学の設置形態は、大きく分類すると国が設置する国立大学、地方自治体が設置する公

立大学、学校法人が設置する私立大学の三つに分類することができ、設置形態別にその設

置に関する法律が異なる。 

まず、国立大学は、国立大学法人法に基づいている 5。2004 年世界的な競争的環境のな

かで、構造改革を進め、世界的な水準の大学となるために国立大学法人法が制定され、国

立大学法人となっている 6。 

つぎに、公立大学は、地方独立行政法人法 7に基づいて設置されている。2004 年に大学

改革を推進する目的として、地方独立行政法人法による公立大学法人制度が創設され、地

方自治体は選択によって、公立大学の法人化が可能となり、民間的な発想によるマネジメ

ントが可能となった。そして、地域社会における知的・文化的拠点として、さらなる発展

が期待されている 8。 

私立大学は、設置運営する主体として学校法人により設置されており、学校法人は私立

学校法による設置認可を受けなければならない 9。また、私立大学ではあっても「各学校が

創意工夫を持ってより良い教育を行える『自主性』と、そのような教育を行うからこその

『公共性』」を有している 10。その学校法人は、2004 年には特区として株式会社立も認め

られている 11。つぎに、設置形態別に法人と大学の組織のガバナンス体制について概括す

る。 

 

(1) 国立大学法人のガバナンス体制 

法人の代表である理事長は、大学の学長も兼ねており、権限の集中が図られ、法人の経

営に関する重要事項を審議する経営評議会、大学の教育研究に関する重要事項を審議する

教育研究評議会が設置されている 12。 

 図表 7-1 は、国立大学法人のガバナンスの仕組み全体を表したものである。大学運営と

して、法人を運営するために経営協議会、教学を運営するために教育研究評議会が、合議

制の審議機関として設置されている。理事長は、学長を兼ねていて、法人運営と教学運営
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におけるリーダーシップを発揮することができるとともに、双方の運営におけるバランス

をとることができるよう配慮されている。 

 

図表 7-1 国立大学法人のガバナンスの仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所)文部科学省(2013、24 頁) 

 

(2) 公立大学法人のガバナンス体制 

 公立大学には、２つの形態がある。第１に、従来からある地方自治体が自ら経営する地

方独立行政法人である。第２は、地方自治体が公立大学法人を設立し、土地や施設の寄付

を行い、財政援助を行って経営管理を行う形態であり、公設公営大学ともいわれる 13。 

図表 7-2 は、公立大学法人のガバナンスの仕組み全体を表したものである。大学運営と

して、法人を運営するために経営審議機関、教学を運営するために教育研究審議機関が設

置されている。法人の理事長と大学の学長は兼務を原則としている。経営審議会は、学外

の代表者等で構成されていることに特徴がある。学長は、国立大学法人と同じように、法

人運営と教学運営におけるリーダーシップを発揮することができるとともに、双方の運営

国立大学法人 

学長選考会議 監事 

経営協議会 

学外者が半数以上と 

なる 

（主に経営を審議） 

 

学外者も参画し適任者を学長に選考 

学長 

理事 

「役員会」 

＊民間的思考による

トップマネジメント 

教育研究評議会 

教学に関する学内の 

代表者 

（主に教育を審議） 
意思決定プロセスの透明性確保や、適正な意思決定の担保といった観点から、大学運営上の特に重要な

案件について、合議制の審議機関を法定（「役員会」、「経営協議会」、「教育研究評議会」）。 

国立大学法人の学長は、学外者などから構成される経営協議会の代表者と、学内者から構成される教育研究

評議会の代表者から構成される「学長選考会議」において選考され、文部科学大臣が任命する。 

国立大学法人の長は、「法人を代表し、その業務を総理」する法人の長であると同時に、「校務を

つかさどり、所属職員を統督する」という大学の学長としての両方の性格を有する。 
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におけるバランスをとることができるよう配慮されている。 

 

図表 7-2 公立大学法人のガバナンスの仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所)文部科学省(2013、25 頁) 

 

(3) 学校法人(私立大学)のガバナンス体制 

学校法人は、建学の精神を基盤とした私立大学を設置するために設立された法人であり、

大学の経営を行うことが目的である 14。学校法人は、法人の経営管理を行うために、理事

会と監事を置き、学校法人の重要事項について諮問または議決機関として評議員会を設置

している 15。図表 7-3 は、学校法人(私立大学)のガバナンスの仕組み全体を表したもので

ある。 

 

 

 

 

公立大学法人 

選考機関 

監事 

経営審議機関 

経営に関する学外の 

代表者等 

 

「経営」と「教学の代表者」 

が学長を選考 

理事長＝学長が原則 

副理事長 

理事 

「役員会」 

＊民間的思考による

トップマネジメント 

教育研究審議機関 

教学に関する学内の 

代表者等 

意思決定プロセスにおける透明性の確保や適正な意思決定の担保といった観点から、大学運営上の特に 

重要な案件の審議について、合議制の審議機関を法定（経営審議機関、教育研究審議機関）。 

公立大学法人の理事長は、学外者などから構成される経営審議機関の代表者と、学内者から構成される教育 

研究審議機関の代表者から構成される学長選考機関において選考され、設立団体の長が任命する。 

 公立大学法人では、法人の長である理事長が、大学の学長を兼ね 

ることが原則とされているが、両者を分離することも可能。 
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図表 7-3 学校法人(私立大学)のガバナンスの仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所)文部科学省(2013、26 頁) 

 

小日向(2003)は、私立大学はその設置母体や設立経緯等から、つぎのように法人組織と

大学組織の関係は「学長付託型」「理事長・学長兼任型」「経営・教学分離型」の３つの類

型に分けられると指摘している 16。 

① 「学長付託型」……理事会の付託を受けて、大学運営の権限を学長に付託し、経営

と教学の双方の一体的な運営を行うことを企図した型である。 

② 「理事長・学長兼任型」……理事長と学長を一人が担うことで、人の面から経営と

教学の一体的運営を図ることを目的とした型である。 

学校法人 

「監事」 

・学校法人の業務、財務状況等を監査する。 

・学校法人には 2 人以上の監事を置かなけ

ればならない。 

監査 

理事会 

学校法人の業務に関する最終的な意思決定機関 

・学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。 

・理事で組織される(学校法人は 5 人以上の理事を置かなければならない)。 

 

＊民間的思考によるトップマネジメント 「評議員会」 

・予算、事業計画、寄附行為の変更等につ

いて、理事長からあらかじめ諮問。 

・委員数は理事定数の 2 倍を超える数。 

学校法人の最高意思決定機関は、合議制機関である理事会である。 

・理事長は、学校法人を代表し、その業務を総理する。 

・大学の学長は、学校法人の理事として経営に参画する。 

私立学校 

学長(校長)は、理事に就任する。 

（私立学校を複数設置している場合は、そのうち一人を理事とすることができる） 

私立学校を設置・運営 

(理事長が選任) 諮問

査 

＊評議員会の同意が必要 

が必要 

意見 

＊議長は理事長

査 
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③ 「経営・教学分離型」……経営と教学の統括者として理事長がおり、経営には担当

理事を置き、教学には学長を置いて、それぞれ専門的に運営を行う型である。 

理事長は、法人の代表として経営を統括する。一方、学長は、大学を統括する代表とし

て、教学の責任主体である各学部の教授会の意思決定を受けて、理事会との調整を行う役

割を有している。この法人と大学との調整を行う必要があることが、大学組織の特徴であ

るといえる 17。これら理事長と学長の役割は管理運営に共通したものである。 

このように「学長付託型」「理事長・学長兼任型」「経営・教学分離型」といった経営管

理を行う理事長と教学運営を行う学長の運営形態が異なる私立大学は、それぞれにマネジ

メントが異なり、トップ・ダウン型の意思決定、対話を重視したボトム・アップ型といっ

た組織文化も異なっていると考えられる。それぞれにメリットとデメリットがあろうが、

独自の組織文化を踏まえながら、組織変革を行うにあたっては、法人運営と教育研究であ

る教学運営との間にコンフリクトが生じないよう進めていく必要がある。そして、それぞ

れの私立大学が有する理念や目的である建学の精神に基づいた、固有の組織文化に応じた

諸改革が必要となる。 

 

２ 戦略的運営のためのガバナンス体制の構築 

 設置形態によってガバナンスの体系は異なるものの、わが国政府は 2015 年４月に学校

教育法および国立大学法人法の一部を改正した。その趣旨は「学長のリーダーシップのも

とでの戦略的な大学運営を可能にするためのガバナンス体制の構築を大目的として、大学

の組織及び運営体制を整備すべく、副学長の職務内容を改め、教授会の役割を明確化する

こと」18である。 

学校教育法の一部および国立大学法人法の一部改正は、今後の大学運営における重要な

事項であることから「学校教育法及び国立大学法人法の一部を改正する法律及び学校教育

法施行規則及び国立大学法人法施行規則の一部を改正する省令について（通知）」19に基づ

いて、その趣旨および概要についてつぎに正確に記しておく。 

  改正の趣旨は、「大学（短期大学を含む。以下同じ。）が、人材育成・イノベーションの

拠点として、教育研究機能を最大限に発揮していくためには、学長のリーダーシップの下

で、戦略的に大学を運営できるガバナンス体制を構築することが重要である。今回の改正

は、大学の組織及び運営体制を整備するため、副学長の職務内容を改めるとともに、教授

会の役割を明確化するほか、国立大学法人の学長又は大学共同利用機関法人の機構長の選
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考に係る規定の整備を行う等の所要の改正を行ったものである」20 として、学長や副学長

のリーダーシップが発揮できるよう、ガバナンス体制の構築を企図したものである。 

また、「学校教育法の一部改正」の概要は、つぎのとおりである。 

① 副学長の職務（第 92条第４項関係）……「副学長の職務は、これまでは『学長の職

務を助ける』と規定されてきたが、学長の補佐体制を強化するため、学長の指示を受

けた範囲において、副学長が自らの権限で校務を処理することを可能にすることで、

より円滑かつ柔軟な大学運営を可能にするため、副学長の職務を、『学長を助け、命を

受けて校務をつかさどる』」21に改めている。 

② 教授会の役割の明確化（第 93 条関係）……「教授会については、これまで『重要な

事項を審議する』と規定されてきたが、教授会は、教育研究に関する事項について審

議する機関であり、また、決定権者である学長等に対して、意見を述べる関係にある

ことを明確化」22している。 

  つぎに「国立大学法人法の一部改正」の概要は、つぎのとおりである。 

① 学長又は機構長の選考の透明化（第 12 条及び第 26 条関係）……「国立大学法人の

学長又は大学共同利用機関法人の機構長の選考は、学長選考会議又は機構長選考会議

（以下「学長等選考会議」という。）が定める基準により、行わなければならない」。

また、「国立大学法人及び大学共同利用機関法人（以下「国立大学法人等」という。）

は、学長又は機構長の選考が行われたときは当該選考の結果その他文部科学省令で定

める事項を、学長等選考会議が１に規定する基準を定め、又は変更したときは当該基

準を、それぞれ遅滞なく公表しなければならない」23。 

② 経営協議会（第 20 条第３項及び第 27 条第３項関係）……「国立大学法人等の経営

協議会の委員の過半数は、当該国立大学法人等の役員又は職員以外の者で大学又は大

学共同利用機関に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、教育研究評議会の

意見を聴いて学長又は機構長が任命する委員でなければならないこととした」24。 

③ 教育研究評議会（第 21 条第３項関係）……「国立大学法人の教育研究評議会の組織

について、学校教育法第 92 条第２項の規定により副学長（同条第 4 項の規定により

教育研究に関する重要事項に関する校務をつかさどる者に限る。）を置く場合には、当

該副学長（当該副学長が２人以上の場合には、その副学長のうちから学長が指名する

者）を教育研究評議会の評議員とした」25。 

 これらの法律の一部改正は、戦略的に大学運営がなされていなかったこれまでの現状を
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改善するための措置といえる。教育研究における国際的な競争力を確保するためには、戦

略的に大学を運営していく必要があり、ガバナンス体制を改めて学長や副学長のリーダー

シップを強化する必要があると判断したためといえる。大学という特有の組織におけるガ

バナンスにかかる課題を解決するための一方策であるが、どのように効果があったのかに

ついては、今後検証していく必要がある。 

 さらに、一般社団法人国立大学協会は、国立大学において学長のリーダーシップの確立

やガバナンスの強化を図る必要があるとして「国立大学のガバナンス改革の強化に向けて

（提言）」を 2017 年５月 23 日付で発表している。その主な内容は、つぎのとおりであり、

詳細に推進すべき取り組み事項を明記している点が特徴的である 26。 

① 学長のリーダーシップ……「学長が大学運営と大学経営の責任者として強いリーダ

ーシップを発揮し、マネジメントを行うことができるようにする」27。  

② 学長選考等・任期及び将来の大学経営人材の育成……「学長の選考等・任期及び将

来の経営人材の育成については、学長にふさわしい人材を幅広く確保することができ

るようにする」28。 

  ③ 経営協議会……「経営協議会については、経営に関する重要事項の審議のみならず、

外部からの大学運営に対する意見を聴取する貴重な場であり、会議において実質的な

議論が行えるようにする」29。  

  ④ 教育研究評議会……「教育研究評議会が教育研究に関する重要事項を審議する場と

しての機能を十分に果たすことができるようにする」30。 

⑤ 監事……「監事の適切な業務遂行を確保する」31。  

⑥ 社会に対する説明責任……「各大学が社会に対する説明責任を一層果たす」32。 

  このように国公立大学におけるガバナンス体制についての危機感が伝わってくる内容と

なっている。このことは、国立大学が改めて創設の理念に立ち返り、教育研究における国

際的な競争力を確保し国家の発展に貢献していかなければ、わが国経済が衰退していくこ

との危機感の表れともいえるだろう。 

 

３ 大学における理念 

 私立大学には、「建学の精神」という創立者が設立した理念や理想、目的、ミッションが

掲げられている。この「建学の精神」は、企業にとっての創業理念や企業理念、経営哲学

や経営理念に相当するものといえる。国立大学および公立大学には、私立大学と違って「建
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学の精神」といわれるものはないが、「建学の精神」に相当するような教育や研究、社会貢

献などに関する基本理念や目的が掲げられている。 

 本項では、大学における経営理念ともいえる私立大学が有する「建学の精神」や国公立

大学が有する教育研究や社会貢献などに関する基本理念に着目し、それらの理念に基づい

た特色化の必要性について論じる。 

 その背景である外部環境の変化として、わが国の大学進学率は 50％を超え、18 歳人口

は減少し続けており、わが国の高等教育は成熟期にあることがあげられる。一方、世界に

目を転じると、グローバル化が急速に進展しており、国内だけでなく世界の大学も含めた

大学間競争が激化している。そのような状況のなか、わが国の大学が発展し、持続性のあ

る経営を行っていくためには、大学は差別化・特色化を図り、地域や世界で求められる大

学になる必要がある。天野(2015)は、大学のユニバーサル化が進展するなか、建学の精神

は大学の教育理念や理想、目的に関わっており、私立大学の個性化は教育のなかに現れる

と指摘しており、「建学の精神」や教育理念による個性化を企図していく必要があるとして

いる 33。 

 技術革新、グローバル化、地域経済の衰退といった外部環境の変化に応じて、大学への

社会的要請も変化している。大学は、そのような外部環境の変化に適切に対応していく必

要がある。そのために、大学はそれぞれの置おかれているポジションによって、地域に世

界に求められる大学になるために、改めてそれぞれの理念に立ち返り、目指すべき大学像

を明確にしていく必要がある。ただし、「建学の精神」や教育理念などに基づいた目指すべ

き姿は、国公私立といった設置形態、都市部にあるのか地方にあるのかといった所在地、

学生数規模、現在有する教育研究資源などによっても個性化や特色化を図る方向性が異な

るであろう。 

  そこで「スーパーグローバル大学創成支援」事業に採択されている大学のなかから、国

立大学 2 校、私立大学２校を抽出し、大学の国際化に関連する理念や建学の精神、教育研

究目標などについて概観する。 

① 北海道大学……「フロンティア精神」、「国際性の涵養」、「全人教育」及び「実学の

重視」という教育研究に関わる基本理念を掲げている。「国際性の涵養」では「教養

教育の充実によって自文化の自覚に裏づけられた異文化理解能力を養い、外国語コミ

ュニケーション能力を高め、国際的に活躍できる人材を育成することの必要性はいう

までもない。北海道大学は、学生及び教職員の国際性を涵養し、国際社会の発展に寄
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与するため、海外留学・研修の機会を拡大するとともに、外国人研究者・留学生の受

け入れを積極的に推進し、アジア・北方圏をはじめとする世界の人々との文化的・社

会的交流の促進を目指す」34としている。 

 ② 東北大学……基本目標として「開学以来の『研究第一主義』の伝統、『門戸開放』の

理念及び『実学尊重』の精神」を基に、教育目標・教育理念として「指導的人材の養

成」を掲げ、使命として「研究中心大学」を掲げ、基本方針として「世界と地域に開

かれた世界リーディング・ユニバーシティ」を目指すことを掲げている 35。 

 ③ 明治大学……建学の精神として「権利自由、独立自治」を掲げ、使命として「世界

へ－『個』を強め、世界をつなぎ、未来へ－知の創造と人材の育成を通し、自由で平

和、豊かな社会を実現する」としている 36。 

 ④ 関西学院大学……理念・目的として「キリスト教主義に基づき、教育基本法および

学校教育法の規定するところに従い、広く知識を授けるとともに深く専門の学芸を教

授研究し、人格を陶冶することを目的とする」を掲げている。そして、教育研究目標

として、「全ての学生に対する質の保証」「研究支援の充実と成果の社会還元及び社会

連携の強化」「キャンパスのグローバル化の推進」「総合的な学生支援の実現」「高大接

続の推進」「世界的な研究拠点のため、大学院の充実を図り、若手研究者の育成に努め

る」を掲げている 37。 

  このように、それぞれの大学で、掲げる理念や建学の精神、教育研究目標などは独自で

特色あるものとなっている。 

 すべての大学は、教育研究機能のＰＤＣＡサイクルを機能させるために、アドミッショ

ン・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシーの３つのポリシーを確立

しておかなければならない。このことと同じように、大学運営全般および国際化の推進の

ためのＰＤＣＡサイクルを機能させるためには、理念や教育目標に「大学の国際化」に関

連するポリシーを盛り込み、常に理念に立ち返って、実現できているかを振り返る仕組み

が必要である。 

 篠田(2015)は、2014 年に私学高等教育研究所が行った地域連携(ＣＯＣ)マネジメントに

関するアンケート調査結果 38 から、「地域連携の方針が学則やミッションに明確に位置付

けられ、地域連携の専門部署や全学的委員会が置かれ、権限の委譲が進んでおり、成果指

標が明確で、成果をチェックし、フィードバックする仕組みがあるところが成果を上げ、

ＣＯＣ補助金の採択率も高い」ことを指摘し、「『方針の浸透』は成果にかなり影響をもっ
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ている」と示唆している 39。 

 ここで指摘しておきたいのは、「方針の浸透」が成果と結びついていることである。そう

いった方針は、ミッションやビジョンに位置づけられるものであり、それらミッションや

ビジョンは、理念や建学の精神に基づくものである。すなわち、上述した「スーパーグロ

ーバル大学創成支援」事業の採択校のように、今後地方大学が国際化を進めていくうえで、

理念や建学の精神、目的などに「国際化」や「グローバル化」に関連する方針が明記され

ていることを必須要件とすべきであるということである。 

 

Ⅳ 理念型経営の有用性－京セラフィロソフィの事例研究 

 

 これら大学という特有の組織構造を踏まえたうえで、企業における経営理念の機能と効

果について考察し、理念型経営の有用性について先行研究から整理する。そして、企業に

おける理念型経営として京セラフィロソフィの従業員への理念浸透、その理念浸透による

従業員の意識改革と行動改革について、先行研究から考察する。 

 なかでも、地方大学は厳しい経営環境にあることから、ＪＡＬ再生に関する先行研究に

焦点をあて、経営理念の浸透がいかに従業員の意識改革と行動改革、組織再生に有用であ

るかを明らかにする。 

 

１ 企業の経営理念 

  本項では、大学の理念や建学の精神と対比して考察していくために、先行研究を基に企

業における経営理念の定義について整理する。そして、その経営理念の浸透の意義につい

て確認したうえで、具体的な企業における経営理念に関する事例として、京セラフィロソ

フィを取り上げ、その浸透のプロセスについて先行研究を基に整理し、理念浸透の有用性

について考察していく。 

 

(1) 経営理念に関する整理 

 北居・松田(2004)は、経営理念には唯一の定義はないものの、主体が個人であるのか、

組織であるのかを踏まえつつ、経営理念が公表されていなければ経営者個人の心情や経営

哲学と区別できなくなることから、公表性が重要であると指摘している 40。その考え方を

基に「公表された個人の信念、信条そのもの、もしくはそれが組織に根付いて、組織の基
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づく価値観として明文化されたもの」41と経営理念を定義している。 

また、北居・松田(2004)は、経営理念の定義に関するこれまでの先行研究を整理し、経

営理念は「より抽象的で理想を示した上位概念から(理念)、具体的で実践的な下位概念(方

針)」42のように構成要素が階層をなしており、図表 7-4 のとおり柔軟性を有していること

を明らかにしている。 

 

図表 7-4 経営理念の階層 

(出所) 北居・松田(2004、94-95 頁)の記述内容を基に筆者作成 

 

廣川・芳賀(2015)は、経営理念の定義について多くの先行研究から類型化を行い「経営

理念とは、組織に内在した価値観や行動規範であり、経営活動を通じて社会に発信された

もの」43 と定義している。そして「企業の存在意義や使命といった上位の概念は恒久的で

あり、具体的な方針や規範といった下位概念は可変的である。このような階層構造をもつ

ことによって、自社の意義や使命を反映させながら、経営環境にあわせた方針を打ち出し、

環境の変化に柔軟に対応することができる」44と論述している。 

伊丹・加護野(1999)は「経営理念が提供するものはじつは組織の理念的目的(この企業は

何のために存在するか)だけでなく、経営のやり方と人々の行動についての基本的な考え方

あるいは規範をも内容に含んでいる」45 としている。そのうえで、経営理念が提供してく

れるものは、組織構成員がその組織のなかで暮らし、仕事を行っていくうえでの価値観で

あるとし、組織に価値観が必要な理由として、つぎの３点をあげている 46。 

① 理念的なインセンティブ……「正しいと思える価値観をもって人々が働くとき、人々

のモチベーションは一段と高まる」47。 

② 判断基準としての価値観……「価値観は人の意欲をかき立てるばかりでなく、人々

が行動をとり、判断するときの指針を与える」48。 

③ コミュニケーションのベース提供……「同じ価値観で受取るからこそ、あるメッセ

ージのもつ意味が正確に伝わる」49。 

階層 不変 or可変 概念 

上位概念（理念） 不変 創始から伝えられることで組織の基軸となるもの 

下位概念（方針） 柔軟に変化 企業環境の変化によって柔軟に変化するもの 
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 これらのことから経営理念は、理念として創業者の経営哲学を表す価値観、あるいは組

織の基盤となる価値観であり、企業を取り巻く経営や社会環境の変化にも柔軟に対応し、

状況に応じた経営管理や組織構成員の行動についての基本となる方針で構成されていると

いえる。すなわち、組織と働く組織構成員の拠りどころとなる価値観であり、組織にとっ

て必要不可欠なものであることがわかる。 

 

(2) 経営理念浸透方策と効果 

 北居・松田(2004)は、わが国企業における経営理念の浸透方法とその効果について、大

規模質問票調査をもとに実証研究を行い考察している 50。 

 そして、理念の浸透方策として、一次的浸透メカニズムによる効果について「一次的浸

透メカニズムを通じた社会的コントロールは、人々のモチベーションを高め、コミュニケ

ーションを円滑にし、職場を活性化させる効果をもたらす」51 と指摘している。そして、

分析結果から「成果主義の強化・非強化に関係なく人事成果に好影響を与えていた」「成果

主義を強化している企業ほど、一次的理念浸透メカニズムの与える影響は大きくなってい

た」52という結果を導き出している。 

そして、北居・松田(2004)は「組織内外の大きな環境変化に直面している企業は、これ

まで以上に理念浸透活動を積極的に展開していく必要がある」53 ことを指摘している。さ

らに、その理念浸透活動のなかでも「社長による直接現場指揮や、新人社員教育を徹底す

る」54 といった活動が有効であると示唆している。そして、「企業内外の環境変化に伴い、

明示的な理念浸透による原理原則の具体化は、現代の日本企業にとって重要な戦略課題で

ある」55と論じている。 

このような示唆は、大学を取り巻く内外の環境が非常に厳しくなっているなかにあって、

示唆に富んだ指摘といえる。 

 

(3) 経営理念の機能と効果 

 髙(2010)は、経営理念の浸透が個人のパフォーマンスにどのように影響するのかについ

て定量的な分析を行っている 56。そして、分析結果から理念浸透の影響要因として「共感」

と「行動反映」をあげ「経営理念への共感が高ければ、経営理念の内容に関する理解や認

識が深まる」57 ことを示すとともに「経営理念への共感は、理念の行動への反映を促す効

果を持つ」58 ことを検証している。すなわち、経営理念への共感が高まることが経営理念
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の内容に対する理解や認識の深まりにつながり、行動への反映を促すことになるといえる。 

 そして、髙(2010)はインプリケーションとして、つぎのように整理している 59。 

 ① 上司の理念に対する姿勢……「上司の理念に対する姿勢は、部下の情緒的なコミッ

トメント（組織としての一体感）に作用する」60。 

② 組織に対する情緒的なコミットメント……「経営理念の浸透が、職務関与や革新指

向性への働きかけを通じて、組織成員個々のパフォーマンスを高めていく」61。 

③ 幹部向け研修……「上司の言動などは、浸透施策（教育訓練）によって大きな影響

を受ける。特に、幹部向けの研修が重要な意味を持ってくる」62。 

 また、北居・松田(2004)は、経営理念の機能について先行研究を基に、つぎのように整

理している。経営理念は、内外における企業を取り巻く環境の大きな変化に適応する機能

を有しており、内部においては、組織構成員を動機づけるとともに、組織構成員の一体感

を醸成する機能を有している。また、外部における社会的適応機能として、自社の活動を

正当化することができる機能を有しているとともに、環境に適合しその組織の存続効果や

組織の活性化を促す機能を有している 63。 

 

２ 京セラフィロソフィ 

これまで先行研究を基に、経営理念の浸透の有用性について考察してきた。本節では、

経営理念の具体的な先行事例研究としてＪＡＬの再生事例を基に、フィロソフィの浸透に

よる従業員の意識改革と行動改革を経て、組織再生に至るプロセスについて考察する。 

稲盛和夫氏は、京セラ株式会社の創業者であり、社長、会長を経て現在名誉会長の職に

ある。2010 年２月にＪＡＬ会長に就任し、京セラフィロソフィをベースにＪＡＬを再生に

導いたことで良く知られている 64。その稲盛氏の稲盛経営哲学である京セラフィロソフィ

とは「『人間として何が正しいのか』、『人間は何のために生きるのか』という根本的な問い

に真正面から向かい合い、様々な困難を乗り越える中で生み出された仕事や人生の指針で

あり、京セラを今日まで発展させた経営哲学」65である。 

まず、稲盛氏の経営哲学である京セラフィロソフィを概観し、そのフィロソフィの基で

展開されている、アメーバと呼ばれる小集団に組織を分けたアメーバ経営について概括す

る。そして、ＪＡＬが経営破綻から再生へ至ったプロセスを事例に、フィロソフィがいか

に機能し、従業員の意識に変化をもたらし、行動が改革されたのかについて考察する。 

稲盛経営哲学である京セラフィロソフィとは「稲盛氏が 27 歳で知人の支援を得て京セ
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ラを創業して以来、心血を注いで経営に打ち込む中で見出した、経営の目的、経営におけ

る判断基準、そして人生における判断基準である」66。その「人間として正しいことを正し

く貫いていく経営姿勢を示すのが」京セラの社是である「敬天愛人」67である。 

この「敬天愛人」の考え方に基づいた経営理念が、京セラの経営理念として「全従業員

の物心両面の幸福を追求すると同時に、人類、社会の進歩発展に貢献すること」68 と表さ

れている。「この経営理念を実現するために社員が持つべき考え方としてまとめられたの

が『京セラフィロソフィ』である」69。この京セラフィロソフィは、現在 121 項目で構成

され「人間として正しいこと」を行うために必要となる行動基準や行動指針としてまとめ

られている。いくつかの象徴的な項目として「素直な心を持つ」「常に謙虚であらねばなら

ない」「成功するまで諦めない」「自らを追い込む」といった考え方が記されている 70。 

稲盛(2013)は、アメーバ経営とは経営哲学である京セラフィロソフィを基にしたトータ

ルな経営管理システム 71 であり、「アメーバ経営とは、組織を小集団に分け、市場に直結

した独立採算制により運営し、経営者意識を持ったリーダーを社会に育成すると同時に、

全従業員が経営に参画する全員参加型経営を実現する経営手法」72であると述べている。 

そのアメーバ経営は、３つの目的を有している。第１の目的は「市場に直結した部門別

採算制度の確立」、第２の目的は「経営意識を持つ人材の育成」、第３の目的は「全員参加

経営の実現」である 73。それら３つの目的の概要はつぎのとおりである。 

① 部門別採算制度……売上は最大に、経費は最小にという会社経営における原理原則

を実施するために、細分化された小さなユニットが「アメーバ」と呼ばれる独立採算

単位となる。その部門別採算制度においては、市場の変化に常に対応できるよう、ア

メーバ単位の経営体として経営管理していくことが求められている 74。 

そして、この「アメーバ」には、責任者であるリーダーが配置され、経営に関する

計画から、その実施にかかるマネジメント、労務管理、そして資材調達といったこと

まで、アメーバ単位で経営が任されることになる 75。 

アメーバ単位で経営が任されるということは、採算をアメーバ単位で考えるという

ことであることから、一般的には会計の知識が必要となるが、会計の特別な知識がな

くても、アメーバ単位の採算がわかるように導入されたのが「時間当たり採算表」で

ある。「時間あたり採算では、各アメーバの収入と経費だけでなく、その差額である付

加価値を計算する」76 ことによって、アメーバ構成員全員が経営状態を把握できるよ

う可視化が図られるようになっている。 
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また、この組織は、市場に柔軟に対応することができるよう、市場に合った組織に

臨機応変に変更されるという特徴を有している。すなわち、アメーバ経営単位の組織

は「市場の動向に合わせてつねに進化を繰り返している」77。 

② 経営意識を持つ人材の育成……たとえ小さなユニットである「アメーバ」であって

も経営管理を任されることによって「『自分は経営者のひとりだ』という意識を持つよ

うになる。そうなると、リーダーに経験者としての責任感が生まれてくるので、業績

を少しでもよくしようと努力する。つまり、従業員として『してもらう立場』から、

リーダーとして、『してあげる』。立場になる。この立場の変化こそ、経営者意識の始

まりなのである』」78。すなわち「アメーバ」を任されているリーダーは、部門別採算

制度と同期して、経営管理者として「売上最大、経費最小」を目標に日々の業務の進

捗管理や工程管理といった組織運営を任されることになる。それゆえ、経営者として

の意識を持つようになるのである 79。 

③ 全員参加経営の実現……京セラは「全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、

人類、社会の進歩発展に貢献すること」という経営理念を有している。この理念は普

遍的な経営理念といえ、労使が対立することなく、すべての従業員が納得し、共有で

きるものである 80。 

これら３つの目的が実現する経営管理システムがアメーバ経営であり、その経営管理シ

ステムは、京セラの経営理念への共感と共通理解がその根本となっている。 

 

３ ＪＡＬ再生からの整理 

ＪＡＬが経営破綻し、その再生を任されたのが京セラの稲盛氏であった。その再生にあ

たって、京セラフィロソフィに基づいて、アメーバ経営が導入され、再生への道を歩んだ

という。本節では、先行研究を基に、フィロソフィに基づいたＪＡＬ再生のプロセスを概

括し、再生にあたっていかにフィロソフィが重要であったのかについて考察する。そして、

再生にあたってどのような要因が従業員の意識改革と行動改革に影響したのかについて整

理する。 

 

(1) ＪＡＬの経営破綻時の状況 

 ＪＡＬは、1987 年に完全民営化されている。1986 年から 1991 年のバブル経済時代は、

労使関係が複雑化するとともに、不採算路線を維持するなど、高コスト体制が続いた。そ
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のような状況のなか、2008 年９月にリーマン・ショックが発生し、ＪＡＬは急速に経営が

悪化し、2009 年３月の決算では、営業損益 508 億円、最終損益 631 億円の赤字となった。

そして翌年 2010 年１月には負債総額が２兆 3,200 億円となって、会社更生法を申請し、

公的支援策として企業再生支援機構と政策投資銀行による 9,000 億円にものぼる資金供給

枠が設けられ、上場廃止となっている 81。 

その後、2010 年２月には、稲盛氏が会長となってＪＡＬ再生に乗り出し、急速にＶ字回

復を果たして、2011 年度決算として 2012 年５月には営業利益 2,049億円と過去最高決算

を発表した。この背景に大規模リストラが行われたことに留意しておく必要がある。具体

的には、企業再生支援機構から 3,500 億円の出資、5,215 億円にのぼる金融機関の債権放

棄、従業員の 30％にあたる１万６千人の削減、従業員の給料削減、不採算路線からの撤退、

保有機体数の削減などが行われた。これら大規模なリストラ効果もあって、この 2012 年

3 月期決算では、売上高および営業収益は 7,463 億円も減少しているものの、営業費用は

１兆円強も削減されている。そして、2012 年９月には東証一部に再上場を果たした 82。 

 

(2) アメーバ経営による再生要因 

このようにＪＡＬ再生には大きなリストラ効果があったが、水野(2012)は稲盛氏による

京セラアメーバ経営の導入が、ＪＡＬ再生に大きく貢献しているとして、経営理念の導入

によるＪＡＬ社員の意識改革および部門別採算制度の導入を再生要因としてあげている 83。 

まず、経営理念の導入によるＪＡＬ社員の意識改革のために「意識改革・ヒトづくり推

進部」が設置され、当時の「社長を含む役員全員と部長クラスの経営幹部約 50 人を対象に

したリーダー教育から意識改革が始められた」84という。そして、2010 年８月から「ＪＡ

Ｌフィロソフィ」策定のために、先のリーダー研修から 10 人が選抜され、同年 12 月に「Ｊ

ＡＬフィロソフィ」が完成している 85。 

つぎに部門別採算制度が大きな再生要因であった。具体的には、アメーバという小集団

ごとの部門別採算制度として路線統括本部が設置され、路線ごとに収支を計算することに

よってコストダウンが図られた 86。そして、何より部門別採算制度の導入とその結果であ

る情報の共有によって、現場職員が当事者意識として採算を意識するようになった 87。従

業員一人ひとりに、経営者意識が芽生えたことが大きかったといえる。 

稲盛氏本人は、ＪＡＬを再生に導いた要因として、「新たな経営理念の確立」「『フィロソ

フィ』をベースとした意識改革」「独自の管理会計システムの導入」「『世のため人のため』
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という大義の共有」「無給で再建に取り組む無私の姿勢」の５点について、つぎのように示

している 88。 

① 新たな経営理念の確立……ＪＡＬの企業としての目的として「全社員の物心両面の

幸福を追求すること」を「経営理念」として明確に定めた。この経営目的を経営幹部

から社員の一人ひとりに至るまで共有することで、自己犠牲を顧みずに再建に望んだ

ことが最大の原動力である 89。 

② 「フィロソフィ」をベースとした意識改革……「フィロソフィ」の共有のために、

徹底して研修が行われた。まず、リーダー教育として経営幹部約 50 人が集められ、リ

ーダーのあり方から経営の考え方まで徹底した研修が行われ、まず幹部社員の意識が

変わった。そしてその研修結果が伝わり、各部署のリーダーから同じ研修受講の希望

が出され、一般社員向け教育が行われて現場での一人ひとりの意識改革がなされてい

った。受講者数は数千人にのぼった 90。 

③ 独自の管理会計システムの導入……収支の責任が誰であるのかにかかわらず、責任

体制も不明確であった。その象徴的な事象として、路線ごとや便ごとの採算もわから

なかった。それゆえシステムを導入し、リアルタイムにそれぞれの採算がわかるよう

可視化を図ることとした。2011 年４月からＪＡＬの管理会計システムが稼働すること

になり、部門ごとの実績を発表する業績報告会が月次で行われ、数字で経営すること

が当然となり、社員の採算意識が高まった 91。 

④ 「世のため人のため」という大義の共有……ＪＡＬの再生には、つぎに示す「世の

ため人のために」という３つの大義の社員への共有がある。その３つの大義とは、Ｊ

ＡＬが破綻すれば日本経済へ影響があるということ、ＪＡＬを破綻から救いＪＡＬ社

員の雇用を守らなければならいということ、およびＪＡＬを再生し日本国民の利便性

を守らなければならないということである。それら 3 つの大義について、社員全員へ

の共有が図られ、会社が一つになり再建への大きな力となった 92。 

⑤ 無給で再建に取り組む無私の姿勢……80 歳に近い稲盛氏が、再建にあたって無給と

いう無私の姿勢で臨んだ姿が、社員の心を動かした。無給かつ全身全霊で取り組む姿

勢をみせることによって、再建に向けＪＡＬ社員の一人ひとりに伝わり、再建にむけ

た社員のモチベーションが上がった 93。 

 このように、ＪＡＬ再生にあたっては、経営哲学、経営理念であるフィロソフィが重要

な役割を果たしたといえる。ＪＡＬの社員自らが策定したＪＡＬフィロソフィには、経営
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に対して傍観者であったという反省から「一人ひとりがＪＡＬの代表者になって、当事者

意識を持つ」94 という項目が加えられている。そして、そのＪＡＬフィロソフィの浸透の

ために「意識改革・人づくり推進部」が設置され、2011 年から契約社員等を含めてすべて

の社員を対象としたフィロソフィ教育が展開された 95。 

徹底したフィロソフィ教育が実施された結果として、すべてのＪＡＬ社員がフィロソフ

ィを理解し、単なる労働者ではなく、経営者意識を持つことができるよう、社員に意識改

革がもたらされた。このようにフィロソフィを浸透させ、組織構成員の隅々にまでフィロ

ソフィを理解させ、意識や行動の変化を促す仕組みは、今後同じようなフィロソフィ教育

を行う必要のある組織にとって、参考なるものといえる。 

 しかしながら、やはりＪＡＬ社員の意識改革は、かなり困難なことであったという。当

時、ＪＡＬ再建にあたっては、稲盛氏と同時に赴任した大田嘉仁は、会長補佐兼意識改革

担当専務執行役員という立場で、社員の意識改革の推進にあたった。そこで、そのような

困難な状況を打破すべく、意識改革を推進するためにつぎの６つの原則 96を示し、さまざ

まな施策を実施したとされている。 

① 自社の文化は自社でつくる。 

② リーダーから変える(リーダーの意識が変われば、部下の意識も変わる)。 

③ 全社員の一体感を持たせる(本社と現場にいる社員の接点を増やし、ベクトルを揃え

る)。 

④ 現場社員のモチベーションを少しでも高める(現場社員の努力を認め感謝する)。 

⑤ 変化を起こし続けることで本気度を示す。 

⑥ スピード感を重視する(必要なことは一気呵成に実行する)。 

 そして、これら６つの原則に基づいた社員教育として、経営幹部を対象としたリーダー

教育、管理職を対象とした同様のリーダー教育、それら教育が行われた後に行われたＪＡ

Ｌフィロソフィの作成、そしてそのＪＡＬフィロソフィに基づく全社員を対象としたフィ

ロソフィ教育が実施された 97。これらの社員教育による意識改革がＪＡＬにつぎの 3 つの

大きな影響をもたらした 98。 

① 一人ひとりの行動改革……「失敗を素直に認めて反省する姿勢や、職場の仲間や顧客

に尽くそうという利他の精神が社員の心に表われ、一人一人の行動を変えた」99。 

② 組織としての一体感……ＪＡＬ破綻時は、社員はそれぞれの立場から物事を考え、

個々に権利や正当性を主張していたが、意識改革が進み組織として一体感が生まれた。 
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③ 経営者としての意識……「売上最大、経費最小」という採算意識が根付き、経営者意

識が醸成された。 

ＪＡＬ再生に至るプロセスのなかで、どのようにＪＡＬの経営者層や管理職、従業員一

人ひとりの意識改革と行動改革がなされてきたのかについて考察してきた。次節ではＪＡ

Ｌの再生事例を参考に、大学組織特有の組織構造や意思決定システムおよび職制の異なる

教員と事務職員との関係などから、地方大学において、すべての教員と事務職員がどのよ

うに国際化の必要性を理解し、意識改革と行動改革を行っていくべきかについて考察する。 

 

Ⅴ 地方大学におけるアメーバ経営適用の意義 

 

 本節では、地方大学が置かれている厳しい経営環境のなかで、経営破綻の危機に直面し

ている状況を踏まえ、大学構成員の意識改革と行動改革を促し、組織を変革し持続性のあ

る経営を行っていくために必要となる大学経営戦略について、理念や建学の精神の浸透の

観点から考察する。具体的には、ＪＡＬ再生のプロセスを参考として、大学における経営

理念といえる建学の精神や理念の浸透に基づいた大学構成員の意識改革と行動改革、経営

人材の育成および教職協働といったモデルを提示する。 

 

１ 建学の精神や理念の浸透 

  まず、企業の経営理念を考察した内容を基に、地方の小規模な私立大学を想定して、経

営理念は図表 7-4 に示したように、変えてはならない部分と柔軟に変化する部分の二階層

となっていることを踏まえ、建学の精神の見直しから着手し、大学構成員の意識改革と行

動改革へとつなげる経営戦略フレームについて考察する。建学の精神の見直しにあたって

は、大きな外部環境の変化として、地域社会や経済においてグローバル化が進展している

こと、それゆえグローバルに活躍できる人材育成が求められていることを前提としている。 

 

(1)「建学の精神」見直しの必要性 

 私立大学にとって「建学の精神」は、創立者が設立した理念や理想を掲げたものであり、

企業にとっての経営哲学や経営理念に相当するものといえる。建学の精神が経営理念に相

当するものであるとするならば、経営理念と同じように不変である部分と可変である部分

の二階層で構成されていることになる。そこで、その考え方のもと、建学の精神の見直し
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についてまず考察する。 

建学の精神や理念は、創立時の言葉で綴られていることが多く、創設時と現代とでは時

代背景も異なることから、理解しにくい場合もある。組織構成員の一人ひとりにまで、建

学の精神や理念を浸透させるためには、現代的に解釈し、伝わりやすく、わかりやすい言

葉で綴り直す必要ある。あるいは、理解しやすくても、現在の社会情勢に合致していない

部分がある場合は、見直す必要がある。 

そこで、つぎのようなプロセスと留意点を踏まえて、上述したＪＡＬ再生におけるフィ

ロソフィ作成およびその浸透過程を参考に、建学の精神見直しのプロセスの提示を試みる。 

① リーダー教育の実施……大学経営者幹部を対象とした「建学の精神」についてのリ

ーダー教育を行う。講師は「建学の精神」や自大学の歴史である自校史を最も理解し

ている教員があたる。「建学の精神」について、わかりやすく、だれもが共通に理解す

ることができるよう説明することがポイントとなる。 

② 管理職教育の実施……各部署をマネジメントしている管理職を対象とした研修を実

施する。法人と大学という組織特性を踏まえ、事務職員の部長や課長といった管理職

だけではなく、大学の学部や学科における管理職といえる教育主任や研究主任といっ

た責任者も対象とする。教職協働を進めていくうえでの前提要件となる。 

③ 「建学の精神見直し検討委員会」の設置……それら教育を行ったうえで、各学部を

代表する教員、事務職員の管理職から選抜した者を合わせて 10 名程度までの検討委

員会を設置する。教職協働のファースト・ステップである。 

④ 具体的な見直し作業……変えてはいけない考え方、変えなければならない考え方を

整理する。また、現代的な解釈を行う必要があるかどうか検討する。その際には、Ｓ

ＷＯＴ分析などによる外部および内部環境の変化を踏まえて検討を行う。 

⑤ 外部環境変化……外部環境変化要因として社会や経済、地域経済や地域におけるコ

ミュニティの「国際化」「グローバル化」、地域経済や地域社会の活性化の観点から「地

方再生」を念頭において検討を行う。 

⑥ 内部環境変化……意思決定スピードが外部環境の変化に対応できていない状況、ス

テークホルダーへの説明責任、コンプライアンス（人間として正しいことをする）が

求められていることなどを念頭において検討を行う。 

⑦ 伝わりやすさとわかりやすさ……すべての構成員に建学の精神や理念を浸透させる

ためには、伝わりやすい言葉で、理解しやすく簡潔明瞭に記し、構成員が共感や共鳴
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するよう考える必要がある。 

この手順が、理念や建学の精神の浸透のための経営戦略である。 

 

(2) 大学における構成員意識改革のための６原則 

このように建学の精神は見直すことができるが、重要なのはその建学の精神の浸透によ

る組織構成員の意識改革である。そこで、先述したＪＡＬ再生の事例にあるような意識改

革推進のための６つの原則に基づいた取り組みを行っていくべきと考える。 

 

図表 7-5 組織別意識改革のための 6つの原則 

ＪＡＬ ６つの原則 地方大学 ６つの原則 

自社の文化は自社でつくる。 建学の精神や理念の現代的解釈を行い、大学の使

命および国際化を念頭においた時代のニーズにあ

った自学の文化を教職員が協働で創る。 

リーダーから変える（リーダーの意識が変われば、

部下の意識も変わる）。 

 

組織の変革のために、理事長や学長などのリーダ

ー自らが変わり、率先垂範し、個々の教職員の意

識と行動の改革を促す。 

全社員の一体感を持たせる（本社と現場にいる社

員の接点を増やし、ベクトルを揃える）。 

理事長や学長は、教職員との対話機会を増やし、

構成員の一体感を醸成し、大学の国際化の必要性

を共有し、進むべき方向性を合わせる。 

現場社員のモチベーションを少しでも高める（現

場社員の努力を認め感謝する）。 

現場が重要であるとの認識を共有し、教育現場や

事務室で奮闘する教職員の努力を認め、感謝の意

を表し、教職員のモチベーションを上げる。 

変化を起こし続けることで本気度を示す。 理事長や学長は、変化し続ける姿勢や方針を具体

的に示し、本気であることをすべての教職員に伝

える。 

スピード感を重視する（必要なことは一気呵成に

実行する）。 

組織の二重構造を理解するとともに、教授会の議

論を尊重し、丁寧な議論をしたうえで、機会損失

とならないようスピード感ある経営を行う。 

（出所）大田（2017、272 頁）に記述の「意識改革に当たっての６つの原則」に、「地方大

学 ６つの原則」部分を加筆して筆者作成 
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 前述したＪＡＬにおける意識改革を推進するための６つの原則を基に、大学組織の特殊

性を踏まえて、地方大学における意識改革のための６原則として作成したものが図表 7-5

である。こういった地方大学における構成員の意識改革のための６つの原則を基に、先述

したようなリーダー教育、管理職教育、「建学の精神」の見直し、時代に適応した新たな「建

学の精神」浸透のための教育といったプロセスを構築することが肝要である。 

 

２ 組織を変革に導くためのプロセス 

地方大学の組織を変革に導くために、195-196 頁にて概括したＪＡＬを再生に導いた５

つの要因に基づいて、教職員の意識改革と行動改革、教職協働をベースとして、組織を変

革していくために、大学組織の場合であれば、どのように考えることができるのかについ

て考察する。 

① 新たな経営理念の確立……企業の経営理念にあたる大学の建学の精神や理念は、す

べてが変更できないものではなく、環境の変化に応じて可変的な概念を包摂すること

に留意する。見直しにあたっては、建学の精神や理念が浸透しやすいよう、現代的解

釈を行うなどして、伝わりやすく誰でもが理解できる言葉で、すべての教職員が共感

し共鳴できるよう、教員と事務職員の協働による見直しを行う。 

② 「フィロソフィ」をベースとした意識改革と行動改革……地方大学を取り巻く厳し

い経営環境について、教職員の一人ひとりが同じように危機感を共有できるよう、説

明の機会を創出する。そして、なぜ国際化が必要なのか、なぜ意識改革と行動改革が

必要なのかを共通認識とする。つぎに、理事長や学長は、建学の精神や理念を共有す

るために、建学の精神や理念がすべての構成員に浸透するよう可能な限りの機会を創

出する。 

③ 独自の管理会計システムの導入……事務職員だけでなく、教員についても地方大学

における厳しい財政状況について把握し理解しておかなければならない。企業におけ

る「売上最大、経費最小」に替わる「教育効果最大、経費最小」といった経営者意識

をすべての構成員が共有できるシステムが必要となる。それゆえ、すべての構成員が

財政状況を理解できるよう、管理会計を導入して財政状況の可視化を図る。学部別や

学科別といった部門別の独立採算制度を構築するなどして、部門別の収支を明らかに

し、部門別に責任ある経営ができるよう工夫を行う。 
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④ 「世のため人のため」という大義の共有……本来大学は、教育や研究活動を通じて

「世のため人のため」に社会貢献し、社会に必要となる人材を育成し輩出していくと

いう普遍的な使命を有している。特に地域活性化のための核としての機能を期待され

ている地方大学は、地域にとってなくてはならない存在としての大義を有している。

その大義について、すべての構成員が共有するだけではなく、地域におけるステーク

ホルダーである地域住民や地元企業、地元経済団体、地方自治体などとも共有するた

めの方策を講じる必要がある。 

⑤ 無給で再建に取り組む無私の姿勢がある……理事長や学長をはじめとする大学経営

を担う経営者が、厳しい経営環境のなか、持続的な経営のために奮闘し、取り組む姿

勢を構成員に見せていく必要がある。そして、その取り組みへの理解を共有するため

に、教育や管理運営の現場に自ら直接出向き、現場の声を聴きながら取り組む。そう

することによって経営者は、すべての構成員と一体感のある経営を行い、教員や事務

職員の意欲を喚起することができる。 

 先述してきたＪＡＬを再生に導いた５つの要因および意識改革を推進するための６つの

原則について、大学組織への適用を図るため、図表 7-6 にそれらの関係を整理している。 

 大学には「世のため人のためになる」という崇高な使命がある。そのなかでも、地方大

学は、地域社会や経済の活性化に貢献していくという崇高な使命を果たすための理念や大

義があることから、組織を変革するために必要となる教職員の意識改革と行動改革を図る

ための理念的な基盤があるといえる。 

 地方大学の組織的な特徴としては、比較的学生定員が小規模であることがあげられる。

それゆえ、大都市圏の大規模大学と比べて学部や学科の数も少ない。また、教学組織や管

理運営組織も少人数で運営されている場合が多く、教職員数も少ない。こういった状況を

踏まえると、大学経営者と教職員とが意思疎通を図るための機会も比較的創りやすく、す

べての構成員の共通理解を得やすい環境にあるといえる。それゆえ、建学の精神や理念の

浸透プロセスを通じた教職員の意識改革と行動改革を行っていく協働の基盤は整っている

といえる。 
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図表 7-6 ＪＡＬを再生に導いた５つの要因および意識改革推進のための６つの原則の大

学組織への適用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）稲盛（2017、4-18 頁）の記述内容および大田（2017、272 頁）に記述の「意識改

革に当たっての６つの原則」を基に筆者作成 

 

Ⅵ 教職員の意識改革と行動改革による組織変革 

 

 本章では、ＢＳＣにおける「業務プロセスの視点」に着目して、地方大学の国際化を推

進していくために重要となる基盤的な戦略ともいえる組織を変革するために必要となる教

職員の意識改革と行動改革、教職協働について考察してきた。 

 大学は、大学特有の組織構造である法人と大学、すなわち法人運営と教学運営という二

重構造があることから、法人運営を行っていくうえでの経営戦略と教学改革といった教学

運営における戦略との間でコンフリクトが生じやすい構造となっている。それゆえ、ガバ

ナンスが機能するよう学長や副学長のリーダーシップが求められている。また、大学の組

織構成員は、教員と事務職員という職制の違う者で構成されており、相互補完関係にある。

しかしながら、大学を取り巻く危機的な外部環境について必ずしも共有できていない。教

員は、教育研究に関する意識は高いものの、経営についての関心は低い場合が多いといっ

た課題がある。また、事務職員には、経営人材としての役割が期待されており、高度な知

建学の精神や理念の現代的解釈 

共鳴  共感 

建学の精神の浸透 

教職員の意識改革と行動改革 

個々の教職員への行

動変容を促す 

トップが対話の機会

を創る 

変化を恐れず本気で

あることを示す 

現場の教職員のモチ

ベーションを上げる 

自学の文化を教員と

職員協働で創る 

 

④「世のため人のた

め」という大義の共

有 

②「フィロソフィ」をベース 

⑤再建に取り組む

無私の姿勢 

③独自の管理会計システム 

①新たな経営理念の確立 

 

国際化の意義の理解 

教職員の意識改革を推進するための６つの原則 
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識や能力を獲得しなければならないという課題がある。 

 そこで本章では、地方大学の国際化にあたって、経営理念の浸透によって従業員の意識

改革と行動改革を行い、組織を変革へと導き、企業を再生する手法として成功事例の多い

京セラのアメーバ経営に着目した。その理由は、第１に地方大学は厳しい経営環境下にあ

り経営危機に直面していること、第２に大学は企業理念に相当する創立の理念や建学の精

神を有していること、第３に教職員の意識改革と行動改革および教職協働が求められてい

ること、第４に教職員には経営人材としての役割が求められていること、第５に地方大学

は比較的小規模な大学が多いことから学部や学科規模も小さく、アメーバ単位での経営意

識や経営管理が行いやすいことをあげることができる。そこで、先行研究を基にアメーバ

経営の特徴を概括し、アメーバ経営における経営理念の浸透がもたらす有用性を考察した。

そして、アメーバ経営の導入によって再生を果たしたＪＡＬの再生プロセスの事例を基に、

経営哲学、経営理念であるフィロソフィが重要な役割を果たしたことを踏まえ、地方大学

への適用を考察することとした。 

 そして、ＪＡＬを再生に導いた意識改革を促進するために大田（2017）100が示した６つ

の原則を基に、それぞれの原則を地方大学に適用した６つの原則を図表 7-5 に示した。第

１に「建学の精神や理念の現代的解釈を行い、大学の使命および国際化を念頭においた時

代のニーズにあった自学の文化を教職員が協働で創る」、第２に「組織の変革のために、理

事長や学長などのリーダー自らが変わり、率先垂範し、個々の教職員の意識と行動の改革

を促す」、第３に「理事長や学長は、教職員との対話機会を増やし、構成員の一体感を醸成

し、大学の国際化の必要性を共有し、進むべき方向性を合わせる」、第４に「現場が重要で

あるとの認識を共有し、教育現場や事務室で奮闘する教職員の努力を認め、感謝の意を表

し、教職員のモチベーションを上げる」、第５に「理事長や学長は、変化し続ける姿勢や方

針を具体的に示し、本気であることをすべての教職員に伝える」、第６に「組織の二重構造

を理解するとともに、教授会の議論を尊重し、丁寧な議論をしたうえで、機会損失となら

ないようスピード感ある経営を行う」である。 

以上の大学組織に適用した場合における教職員の意識改革を推進するための６つの原則

について、すべての大学構成員が共通に理解しておく必要がある。そしてその６つの原則

を踏まえ、地方大学の理念が教職員に浸透することによって、教職員の国際化への理解お

よび意識改革が促され、危機意識が共有されるとともに、経営者意識が生じ、行動が改革

されることになる。そして、経営者意識を持った教職員が一体となって協働することで、
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組織を変革に導き、厳しい経営環境を乗り切って行くことができるものと考えられる。 

これらのことを踏まえて、次節では、地方大学を取り巻くステークホルダーに焦点をあ

て、大学におけるＢＳＣの戦略マップにおいては最上位に位置付けられる「顧客の視点」

について論じる。 
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第８章 地方大学国際化のための顧客価値共創と満足度の向上 

－戦略マップ・ＢＳＣにおける「顧客の視点」－ 

 

Ⅰ 価値共創によるステークホルダー満足度向上の有用性 

 

 本章では、バランス・スコアカード(ＢＳＣ:Balanced Scorecard、以下「ＢＳＣ」という)

における「顧客の視点」に着目している。地方大学の国際化を推進し、地域に求められる

存在となるために必要となる大学を取り巻くステークホルダーの満足度をいかに高めてい

くのかについて考察していく。非営利組織である大学にとって、戦略マップにおける「顧

客の視点」は最上位に位置する。これまで、第５章から第７章において、それぞれ「財務

の視点」「学習と成長の視点」「業務プロセスの視点」を論じた。これらは、本章で論じる

「顧客の視点」における戦略目標を達成するための基盤となる視点である。 

そこで、まず地方大学における学生や大学を取り巻くさまざまなアクターたちを中心に

据えたマーケティングの考え方の必要性を論じる。具体的には、地域社会の活性化や地域

への貢献の観点から、サービス・ドミナント・ロジックの考え方を基に、地域の日本人学

生や外国人留学生、教職員、地域住民や地元企業、地元経済団体、地方自治体といったさ

まざまなアクターが協働のなかで価値を共創し、それぞれのアクターの文脈のなかで、新

たな価値を生むプロセスについて考察する。また、地域のアクターたちと協働して価値共

創を行っている地方大学の事例を分析し、アクターの満足度の向上につながることについ

て考察する。そして、そういった価値共創が地域に社会的価値と便益をもたらすとともに、

地方大学が国際化することにより、グローバル化した社会に対応しながら地域の複合的な

課題解決のための力を有した人材育成に有用であることを明らかにする。 

民間部門を対象として考えられてきたサービス・ドミナント・ロジックであるが、

Osborne et al.(2014)は、サービス・ドミナント・ロジックの考え方に基づいたサービス提

供は有用であり、公共部門における持続可能なビジネスモデルとなりえること、どのよう

なタイプのビジネスモデルであっても、協働は重要な要素であることを示唆している 1。 

 そして、大学を取り巻くステークホルダーの満足度の向上が、顧客である日本人学生、

外国人留学生、地域住民、地元企業および地元経済団体の満足度の向上につながる好循環

サイクルについて、Heskett et al.(2010)が提唱している利益や顧客ロイヤリティ、顧客満

足度と従業員満足度などの連鎖を整理しているサービス・プロフィット・チェーンの考え
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方 2に基づいて考察し、地方大学にとっての顧客満足度を高める仕組みについて考察する。 

 

Ⅱ 価値共創による地域の活性化 

 

１ 企業と顧客による価値共創 

(1) 価値概念の変遷 

上田(2004)は、「共創」という概念は「多様な、異なる背景を持つ人々が『場』を共有し

ながら、持続的な創造活動を実践すること」3と整理している。また、朴(2017)は、マーケ

ティングにおける「共創」は、マーケティングの主体となるものの関係性における相互作

用のプロセスをとおして創られるものであるとしている 4。そして、マーケティングでの

価値の創り方と価値概念における価値創出から価値共創への変遷について図表 8-1 のよう

に整理している。 

 

図表 8-1 価値創出と価値共創の比較 

 価値創出 価値共創 

変化した影響度の 

高い外部環境 

情報通信技術(ICT)の発達(ソーシャル・メディアなど)➡ 

コミュニケーション・ネットワーク形成が容易になった 

価値創出主体 企業 企業と消費者 

消費者の態度 受動的 能動的 

ソリューションの主体 企業 消費者間もしくは企業と消費者 

価値概念 交換価値／機能価値 5 
機能価値、使用価値 6／ 

文脈価値 7、経験価値 

価値伝達媒介体 製品(有形財)が主体 
製品、サービス(無形財)、 

製品とサービス 

市場の機能 価値交換の場 
主体である企業と消費者の 

相互作用の場 

基本となる 

学問領域 

伝統的マーケティング、 

グッズ・ドミナント・ロジック 

サービス・マーケティング、リレー

ションシップ・マーケティング、 

サービス・ドミナント・ロジック 
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(出所) 朴(2017、25-27 頁)の記述を基に、朴(2017、27 頁)の「表 4-1」に、「変化した影響

度の高い外部環境」「消費者の態度」「ソリューションの主体」の項目を加えて筆者加筆・

修正 

 

 ＩＣＴを中心とする新たな技術革新によって、人と企業や組織、人と人および組織と組

織といったような関係性のあり方が変化している。その関係性のあり方の変化によって、

価値の媒体についても、製品に埋め込まれた機能価値から、消費者間といった多様なアク

ター間で新たな価値を共創する文脈価値に移行しつつあるといえる。 

 

(2) 価値共創における企業と顧客との関係性 

 村松(2015)は、価値共創とは、顧客がモノやサービスを消費するプロセスのなかで行わ

れる企業と顧客との直接的な相互作用であると指摘している 8。また、顧客との接点が非

常に重要であり、価値共創において企業は特定の部門で顧客との価値共創を捉えるのでは

なく、組織として顧客との関係性を捉えるべきであるとしている 9。 

前項で述べてきた価値概念の変遷について、グッズ・ドミナント・ロジック(Goods-

Dominant Logic、以下「ＧＤＬ」)とサービス・ドミナント・ロジック(Service Dominant 

Logic、以下「ＳＤＬ」)の視点から整理する。 

 ＧＤＬは、従来からあるモノを中心とした有形財に焦点をあてたマーケティングの考え

方であり、アウトプットの単位をグッズとして、交換の世界を組み立てており、つぎの３

つの中心性を持っている 10。 

①  グッズ中心性……グッズを中心に考え、グッズの生産過程において機能価値が埋め

込まれている。 

②  企業中心性……企業が中心的なアクターとして、経済的交換の中心となる。 

③  交換価値の中心性……製品であるグッズには、効用という交換価値が埋め込まれて

いると考える。 

こういった中心性を有することから、企業を基点として考えることとなり、企業が中心

であり、グッズを生産することが企業目的となってしまい、生産過程において価値が内在

するように埋め込まれるのだと考えてしまう。それゆえ、結果的に価値の本来の意味を見

失ってしまうことになるとしている 11。 

ＳＤＬは、Stephen L. Vargo と Robert F. Lusch によって 2004 年に提唱された考え方
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である 12。サービスに焦点をあてて、企業と顧客がともに価値を創っていくという考え方

に基づいており、すべての経済活動をサービスとして捉えている。すなわち、これまでモ

ノとサービスとは分けて考えられていたが、モノとサービスとは一体であるとして、ＧＤ

Ｌで重要となる交換価値から、ＳＤＬでは、使用価値や文脈価値に重点を置いている。そ

して、価値は、企業と顧客が共に創るものであり、双方向であるという考え方であり、そ

れゆえモノとサービスは、顧客が有するオペラント資源 13 である知識やスキルによって、

それぞれが状況によって補完したり、融合したり、さまざまな関係性を有している 14。ま

た、ＳＤＬにおいては、顧客は単なる企業が創造した価値の受け手ではなく、価値を創造

する過程に参加する主体的な価値創造者である 15。 

 

図 8-2 ＧＤＬとＳＤＬにおける企業と顧客との関係性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所) 村松(2015、136 頁）の「図表 9-1」に、村松(2015、135-139 頁)の記述内容を基に

して筆者加筆作成 

企業 顧客 

価 値

共 創 

一方通行 

グッズ・ドミナント・ロジック（ＧＤＬ） 

機能価値/交換価値（生産過程でグッズに価値を埋め込む） ➡  顧客に届ける 

 

サービス・ドミナント・ロジック（ＳＤＬ） 

企業🔃使用価値/文脈価値（モノやサービスを消費する過程で価値が創造される） 

双方向かつ直接的な相互作用 

企業 

 

顧客 
顧客志向の強化 

顧客の知識とスキル 企業の知識とスキル 

文脈価値の創造 

価値創造者（サービスの起点） 
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図表 8-2 は、企業と顧客との関係性についての理解を促進するために、ＧＤＬとＳＤＬ

における価値の考え方の観点から比較し、企業と顧客との関係性について整理を試みてい

る。ＧＤＬの考え方では、企業と顧客との関係性は、企業から顧客への一方向であり、企

業が主体となって生産過程において機能価値をグッズに組み込んで顧客に届ける。一方、

ＳＤＬの考え方では、企業と顧客の関係は双方向的で直接的であり、モノやサービスを消

費する過程において相互に作用し合い、双方の知識とスキルの組み合わせによって価値共

創が行われる。また、顧客はサービスの起点として考えられ、顧客は価値創造者として企

業と一緒に消費過程において、顧客にとっての文脈価値を共創する 16。 

 

２ サービス・ドミナント・ロジックの有用性 

ＳＤＬは、これまでビジネスの世界で主に適用されてきた。Osborne et al.(2014)は、Ｓ

ＤＬの考え方に基づいたサービス提供は有用であり、公共部門における持続可能なビジネ

スモデルとなり、どのようなタイプのビジネスであっても協働することは、重要な要素と

なっていると示唆している 17。 

一方、近年、共創という考え方は、教育プログラムの理念の一形態として捉える傾向が

広がっている。特に、地方創生の観点からは、大学は地域活性化の核となることが期待さ

れていることから、地域に貢献するための取り組みが推奨されている。すなわち、教育に

おいては地域に貢献できる人材育成を行う必要があることから、地域や地域住民、そして

国際化の観点とも相まって、日本人学生と外国人留学生との関係性を強化し、すべてのア

クターが共創する教育プログラムが展開されている。 

そこで、ＳＤＬの考え方が教育プログラムに適用できるよう、ＧＤＬとの比較の視点を

用いながら、図表 8-3 に６つの観点から整理している。 

教育においては、ＳＤＬと同じように無形資産であるサービスが最も重要な基盤となる。

教育プログラムはオペラント資源である伝達手段であり、教員は専門的な知識とスキルを

用いて教育プログラムを展開する。そして、提供されるプログラムのなかで、日本人学生

や外国人留学生および地域住民などのアクターは、それぞれが能動的な価値共創者として、

主体的な交流や意見交換等を通じた関係性を強化し、相互に影響を受け作用することで、

各々が文脈価値を生むこととなる。 

 これら共創による相互作用の結果として、アクターは地域に貢献するために必要となる
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専門的な知識やスキルを獲得することができる。教育プログラムによって学んだ成果が、

それぞれの活躍する分野や場所等の文脈において、実際に地域に貢献する活動となって福

利が地域や地域住民にもたらされることになる。 

教育プログラムの提供の主体は大学ではあるが、サービスとしての教育プログラムによ

って、受け手であるアクターは、プログラムのなかで大学の教職員や学生といったアクタ

ーと共創し、相互に影響を受け合うことによって、それぞれの文脈価値を創ることができ

る。これらのことから、ＳＤＬの考え方は、教育プログラムにも適用できるといえる。 

 

図表 8-3 ＧＤＬとＳＤＬ、教育への適用の比較 

考え方 ＧＤＬ ＳＤＬ 教育への適用の場合 

交換の基盤 グッズ サービス 
サービス 

(教育プログラム) 

グッズの役

割 

最終製品 

(オペランド資源)18 

伝達装置・手段 

(オペラント資源) 

伝達装置・手段 

(オペラント資源) 

顧客 
グッズの受け手 

(受益者) 
価値共創者 価値共創者 

価値 

グッズ(オペランド資

源)に埋め込まれる 

交換価値 

使用価値に基づいて、

顧客が知覚・判断する 

文脈価値 

教育プログラムに基

づいた文脈価値 

企業と顧客

の相互作用 

企業は取引が生じる

よう顧客の購買を誘

引する(取引的) 

すべてのアクターが

密接な関係性を有し、

価値を共創する 

(関係的) 

教員と学生、地域住民

などとの関係性によ

り共創する(関係的) 

経済成長の

ための主要

源泉 

余剰な有形資源 

➡富をもたらす 

専門化された知識と 

スキルの適用 

➡福利の獲得 

多様な知識とスキル

の獲得 

➡将来的な福利 

(出所)Lusch and Vargo(2016、94 頁)の「図表 3.5」に、『同上書』93-95 頁の記述内容を基

に加筆するとともに、「教育への適用の場合」部分を加筆し筆者作成 

 

これらのことを踏まえ、次節では、地域の多様なアクターに焦点をあて、大学と地域、
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日本人学生と外国人留学生および学生と地域住民との関係を重視し、共に学び合い価値を

共創する教育プログラムの有用性について、ＳＤＬの考え方をもとに、地方大学の事例を

分析することにより考察する。 

 

Ⅲ 地方大学における価値共創の事例研究 

 

 本節では、地方大学における地域のさまざまなアクターとの価値共創の事例に基づいて、

地域にとって価値共創による新たな価値の創造がいかに重要であるかについて考察する。 

 事例として、地域共創センターを設置している東北公益文科大学、地域共生センターを

設置している山口県立大学を取りあげる。両大学とも大学と地域が連携して共に学び合い

ながら、地域課題を解決するための取り組みを展開している。東北公益文科大学について

は、インタビュー、アンケート結果および関連資料を基に整理し、山口県立大学について

は関連資料を基に整理する。 

 

１ 東北公益文科大学の事例 

公設民営方式にて 2001 年に設立された東北公益文科大学は、「尊重し調和へ」を理念と

して、わが国ではじめて「公益学」を掲げ、山形県酒田市に設置された公益学部公益学科

の一学部のみを有する大学である。2005 年には大学院公益学研究科修士課程が開設され、

続いて 2007 年に同博士後期課程が開設されている。同大学は、つぎの４つの基本教育目

標・使命を掲げている 19。 

① 社会の変化に柔軟に対応できる教育と専門性、豊かな人間性と高度の倫理性を備え、

「信頼」と「共生」を基本に公益の社会づくりに貢献できる人材を育成する。 

② 地域の文化・福祉・経済の発展に貢献できる人材を育成する。 

③ グローバル化社会に通用するコミュニケーション能力・異文化理解力を備えた人材

を育成する。 

④ 学長のリーダーシップの下、上記目標を達成するための柔軟な運営体制を構築する。 

同大学は、2013 年「地(知)の拠点整備事業(大学ＣＯＣ事業)」20 に採択されている。ま

た、2017 年からの吉村学長が推進する、庄内という地域からわが国の教育を変える大学づ

くりを目指した「第２期 吉村プラン」では、国際化の強化を掲げている。山形県からの寄

附講座として「アジアビジネス人材養成講座」を修士課程に開設し、アジアに焦点をあて
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た人材育成に注力している 21。 

また、2006 年には地域共創センターを設置し、学生と地域住民とが共創した取り組みを

通じて、地域が抱えるニーズを把握し、大学が有するシーズを活用して、地域課題を解決

するためにプログラムを展開している。以下は、公益学部のＡ教授およびＢ教授に行った

インタビュー、アンケート結果および関連資料を基に整理している。 

 

(1) 地域共創センター・庄内オフィス 

地域共創センターは、地域と連携した共創の窓口として、地域住民と学生が共に学び合

いながら、地域が抱えるさまざまな課題を解決するための事業を展開している。具体的に

は、地域との協働・共創を伴う科目の立ち上げの支援や科目開設後の授業運営に関する支

援、そして授業終了後の学生が学びの成果として自発的かつ継続的な活動を行うにあたっ

ての支援を行っている。また、庄内オフィスは、「地(知)の拠点整備事業(大学ＣＯＣ事業)」

の下、設置された組織であり、地域共創センターと連携して公益学部のカリキュラム改革

における「地域志向科目」の提案やその運営にかかる支援を行っている。特に、「地(知)の

拠点整備事業(大学ＣＯＣ事業)」において、庄内オフィスは地域共創センターと連携し、地

域の力と共に、学生の力を合わせて創るプログラムとして、主としてつぎの４つの事業を

展開している 22。 

① 「小さな拠点」を核とする地域づくり……「庄内町立谷沢地区の定住人口拡大を図

る『小さな拠点（立谷沢地区）』整備事業が、年明け後から本格的に始動する。少子高

齢化が顕著な立谷沢地区に、加工品開発などを行う工房や移住希望者向けの「お試し

住宅」を供えた施設を整備し、定住者誘致や交流人口拡大に向けた拠点づくりを目指

す」23ものである。 

② 学生による「社長インターンシップ」……社長インターンシップは、地域と大学が

協力しながら社会で必要となる力を育成するプログラムである。インターンシップ先

は、牧場や老舗温泉旅館といった地元企業の社長付インターンシップである。学生に

とっては、地元企業の魅力を知り、企業理念の重要性や働き方、職業観を学ぶ機会で

あり、学んだ成果を今後の大学での学びと卒業後の進路選択にいかすことができる。

一方、学生を受け入れる社長や社員にとっても、学生を受け入れるにあたって、改め

て企業理念を考え、働き方を見直す機会となるなど、それぞれに新たな価値を創造す

ることができる。 
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③ 「地域共創コーディネーター」の育成と修了生による活動……地域共創コーディネ

ーター養成プログラムは、地域で活躍する人材育成のためのプラットフォームとして、

ファシリテーションとコーディネーションの力を身につけることができるようプログ

ラムが構成されている。参加者たちは、同プログラムで得た学びをそれぞれの文脈で

いかし、課題解決の場におけるファシリテーターとして活躍することが期待されてい

る。この過程で新たな文脈価値を創造していくこととなるといえる。 

④ 「日本地域課題解決学研究会」の運営……日本地域課題解決学研究会は、地域力を

結集することをコンセプトに、多様な主体の参画による開かれた議論の場を提供する

ことを目的として発足している。参画の主体は、研究者、行政、企業、各種団体、学

校教育者、学生・生徒および地域住民などである。それぞれが有する背景や知恵を基

に、地域の複合的な課題解決に向けて、協働しながら意見交換という対話の場を形成

しており、共創の場と呼ぶことができる。 

大学におけるアクターは、他大学生も含む学生と教職員であり、地域のアクターは住民

や企業、ボランティア団体、行政である。同センターは、大学のアクターと地域のアクタ

ーが共創することができる官民の学び合いの場と大学の資源を提供しながら、複合的な地

域課題を解決するために、さまざまなアクターによる相互作用が起こるよう、プログラム

を展開している。 

 

(2) 「ひとづくり」の視点からの価値共創 

地方においては特に人口減少が深刻化するなか、地域活性化のための「ひとづくり」の

価値が高まっており、地域における大学の価値もさらに高まっている。 

そのための仕組みづくりの一環として、「地(知)の拠点整備事業(大学ＣＯＣ事業)」にお

いて、「地域志向に基づく新カリキュラムの開始による人材育成」を掲げ、それらの取り組

みをマネジメントするために、ＢＳＣを用いている 24。そして、４つの視点のなかでも、

特に「学習と成長の視点」に着目し、つぎの３つの戦略目標と戦略目標ごとに重要業績評

価指標(ＫＰＩ：Key Performance Indicator、以下「ＫＰＩ」という)を設定している。第

１の戦略目標「教育力の向上」では、ＫＰＩとして「教育関連のＦＤの実施回数」「ティー

チングポートフォリオ作成者数」「教育力の向上に関わる研修への参加者数」を設定してい

る。第２の戦略目標「地域や地域課題の理解促進」では、ＫＰＩとして「地域や地域課題

に関するＦＤの実施回数」「地域課題に取り組む先進大学の視察」を設定している。第３の
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戦略目標「学生支援方法に関する理解促進」では、ＫＰＩとして「退学防止、学生相談、

学習支援、エンロールマネジメント、ＩＲ、初年次教育関連の研修への参加者数」「退学防

止、学生相談、学習支援、エンロールマネジメント、ＩＲ、初年次教育関連のＦＤの実施

回数」を設定している 25。 

このような戦略目標とＫＰＩは、地方大学にとって、教育と地域との連携を測定する指

標として、参考となるものであるといえる。 

 

(3) 国際化に向けた取り組み 

第２期吉村プランでは、教育の国際化・国際交流の促進のために、国際交流センターに

国際戦略担当を配置している。具体的な成果としては、これまで１校であった学生交換協

定校を７校まで急速に増やしたことや、海外への派遣留学生も１ケ月未満の短期留学だけ

でなく、１ケ月以上の中長期留学が増えている。また、海外派遣を促す仕組みの一つとし

て 2015 年からクォーター制を導入している 26。さらに、大学院の再構築に向けた取り組

みとして、山形県寄附講座である「アジアビジネス人材養成講座」を修士課程で開設し、

大学院の国際化と入学者確保を図っている 27。 

グローバル化が進展している現代社会に対応した人材育成のためには、異文化理解や多

様な価値観を受容する力、語学力といった力を身につけるために学生の留学を促進する必

要がある。しかしながら、留学には一定の費用も必要となることから、学内に居ながらに

して海外に留学した状況と同じような環境を創出するために、海外からの外国人留学生を

受け入れるべく、外国人教員の積極的な採用や日本語教育の充実、寮の整備などを進めて

いる。一方で、海外への積極的なリクルーティングはまだ具体的に行われていないことに

加え、外国人留学生から選ばれる留学先として、庄内という地域の魅力をいかに伝えてい

くかが課題となっている。 

 

(4) 価値共創に関する山口県立大学の事例 

 価値共創に関する取り組みとして、山口県立大学の事例を紹介する。公立大学法人であ

る山口県立大学は、文部科学省の支援事業である 2012 年度「グローバル人材育成推進事

業(タイプＢ：特色型)」28および 2013年度「地(知)の拠点整備事業(大学ＣＯＣ事業)」に採

択されている。また、山口県が策定した「公立大学法人山口県立大学に係る中期目標(平成

24年３月)」において、基本的な目標として「存在感のある『地域貢献型大学』として一層
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の個性化を図り、県民や地域社会の期待に応える成果を着実にあげること」29 を掲げてい

る。そして、地域貢献を果たすべく、地域貢献に関する目標として、「地域の発展を担う人

材の育成」「県の政策形成や地域の諸課題解決に資する『シンクタンク機能』の発揮」「ラ

イフステージに応じた県民の生涯学習機能の提供と県民と学生・教員との学び合いを中心

とする『県民との連携・交流の取組』を着実に推進する」を定めている 30。 

これらのことから、大学と地域との取り組み事例として山口県立大学を取りあげること

とした。山口県立大学の関連資料をもとに、地域における多様なアクターとの取り組みに

ついて整理する。 

 

 地域共生センターによる価値共創 

地域共生センターは、山口県立大学の「教育・研究機能を活用し、地域と連携して地域

の諸課題について実践的に取り組み、地域への貢献を果たすこと」を目的として設置され

ている。その目的の実現に向け、学生や教職員が「地域に出る」、地域人材が「大学に来る」、

そして大学と地域の人材が「交流する」というコンセプトを掲げている 31。さらに、県民

の学習機会の提供および学生と地域との交流を展開する共生教育、地域課題に関する研究

の推進および研究成果の地域への還元を目的とした共生研究を通じて地域に貢献していく

こととしている 32。 

 

 「地(知)の拠点整備事業(大学ＣＯＣ事業)」における共生教育 

「地(知)の拠点整備事業(大学ＣＯＣ事業)」では、共生教育を掲げ「大学の教育力と地域

の教育力を結びつけ、学生と地域住民が相互に交流しながら共に学び、生涯現役社会の主

体的な担い手としての力を身につける」取り組みを行っている 33。 

この共生教育を実現するための教育システムのひとつに「桜の森のアカデミー」がある。

このアカデミーには「やまぐち学マイスターコース」、「子育てマイスターコース」、「在宅

ケアマイスターコース」の３つの教育プログラムが用意されている。それぞれのコース概

要はつぎのとおりである 34。 

① 「やまぐち学マイスターコース」……このコースでは、産官学の連携により、学生

と県民が「やまぐち学」を共に学び、人口減少が進むなか交流人口の拡大を図り、地

域経済活性化の一方策としての地域観光を支えるための人材を育成することが目的で

ある。 
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② 「子育てマイスターコース」……このコースでは、自分と周囲の人たちとが共に学

ぶなかで、「育ち合い(愛)」のための知識とスキルを有した人材の育成を目指している。 

③ 「在宅ケアマイスターコース」……このコースでは、介護についての基本的な知識

とスキルを獲得でき、家族や地域の介護力を高めることができる。 

 

Ⅳ 大学事例を基にしたＳＤＬ適用についての考察 

 

東北公益文科大学および山口県立大学の地域と連携した取り組みについて、ＳＤＬの考

え方を基に整理する。そして、コンセプト・マップを用い、ＳＤＬの考え方に基づき、さ

まざまなアクターが行う価値共創の取り組みの因果関係を明らかにし、構造化を図る。 

 

１ 東北公益文科大学の事例を基にした考察 

ヒアリング対象者はＳＤＬをこれまで知らなかったが、価値共創を基盤とした考え方に

ついては、地域共創センターが展開する事業に活用できる旨の回答を得た。その理由につ

いては、つぎのとおりである。 

現在、地域共創センターの事業は、価値共創という考え方を基に展開している。また「共

創」という言葉には、地域に向け大学が積極的に関わっていくというメッセージが込めら

れている。そして、提供しているプログラムでは、対話を重要視しており、行政やＮＰＯ

との学び合いの場を創出し、さまざまなアクターによる相互作用を通じて化学反応が起き

るよう、地域課題を解決するための新たな知恵を創る工夫を行っている。 

庄内オフィスと地域共創センターとが連携した事業のなかでも、地域共創コーディネー

ター養成プログラムは、地域課題の解決に向け、参加するアクターの相互作用や協働によ

って地域の課題解決に向けて取り組むことができるファシリテーションとコーディネーシ

ョンの力を育成している。この取り組みは、参加するアクターたちが相互に作用しながら、

新たな知識とスキルとしてのファシリテーションとコーディネーションの力を獲得し、そ

れぞれの活躍する場に戻り、それぞれの文脈で、新たなアクターたちに働きかけ、協働し

ていくという文脈価値を有しているといえる。 

 これらのプログラムの成果は、各地域で抱える課題解決のために必要となる人材を輩出

することであり、修了生それぞれの文脈のなかで、まちづくり・ひとづくりに貢献するこ

とである。すなわち、プログラムの成果として、参加するアクターたちが共創し、新たな
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文脈価値を創出しているといえ、ＳＤＬの考え方を体現した取り組みであるといえる。図

表 8-4 は、東北公益文科大学庄内オフィスと地域共創センター、そして公益学部が大学の

知的資源である知識とスキルを活用し、地域のさまざまなアクターとの共創によって、目

標としている地域が抱える複合的な課題を解決できる「ひとづくり・まちづくり」を実現

するためのコンセプト・マップである。 

コンセプト・マップを概説しながら、東北公益文科大学の取り組みに対して、ＳＤＬの

考え方の適用が可能であることを明らかにしていく。まず、大学が有する無形資産である

知識とスキルをどのように活用していくかという観点から、大学から地域住民や地元企業、

地方自治体およびＮＰＯなどとの対話の場を提供するという能動的な働きかけを行ってい

る。この働きかけにより、学生や地域住民といったさまざまなアクターとの協働をとおし

て、相互に作用し影響を受け合いながら、共に複合的な地域課題を解決するための方法を

創り出そうとしている。そして、学び合う共創のなかで得た知識やスキルをそれぞれの文

脈のなかで活用することによって「ひとづくり・まちづくり」に貢献していくという文脈

価値を有している。そのための仕掛けとして、図表 8-4 に示している「日本地域課題解決

学研究会」の運営、「小さな拠点」を核とする地域づくり、学生による「社長インターンシ

ップ」、「地域共創コーディネーター」の養成という４つの教育・研究事業を主に展開して

いる。 

 これらの事業では、大学と地域のアクターが共に価値を創るプロセスにおいて、対話を

重視しておりアクター間の関係性は共に能動的かつ双方向である。そして、結果としてア

クターが相互に作用し合い、学び合った成果が、それぞれの地域や職場等における活動や

業務という文脈において、実際に地域に貢献できる人材として活躍することが期待されて

いる。すなわち、東北公益文科大学が提供する教育・研究プログラムを通じて、参加する

アクターが文脈価値を実感し、対話を通じた共創によって得た成果として、地域に福利を

もたらすことになる。 

 特に、地域共創コーディネーター養成プログラムでは、修了生がそれぞれの活躍する場

に戻り、行政の計画策定や中山間地域における防災・地域づくりためのワークショップを

開催したり、人材育成セミナーの講師となるなど、具体的な文脈価値を創出しており、教

育効果があったといえる 35。 

今後の課題として、第２期吉村プランにある国際化の推進がある。グローバル化した社

会に対応できる人材育成を掲げ、学生交換協定校を急速に増やしているものの、2017 年
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地域住民 

対話 

対話 対話 

対話 

働きかけ 働きかけ 

学 校 教 育

者 

12月現在で正規外国人留学生数は１名である。アクターが多様であれば、さまざまな価値

観がぶつかり合い、新たな価値が創造される可能性が高くなることが期待できる。また、

地域の国際化にも貢献することになる。これらのことから、山形県や酒田市の魅力、東北

公益文科大学の提供する教育プログラムの有用性をどのように海外に向けて発信していく

かが、同大学にとっての大きな課題といえよう。 

 

図 8-4 東北公益文科大学 庄内オフィス・地域共創センター・公益学部４つの 

共創事業マップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所)東北公益文科大学(2017a、６頁)および東北公益文科大学(2016、14-22 頁)、武田(2017、

17-18 頁)の記述内容を基に筆者作成 

 

２ 山口県立大学の事例を基にした考察 

共生教育で行われている取り組みのコンセプトは「地域住民(県民)と学生が共に学ぶ」

ことである 36。そこで、221-222 頁で述べた３つの教育プログラムの取り組みプロセスに

おいて、価値が共創されることについてＳＤＬの考え方に基づいて概説を試みる。 

大学の資源(シーズ)を活用した地域課題の解決

人材育成 

 

大学の知識とスキル 

 
東北公益文科大学 庄内オフィス・地域共創センター・公益学部 

「日本地域課題解決

学研究会」の運営 

「小さな拠点」を核と

する地域づくり 

 

「地域共創コーディ

ネーター」の養成 

学生による「社長イン

ターンシップ」 

 

教員(研究者) 

地元企業(老舗旅館・牧場等) 

地方議会 大学院

生 

地方自治体 NPO 

各アクターの文脈におけるまちづくり・ひとづくり 

アクター 

 

共創：さまざまなアクターとの協働を通じた相互作用

による価値づくり 

学生・生徒 
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①  「やまぐち学マイスターコース」……学生と県民が共に学び合うプロセスのなかで、

学生は地元を知り、地元へのアイデンティティを育むことになり、何らかの形で地元

に貢献するという価値を創ることができる。また、県民は、それぞれの企業活動や地

域活動のなかで、学んだ知見や経験を通して新たな文脈価値を創出することが可能と

なる。 

② 「子育てマイスターコース」……学び合うプロセスのなかで、学生は子どもという

存在を理解し、子を育てることや子育てを支援することの意義や必要性を学び、世界

観を広げることができる。また、実際に支援に携わっている人は、新たな知識や知見

から、新たな活動を創出することができるようになるなどの文脈価値を創り出すこと

ができる。 

 ③ 「在宅ケアマイスターコース」……学び合うプロセスのなかで、学生は、介護サー

ビスを利用する人および介護サービスを提供する側の双方の実態を学ぶことができ、

新たな価値を今後のキャリアにいかすことができる。また、県民は、高齢化が急速に

進むなか、在宅ケアにおける新たな知識とスキルを学ぶことができ、新たな介護人材、

あるいは介護関連に就業する人材として新たな活動が期待されている。 

これらのことから、これら３つの教育プログラムは、学生と地域住民といったアクター

が共創し、新たな文脈価値を創出しているといえ、ＳＤＬの考え方を体現した取り組みで

あると考えることができる。 

図表 8-5 は、山口県立大学が提供する教育・研究の知的資源によって、地域に活力を与

え、地域に貢献できる人材育成を行っていくプロセスについて、コンセプト・マップを用

いて可視化している。このコンセプト・マップを概説することによって、山口県立大学の

提供する教育・研究プログラムが、ＳＤＬの考え方に合致していることについて考察する。 

山口県立大学は、共生研究と共生教育の二つを柱に、地域活性化の中核となるべく、活動

を展開している。共生研究では主に３つの実践的な研究領域を通じて、地域課題を解決す

べく、地域のシンクタンクとしての機能を強化している。また、同時に共生教育では、研

究とリンクした形で、学生と地域のさまざまなアクターとが共に学び合いながら、地域に

貢献できるひとづくりを推進している。 

これらのプログラムでは、行動主体として学生と教職員が積極的に地域に出向き、諸活

動を展開することにしている。共創の場を従来の大学だけに置くのではなく、地域を共創

の場として捉えているといえ、その機会を積極的に創出している点は特筆すべき点である。 
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地域住民(県民) 

山口県立大学の提供するこれらのプログラムにおいて、大学の学生や教職員はアクターで

ある。そして、共創するアクターとして、地域住民や地方自治体、地元企業、民間団体等

の多様な主体が参加している。これらのアクターが新たに創造する価値は、学生にとって

は地域社会に出ていく際に必要となり、活用できる価値である。一方、地域住民や地元企

業にとっては、地域の活性化や子育て、在宅ケアといった日常生活の場面でいかされる価

値であり、それぞれの文脈において新たに創出される価値であるといえる。 

 

図表 8-5 山口県立大学の共創による人づくりコンセプト・マップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (出所)山口県立大学地域共生センター年報(2017、57 頁)および山口県立大学(2017)の記述

内容を基に筆者作成 

 

教員・事務職員 

 

 

地方自治体

体 

地域共生センター 

共生研究 

システム 

共生教育 

システム 

地域に貢献できる(地域課題を解決できる)ひとづくり 

〇地域観光を支える人材として活躍  

〇子育てや在宅支援ができる人として活躍   など 

 
児童・生徒・学生 地元企業 

高齢者 幼児を持つ親 

ボランティアなどの民間団体 

アクター 

ベースメント：大学の知的資源(知識とスキル) 

やまぐち学マイスターコース 

 

子育てマイスターコース 

 在宅ケアマイスターコース 

 

やまぐち学関連研究 

 

健康福祉社会づくり関連研究 

 

ライフイノベーション関連研究 
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地域住民が大学

教育に参加する 

行動主体として 

学生と教職員が 

地域に出る 

 

さまざまなアクターとの協働を通じ

た相互作用による価値づくり 
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すなわち、ＳＤＬの概念に基づくと、学生や教職員、地域住民などすべてのアクターが

能動的な価値共創者であると考えることができる。そして、提供されるプログラムのなか

で、主体的行動としての交流や意見交換等を通じて関係性を強化しながら、相互に影響を

受け、アクター各々が文脈価値を創出している。 

具体的な成果として、上述のプログラム修了生が、その後自主的に勉強会や交流会等を

開催している。また、共に受講した学生は社会人に啓発されている 37。すなわち、文脈価

値を創出しており、教育的な効果もあったといえる。 

そして、地域に貢献できる、あるいは地域課題を解決できる人づくりは、グローバル化

が進展している地域における外国人労働者や外国人定住者と地域住民との間に生じている

コンフリクトや生活支援といった課題を解決できる人材としての活躍が期待される。特に、

外国人との異なる文化的背景や生活習慣、言葉の壁によるコンフリクトは、解決すべき喫

緊の課題といえる。また、地域観光を支える人材として、外国人観光客を地方に誘導でき

るよう、地域経済の発展に欠かすことができない地域観光を支えることができる人材とし

ての活躍も期待されるところである。すなわち、地方大学が国際化することにより、地域

における外国人に関わる課題の解決や外国人観光客を地方に誘導し、地域観光を支える人

材育成が可能になり、地域のグローバル化に対応した地域貢献が可能になるものと考える。 

「グローバル人材育成推進事業(タイプＢ：特色型)」は 2016 年に事業期間は終了した

が、国際文化学部が本事業で掲げた「世界と地域の架け橋になれるインターローカル人材

（inter-local 人材）」の育成 38は、これからの地域に求められる人材であり、今後のさらな

る発展が期待される。 

 

３ グローバル人材育成・教育の観点からの考察 

 東北公益文科大学と山口県立大学は、ともに「地(知)の拠点整備事業(大学ＣＯＣ事業)」

に採択され、地域を志向した教育・研究・社会貢献によって、地域課題の解決に資する人

材育成に必要となる様々なプログラムを展開している。 

 なかでも東北公益文科大学は、「地(知)の拠点整備事業(大学ＣＯＣ事業)」の成果として

つぎのことをあげている。第１に、グループディスカッションやグループワークといった

アクティブラーニングの授業数割合が 2014 年度は全体の 50.7％であったものが、2016 年

度には 56.7％に上がっている。第２に、それらの授業履修者数も 2014 年度の 1,938 人か

ら、2016 年度には 3,914 人に大幅に増えている 39。こういったアクティブラーニングが行
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われているクラスに、一人でも外国人留学生がアクターとして参加することができれば、

日本人学生と外国人留学生が学び合うとともに、影響を受け合い、日本人学生にとってグ

ローバルに活躍するために必要なさまざまな学びを得ることができる。すなわち、地域課

題を解決するための人材育成プログラムを推進した結果としての成果は、グローバル人材

を育成するためのプログラムの展開にあたっても有用なプロセスとなり得、グローバル化

した地域課題を解決することができ、ステークホルダーの満足度が高まる。 

 また、東北公益文科大学には、社会福祉や社会保障が進んでいるニュージーランドに関

する研究を推進する目的で設置されたニュージーランド研究所がある。同研究所の研究成

果のひとつとして、グローバル社会で生きていく子どもたちのために、乳幼児教育や保育

の指導者や保護者を対象に、ニュージーランドの実践者による多文化共生教育を学ぶ機会

を設けることを酒田市に提案している 40。 

このような取り組みもまた、ＳＤＬの概念に基づいて整理してみると、研究成果として、

政策提言が酒田市において実現されることになれば、新たな文脈価値が創造されることに

なるといえよう。なお、本論文では、グローバル人材をグローバルに活躍するために必要

となる広い視野や異文化理解力、多様な価値観を受容する力、創造力といった能力を有し

た人材と定義している。 

地域に貢献する大学を標榜し、地域住民や地方自治体、地元企業といったさまざまなア

クターとの共創の教育プログラムを展開している東北公益文科大学と山口県立大学の事例

分析を行った。そして、事例分析を行いながら、戦略的な教学経営としてサービス・マー

ケティングのひとつであるＳＤＬの考え方に基づいた教育プログラムの有用性について考

察し、つぎのことが明らかになった。 

それぞれの大学が提供する教育プログラムのコンセプトや手法から、ＳＤＬの考え方に

合致する共通事項として、つぎの４点にまとめることができる。 

①  知識とスキルの活用……大学が有する無形資産である知識とスキルを基にした教育

プログラムであるサービスを提供している。 

②  すべてのアクターが行動主体……教育プログラムは、単に大学のアクターである教

職員や学生側からのみ一方向で働きかけるのではなく、地域住民や地方大学、地元企

業といったアクターも行動主体となる。 

③  アクター同士の相互作用による価値共創……教育プログラムに参加するアクターた

ちは、相互に作用し合い、影響を受けながら新たな価値を共創する。 



229 

 

④  各々のアクターの文脈価値……教育プログラムに参加したすべてのアクターが、獲

得した知識やスキルは、各々の個別の文脈において福利的に用いることができるよう

になり、新たな文脈価値を創出する循環サイクルの構築が期待できる。 

 このように、参画するすべてのアクターが教育プログラムを通じてお互いの関係性が強

化されると共に、学び合いながら相互に作用し合った結果として、アクター各々が文脈価

値を創造することになる。このことは、ＳＤＬの考え方であるサービスのあり方、価値共

創のプロセスおよび文脈価値の形成に合致するといえる。東北公益文科大学の事例で示し

たように、地域貢献人材の育成を目的としたプログラム修了生が、それぞれの活躍する場

に戻って、新たな文脈価値を創造していることが明らかになっている。 

教学経営戦略として、あらかじめＳＤＬのような考え方を基に、教育プログラムを構築

し、地域のアクターすべてに提供することができれば、新たな文脈価値が創造され、さら

に地域の複合的な課題の解決や地域に必要な人材育成につながることが期待される。その

ような教育プログラムの成果として、大学の存在価値が増し、地域に必要な大学として認

められることになる。そして、地域に必要な大学となることが、大学の競争力を高め、学

生募集力が増すと考えられる。また、アクティブラーニングが促進され、グローバル人材

育成のためのプログラム展開のための素地を作ることにもつながる。また、そういったプ

ログラムに価値共創者のアクターとして外国人留学生を加えることができれば、地域住民

をはじめとするさまざまなアクターとの共創が促進され、学び合いの成果はさらに高まり、

地域課題を解決し、それぞれのアクターの満足度が高まることが期待できる。 

 

Ⅴ 価値共創からの満足度向上 

 

 学生と大学を取り巻くさまざまなアクターである地域住民、地元企業、地元経済団体、

地方自治体との価値共創による取り組みが、新たな価値を創造する過程について、地方に

ある２大学の事例をもとに考察してきた。そして、大学がさまざまなアクターと学び合う

ことで、それぞれの文脈で価値が新たに創造されることについても概観した。 

これらのことを踏まて、地方大学の存在意義をより高次にするために、ステークホルダ

ーの満足度の向上を図るために、Heskett et al.(2010)が提唱している利益や顧客ロイヤリ

ティおよび顧客満足度と従業員満足度などの連鎖を整理しているサービス・プロフィット・

チェーン 41の考え方に基づいて考察する。図表 8-6 は、本節で展開するアクター、ステー
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クホルダー、顧客および従業員のそれぞれが該当する対象について整理した図表である。 

 

図表 8-6  アクター、ステークホルダー、顧客および従業員の分類 

アクター 
日本人学生、外国人留学生、地域住民、地元企業、地元経済団体、地方自治体、

大学教員、大学事務職員 

ステークホルダー 日本人学生、外国人留学生、地域住民、地元企業、地元経済団体、地方自治体 

顧客 日本人学生、外国人留学生、地域住民、地元企業、地元経済団体 

従業員 大学教員、大学事務職員 

(出所)筆者作成 

 

１ 顧客の満足度という考え方 

大学にとって日本人学生や外国人留学生、地域住民、地元企業、地元経済団体、地方自

治体は、ステークホルダーであり、大学に関係するアクターでもある。また、大学の構成

員である教員と事務職員もまたアクターと考えることができる。本項では、大学における

ステークホルダーを「顧客」として考え、「顧客」の満足度をどのようにしてあげることが

できるのかに着目している。また、大学構成員でありアクターでもある教員と事務職員を

「従業員」として、従業員満足度についても、サービス・プロフィット・チェーンの考え

方に基づいて整理する。 

 サービス・プロフィット・チェーンは「①利益とカスタマー・ロイヤルティ、②従業員

のロイヤルティとカスタマー・ロイヤルティ、③従業員のサティスファクションとカスタ

マー・サティスファクション」42 という要因が「相互に直接・協力に結びついている、と

考える発想である」43。 

 また、Heskett et al.(1998)は、いくつかの米国における優良企業の事例を紹介し、顧客

満足度は従業員満足度から生まれるとして「サービスでの出会いが、ある程度にまで達す

ると、従業員のロイヤルティが高まり、業務の効率化とカスタマーの満足度をさらに開拓

できるようになる」44と指摘している。すなわち「カスタマーの満足が従業員の満足に『鏡

面(ミラー)効果』をもたらし、さらにそれがカスタマーの満足度を高める、という作用が働

いている」45ということである。それゆえ、従業員の満足度にも着目する必要がある。 
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２ 大学ステークホルダー満足度と大学教職員満足度の関係 

 この顧客満足度と従業員満足度の関係を示しているサービス・プロフィット・チェーン

の考え方を大学に適用し、大学のステークホルダーを顧客として、大学のアクターである

教職員を従業員として捉え、双方の顧客満足度を高める仕組みについて考察する。 

図表 8-7 は、サービス・プロフィット・チェーンとサービス・ドミナント・ロジックの

考え方および先述した大学での事例を基に、大学を取り巻く地域のステークホルダーと学

生を「顧客」として捉え、大学構成員である教員と事務職員を「従業員」として整理して

いる。学生は、大学の重要なステークホルダーであり、大学の本来の使命である人材育成

の観点を中心に据える必要があるとの考え方から、別途「学生満足度・成長のサイクル」

を設けている。 

 大学は、地域のステークホルダーに「価値共創の場」を提供する。そして、その「価値

共創の場」に行動の主体として教職員が自ら出向くという意識が重要となる。一方で、地

域における大学のステークホルダーも「価値共創の場」に主体的に参画することで、協働

し共に学び合うことで新たな価値が創造される。 

 

図表 8-7 学生と大学ステークホルダー満足度、大学教職員満足度の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所) Heskett et al.(1998、324 頁)の「表 14-2」にある「カスタマー・ロイヤルティのサ

ークル」と「従業員の実力を発揮できる可能性のサイクル」を参考に筆者作成 
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 この「価値共創」サイクルをベースとして、３つのサイクルがそれぞれ相互に関連しな

がら循環する。その循環サイクルは、それぞれのアクターがロイヤリティを高めることで、

新たな価値を創出したり、共有することで、それぞれの満足度が向上することにつながる。

すなわち「顧客」としての学生と地域のステークホルダーの満足度の向上は「従業員」で

ある大学教職員の満足度の向上につながるという連鎖が生まれる。そして、この連鎖はミ

ラー効果があることから、大学教職員の満足度が高まれれば「価値共創の場」がより活性

化され、学生と地域のステークホルダーの満足度が高まることになる。 

 なお、渡部・椿(2015)は、サービス・ドミナント・ロジックとサービス・プロフィット・

チェーンの考え方に着目し、顧客と従業員の価値共創による双方の利益を高めるためのマ

ッチング方法を提案している 46。このように、サービス・ドミナント・ロジックとサービ

ス・プロフィット・チェーンとを融合した先行研究がある。 

 また、清水・長谷川(1997)は、ＢＳＣによる因果連鎖についての分析を論じるなかで、

「戦略の因果関係を分析することによって、戦略を達成するための業務ドライバーを認識

し、これに関して管理を実施していこうとする考え方は、Heskett らによってサービス・

プロフィット・チェーンとしても提唱される」47 としている。また「財務の視点」と考え

られる売上成長と収益性を獲得するためのドライバーとして顧客ロイヤルティがあげられ

ており、顧客維持率、反復購買および新規顧客の紹介といった尺度があげられている。ロ

イヤルティを獲得するドライバーは顧客満足であり、さらに、顧客満足を獲得するために

は顧客に引き渡される外部サービス品質を高めることが必要になる。また、これを達成す

るためには従業員の定着率や生産性を向上させなければならず、そのための内部サービス

品質を高めて従業員満足を充足させなければならないという連鎖が組まれている」48 と論

じている。そして「戦略遂行のための因果連鎖を認識し、戦略管理システムを構築してい

く意義は十分認められる」49と指摘している。 

 

Ⅵ 価値共創による顧客満足度と従業員満足度の向上サイクル 

 

 本章では、ＢＳＣにおける「顧客の視点」に着目して、地方大学が国際化を推進し、地

域に必要な存在となるために、大学を取り巻くさまざまステークホルダーの満足度をいか

に高めていくのかについて考察した。 
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そこでまず、サービス・ドミナント・ロジックの考え方を基に、地方大学の顧客でもあ

りアクターでもある日本人学生、外国人留学生、教職員、地域住民や地元企業および地方

自治体が学び合い協働することで新たな価値を創造していくプロセスについて、地方大学

の事例を基に考察した。さらに、東北公益文科大学における地域のアクターと学び合い価

値を創造するプログラム事例から、大学と地域のアクターが共に学び合い協働することで、

化学反応が起き、相互に作用しあって新たな価値が創造され、それらの新たな価値がそれ

ぞれのアクターの文脈のなかで活用されていることを明らかにした。このようなプロセス

は、ＳＤＬの考え方であるサービスのあり方、価値共創のプロセス、文脈価値の形成に合

致しており、地域のアクターと協働する教育プログラムにも有用であることがわかった。 

 これらのことを踏まえ、Heskett et al.(1998)らが提唱したサービス・プロフィット・チ

ェーンに基づいて、顧客でありアクターである日本人学生、外国人留学生、地域住民、地

元企業および地元経済団体を「顧客」として捉え、「顧客」の満足度を上げるための仕組み

について考察を行った。サービス・プロフィット・チェーンでは、利益や顧客ロイヤリテ

ィ、顧客満足度と従業員満足度などの連鎖を整理している。この考え方に基づいて、大学

においての顧客満足度と従業員満足度との連鎖と双方の満足度を高める仕組みについて、

図表 8-7 に整理した。 

大学は、地域のステークホルダーに「価値共創の場」を提供することができる。それゆ

え、その「価値共創の場」をベースとして、大学ステークホルダーの満足度向上のサイク

ル、学生の満足度・成長のサイクルおよび大学教職員の満足度向上のサイクルがそれぞれ

相互に連鎖しながら、それぞれの満足度が向上するモデルを提示した。これら好循環サイ

クルは、それぞれのアクターがロイヤリティを高めることで、新たな価値を創造し共有す

ることになり、それぞれの満足度が向上することにつながっている。価値共創は、「顧客」

と「従業員」の満足度の向上を図るうえで、重要な概念であることが明らかとなっている。 

現在、地域には外国籍住民も多くなってきており、生活習慣や文化の違い、言語の壁な

どから、従来の地域住民との間で、お互いの理解が進まず地域における解決すべき課題が

生じている。地方大学が国際化することにより、学生は異文化理解や多様な価値観を受容

する力を身につけることができる。そういった学生が、地域における「価値共創の場」に

参画することで、地域住民と外国籍住民との間のギャップやコンフリクトを解決すること

につながることが期待できる。 

 次章では、これまで第５章から第８章において考察してきたことを踏まえ、地方大学の
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国際化の意義、地方大学の存在意義を改めて整理したうえで、大学経営および国際経営に

おける戦略マップを示す。そして、地方大学における国際化のための課題について提言す

る。 
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第９章 戦略マップ・ＢＳＣにおける４つの視点からの地方大学経営戦略 

－地方創生に向けた国際化の課題－ 

 

Ⅰ 地方大学国際化の意義 

 

 本論文では、厳しい経営環境にある地方大学が、財政基盤を安定化させ、持続的経営を

行っていくための戦略として、国際化を推進することの意義を明らかにし、さらに地方大

学の国際化が、地方大学の使命である地域貢献の役割を果たすために必要な戦略として、

地域社会や経済を活性化し、地域にさまざまな便益をもたらしていくことを明らかにする

ための考察を行ってきた。 

 第１章では、わが国において、都市部と地方との地域間格差が広がるとともに、地方に

おける都市部への人口流出が続き、地域経済が衰退している状況を踏まえ、わが国におけ

る地方創生の政策動向を概観した。そして、地方大学に関する政策動向について概括し、

地方創生の文脈における大学の役割について論じた。そして、世界のグローバル化が進展

しているなか、わが国においても都市部だけでなく、地方においてもグローバル化が進ん

でいる状況を踏まえ、地方大学が地域活性化の核となって、その役割を果たしていくため

には、地方大学の国際化が必要であることを論じた。つぎに、わが国における大学の国際

化に向けた政策動向として、留学生政策としての外国人留学生の受入状況および日本人学

生の海外留学状況、日本人学生が留学することの意義について論じ、わが国の大学国際化

を推進するための支援事業について概観した。そして、地方大学を取り巻く厳しい経営環

境を踏まえ、地方大学の国際化を推進していくために解決すべき課題について論じた。 

 それらのことを踏まえ、第２章では国内外における大学の国際化の現状と課題を概観す

ることとし、欧州およびアジアにおける地域的な枠組みとしての大学国際化の動向から、

高等教育における質保証と学生の流動性を高めるための仕組みについて考察した。そして、

世界大学ランキングのなかでも世界の大学において注目度が高く、わが国においてもメデ

ィアに取り上げられ、社会的インパクトの高いＴＨＥ世界大学ランキングとＱＳ世界大学

ランキングに着目し、教育関連、研究関連、論文影響力、および国際化関連などの評価指

標について考察し、研究や教育におけるレピュテーションの重要性を指摘した。つぎに、

わが国における大学の国際化を促進させる政策である「スーパーグローバル大学創成支援」

事業に採択された各大学において、上述した世界大学ランキングを上げるためにも必要な
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あらかじめ設定されている共通の評価指標、それらの達成状況について概括した。そして、

それらの進捗度から「事務職員に占める外国人及び外国の大学で学位を取得した専任職員

等の割合」や「事務職員の高度化への取組」といった人的資源に関する評価指標は、短期

的ではなく中長期的な観点で取り組むべき課題であることを示唆した。そして、「スーパー

グローバル大学創成支援」事業に採択されている広島大学の事例に着目し、世界大学ラン

キングを高めるための取り組みとして、レピュテーション・マネジメントによるレピュテ

ーションを高めるための仕組みについて概観した。また、広島大学が国際化を推進するた

めに設定している教員一人あたりの重要業績評価指標(ＫＰＩ：Key Performance 

Indicator、以下「ＫＰＩ」という)について概観した。また、わが国独自の大学ランキング

に着目して、そのランキングにおける評価指標を概観し、今後地方大学が国際化を推進し

ていくために必要となるベンチマークについて論じた。 

 

Ⅱ 地方大学経営における国際化 

 

 第３章では、地方大学が地域活性化のための核としての役割を果たすために、国際化が

必要であることを明らかにした。大分県別府市にある立命館アジア太平洋大学(ＡＰＵ：

Ritsumeikan Asia Pacific University、以下「ＡＰＵ」という)の成功事例を基に、地方大

学における国際化を推進することの有用性を考察した。ＡＰＵに着目した理由は、ＡＰＵ

が創設のコンセプトとして国際化した大学を目指し、外国人留学生の学生構成比率 50％、

外国人教員の構成比率 50％および 50 カ国以上から外国人留学生を目標として掲げている

こと、また、国際通用性の高いカリキュラム展開が特色であること、具体的には約 90％の

学部講義が日本語と英語の二言語で開催されており、世界各国から外国人留学生を受け入

れることができる体制が整備されていることである。このような教育環境は、日本人学生

にとっても、日本に居ながらにして多様な価値観の受容や異文化理解に資するものである。

このような国際経営戦略と教学戦略の成功事例は、今後の地方大学の国際化モデルともい

える。 

また、ＡＰＵ開学が大分県と別府市へもたらした便益として、県内進学者数が増加し県

外の大学への流出抑制に一定の効果があったこと、外国人留学生の県内企業への就職が地

元企業のグローバル化に寄与していること、外国人留学生と地域、地域住民、地元企業な

どとのコラボレーションによる地域の観光促進や文化交流などによる地域の活性化に貢献
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していることなどがあげられる。さらに、大分県内の大学や短期大学、専門学校、大分県

と別府市、大分県経済同友会や商工会議所といった経済団体および地元企業などで構成さ

れる外国人留学生を総合的に支援する「特定非営利活動法人コンソーシアムおおいた」は、

外国人留学生のインターンシップから就職支援、地域との交流促進などを主な事業として

おり、県内リソースをフルに活用した好事例といえる。また、長崎留学生支援コンソーシ

アムや佐世保地域留学生支援交流推進協議会の地域包括的な外国人留学生を支援する仕組

みは、地元企業のグローバル化への貢献および地域への定着事業としても期待されるとこ

ろである。 

ＡＰＵ開学の地域への便益はこれらだけに留まらない。別府市における人口減少に一定

の歯止めをかけた効果もその人口動態から明らかになっている。また、地域への経済波及

効果があることは特筆すべきことである。ＡＰＵが大分県にもたらす経済波及効果は年間

211.7 億円と算出されている。このような経済波及効果は、ＡＰＵに限った事例ではない。

わが国において最も国際化が進んだ大学といわれている秋田県にある公立大学法人国際教

養大学は、年間約 40 億円の経済波及効果を秋田県にもたらしている。そして、国際教養大

学もまた、経済波及効果だけに留まらず、地域課題の解決や県内小・中・高校との交流活

動などの地域貢献活動を行っている。このように、地方にある大学が、地域社会や経済の

活性化になくてはならない存在となっており、国際化した地方大学が地域にさまざまな便

益をもたらすことを明らかにしている。 

 

Ⅲ 地方大学経営における戦略マップ・ＢＳＣの適用 

 

１ 大学におけるＢＳＣの有用性 

第４章では、第１章から第３章までにおいて考察してきたことを踏まえ、地方大学にお

ける国際化の推進を遂行するために必要となる戦略的マネジメント・システムであるバラ

ンス・スコアカード(ＢＳＣ：Balanced Scorecard、 以下「ＢＳＣ」という)に着目した。

ＢＳＣは、Robert S. Kaplan と David P. Norton が 1992 年に開発した戦略マネジメント・

システムである。ＢＳＣは、国内外における企業での導入成功事例があるだけでなく、地

方自治体や民間病院、大学にも導入されている。また、海外の大学でも成功した導入事例

がある。本論文において、ＢＳＣを戦略的マネジメント・システムとして地方大学の国際

経営戦略に適用することが有用であると考えるに至った理由は、第１に非営利組織である
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大学において、ＢＳＣは大学を取り巻くステークホルダーを中心に戦略を考えることので

きる「顧客の視点」を有していることをあげることができる。そして第２に、地方大学が

危機的な経営環境にあるなか、組織を変革に導くために必要な教職員の意識改革と行動改

革、および経営人材を育成することを戦略目標とする「業務プロセスの視点」と「学習と

成長の視点」を有していることである。改めて、大学経営におけるＢＳＣの有用性につい

て、先行研究を基に整理しておく。 

まず、奥井(2005)は、国立大学の大学経営におけるＢＳＣの有用性をつぎのように述べ

ている 1。第１に、ＢＳＣは大学経営における質的目標を設定できる。大学は非営利組織で

あり、達成目標を設定するにあたっては、財務指標のみを設定するのではく、ミッション

や大学を取り巻くステークホルダーなどの質的目標を設定することができる。 

第２に、ＢＳＣによって、進むべき方向性について、教職員が共有できる。ＢＳＣによ

って、大学全体のミッションと戦略を明確にすることができ、組織の進むべき方向性を教

職員全員が共有することができる。 

第３に、ＢＳＣは中期計画と連動することできる。策定した中期目標を実現するために

設定する評価指標と組織活動について、同様に中期目標に対応できるようＢＳＣにおいて

も評価指標を設定することができる。 

第４に、ＢＳＣはＰＤＣＡサイクルを機能させることができる。戦略目標を達成するた

めに、設定された評価指標に対して、年度や半期ごとに達成度を評価することで、ＰＤＣ

Ａサイクルを構築することになる。 

第５に、ＢＳＣは大学における総合的な意思決定に資することができる。ＢＳＣによっ

て、大学全体の経営戦略との関連性を可視化することができ、大学経営者は総合的な評価

や意思決定を行うことができる。 

すなわち、ＢＳＣにより、厳しい経営環境にある地方大学が、その使命と役割を果たし

ていくために必要となる中長期計画、戦略目標についてすべての構成員が共有することが

でき、教職員が一体となって協働していくことができる組織文化を醸成することが期待で

きる。それゆえ、ＢＳＣは持続的経営を行っていくための戦略的マネジメント・システム

であるといえる。 

中嶋(2009)もまた、自身が所属する大学におけるＢＳＣ導入による効果をつぎのように

整理している 2。第１に、ＢＳＣの作成プロセスのなかで、ＳＷＯＴ分析を行うことによっ

て、大学や学科の置かれている状況について共通認識を持つことができ、情報を共有する
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ことができる。第２に、ＢＳＣの作成プロセスにおける顧客価値の分析をとおして、大学

が目指すべき教育・研究の方向性を明確にすることができるとともに、サービスの対象を

明確にすることができる。第３に、戦略マップを作成することによって、重点的に取り組

むべき課題を明確にすることができる。 

 これらの先行研究を踏まえ、第４章では、私立大学において大学経営をマネジメントす

るシステムとしてのＢＳＣの有用性をつぎのように整理した。 

① 戦略志向の組織への変革……18 歳人口の減少や地域経済の衰退、都市部への人口

流出など地方大学を取り巻く環境は厳しい。それゆえ、大学の設置形態の如何にかか

わらず、中期計画や長期計画を策定して、大学経営を戦略的に志向しなければ生き残

れない。ＢＳＣは戦略を志向する組織への変革を促すことができる。また、戦略志向

はＰＤＣＡを機能させるための基盤となる。 

② 戦略目標の共有……私立大学の組織文化は、トップ・マネジメント型もあれば、ボ

トム・アップ型やミドル・アップ・ダウン型もあり多様である。大学経営者層と中間

管理職および中間管理職と職員などをつなぐコミュニケーション・ツールとしても有

効なＢＳＣは、どのような組織文化であっても、すべての構成員に戦略の共有を図る

ことができる。 

③ 学生を中心に据えた思考形成……財政基盤の確立のためには、教育の質を高めるこ

とによって学生の満足度を上げ、その結果として就職状況を改善し、学生募集力の向

上につなげるというサイクルの構築が求められる。それゆえ、「顧客の視点」(学生の

視点)と「財務の視点」を有するＢＳＣは、バランスがとれている。 

④ 教職協働の促進……教職員の一人ひとりが、ＢＳＣを用いた中期経営計画などの策

定に参画することで、当事者意識や危機感が醸成される。また、策定するプロセスの

なかで、教職協働が促進され、学び合うことで共に成長し、新たな価値が創造され、

結果として、教職員の満足度を高めることができる。 

 

２ 戦略マップの提示 

 ＢＳＣの４つの視点における戦略目標の因果関係を整理するために構築された Kaplan 

and Norton(2005)3 が提唱している戦略マップは、企業の価値創造に関わる４つの戦略目

標間の連鎖の全体像である 4として、つぎの５つの有用性を示している 5。第１に、戦略マ

ップは長期と短期の戦略目標のバランスを明確に伝えることができる 6。第２に、戦略マ
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ップはその価値提案を明確に顧客に伝えることができる 7。第３に、戦略マップはそのプ

ロセスの重要性を明確に伝えることができる 8。第４に、戦略マップは「学習と成長の視

点」における構成要素であり無形資産である人的資本、情報資本、組織資本を戦略として

方向づけることができる 9。 

つぎに、ＢＳＣの４つの視点である「財務の視点」「学習と成長の視点」「業務プロセス

の視点」「顧客の視点」について、大学における戦略マップを提示した。図表 9-1 は第４章

113 頁で記した図表 4-5「企業と大学の戦略マップ(基本型)」の再掲である。企業における

一般的な戦略マップを基本に、企業と大学の戦略マップにおける４つの視点の位置づけに

ついて比較できるようにしている。大学における戦略マップでは、大学が非営利組織であ

り、持続的経営ができるように経営戦略を構築する必要があることから、「財務の視点」と

しての財政の安定化が基盤となる。そして、大学の使命は、社会に有意な人材を育成し社

会に送り出すこと、特に地方大学の使命および意義は、地域に貢献し地域に求められる大

学となることであることから、大学のステークホルダーである学生や地域住民、地元企業、

地元経済団体等を顧客として捉え、最上位に「顧客の視点」が位置している。 

 

図表 9-1 企業と大学の戦略マップ(基本型) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所) Kaplan and Norton(2005、 62 頁)に記載されている「図表 2-1」に、大学の基本型

を加えて筆者作成 

 

 図表 9-1 に示した基本型を踏まえ、地方大学経営を想定した戦略マップを提言する。図

表 9-2 は、図表 9-1 に示した大学における戦略マップの基本型を踏まえ、地方大学経営を

財務の視点 

業務プロセスの視点 

顧客の視点 

顧客の視点 

業務プロセスの視点 

学習と成長の視点 
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財務の視点 

大学の基本型 
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想定した戦略マップである。Kaplan and Norton(2005)10に基づいて、図表 9-2 について

解説する。 

 

    図表 9-2 提言１－地方大学経営における戦略マップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(出所)Kaplan and Norton(2005)、62 頁「図表 2-1」、76 頁「図表 2-6」、83 頁「図表 2-9」、

103 頁「図表 3-2」および 151 頁「図表 4-1」の戦略マップ(実践囲み部分)を基に、地方大

学に適用した場合(点線囲み部分)場合を想定して筆者作成 

 

地方大学における国際化の推進を支えるための安定した財政基盤の確立に必要となる

「財務の視点」では、戦略目標として「多様な収益源の確保戦略として寄付金戦略と資産

運用戦略を構築する。そして同時に、効率化が図れるよう経費削減を図るとともに、大学

が有するさまざまな資源を活用する」を掲げている。 

つぎに、「学習と成長の視点」では、「業務プロセスの視点」との連鎖が機能するように、
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「人的資本」では大学経営を戦略的に行える人材と国際経営戦略を立案し実行できる人材

育成が求められ、「情報資本」では大学運営を支援し戦略を構築するための情報システムの

構築が必要となる。また、「組織資本」では教員と事務職員が協働する新たな組織文化を醸

成しなければならない。 

そして、「業務プロセスの視点」における、「革新のプロセス」では学生や地域のアクタ

ーへの新たなサービスともいえる教育改革やプログラム開発と改善、学生支援サービスの

充実および外国人留学生を総合的に支援する体制整備などが必要となる。「規制と社会の

プロセス」では教職員が安心して働くことができるよう環境整備が求められる。また、地

域貢献の役割を果たせるよう、大学を取り巻く地域のアクターとの価値共創の場を提供し

なければならない。「業務管理のプロセス」では、学生や教員への支援を充実させるために、

業務における生産性や質の向上および日々の業務改善が必要となる。そして、学生の安全・

安心を確保するために、地震や火災といった災害に対するリスクマネジメント、海外に学

生を派遣するにあたってのリスクマネジメントも重要となる。さらに、「顧客管理のプロセ

ス」では、優秀な外国人留学生の獲得のための海外マーケティングやリクルーティング戦

略、県内外の日本人学生募集のための広報戦略、ならびに関連する海外の大学や海外エー

ジェント、高校や予備校などとの関係を強化しなければならない。 

上述した３つの視点を踏まえ、「顧客の視点」では、戦略目標として「『学生』と『地域

のアクター』の満足度向上を図り、すべてのアクターの協働によって新たな価値を創造す

る」を掲げている。そして、最終的には地方大学における経営戦略と国際経営戦略が、地

域社会と経済の活性化につながらなければならない。 

 

Ⅳ 地方大学における国際経営戦略 

 

 地域社会や経済の活性化のためには、地方大学の果たす役割は大きい。第１章から第４

章までの考察を踏まえ、地方大学が地域活性化に資するために、地方大学の持続的な経営

が可能となるよう、地方大学が採るべき国際化の推進について、これまで考察してきた先

行研究や国内外の大学事例、さらにはＴＨＥ世界大学ランキングおよびＱＳ世界大学ラン

キング、わが国における大学ランキングなどに基づいて、ＢＳＣの戦略マップを活用した

モデルを提言する。提言では、地方大学の国際戦略としてＢＳＣの４つの視点から、地方

大学が設定すべきと考えられる戦略目標およびＫＰＩを示している。まず、それらの設定
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にあたっての前提条件と留意すべき点をあげておく。 

 

１ 戦略目標とＫＰＩ策定にあたっての前提と課題 

戦略目標とＫＰＩの策定にあたっては、地方大学は、学部数が１ないし２学部構成が多

いことから、収容定員 3,000 人未満の地方大学を想定している。 

つぎに、ＫＰＩには限界と課題があることに留意すべきである。たとえば、世界大学ラ

ンキングやわが国における大学ランキングを上げることが目的になってしまうことである。

ＫＰＩでは、可能な限り数値化できる指標を設定することから、それらの数値を達成する

ことばかりに気を取られ、大学本来の使命である教育研究による人材育成や地域貢献が疎

かにならないよう、すべての教職員は、常に大学の理念や建学の精神、教育目標などを意

識しておく必要がある。そこで、質的なＫＰＩについても想定を試みるが、その達成状況

の測定は難しいことをあらかじめ付記しておきたい。 

最後に、次項に示しているＫＰＩは、これまで考察してきたことを踏まえ、地方大学の

使命として、地域社会や経済の活性化に貢献できるよう、持続的な経営ができる大学運営、

そのために必要となる国際経営を含む経営人材の育成、そして組織変革などが実行され、

日本人学生や外国人留学生と地域のアクターとの学び合いと協働による新たな価値創造に

より、グローバルと地域で活躍できる学生の育成、価値共創による地域のアクターの満足

度の向上、地域住民の生活の質向上などが可能となるように想定している。また、数値目

標は、教職員の意欲や達成感を満たすことができるよう、ストレッチすれば達成できるよ

うな設定が望ましいと考えている。ただし、数値目標の割合や数値については、それぞれ

の地方大学が置かれている状況や学部・学科構成および教育内容などによって異なる設定

とする必要があることに留意しなければならない。 

 

２ 「財務の視点」からの提言 

 第３章および第５章の考察を踏まえ、「財務の視点」における戦略目標は「多様な入学者

を確保する」「多様な財源を確保する」「効率化を目指し経費を削減する」である。それら

の戦略目標を実現するために設定したＫＰＩおよび数値目標について、わが国の大学事例

を基に、それぞれつぎのように設定する。「財務の視点」における戦略目標の達成は、地方

大学にとって持続的な経営を行い、国際化を推進していくうえでの、基盤となるものであ

る。 
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(1) 多様な入学者の確保 

第３章で考察したＡＰＵの事例や大学ランキングの評価指標などを参考に、設定する戦

略目標「多様な入学者を確保する」におけるＫＰＩおよび数値目標は、以下のとおりであ

る。 

① 外国人留学生数の割合……数値目標は、「日本人学生数と外国人留学生数の比率を

50％」とする。この割合については、学部や学科の特色、地域の置かれている状況な

どに応じて設定することが望ましい。ただし、外国人留学生数は大学の国際化のなか

でも優先度が高い評価指標である。 

② 外国人留学生の国や地域の数……数値目標は、「30 カ国以上の国や地域から外国人

留学生数を獲得」とする。世界だけでなく地域コミュニティのグローバル化も進展し

ている。それゆえ多様性を確保するためにも、多くの国や地域からの外国人留学生の

入学が望まれる。多様性を確保することは、国際教育を充実していくうえで重要な要

素となる。 

 ③ 県内高校や予備校等からの進学者数の割合……数値目標は、「入学定員の 20％を確

保」とする。若者人口の県外への流出は、大学への進学時が最も多いことから、県内

からの進学者数増が必要である。なお、この割合については、現状の県内進学者数や

県外流出状況を踏まえ設定することが望ましい。 

 ④ 県外高校や予備校等からの進学者数の割合……数値目標は、「入学定員の 30％を確

保」とする。魅力ある大学づくり、教育の質を高めていくためにも一定程度の受験倍

率が必要となる。この割合については、現在どのような地域から受験者を確保できて

いるのかによっても異なる。受験者層や地域性などのマーケティングを行い、地域戦

略を策定し、重点地域別に数値目標を設定する。 

 

(2) 多様な財源の確保 

 第５章で考察した米国の大学事例および早稲田大学の事例などを参考に、設定する戦略

目標「多様な財源を確保する」におけるＫＰＩおよび数値目標は、以下のとおりである。 

 ① 資産運用資金の額……数値目標は、「資産運用原資 100 億円を確保」とする。資産

運用原資は、これまでの資産運用資金およびその運用益に加え、指定のない寄付金と

し、経常運転資金や施設計画のための資金などに影響がないようにする必要がある。

目標数値は、大規模大学でなければ達成できないような金額ではあるが、中長期的に
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捉え、少しずつでも原資を増やしていくことが肝要である。 

② 資産運用利回り……数値目標は、「10 年間平均の運用利回り 10％を確保」とする。

資産運用にあたっては、短期ではなく中長期的な収益の確保を目指し、さまざまなリ

スク回避やリスク分散ができるよう、国内外の債券や株式だけでなく、不動産投資な

どからなるポートフォリオを構築しなければならない。なお、外部専門家への委託や

専門人材の配置、内部統制の仕組みの構築などが必要となる。また、地元企業や地方

自治体と連携するなど、地域でのファンドづくりなども検討に値するだろう。 

③ 寄付金の獲得額……数値目標は、「年間 1 億円を確保」とする。寄付者が共感、共鳴

する対象事業の設定および説明責任が求められる。寄付金獲得は、経営者の大きな役

割のひとつという認識を持ち、少なくとも担当理事を配置し、理事長や学長、担当理

事はリーダーシップを発揮し、率先垂範しなければならない。また、専門部署や適切

な人材配置も検討を要する。 

 これらの新たな取り組みは、地方にある一大学だけで実行し成果を上げることは困難で

あることが推察される。地方創生の観点からも、産官学がコンソーシアムを形成するとい

った地域包括的な仕組み、地域の複数の大学が連携する仕組みづくりが期待されるところ

である。なお、効率化を目指した経費削減に関する戦略目標とＫＰＩについは、今後の研

究課題としたい。 

 

３ 「学習と成長の視点」からの提言 

第６章での考察を踏まえ、「学習と成長の視点」における戦略目標は「経営人材育成プロ

グラムを開発する」「国際経営人材を育成する」「教職員が共創する組織文化を醸成する」

「組織目標と個人目標を連動させる」である。先行研究やわが国の大学の事例、海外での

取り組み事例などを基に、それらの戦略目標を実現するために設定したＫＰＩおよび数値

目標について、それぞれつぎのように設定する。「学習と成長の視点」における戦略目標の

達成は、地方大学の競争力の源泉となるものである。 

 

(1) 経営人材育成プログラムの開発 

第６章で考察した先行研究や大学の事例、海外の事例などを参考に、設定する戦略目標

「経営人材育成プログラムを開発する」におけるＫＰＩおよび数値目標は、以下のとおり

である。 
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 ① 経営人材プログラムの開発数と参加者数……数値目標は、「対象ごとの能力開発プ

ログラムの開発およびすべての対象者が参加」とする。経営者向け、管理職向け、資

格別、入社後５年間など、対象ごとに求められる能力開発プログラムを開発する。自

学リソースだけでは開発にかかる人的・財政的負担が大きいことから、産官学が連携

するなどコンソーシアムを形成し、倫理観の高い変化に対応できる人材の開発を行う。 

 ② 経営管理を学べる大学院への進学者数……数値目標は、「経営管理を学べる大学院

への進学者数１人以上」とする。経営管理を学び、高等教育界および高等教育界以外

での多彩な人的ネットワークを構築し、高度な経営人材となることができるよう大学

院課程への進学を推奨する。進学を推奨するために、授業料は自己負担ではなく大学

負担とすることが望ましい。 

 

(2) 国際経営人材の育成 

第６章で考察した先行研究や大学および海外の事例などを参考に、設定する戦略目標「国

際経営人材を育成する」におけるＫＰＩおよび数値目標は、以下のとおりである。 

 ① 海外のビジネス・スクールへの派遣者数……数値目標は、「海外のビジネス・スクー

ルに年間１名を派遣」とする。海外のビジネス・スクールへの進学を推奨し、国際的

な経営管理を学ぶことができる環境を創出する。海外において経営管理を学ぶととも

に、海外の高等教育事情を現地で調査し、帰国後の大学経営および教学改革に活用す

る。また、海外の大学や国際機関などとのネットワーキングにより、教育交流を促進

し、大学教育の国際化に貢献できるよう能力を開発する。経費負担が大きいことから、

大学が一定額を補助することが望ましい。 

② 海外研修プログラムの開発数……数値目標は、「海外研修プログラムを２つ以上開

発」とする。国際会議や国際学会への参加、海外ブランチでの研修など、国際的な高

等教育政策の動向や世界の大学事情などの情報を収集するとともに、国際的な感覚を

身につけることができる機会を創出する必要がある。 

 

(3) 共創する組織文化の醸成 

第６章で考察した先行研究や大学の事例などを参考に、設定する戦略目標「教職員が共

創する組織文化を醸成する」におけるＫＰＩおよび数値目標は、以下のとおりである。 

① 創立の理念、建学の精神、ミッション、ビジョンの共有機会……数値目標は、「創立
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の理念、建学の精神、ミッション、ビジョンの共有機会を年１回以上設定」とする。

すべての教職員が、創立の理念や建学の精神、ミッション、ビジョンを深く理解しす

ることで、同じ価値観を共有することができ、教員と事務職員が協働して、さまざま

な取組を行うことができるようになる。そのためには、理事長や学長は、あらゆる機

会をとおして、創立の理念や建学の精神、ミッション、ビジョンを伝え続けなければ

ならない。この観点は、つぎに論じる「業務プロセスの視点」においても重要となる。 

② 教員と事務職員の会議構成比率……数値目標は、「教員と事務職員の会議構成比率

を７：３」と設定する。その割合は、それぞれの組織文化や会議の審議内容等により

異なる設定となるであろうが、政策継続性を担保し、高度な経営を行うためにも、事

務職員の参画度を高める必要がある。また、法人理事についても、一定数が事務職員

となるよう検討を要する。法人経営と教学運営において、教員と事務職員との協働が

日常的になる組織文化を創る必要がある。 

③ 学生との対話機会……数値目標は、「大学執行部と学生とが対話する機会を年２回

設定」とする。大学経営者層や各学部長、教務主任といった学部執行部と学生組織の

代表などとの対話の機会を年２回は設定し、教育内容や学生支援などについて学生の

意見を聞き、情報を共有する場を設け、学生とともに大学創りをする文化を醸成する。 

 ④ 地域住民との対話機会……数値目標は、「地域住民と大学執行部とが対話する機会

を年２回以上設定」とする。地域貢献は、地方大学にとって大きな使命のひとつであ

る。それゆえ、地域住民を中心に地域貢献を考えることが重要となる。地域や地域住

民が抱える課題を知り、その課題解決に向けて共に取り組むという姿勢が重要である。 

 

(4) 組織目標と個人目標との連動 

第６章で考察した先行研究を参考に、設定する戦略目標「組織目標と個人目標を連動さ

せる」におけるＫＰＩおよび数値目標は、以下のとおりである。 

① 経営者と管理職、管理職と一般職との面談数……数値目標は、「期首面談、中間面談、

期末面談の３回設定」とする。目標管理においては、大学全体の組織目標のために、

各部署目標が設定され、その各部署目標を達成するために個人目標が設定される。個

人目標の達成が、個人の成長や達成感に通じるだけでなく、部署目標の達成につなが

り、部署目標の達成が組織全体の目標達成につながるよう、それぞれの階層で面談を

行い、進捗状況を確認し、ＰＤＣＡを機能させることが重要である。 
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② 大学関連情報および高等教育関連情報へのアクセス状況……数値目標は、「すべて

の教職員が、年２回以上アクセス」とする。わが国や海外での高等教育関連情報およ

び自学の財政計画や施設計画、中長期計画などに関連する情報に日常的にアクセスで

き、情報を共有できるとうシステムを構築する必要がある。すべての教職員がこれら

の情報を共有し、地方大学が置おかれている危機的な状況を理解するとともに、意識

改革を行い、戦略的に志向することができるよう、情報共有を図る必要がある。 

③ 目標管理と経営戦略の連動状況……数値目標は、「連動状況を確認する会議を半期

に１回開催」とする。経営戦略との連動を念頭においた目標管理制度を構築し、目標

管理と経営戦略とのＰＤＣＡシステムとして機能させる。個人の目標達成が、個人の

成長とともに、経営戦略における組織の戦略目標の達成となるように目標管理制度を

設計し、その目的をすべての構成員が理解する。組織と個人が達成感を味わい、それ

ぞれが幸せにならなければならない。 

 これら大学経営人材や国際経営人材を育成する機会の創出は、今後地方大学の持続的経

営を可能とするために必須と考えられる。ただし、修士課程修了後や海外研修プログラム

の実施後おいて、適切な人事異動や配置、処遇などを整備する必要がある。 

 

４ 「業務プロセスの視点」からの提言 

第７章での考察を踏まえ、「業務プロセスの視点」における戦略目標は「学生中心主義の

方針を浸透させるとともに、国際的な教育環境を整備する」「外国人留学生の獲得と総合的

な支援体制を整備する」「教職員の意識改革と行動改革を行う」「財務戦略と連動した専門

部署を設置する」である。 

それらの戦略目標を実現するために設定したＫＰＩおよび数値目標について、先行研究

やわが国の大学の事例、海外における取り組み事例を基に、それぞれつぎのように設定す

る。「業務プロセスの視点」における戦略目標の達成は、「学習と成長の視点」における戦

略目標の達成とともに、地方大学の競争力の源泉となるものである。 

 

(1) 学生中心主義の浸透と国際教育環境の整備 

第３章で考察した大学の事例、第４章で考察した海外の大学の事例および第７章での考

察を踏まえ、設定する戦略目標「学生中心主義の方針を浸透させるとともに、国際的な教

育環境を整備する」におけるＫＰＩおよび数値目標は、以下のとおりである。 
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 ① 学生中心主義の浸透機会……数値目標は、「学生中心主義の浸透を図るための研修

を年３回以上開催」とする。学生中心主義を標榜し、すべての教職員にその方針が浸

透するよう対話や研修の機会を期首、期中、期末など年３回以上設定する。学生を中

心に、大学を取り巻くさまざまなアクターとの関係性を重視する考え方について、す

べての教職員への浸透が必要である。 

 ② 海外の大学との協定数……数値目標は、「海外の大学との学術交流協定校数および

学生交換協定校数をそれぞれ 50 校以上」とする。地方大学が有する特色かつ強みの

ある研究の高度化を図り、国際競争力を高める必要がある。学生交換協定校が増えれ

ば、日本人学生の留学先が増え、海外プログラムの開発につながる。 

 ③ 英語だけで学べる学位プログラム数……数値目標は、「英語で学べる学位プログラ

ムを１以上」とする。学士課程および大学院における英語だけで学位が取得できるプ

ログラムを開発する。海外からの優秀な外国人留学生を獲得するために必要となる。

また、日本人学生と外国人留学生が共に学び合う場として有用である。 

 ④ 競争的資金獲得額の増……数値目標は、「競争的資金獲得金額を前年度比 120％増」

とする。地域社会や経済の活性化に貢献できるよう、地方大学は強みとなる研究を強

化し、教育に還元していかなければならない。研究力を測定する指標として、その他

にも国際共著論文数、被引用論文数などをあげることができる。また、特色ある研究

分野に特化した国内外でのレピュテーションも重要である。 

 ⑤ 外国人教員の割合……数値目標は、「全教員数の 10％」とする。多様な国や地域か

ら優秀な外国人教員を獲得することは、研究力の強化や国際教育の充実に不可欠であ

る。ただし、優秀な外国人教員を獲得するためには、生活支援も含め総合的な支援体

制が必要となる。なお、学部や学科特性により必要となる外国人教員の割合も異なる。 

 ⑥ 海外の大学での学位取得した専任職員もしくは外国人専任職員の割合……数値目標

は、「全事務職員数の 50％」とする。高度な経営人材としての役割が果たせるよう、

経営戦略を立案・実行できる人材が必要である。また、外国人留学生への支援や国際

教育の充実支援のためには、外国人専任職員も必要となる。 

 

(2) 外国人留学生の獲得と総合的な支援体制整備 

第３章で考察した大学の事例や産官学が連携したコンソーシアムの事例、先行研究およ

び第７章での考察を参考に、設定する戦略目標「外国人留学生のための総合的な支援体制
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を整備する」におけるＫＰＩおよび数値目標は、以下のとおりである。 

① 国際戦略室部署の設置と提案数……国際化を推進していくための戦略的な部署を設

置し、数値目標は「国際戦略部署からの年間提案数３以上」とする。国際経営戦略を

企画・立案し、実行していくために、「学習と成長の視点」で述べた国際経営人材を配

置する。そして、アジアやアフリカ地域などを対象とした海外における地域戦略を構

築し、マーケティングやリクルーティングのための戦略を構築しなければならない。 

② 専門人材の配置数……数値目標は、「外国人留学生を獲得するための専門人材を１

名以上配置」とする。国内外の日本語学校との提携、海外エージェントを活用したリ

クルーティング、海外での入試の実施などの募集戦略を構築する必要がある。そのた

めには、国内外のネットワーク形成が重要となる。 

 ③ 地域包括的なコンソーシアムの形成と外国人留学生の満足度……県内の他の大学や

短期大学、専門学校、地元経済団体、地元企業などとコンソーシアムを形成し、数値

目標は、「支援内容における外国人留学生の満足度 80％以上」とする。外国人留学生

を対象にアンケートを実施し、各種支援プログラムなどの満足度を測定する。県内リ

ソースを活用し、県や市全体で就職支援などをはじめとした外国人留学生を総合的に

支援する仕組みを構築する。優秀な外国人留学生を獲得するためには、充実した教育

内容が前提となるが、修学支援としての奨学金、生活をサポートする体制、日本人学

生との混住型留学生寮の整備および就職支援体制の整備など、あらゆる観点からの支

援が必要となる。 

 ④ 外国人留学生の地元企業へ就職した割合……数値目標は、「全体の外国人留学生数

の 30％」とする。外国人留学生を対象として初年次からのキャリア教育を実施すると

ともに、地元企業へのインターンシップ制度を整備し、わが国独特の就職に関する活

動時期や採用方法などについて、学ぶ機会を創出する必要がある。そのためにも、外

国人留学生が地元企業の魅力を知るための機会が必要となる。外国人留学生の地元企

業への就職は、地元企業のグローバル化を推進することにつながる。 

⑤ 海外の大学での学位取得もしくは海外の大学での教育歴を有する専任教員の割合…

…数値目標は、「全教員数の 50％」とする。すべての学問分野で必ずしも海外の大学

での学位取得や教育歴を有する教員が必要ではないが、海外だけでなく国内において

も都市部と地方の区別なくグローバル化していることを踏まえた教員編成とする必要

がある。 
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(3) 教職員の意識改革と行動改革 

第７章で考察した先行研究を参考に、設定する戦略目標「教職員の意識改革と行動改革

を行う」におけるＫＰＩおよび数値目標は、以下のとおりである。教職員の意識改革と行

動改革を行い、教職協働していくためには、創立の理念や建学の精神を共有し、同じ価値

観を有することが前提となる。教職員の意識改革と行動改革、そして教職協働は、組織変

革のための基盤となるものである。 

 ① 創立の理念、建学の精神の理解度……数値目標は、「創立の理念、建学の精神を深く

理解している教職員の割合を 100％」とする。すべての教職員を対象にアンケートを

実施し、創立の理念や建学の精神をすべての教職員が理解し、共感・共鳴しているか

どうかについて調査する。改めて、創立の理念や建学の精神を見つめなおし、気づき

の機会をあらゆる場面で設定する。理事長や学長自らが率先して、それら対話の機会

を創出し、自らの言葉で伝えなければならない。 

 ② 外部環境に関する説明会開催回数……数値目標は、「大学を取り巻く外部環境を学  

ぶ機会を年間２回以上」と設定する。大学を取り巻く厳しい外部環境について、すべ

ての教職員が理解し、危機感を共有できるよう、説明会などの機会を創出する。情報

共有は、組織運営における基本である。そして、危機感の共有は、教職員の意識改革

と行動改革につながる。 

③ 国際化への理解度……数値目標は、「国際化推進の理解度 80％以上」とする。すべ

ての教職員を対象にアンケートを実施し、国際化推進に関する理解度を測定する。国

際事情に詳しく、大学の国際化の必要性を論じ、対話を重視するコミュニケーション

能力の高い担当副学長を置く。学内に適切な人材がいない場合は、外部人材を招聘す

るなどして、国際化を推進する核となる人材を配置すべきである。担当副学長は、す

べての教職員が理解できるよう、一人ひとりと対話を繰り返し行うことができる人材

が望ましい。 

 

(4) 財務戦略と連動した専門部署の設置と積極的運営 

第５章で考察した海外およびわが国の大学の事例や先行研究、および第７章での考察を

参考に、設定する戦略目標「財務戦略と連動した専門部署を設置し、積極的な運営を行う」

におけるＫＰＩおよび数値目標は、以下のとおりである。 
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① 資産運用体制の設置と大学執行部への説明会の回数……組織として資産運用部署を

設置し、数値目標は、「大学執行部への四半期ごとの説明会実施」とする。同部署には

専門人材を配置する。また、同時に内部統制としてのリスク管理の仕組みも構築する。

専門部署を設置できない場合は、外部委託する。その場合であっても、担当の専門人

材が必要となる。専門人材については、外部からの登用や専門人材の育成を検討する

必要がある。 

 ② 寄付金獲得を専門とする部署の設置と訪問依頼数……寄付金を獲得するための部署

を設置し、数値目標は、「寄付金依頼をするための企業等への訪問回数年間 50回以上」

とする。寄付金の獲得は、容易ではないことを理解しつつ、将来にわたって貴重な財

源となる可能性が高いことから、投資戦略としても位置づけることが重要である。た

だし、先にも述べたが、人的資源や財源には限りがあることから、資産運用体制も含

めて地域包括的な取り組みも検討していく必要がある。 

 これらの設定にあたっては、地方大学がおかれている状況や規模、将来ビジョン、中長

期計画、財源、施設計画、特色ある教育研究資源、学部や学科構成などによって制定され

る目標が異なることに留意しなければならない。 

 

５ 「顧客の視点」からの提言 

第８章での考察を踏まえ、「顧客の視点」における戦略目標は「グローバルと地域で活躍

する学生を育成する」「価値共創により、学生をはじめとした地域におけるアクターの満足

度を高める」「地域住民の生活の質を高める」である。それらの戦略目標を実現するために

設定したＫＰＩおよび数値目標について、先行研究やわが国の大学の事例、海外での取り

組み事例などを基に、以下のとおりとする。ＫＰＩの設定にあたっては、教職員の満足度

の向上が、顧客満足度の向上につながり、その結果として地域社会と経済の済活性化につ

ながるという視点を念頭に置いている。 

 

(1) グローバルと地域で活躍する学生の育成 

第８章で考察した大学の事例や先行研究などを参考に、設定する戦略目標「グローバル

と地域で活躍する学生を育成する」におけるＫＰＩおよび数値目標は、以下のとおりであ

る。 

① 海外で活躍する卒業生の満足度……数値目標は、「海外で活躍する卒業生の満足度
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80％以上」とする。海外で活躍する卒業生を対象にアンケート調査を実施し、大学で

どのような教育プログラムや授業、ゼミナールなどの正課教育、サークル活動やボラ

ンティア活動などの課外活動が、現在の活動に役立ったのかについて調査を行う。こ

のことにより、教育へのフィードバックを得ることができ、大学での教育成果を測定

する指標となる。 

② 地域で活躍する卒業生の満足度……数値目標は、「地域で活躍する卒業生の満足度

80％以上」とする。地域で活躍する卒業生を対象にアンケート調査を実施し、大学で

どのような教育プログラムや授業、ゼミナールなどの正課教育、サークル活動やボラ

ンティア活動などの課外活動が、現在の活動に役に立ったのかについて調査を行う。

このことにより、教育へのフィードバックを得ることができ、大学での教育成果を測

定する指標となる。 

③ 卒業生組織の各地域支部、職域支部、海外支部数……数値目標は、「各都道府県に１

以上の地域支部、職域支部５以上、海外支部３以上」とする。上記①と②の卒業生の

満足度を測定するために必要となるものである。卒業生ネットワークとして、卒業生

の支部が設置され、その支部活動が活性化すれば、新たな価値が創造され、卒業生各々

の文脈でのさらなる活躍が期待される。また、これらは母校への帰属意識の向上にも

つながり、財源確保のための寄付金事業戦略にも資することが期待できる。 

 

(2) 価値共創による満足度向上 

第８章で考察した大学の事例や先行研究などを参考に、設定する戦略目標「価値共創に

より、学生をはじめとした地域におけるアクターの満足度を高める」におけるＫＰＩおよ

び数値目標は、以下のとおりである。 

 ① 大学を取り巻くさまざまなアクターの満足度……つぎの(3)の②で開発した街活性

化プロジェクトや教育プログラムにおいて、参加したアクターの満足度を測定する。

数値目標は、「参加者の新たな価値創造の数１以上およびそれぞれの文脈での活用状

況」を設定する。参加者にアンケート調査を実施し、新たな価値がひとつでも創造で

きたかどうか、その新たな価値がどのように役立ったのかなどを調査する。日本人学

生、外国人留学生、地域住民、地元企業、地元経済団体等のそれぞれの満足度を向上

させるためには、大学が提供する共創の場において、それぞれが共に学び合い協働し、

新たな価値を創造することが重要である。そして、創造された新たな価値はそれぞれ
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のアクターの文脈に応じて、さらなる価値の創造が期待される。 

② 目標管理における事務職員の達成度(事務職員の満足度向上)……数値目標は、組織

目標をブレイクダウンした「個人目標に掲げた目標の達成度を 80％以上」とする。目

標管理制度のなかで事務職員の満足度を測定する。事務職員は、少しストレッチした

個人目標を掲げる。その個人目標が達成されることにより、達成感を味わうことがで

き、自己肯定感を増すことにつながり、自発的な能力開発が促進され、個人の成長サ

イクルが機能する。その結果として、さらに個人のパフォーマンスが上がり、顧客満

足度の向上に寄与することになる。 

 ③ 教員としての幸せ、事務職員としての幸せの共有(教職員の満足度向上)……数値目

標は、「ワークライフ・バランスに関する満足度 80％以上」とする。アンケート調査

を実施し、教員の幸せとは何か、事務職員の幸せとは何かを相互に共有し、働く者の

ワークライフ・バランスに関する満足度の向上を測定する。職制の違う構成員が、そ

れぞれの価値観を理解し、それぞれの考え方を相互に尊重する文化を醸成すると共に、

ワークライフ・バランスにも配慮する組織とする必要がある。教職員がそれぞれの教

育や業務において達成感を味わい、他者を思いやり、自己肯定感が高まれば、それぞ

れの満足度が増し、パフォーマンスも上がる。 

 

(3) 地域住民の生活の質向上 

第８章で考察した大学の事例や先行研究などを参考に、設定する戦略目標「地域住民の

生活の質を高める」におけるＫＰＩおよび数値目標は、以下のとおりである。 

① 地域住民と外国籍住民との交流回数……数値目標は、「地域住民と外国籍住民との

交流事業を年２回以上実施」とする。外国籍住民が多い地域において、地域住民との

交流事業は、お互いの歴史や文化的背景を知り、多様な価値観を理解することができ

る機会となる。そのような相互理解の場が、グローバル化したコミュニティにおける

課題解決につながり、地域住民と外国籍住民の満足度を高めることができる。 

② 地域のアクターと学び合い価値創造するプログラムの開発数……数値目標は、「年

間１以上のプログラム開発」とする。開発する地域住民や地元企業、地方自治体等と

連携した街活性化プロジェクトや教育プログラムを複数開発する。日本人学生と外国

人留学生が、地域のアクターと共に考え学び合うプロセスが、地域活性化に資する新

たな価値を創造することを認識しなければならない。 
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上述した②については、「業務プロセスの視点」において設定することも考えられるが、

顧客であり地域のアクターを中心とした考え方からの設定が必要と考え、「顧客の視点」に

おいて設定している。 

 課題として、アンケートにより満足度を測定するだけで、適切に満足度を測定できるの

かといったことが考えられる。学生、教職員、大学を取り巻くアクターの満足度を客観的

に測定するための質的なＫＰＩの開発については、今後さらなる研究が必要であると認識

している。 

 

６ 地方大学経営における国際経営戦略マップ 

 地方大学経営における国際経営戦略について、ＢＳＣの４つの視点から戦略目標および

ＫＰＩを導出した。そこで、それらをもとに、図表 9-3 のとおり戦略マップを提言する。 

まず「財務の視点」では、戦略目標として「多様な入学者を確保する」「多様な財源を確

保する」「効率化を目指し経費を削減する」を設定している。これら３つの戦略目標は、国

際経営のための基盤となるものである。そして、それらの戦略目標が「学習と成長の視点」

と「業務プロセスの視点」と連鎖して、両視点それぞれとの関係においてＰＤＣＡサイク

ルが機能している状態を示している。財政基盤の安定化がなされてはじめて持続的経営が

可能となる。 

「学習と成長の視点」では、戦略目標として「経営人材育成プログラムを開発する」「国

際経営人材を育成する」「教職員が共創する組織文化を醸成する」「組織目標と個人目標を

連動させる」を設定している。そして、これら４つの戦略目標は、それぞれが関連してい

る。大学経営人材と国際経営人材の育成は、喫緊の取り組むべき課題であり、個人が目標

を達成することによって、個人が成長するとともに、組織目標が達成できるよう好循環サ

イクルを構築する必要がある。そして、４つの戦略目標が連動して、成長のサイクルとな

ることを示している。 

「業務プロセスの視点」では、戦略目標として「学生中心主義の方針を浸透させるとと

もに、国際的な教育環境を整備する」「外国人留学生の獲得と総合的な支援体制を整備する」

「教職員の意識改革と行動改革を行う」「財務戦略と連動した専門部署を設置する」を設定

している。創立の理念や建学の精神がすべての教職員に浸透していることが、戦略目標達

成のための前提となる。 
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図表 9-3 提言 2－地方大学経営における国際経営戦略マップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (出所)「図表 9-2」に基づいて、地方大学経営における国際経営戦略を想定して筆者作成 

 

「顧客の視点」では、戦略目標として「グローバルと地域で活躍する学生を育成する」

「価値共創により、学生をはじめとした地域におけるアクターの満足度を高める」「地域住

民の生活の質を高める」を設定している。これら３つの戦略目標は、大学内のすべてのア

クターと地域におけるすべてのアクターが、大学が提供する「共創の場」において学び合

い協働することによって新たな価値を創造し、それら新たな価値が地域社会や経済の活性

化に貢献するプロセスを明示している。 
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これらの４つの視点において設定した戦略目標が達成されることによって、地方大学の

国際化が推進され、地方大学の使命である社会に有意な人材を育成し輩出することができ

るようになる。また同時に、地方大学の使命である地域貢献として、地域社会や経済の活

性化のための役割を果たすことになることを可視化している。 

４つの視点から地方大学経営における国際経営戦略マップを提言したが、留意しておく

べきことがある。ＢＳＣにおける４つの視点は、それぞれの視点が連鎖しており因果関係

があること、それぞれの戦略目標の達成のために４つの視点の位置関係も柔軟に変化する

ものであることに留意しなければならない。そして、戦略目標およびＫＰＩにおける数値

目標の達成に捉われすぎて、大学の使命が何であるのかを忘れてはならない。 

 

Ⅴ  本論文の総括と課題  

 

 本論文では、国内外においてグローバル化が進展している一方で、地域経済が衰退して

いる状況を踏まえ、地方大学における国際化の推進が、厳しい経営環境にある地方大学の

持続的経営を可能にするとともに、地方が解決しなければならない喫緊の課題である地域

社会や経済の活性化に資することについて明らかにした。しかしながら、地方大学が国際

化を進めていくためには、解決すべきいくつかの経営課題がある。地方大学がそれらの経

営課題を解決するためには、総合的かつ戦略的に組織をマネジメントする仕組みを構築す

ることが必要となる。 

 そこで、地方大学における国際経営戦略を遂行するために必要となる戦略的マネジメン

ト・システムであるＢＳＣに着目した。企業におけるＢＳＣの有用性について考察したう

えで、非営利組織である大学におけるＢＳＣの有用性について論じ、特に地方大学にとっ

て有用であることを考察した。さらに、地方大学経営に必要な国際化を遂行していくため

の戦略マップと戦略目標を導出し、４つの視点から、戦略目標に対するＫＰＩについて、

つぎのとおり提言を行った。 

まず、「財務の視点」では、戦略目標として「多様な入学者を確保する」「多様な財源を

確保する」「効率化を目指し経費を削減する」を掲げ、その戦略目標を実現するために設定

したＫＰＩを提言した。つぎに「学習と成長の視点」では、地方大学の競争力の源泉とな

る戦略目標として「経営人材育成プログラムを開発する」「国際経営人材を育成する」「教

職員が共創する組織文化を醸成する」「組織目標と個人目標を連動させる」を掲げ、その戦
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略目標を実現するために設定したＫＰＩを提言した。さらに「業務プロセスの視点」にお

いては、戦略目標を「学生中心主義の方針を浸透させるとともに、国際的な教育環境を整

備する」「外国人留学生の獲得と総合的な支援体制を整備する」「教職員の意識改革と行動

改革を行う」「財務戦略と連動した専門部署を設置する」と定め、その戦略目標を実現する

ために設定したＫＰＩについて提言を行った。そして最後に「顧客の視点」における戦略

目標として「グローバルと地域で活躍する学生を育成する」「価値共創により、学生をはじ

めとした地域におけるアクターの満足度を高める」「地域住民の生活の質を高める」を明示

し、その戦略目標を実現するために設定したＫＰＩを示唆した。ただし、ＫＰＩは可能な

限り定量的指標を設定することから、数値目標を達成することばかりに捉われて、大学本

来の使命を見失う危険性があること、また定性的なＫＰＩの測定は容易ではないことなど、

ＫＰＩには限界と課題があることも指摘した。 

本論文では、地方大学の国際化が、厳しい経営環境にある地方大学の経営戦略として有

用であり、その地方大学の国際化が同時に、地域に経済波及効果をもたらすだけでなく、

地域交流を促進させ、地域のアクターたちの協働を促し、新たな価値創造を行い、地域が

活性化していくことを明らかにした。 

 しかしながら、地方大学が地方創生のために、国際化を進めていくには、いくつかの残

された課題がある。その課題について、４つの視点からつぎのように整理する。 

 「財務の視点」では、財政基盤の安定化が国際化を進めていくうえでの基盤となること

から、財務戦略として、資産運用および寄付金事業の戦略的な実施について考察した。し

かしながら、これらの事業の遂行には、組織体制を整備し、専門人材の育成や配置が必要

となる。また、資産運用およびその原資となる寄付金事業は、中長期的に実施していく必

要があることから、これらの事業をはじめても、すぐに効果が表れるものではなく、事業

が軌道に乗るまでの間、何らかの財政的支援措置が必要になる可能性がある。 

 「学習と成長の視点」では、人こそが組織における競争力の源泉であることから、大学

経営と国際経営人材の能力開発と育成について考察した。これら人材育成には、小さな地

方大学が単独で行うには、財政的にも人的にも困難である。地域を代表するような大規模

地方大学が中心となり、地域のあらゆる資源を活用し、相互補完的に能力を開発できる仕

組みの構築が必要である。大学を経営し、国際経営を担う人材育成もまた、短期的な視点

ではなく、中長期的かつ時代の変化に対応しながら柔軟に進めていかなければならず、時

間が必要となる。また、経営者は、人材育成は投資であるという考え方を持つことが重要
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である。 

 「業務プロセスの視点」では、「学習と成長の視点」と同じように、時代のニーズに合っ

た組織変革こそが、地方大学における競争力の源泉となることから、意識改革と行動改革、

そして教職協働を推進することによって、厳しい経営環境を乗り切るための組織変革につ

いて考察した。組織変革のためには、建学の精神や国際化の意義といった理念の浸透が必

要となることから、理事長や学長といった経営者自らが、自分の言葉であらゆる機会を通

じて、理念の浸透を図り、率先垂範して本気の熱意を示さなければならない。しかしなが

ら、そういった国際化を理解した経営者が地方大学に存在するのか懸念されるところであ

る。また、外国人留学生が増えることに、個人的な負担が増すことから、総論は賛成でも、

各論では反対する教員も出てくることに留意しなければならない。 

「顧客の視点」では、地方大学の日本人学生や外国人留学生と顧客でありアクターでも

ある地域住民や地元企業などとが協働し学び合い、地域活性化のためのプロジェクトとい

った「価値共創の場」から、新たな価値が創造され、地域に貢献していくプロセスを明ら

かにした。しかしながら、このような場を運営するファシリテーターとしての教員がどれ

だけ地方大学に存在しているのか、あるいは育成できるのかについては考察しておらず、

そういった教員の育成は課題である。また、外国籍住民が増えており、地域コミュニティ

のグローバル化が急速に進んでおり、生活習慣や文化の違いなどから生じる地域住民との

コンフリクトなど解決すべき課題が増加していることに気づいていない教職員が多いので

はと懸念される。 

このような研究が、厳しい経営を迫られている地方大学の経営戦略に貢献するとともに、

地方大学が国際化を推進することによって、地方にある大学として地域社会や経済の活性

化に貢献することを望むものである。なお、本論文では、地方大学における国際経営戦略

の実践において、戦略マップと戦略目標、そして戦略目標の尺度としてのＫＰＩを中心に

考察を展開してきた。本論文におけるつぎの課題としては、具体的な経営戦略の実行段階

における重要成功要因とアクションプランの設定が考えられるが、これらの課題について

は、企業や地方大学のそれぞれが置かれている状況によって当然のこととして異なってく

る。したがって、それらの具体的な特定の議論は、ＢＳＣの実践段階において個別に検討

されるべきものである。その際にも、本論文で考察した戦略マップとＫＰＩの理解は、最

も重要な前提条件であり、重要成功要因とアクションプランの検討にあたって有用である

と考えられる。 
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地方は未だ経済が衰退し続けており、若者の都市部への人口流出、深刻な労働力不足、

地域コミュニティのグローバル化による課題など、地方が抱える課題が山積している。今

後も引き続き、世界的な高等教育の動向や先進的な大学の国際化の取り組みとその成果を

研究するとともに、先に述べた地方創生に向けた、地方大学国際化の推進に残された課題

解決に向け研究を続け、地域の活性化および地方大学の国際化に貢献できるよう努めてい

きたいと考えている。 

 

注 

1  奧居正樹「バランスト・スコアカードを用いた大学評価指標の策定とそれを支援する情

報システムの構築」『大学教育実践ジャーナル』第２号、2005 年３月、4-5 頁。 

2  中嶋教夫「明星大学におけるバランスト・スコアカード(ＢＳＣ)への取組み」『企業会

計』第 61 巻第６号、2009 年６月、158-159 頁。 

3  Kaplan, S. R. and D. P. Norton, Strategy Map, Harvard Business School Press, 2004. 

櫻井通春他監訳『戦略マップ バランスト・スコアカードの新・戦略実行フレームワー
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巻末資料 

インタビュー調査一覧表 

訪問先 訪問対象者 訪問目的 訪問日時 

広島大学 副学長（国際交流） 

 

レピュテーション・マネジメ 

ントに関する取り組みに関 

するインタビュー 

2016 年 11 月 29 日 

長崎国際大学 留学およびキャリア・就職 

支援担当者 

外国人留学生支援に関する

ヒアリング 

2017 年３月 27 日 

長崎短期大学 担当者 外国人留学生支援に関する

ヒアリング 

2017 年３月 27 日 

佐世保市役所 

企画部国際政策課 

佐世保市役所企画部 

国際政策課担当者 

佐世保域内での外国人留学

生支援の取り組みに関する

ヒアリング 

2017 年３月 27 日 

国際教養大学 理事長兼学長、 

副学長、事務局長 

大学の国際化に関するイン

タビュー 

2015 年 10 月 20 日  

会津大学 理事長兼学長、 

副学長兼理事、スーパーグ 

ローバル大学推進室室長、 

グローバル推進本部国際 

戦略室室長 

大学の国際化に関するイン

タビュー 

 

2015 年 10 月 26 日  

九州大学 元理事(福岡女子大学副理 
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ＢＳＣ導入の背景と導入の

成果等に関するインタビュ
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東北公益文科大学 公益学部Ａ教授および 

Ｂ教授 

地域課題を解決するための
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ュー 

2017 年 12 月 19 日 

注１ 訪問先は、本論文に関連して記述している順に掲載している。 

注２ 訪問対象者の役職等については、いずれも訪問当時のものである。 

 


